
 

 

改正 令和７年９月１７日 原規技発第 2509173号 原子力規制委員会決定 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等の一部

を改正する規程を次のように定める。 

 

令和７年９月１７日 

 

原子力規制委員会   

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈等の

一部を改正する規程 

 

次の各号に掲げる規程の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正す

る。 

⑴ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規

技発第 1306194 号） 別表第１ 

⑵ 加工施設の技術基準に関する規則の解釈（原規規発第 2002054 号-1） 別

表第２ 

⑶ 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈（原規規発

第 2002054号-2） 別表第３ 

⑷ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈（原規規発第 2002054

号-3） 別表第４ 

⑸ 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈（原規規発第 2002054 号-4） 

別表第５ 

⑹ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する

規則の解釈（原規規発第 2002054号-5） 別表第６ 

⑺ 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈（原規規発第 2002054 号-6） 

別表第７ 

 

附 則 

この規程は、令和７年９月１７日から施行する。 
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別表第１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線を付し、又は破線で囲んだ部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第２条（定義） 

１～５ （略） 

６ 第２項第４４号に規定する「その主たる機能を果たすべき運転状態」

とは、次のいずれか及びこれらの解説に規定される「供用状態」をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年

版（2007年追補版を含む。））（JSME S NC1-2005/2007）」（以下「「設

計・建設規格 2005(2007)」」という。）GNR-2110 

第２条（定義） 

１～５ （略） 

６ 第２項第４４号に規定する「その主たる機能を果たすべき運転状態」

とは、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年

版（2007年追補版を含む。））（JSME S NC1-2005/2007）」（以下「設計・

建設規格 2005(2007)」という。）GNR-2110又は日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）（JSME S NC1-2012）」（以

下「「設計・建設規格 2012」」という。）GNR-2110及び同解説に規定さ

れる「供用状態」をいう。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（2007 年

追補版）並びに【事例規格】「設計・建設規格 2005 年版「管の設計」

（管継手、フランジ）の JIS 規格年度の読替規定（NC-CC-003）」及び

【事例規格】「設計・建設規格 2005 年版付録材料図表 JIS 規格年度の

読替規定（NC-CC-004）」に関する技術評価書」（平成２０年１０月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）（以下「「設計・建設

規格 2007 技術評価書」」という。）及び「日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（2012 年版）」（JSMES NC1-2012）に関す

る技術評価書」（原規技発第 1408062 号（平成２６年８月６日原子力

規制委員会決定。以下「「設計・建設規格 2012 技術評価書」」という。）） 

（新設） 
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（２）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年

版）（JSME S NC1-2012）」（以下「「設計・建設規格 2012」」という。）

GNR-2110 

（３）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2020年

版）（JSME S NC1-2020）」（以下「「設計・建設規格 2020」」という。）

GNR-2110 

７ （略） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

７ （略） 

 

第１７条（材料及び構造） 

１ （略） 

２ 第１項に規定する「法第四十三条の三の十一第二項に定める使用前

事業者検査の確認を行うまでの間適用する」とは、設計基準対象施設

（圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン（発電用のものに限る。）、発電

機、変圧器及び遮断器を除く。）に属する容器、管、ポンプ若しくは弁

若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の使用前に適用する

ことをいう。 

３ 第１号イに規定する「使用中の応力その他の使用条件に対する適切

な耐食性を含む」は、次のいずれかの規格によること。この場合におい

て、「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当た

って（別記－２）」によること。 

 

 

 

 

 

第１７条（材料及び構造） 

１ （略） 

２ 第一項に規定する「法第四十三条の三の十一第二項に定める使用前

事業者検査の確認を行うまでの間適用する」とは、設計基準対象施設

（圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン（発電用のものに限る。）、発電

機、変圧器及び遮断器を除く。）に属する容器、管、ポンプ若しくは弁

若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の使用前に適用する

ことをいう。 

３ 第１号イの「使用中の応力その他の使用条件に対する適切な耐食性

を含む」とは、日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」

（JSME S NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）【事例規格】発電用原子

力設備における「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（NC-CC-002）

（JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 発電用原子

力設備における｢応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮｣(JSME S NC-

CC-002) 正誤表（平成 28年 2月 17日付け）及び JSME 発電用原子力

設備規格 設計・建設規格 事例規格(NCCC-002)正誤表（令和元年 7 月

12日付け）を含む。）によること。（「日本機械学会「発電用原子力設備
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（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S 

NC1-2001）及び（JSME S NC1-2005）【事例規格】発電用原子力設備にお

ける「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（NC-CC-002）（JSME 発

電用原子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 発電用原子力設備にお

ける｢応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮｣(JSME S NC-CC-002) 正

誤表（平成２８年２月１７日付け）及び JSME 発電用原子力設備規格 

設計・建設規格 事例規格（NCCC-002）正誤表（令和元年７月１２日付

け）を含む。）。 

なお、これらの規格の適用に当たっての技術的根拠については、以

下を参照すること。 

①「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（2001 年

版及び 2005年版）事例規格「過圧防護に関する規定（NC-CC-001）」

及び事例規格「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮（NC-CC-002）」

に関する技術評価書」（平成１８年８月原子力安全・保安院、原子力

安全基盤機構取りまとめ） 

②日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元年７月

１２日付け）等及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規

規格 設計・建設規格」（2001年版及び 2005年版）事例規格「過圧防護

に関する規定（NC-CC-001）」及び事例規格「応力腐食割れ発生の抑制に

対する考慮（NC-CC-002）」に関する技術評価書」（平成１８年８月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）及び「日本機械学会 

設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元年 7月 12日付け）等及

び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）

正誤表（平成 28 年 12 月 13 日付け）等に関する技術評価書」（原規技

発第 2001159号（令和 2年 1月 15日原子力規制委員会決定））） 

（新設） 
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程（JEAC4203-2008）正誤表（平成２８年１２月１３日付け）等に関

する技術評価書」（原規技発第 2001159 号（令和２年１月１５日原子

力規制委員会決定）。以下「「設計・建設規格正誤表、漏えい率試験正

誤表等技術評価書」」という。） 

（２）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S 

NC-1–2001,2005,2008,2012,2016,2020,2022）【事例規格】発電用原子力

設備における「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（JSME S NC-CC-

002（改定）-2）（以下「「SCC事例規格 2022」」という。） 

４～１０ （略） 

１１ 第１号から第５号まで、第７号から第１２号まで及び第１４号に

規定する材料及び構造は、次のいずれかの規格によること。この場合

において、「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用

に当たって（別記－２）」によることとし、ウェルドオーバーレイ工法

を適用する場合は、第１号及び第８号の規定に適合するため、「ウェル

ドオーバーレイ工法の適用に当たって（別記－３）」によること。ただ

し、施設時に次のいずれの規格も適用されていない設計基準対象施設

については、施設時に適用された規格（「発電用原子力設備に関する構

造等の技術基準（昭和５５年通商産業省告示第５０１号）」等）による

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

４～１０ （略） 

１１ 第１号から第５号まで、第７号から第１２号まで及び第１４号の

規定に適合する材料及び構造とは、「設計・建設規格 2005(2007)」又は

「設計・建設規格 2012」及び日本機械学会「発電用原子力設備規格 材

料規格（2012年版）（JSME S NJ1-2012）」（以下「「材料規格 2012」」と

いう。）の規定に、「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」

の適用に当たって（別記－２）」の要件を付したものによること。ただ

し、施設時に「設計・建設規格 2005(2007)」又は「設計・建設規格 2012」

及び「材料規格 2012」が適用されていない設計基準対象施設について

は、施設時に適用された規格（「発電用原子力設備に関する構造等の技

術基準（昭和５５年通商産業省告示第５０１号）」等）によること。 

（「設計・建設規格 2007技術評価書」、「設計・建設規格 2012技術評価

書」及び「日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年

版）」（JSME S NJ1-2012）に関する技術評価書」（原規技発第 1408062号

（平成２６年８月６日原子力規制委員会決定。以下「「材料規格 2012技

術評価書」」という。）） 

ウェルドオーバーレイ工法を適用する場合は、第１号及び第８号の
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（１） 「設計・建設規格 2005(2007)」 

（２） 「設計・建設規格 2012」及び日本機械学会「発電用原子力設備

規格 材料規格（2012 年版）（JSME S NJ1-2012）」（以下「「材料規格

2012」」という。） 

（３） 「設計・建設規格 2020」及び日本機械学会「発電用原子力設備

規格 材料規格（2020 年版）（JSME S NJ1-2020）」（以下「「材料規格

2020」」という。） 

１２～２０ （略） 

２１ 第１５号に規定する溶接部は、次のいずれかの規格によること。

この場合において、「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」

の適用に当たって（別記－２）」及び「日本機械学会「溶接規格」等の

適用に当たって（別記－５）」によることとし、ウェルドオーバーレイ

工法を適用する場合は、「ウェルドオーバーレイ工法の適用に当たって

（別記－３）」によること。 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2007 年版）

（JSME S NB1-2007）」（以下「「溶接規格 2007」」という。）及び「設

計・建設規格 2005(2007)」 

 

（２）日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2012年版（2013

年追補を含む。））（JSME S NB1-2012/2013）」（以下「「溶接規格

2012(2013)」」という。）及び「設計・建設規格 2012」 

 

 

規定に適合するため、「ウェルドオーバーレイ工法の適用に当たって

（別記－３）」によること。 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

１２～２０ （略）  

２１ 第１５号の規定に適合する溶接部は、次の（１）又は（２）のいず

れかに適合したものをいう。 

 

 

 

 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2007 年版）

（JSME S NB1-2007）」（以下「「溶接規格 2007」」という。）及び「設

計・建設規格 2005(2007)」の規定に「日本機械学会「溶接規格」

等の適用に当たって（別記－５）」の要件を付したもの 

（２）日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2012年版（2013

年追補を含む。））（JSME S NB1-2012/2013）」（以下「「溶接規格

2012(2013)」」という。）及び「設計・建設規格 2012」の規定に「日

本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって

（別記－２）」及び「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たっ
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（３）「設計・建設規格 2020」及び日本機械学会「発電用原子力設備規格

 溶接規格（2020年版）（JSME S NB1-2020）」（以下「「溶接規格 2020」」

という。） 

 

て（別記－５）」の要件を付したもの 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格」（2007 年版）に

関する技術評価書」（平成２０年１０月原子力安全・保安院、原子力安

全基盤機構取りまとめ。以下「「溶接規格 2007 技術評価書」」という。）、

「日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格 2012 年版/2013年

追補」（JSME S NB1-2012/2013）に関する技術評価書」（原規技発 1502041

号（平成２７年２月４日原子力規制委員会決定。以下「「溶接規格

2012(2013)技術評価書」」という。））、「設計・建設規格 2007 技術評価

書」及び「設計・建設規格 2012技術評価書」） 

なお、ウェルドオーバーレイ工法を適用する場合は、「ウェルドオー

バーレイ工法の適用に当たって（別記－３）」によること。 

（新設） 

 

 

 

第１９条（流体振動等による損傷の防止） 

１ 「流体振動により損傷を受けないように施設しなければならない」

とは、流れの乱れ、渦、気泡等に起因する高サイクル疲労による損傷の

発生防止を規定するものであり、以下の措置を講ずること。 

（１）蒸気発生器伝熱管群の曲げ部については、次のいずれかによる

こと。この場合において、「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材

料規格」の適用に当たって（別記－２）」によること。 

イ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005

年版）（JSME S NC1-2005）」（以下「「設計・建設規格 2005」」と

いう。） PVB-3600 

第１９条（流体振動等による損傷の防止） 

１ 「流体振動により損傷を受けないように施設しなければならない」

とは、流れの乱れ、渦、気泡等に起因する高サイクル疲労による損傷の

発生防止を規定するものであり、以下の措置を講ずること。 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部については、日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（2005年版）（JSME S NC1-2005）」（以

下「「設計・建設規格 2005」」という。）PVB-3600又は「設計・建設規

格 2012」PVB-3600に「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料

規格」の適用に当たって（別記－２）の要件を付したものによるこ

と。 
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ロ 「設計・建設規格 2012」PVB-3600 

ハ 「設計・建設規格 2020」PVB-3600 

（２）管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（JSME 

S012）に規定する手法を適用すること。 

 

 

２・３ （略） 

 

・管に設置された円柱状構造物で耐圧機能を有するものについては、

日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（JSME 

S012）に規定する手法を適用すること。 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1）」(2005年改訂版)並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関する

評価指針の技術評価書」（平成１７年１２月原子力安全・保安院、原子

力安全基盤機構取りまとめ）及び「設計・建設規格2012技術評価書」） 

２・３ （略） 

 

第２０条（安全弁等） 

１ （略） 

２ 第２０条に規定する安全弁等は、次のいずれかによること。 

 

（１） （略） 

（２）「設計・建設規格2012」の第１０章（安全弁等）及び「過圧防護

規定」（JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 

NC-CC-001/NC-CC-001-1正誤表（令和元年７月１２日付け）を含

む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０条（安全弁等） 

１ （略） 

２ 第２０条に規定する安全弁等は、次の（１）又は（２）のいずれかに

よること。 

（１） （略） 

（２）「設計・建設規格2012」の第１０章（安全弁等）及び「過圧防護

規定」（JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 

NC-CC-001/NC-CC-001-1正誤表（令和元年７月１２日付け）を含

む。） 

（「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（2001

年版及び2005年版）事例規格「過圧防護に関する規定（NC-CC-001）」

及び事例規格「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮（NC-CC-

002）」に関する技術評価書」（平成１８年８月原子力安全・保安院、

原子力安全基盤機構取りまとめ）、「設計・建設規格2012技術評価

書」及び「日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表

（令和元年7月12日付け）等及び日本電気協会 原子炉格納容器の
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（３）「設計・建設規格2020」第１０章（安全弁等）及び「過圧防護規

定」（JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 

NC-CC-001/NC-CC-001-1正誤表（令和元年７月１２日付け）を含

む。） 

なお、既設プラントの安全弁等については、施設時に適用された 

以下の告示によることができる。 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和５

５年通商産業省告示第５０１号）」の第１０１条、第１０２条及び

第１０３条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和４

５年通商産業省告示第５０１号）」の第７２条及び第７３条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術基準の細目を定める

漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表（平成28年12月13日付

け）等に関する技術評価書」（原規技発第2001159号（令和2年1月15

日原子力規制委員会決定））） 

なお、既設プラントの安全弁等については、施設時に適用された 

以下の告示によることができる。 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和５

５年通商産業省告示第５０１号）」の第１０１条、第１０２条及び

第１０３条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和４

５年通商産業省告示第５０１号）」の第７２条及び第７３条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術基準の細目を定める

告示（昭和４０年通商産業省告示第２７２号）」の第２３条及び第

２４条の規定 

（新設） 
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告示（昭和４０年通商産業省告示第２７２号）」の第２３条及び第

２４条の規定 

 

第２１条（耐圧試験等） 

１ 第１項に規定する耐圧試験は、次のいずれかによること。 

 

 

 

（１）「設計・建設規格2005（2007）」第１１章（耐圧試験） 

（２）「設計・建設規格2012」第１１章（耐圧試験） 

（３）「設計・建設規格2020」第１１章（耐圧試験） 

２・３ （略） 

 

第２１条（耐圧試験等） 

１ 第１項の規定に適合する耐圧試験は、「設計・建設規格2005(2007)」

の第１１章又は「設計・建設規格2012」の第１１章によること。 

（「設計・建設規格2007技術評価書」及び「設計・建設規格2012技術評価

書」） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

２・３ （略） 

 

第２２条（監視試験片） 

１ （略） 

２ 第２２条に適合する監視試験片は、次のいずれかによること。この

場合において、第１号及び第３号の「容器の材料」には、中性子の照射

領域に溶接部があるときは、母材／溶接金属と同数の溶接熱影響部の

監視試験片も設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

第２２条（監視試験片） 

１ （略） 

２ 第２２条に適合する監視試験片は、「設計・建設規格2005」又は「設

計・建設規格2012」の該当規定（第１２章 監視試験）に次の規定を付

加した要件によること。 

・第１号及び第３号の「容器の材料」には、中性子の照射領域に溶接部

がある場合、母材／溶接金属と同数の溶接熱影響部の監視試験片も

設置すること。 

なお、既設プラントについては、施設時に適用された以下の告示に

よる監視試験片が設置されていること。 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和５５

年通商産業省告示第５０１号）」適用プラントについては同告示第１

０５条の規定 
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（１）「設計・建設規格2005」第１２章（監視試験片） 

（２）「設計・建設規格2012」第１２章（監視試験片） 

（３）「設計・建設規格2020」第１２章（監視試験片） 

なお、既設プラントについては、施設時に適用された以下の告示に

よる監視試験片が設置されていること。 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和５５

年通商産業省告示第５０１号）」適用プラントについては同告示第１

０５条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和４５

年通商産業省告示第５０１号）」適用プラントについては同告示第７

５条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術基準の細目を定める告

示（昭和４０年通商産業省告示第２７２号）」 

３ （略） 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準（昭和４５

年通商産業省告示第５０１号）」適用プラントについては同告示第７

５条の規定 

・通商産業省「発電用原子力設備に関する技術基準の細目を定める告

示（昭和４０年通商産業省告示第２７２号）」 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

 

第３１条（蒸気タービン） 

１ （略） 

２ 第３１条において準用する第１７条第１５号に規定する溶接部は、

次のいずれかの規格によること。この場合において、「日本機械学会

「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって（別記－２）」

第３１条（蒸気タービン） 

１ （略） 

２ 第３１条において準用する第１７条第１５号の規定に適合する溶接

部は、次の（１）又は（２）のいずれかに適合したものをいう。 
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及び「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」に

よること。 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005(2007)」 

 

 

（２）「溶接規格 2012(2013)」及び「設計・建設規格 2012」 

 

 

 

 

 

 

（３）「溶接規格 2020」及び「設計・建設規格 2020」 

３・４ （略） 

 

 

 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005(2007)」の規定に

「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の

要件を付したもの 

（２）「溶接規格 2012(2013)」及び「設計・建設規格 2012」の規定に

「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当た

って（別記－２）」及び「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当

たって（別記－５）」の要件を付したもの 

（「溶接規格 2007技術評価書」、「溶接規格 2012(2013)技術評価書」、

「設計・建設規格 2007技術評価書」及び「設計・建設規格 2012技

術評価書」） 

（新設） 

３・４ （略） 

 

第４８条（準用） 

１ （略） 

２ 第１項において準用する第１７条第１５号に規定する溶接部は、次

のいずれかの規格によること。この場合において、「日本機械学会「設

計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって（別記－２）」及び

「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」による

こと。 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005(2007)」 

 

 

第４８条（準用） 

１ （略） 

２ 第１項において準用する第１７条第１５号の規定に適合する溶接部

は、次の（１）又は（２）のいずれかに適合したものをいう。 

 

 

 

（１）「溶接規格 2007」及び「設計・建設規格 2005(2007)」の規定に

「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって（別記－５）」の

要件を付したもの 
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（２）「溶接規格 2012(2013)」及び「設計・建設規格 2012」 

 

 

 

 

 

 

（３）「溶接規格 2020」及び「設計・建設規格 2020」 

３～６ （略） 

 

（２）「溶接規格 2012(2013)」及び「設計・建設規格 2012」の規定に

「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当た

って（別記－２）」及び「日本機械学会「溶接規格」等の適用に当

たって（別記－５）」の要件を付したもの 

（「溶接規格2007技術評価書」、「溶接規格2012(2013)技術評価書」、

「設計・建設規格2007技術評価書」及び「設計・建設規格2012技術評価

書」） 

（新設） 

３～６ （略） 

 

第５５条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第１号、第２号、第４号及び第５号の規定に適合する材料及び構造

とは、本規程第１７条１１を準用するものをいう。この場合において、

第１号及び第４号の規定の適用に当たって「クラス２」とあるのは「重

大事故等クラス１」と、第２号及び第５号の規定の適用に当たって「ク

ラス２」とあるのは「重大事故等クラス２」とそれぞれ読み替えるもの

とし、「材料規格2012」及び「材料規格2020」の許容引張応力（S値）は、

「設計・建設規格2005（2007）」付録材料図表の値に読み替えるものと

する。 

８～１３ （略） 

 

第５５条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第１号、第２号、第４号及び第５号の規定に適合する材料及び構造

とは、本規程第１７条１１を準用するものをいう。この場合において、

第１号及び第４号の規定の適用に当たって「クラス２」とあるのは「重

大事故等クラス１」と、第２号及び第５号の規定の適用に当たって「ク

ラス２」とあるのは「重大事故等クラス２」とそれぞれ読み替えるもの

とし、「材料規格2012」の許容引張応力（S値）は、「設計・建設規格2005

（2007）」付録材料図表の値に読み替えるものとする。 

（「材料規格2012技術評価書」） 

８～１３ （略） 

 

別記－２ 

 

日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって 

 

別記－２ 

 

日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適用に当たって 
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１．「設計・建設規格 2005（2007）」の適用に当たって 

技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１２号ま

で及び第１４号並びに第１９条及び第２０条において、「設計・建設規格

2005（2007）」(「表１「設計・建設規格 2005(2007）」正誤表一覧」に示

す正誤表を含む。)、「【事例規格】設計・建設規格 2005年版「管の設計」

（管継手、フランジ）のＪＩＳ規格年版の読替規程（NC-CC-003）」（JSME

発電用原子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 NC-CC-003/NC-CC-

003-1正誤表（平成 28年 2月 17日付け）を含む。）、「【事例規格】設計・

建設規格 2005 年版付録材料図表 ＪＩＳ規格年版の読替規程（NC-CC-

004）」及び「過圧防護規定」を適用するに当たっては、（１）によること。 

なお、技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１

２号まで及び第１４号の規定と「設計・建設規格 2005（2007）」の対応関

係は別表－１－１、技術基準規則第２０条の規定と「設計・建設規格 2005

（2007）」及び「過圧防護規定」の対応関係は別表－１－２に掲げるとこ

ろによる。 

また、これらの規格の適用に当たっての技術的根拠については、以下

を参照すること。 

①「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1）」(2005 年改訂版)並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関す

る評価指針の技術評価書」（平成１７年１２月原子力安全・保安院、

原子力安全基盤機構取りまとめ） 

②「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（2007年

追補版）並びに【事例規格】「設計・建設規格 2005年版「管の設計」

（管継手、フランジ）の JIS規格年版の読替規定（NC-CC-003）」及び

【事例規格】「設計・建設規格 2005 年版付録材料図表 JIS 規格年度

１．「設計・建設規格 2005（2007）」の適用に当たって 

技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１２号ま

で及び第１４号並びに第１９条及び第２０条において、「設計・建設規格

2005（2007）」(次表「「設計・建設規格 2005(2007）」正誤表一覧」に示す

正誤表を含む。)、「【事例規格】設計・建設規格 2005 年版「管の設計」

（管継手、フランジ）のＪＩＳ規格年版の読替規程（NC-CC-003）」（JSME

発電用原子力設備規格 設計・建設規格 事例規格 NC-CC-003/NC-CC-

003-1正誤表（平成 28年 2月 17日付け）を含む。）、「【事例規格】設計・

建設規格 2005 年版付録材料図表 ＪＩＳ規格年版の読替規程（NC-CC-

004）」及び「過圧防護規定」を適用するに当たっては、以下のとおり要件

を付すこととする。 

なお、技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１

２号まで及び第１４号の規定と「設計・建設規格 2005（2007）」の対応関

係は別表－１－１、技術基準規則第２０条の規定と「設計・建設規格 2005

（2007）」及び「過圧防護規定」の対応関係は別表－１－２に掲げるとこ

ろによる。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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の読替規定（NC-CC-004）」に関する技術評価書」（平成２０年１０月

原子力安全・保安院、原子力安全基盤機構取りまとめ）（以下「「設

計・建設規格 2007技術評価書」」という。） 

 

表１ （略） 

なお、２．の「表２「設計・建設規格 2012」正誤表一覧」及び３．の

「表４「設計・建設規格 2020」正誤表一覧」に示される正誤表において、

訂正される「設計・建設規格 2012」及び「設計・建設規格 2020」の規定

内容と同様のものが「設計・建設規格 2005(2007)」に規定されている場

合は、これらの正誤表の訂正を「設計・建設規格 2005(2007)」において

も適用する。 

また、これらの正誤表の適用に当たっての技術的根拠については、以

下を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 （略） 

なお、２．の「「設計・建設規格 2012」正誤表一覧」に示される正誤表

において、訂正される「設計・建設規格 2012」の規定内容と同様のもの

が「設計・建設規格 2005(2007)」に規定されている場合は、当該正誤表

の訂正を「設計・建設規格 2005(2007)」においても適用する。 

（①「日本機械学会「JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012

年版（2013年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2012/2013）

正誤表」（平成 26 年 12 月 5 日付け）に関する技術評価書」（原規技発第

1502041 号（平成２７年２月４日原子力規制委員会決定）。以下別記－２

中において「評価書①」という。）並びに②「日本機械学会「設計・建設

規格（JSME S NC1）、材料規格（JSME S NJ1）及び溶接規格（JSME S NB1）

正誤表」（平成 27年 4月 27日付け）並びに日本電気協会「原子炉格納容

器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表」（平成 27 年 4 月 21 日

付け）に関する技術評価書」（原規技発第 1510212号（平成２７年１０月

２１日原子力規制委員会決定）。以下別記－２中において「評価書②」と

いう。）、③「日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和

元年 7月 12日付け）等及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試

験規程（JEAC4203-2008）正誤表（平成 28 年 12 月 13 日付け）等に関す

る技術評価書」（原規技発第 2001159 号（令和 2 年 1 月 15 日原子力規制

委員会決定）。以下別記－２において「評価書③」という。）） 

また、設計・建設規格の次に掲げる補強を要しない穴の規定等におい

て「64ｍｍ」とあるのは「61ｍｍ」と読み替えるものとする。 
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①「日本機械学会「JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012

年版（2013 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-

2012/2013）正誤表」（平成 26 年 12 月 5 日付け）に関する技術評価

書」（原規技発第 1502041号（平成２７年２月４日原子力規制委員会

決定）。以下「「設計・建設規格 2012（2013）正誤表技術評価書」」と

いう。） 

②「日本機械学会「設計・建設規格（JSME S NC1）、材料規格（JSME S 

NJ1）及び溶接規格（JSME S NB1）正誤表」（平成 27年 4月 27日付

け）並びに日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程

（JEAC4203-2008）正誤表」（平成 27 年 4 月 21 日付け）に関する技

術評価書」（原規技発第 1510212号（平成２７年１０月２１日原子力

規制委員会決定）。以下「「設計・建設規格、材料規格及び溶接規格正

誤表並びに漏えい率試験正誤表技術評価書」」という。） 

③「設計・建設規格正誤表、漏えい率試験正誤表等技術評価書」 

 

・PVC-3150(2)a.（クラス２容器の胴に穴を設ける場合の規定および補

強を要しない穴の規定） 

・PVC-3230(2)a.(a)（クラス２容器の鏡板に穴を設ける場合の規定お

よび補強を要しな 

い穴の規定） 

・PVD-3122(1)（クラス３容器の胴の補強を要しない穴の規定） 

・PVD-3212(1)a.（クラス３容器の鏡板の補強を要しない穴の規定） 

・PVE-3260(5)（クラス MC容器の胴に穴を設ける場合の規定) 

・PPC-3422(1)（クラス２配管の穴の補強の適用条件） 

・PPD-3422(1)（クラス３配管の穴の補強の適用条件） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（１）「設計・建設規格 2005（2007）」の適用に当たっての条件 

「設計・建設規格 2005（2007）」の次に掲げる補強を要しない穴の規

定等において「64ｍｍ」とあるのは「61ｍｍ」と読み替えるものとす

る。 

・PVC-3150(2)a.（クラス 2容器の胴に穴を設ける場合の規定および

補強を要しない穴の規定） 

・PVC-3230(2)a.(a)（クラス 2 容器の鏡板に穴を設ける場合の規定

および補強を要しない穴の規定） 

・PVD-3122(1)（クラス 3容器の胴の補強を要しない穴の規定） 

・PVD-3212(1)a.（クラス 3容器の鏡板の補強を要しない穴の規定） 

・PVE-3260(5)（クラス MC 容器の胴に穴を設ける場合の規定) 

・PPC-3422(1)（クラス 2配管の穴の補強の適用条件） 

・PPD-3422(1)（クラス 3配管の穴の補強の適用条件） 

 

２．「設計・建設規格 2012」及び「材料規格 2012」の適用に当たって 

技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１２号ま

で及び第１４号並びに第１９条及び第２０条において、「設計・建設規格

2012」(「表２「設計・建設規格 2012」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）

及び「材料規格 2012」(「表３「材料規格 2012」正誤表一覧」に示す正誤

表を含む。）を適用するに当たっては、それぞれ（１）及び（２）による

こと。 

なお、技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１

２号まで及び第１４号の規定と「設計・建設規格 2012」の対応関係は別

表－１－３に、技術基準規則第２０条の規定と「設計・建設規格 2012」

及び「過圧防護規定」の対応関係は別表－１－４に掲げるところによる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「設計・建設規格 2012」及び「材料規格 2012」の適用に当たって 

技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１２号ま

で及び第１４号並びに第１９条及び第２０条において、「設計・建設規格

2012」(次表「「設計・建設規格 2012」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）

及び「材料規格 2012」(次表「「材料規格 2012」正誤表一覧」に示す正誤

表を含む。）を適用するに当たっては、それぞれ以下のとおり要件を付す

こととする。 

なお、技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１

２号まで及び第１４号の規定と「設計・建設規格 2012」の対応関係は別

表－１－３に、技術基準規則第２０条の規定と「設計・建設規格 2012」

及び「過圧防護規定」の対応関係は別表－１－４に掲げるところによる。 
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また、これらの規格の適用に当たっての技術的根拠については、以下

を参照すること。 

①「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）」

（JSMES NC1-2012）に関する技術評価書」（原規技発第 1408062号（平

成２６年８月６日原子力規制委員会決定。以下「「設計・建設規格 2012

技術評価書」」という。） 

②「日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）」

（JSME S NJ1-2012）に関する技術評価書」（原規技発第 1408062号

（平成２６年８月６日原子力規制委員会決定。以下「「材料規格 2012

技術評価書」」という。） 

 

表２ （略） 

なお、３．の「表４「設計・建設規格 2020」正誤表一覧」に示される

正誤表において、訂正される「設計・建設規格 2020」の規定内容と同様

のものが「設計・建設規格 2012」に規定されている場合は、これらの正

誤表の訂正を「設計・建設規格 2012」においても適用する。 

また、これらの正誤表の適用に当たっての技術的根拠については、以

下を参照すること。 

①「設計・建設規格 2012（2013）正誤表技術評価書」 

②「設計・建設規格、材料規格及び溶接規格正誤表並びに漏えい率試験

正誤表技術評価書」 

③「設計・建設規格正誤表、漏えい率試験正誤表等技術評価書」 

 

表３ 「材料規格 2012」正誤表一覧 
  

発行年月日 名称 

令和６年３月１８ JSME 発電用原子力設備規格 材料規格（2016年

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

表 （略） 

（評価書①、評価書②及び評価書③） 

 

 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

表 「材料規格 2012」正誤表一覧 
  

発行年月日 名称 

（新設） （新設） 
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日 版（2019 年追補まで含む））（JSME S NJ1-

2016/2017/2018/2019）正誤表～規格本文～ 

令和元年７月９日 JSME 発電用原子力設備規格 材料規格（2016 年

版（2018 年追補まで含む））（JSME S NJ1-

2016/2017/2018）正誤表～解説～ 

（略） （略） 
  

（注１）ただし、No.4の訂正は採用しない。 

なお、３．の「表５「材料規格 2020」正誤表一覧」に示される正誤表

において、訂正される「材料規格 2020」の規定内容と同様のものが「材

料規格 2012」に規定されている場合は、これらの正誤表の訂正を「材料

規格 2012」においても適用する。 

また、これらの正誤表の適用に当たっての技術的根拠については、以

下を参照すること。 

①「設計・建設規格、材料規格及び溶接規格正誤表並びに漏えい率試験

正誤表技術評価書」 

②「設計・建設規格正誤表、漏えい率試験正誤表等技術評価書」 

 

（１）「設計・建設規格 2012」の適用に当たっての条件 

（略） 

 

（２）「材料規格 2012」の適用に当たっての条件 

（略） 

 

３．「設計・建設規格 2020」、「SCC事例規格 2022」及び「材料規格 2020」

の適用に当たって 

技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１２号ま

で及び第１４号、第１９条並びに第２０条において、「設計・建設規格

 

 

 

令和元年７月９日 JSME 発電用原子力設備規格 材料規格（2016 年

版（2018 年追補まで含む））（JSME S NJ1-

2016/2017/2018）正誤表～解説～ 

（略） （略） 
  

（評価書②及び評価書③） 

（注１）ただし、No.4の訂正は採用しない。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 （新設） 

 

（１）「設計・建設規格 2012」 

（略） 

 

（２）「材料規格 2012」 

（略） 

 

（新設） 
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2020」(「表４「設計・建設規格 2020」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）

及び「SCC 事例規格 2022」並びに「材料規格 2020」(「表５「材料規格

2020」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）を適用するに当たっては、表

６から表８までの左欄に掲げる項目ごとにこれらの表の中欄に掲げる記

載は、それぞれこれらの表の右欄のとおりとする。 

また、技術基準規則第１７条第１号から第５号まで、第７号から第１

２号まで及び第１４号の規定と「設計・建設規格 2020」の対応関係は別

表１－５に、第２０条の規定と「設計・建設規格 2020」の対応関係は別

表１－６に、それぞれ掲げるところによる。 

なお、これらの規格の適用に当たっての技術的根拠については、以下

を参照すること。 

①「日本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S 

NC1-2020）、材料規格（JSME S NJ1-2020）、溶接規格（JSME S NB1-

2020）及び設計・建設規格 事例規格 発電用原子力設備における

「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（JSME S NC-CC-002（改定）

-2）に関する技術評価書」（原規技発第  号（令和 年原子力規制

委員会決定）。以下「設計・建設規格、事例規格、材料規格及び溶接

規格 2020技術評価書」という。） 

 

表４ 「設計・建設規格 2020」正誤表一覧 

発行年月日 名称 

令和５年１０月３日 JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（2020年版）〈第 I編 軽水炉規格〉（JSME 

S NC1-2020）正誤表～規格本文～ 

令和４年１１月１８日 JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（2020年版）〈第 I編 軽水炉規格〉（JSME 

S NC1-2020）正誤表～規格本文～ 
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表５ 「材料規格 2020」正誤表一覧 

発行年月日 名称 

令和４年９月２７日 JSME 発電用原子力設備規格 材料規格

（2020年版）（JSME S NJ1-2020）正誤表～

規格本文～ 

 

表６ 「設計・建設規格 2020」の適用に当たっての条件 
   

GNR-1122 準用

する規格の発

行年 

(2) 発電用原子力設備規

格 溶接規格 JSME S 

NB1-2016（2019年追補

まで含む） 

(3) 発電用原子力設備規

格 材料規格 JSME S 

NJ1-2016（2019 年追補

まで含む） 

(4) 原子力発電所耐震設

計 技 術 規 程  JEAC 

4601-2015 日本電気協

会 

(2) 発電用原子力設備規

格 溶接規格 JSME S 

NB1-2020 

(3) 発電用原子力設備規

格 材料規格 JSME S 

NJ1-2020 

GNR-1250 機器

等の耐震クラ

ス区分 

機器等の設計においては

JEAC 4601-2015「原子力

発電所耐震設計技術規

程」で定める耐震重要度

分類に従い、機器設計仕

様書において当該機器等

の耐震クラスを規定しな

ければならない。 

機器等の設計において

は、実用発電用原子炉及

びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関

する規則の解釈（原規技

発第 1306193号。以下「設

置許可基準規則解釈」と

いう。）の別記２第４条２

に規定する耐震重要度分

類に従い、機器設計仕様

書において当該機器等の

耐震クラスを規定しなけ
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ればならない。 

GNR-2231 地震

動と運転状態

の組合せ 

運転状態と組合せる地震

動は JEAC4601-2015「原

子力発電所耐震設計技術

規程」において規定され

る組合せに従わなければ

ならない。 

運転状態と組合せる地震

動は、設置許可基準規則

解釈の別記２第４条３及

び６に規定する荷重と地

震力の組合せに従わなけ

ればならない。 

GNR-2232 地震

荷重と他の荷

重の組合せ 

地震荷重と組合せる他

の荷重は、当該機器に供

用状態Ａにおいて負荷さ

れる荷重とし、JEAC4601-

2015「原子力発電所耐震

設計技術規程」に従い、

地震動の従属事象及び独

立事象について重畳する

確率の観点から組合せる

べき事象の荷重を含むも

のとする。 

地震荷重と組合せる他

の荷重は、当該機器に供

用状態Ａにおいて負荷さ

れる荷重とし、設置許可

基準規則解釈の別記２第

４条３及び６に規定する

荷重と地震力の組合せに

従い、地震動の従属事象

及び独立事象について重

畳する確率の観点から組

合せるべき事象の荷重を

含むものとする。 

GNR-2233 地震

荷重に対する

許容基準 

地震荷重に対する許容

基準は、 JEAC4601-2015

「原子力発電所耐震設計

規程」に従わなければな

らない。地震荷重の評価

に対する供用状態は供用

状態Ｃ及びＤとする。こ

の場合、供用状態Ｃでは、

JEAC4601-2015 の供用状

態 CS を、供用状態Ｄで

は、JEAC4601-2015 の供

用状態 DS の許容基準を

用いる。 

地震荷重に対しては、

設置許可基準規則解釈別

記２第４条３及び６に適

合するものであること。 

GTN-7210 一般  試験方法は、以下に定  試験方法は、以下に定
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事項 める事項を除き、日本産

業 規 格 JIS Z 2343-

1(2001) 「非破壊試験－

浸透探傷試験－第１部：

一般通則：浸透探傷試験

方法及び浸透指示模様の

分類」によらなければな

らない。 

める事項を除き、日本産

業 規 格 JIS Z 2343-

1(2017) 「非破壊試験－

浸透探傷試験－第１部：

一般通則：浸透探傷試験

方法及び浸透指示模様の

分類」によらなければな

らない。ワイプオフ法を

適用する（1回に限る。）

場合は、当該技法の正確

な手順について当事者間

の合意がなされているこ

と。 

PVB-2411.2 非

破壊試験の特

例規定 

次の (1)及び (2)の場

合、PVB-2411.1(2)の棒材

(ボルト材は除く)につい

ては、JIS の材料規格の

区分にかかわらず鍛造品

と分類してもよい。 

次の (1)又は (2)の場

合、PVB-2411.1(2)の棒材

(ボルト材は除く)につい

ては、JIS の材料規格の

区分にかかわらず鍛造品

と分類してもよい。 

PVB-3114.1 繰

返しピーク応

力強さに対す

る制限 

供用状態 A 及び供用状

態 B において生じる応力

の疲労解析に用いる繰り

返しピーク応力強さは、

添付 4-2 3.1 又は 3.2 に

おける 10 回の許容繰返

し回数に対応する許容繰

り返しピーク応力強さの

値を超えないこと。ここ

で、繰返しピーク応力強

さは、次の計算式によっ

て計算した値とする。 

供用状態 A 及び供用状

態 B において生じる応力

の疲労解析に用いる繰り

返しピーク応力強さは、

添付 4-2 3.1 又は 3.2に

規定する設計疲労線図に

おける 10 回の許容繰返

し回数に対応する許容繰

り返しピーク応力強さの

値を超えないこと。ここ

で、繰返しピーク応力強

さは、次の計算式によっ

て計算した値とする。 

PVB-3122.1 繰 供用状態 A 及び供用状 供用状態 A 及び供用状
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返しピーク応

力強さに対す

る制限 

態 B において生じる応力

の疲労解析に用いる繰り

返しピーク応力強さは、

材料の最小引張強さが

690MPa 以下の場合は添

付 4-2 3.1 又は 3.2、材

料 の 最 小引 張 強さ が

690MPaを超える場合は、

添付 4-2 3.4における 10

回の許容繰返し回数に対

応する許容繰り返しピー

ク応力強さの値を超えな

いこと。ここで、繰返し

ピーク応力強さは、次の

計算式によって計算した

値とする。 

態 B において生じる応力

の疲労解析に用いる繰り

返しピーク応力強さは、

材料の最小引張強さが

690MPa 以下の場合は添

付 4-2 3.1 又は 3.2、材

料 の 最 小引 張 強さ が

690MPaを超える場合は、

添付 4-2 3.1 又は 3.2に

規定する設計疲労線図に

おける 10 回の許容繰返

し回数に対応する許容繰

り返しピーク応力強さの

値を超えないこと。ここ

で、繰返しピーク応力強

さは、次の計算式によっ

て計算した値とする。 

PVB-3314 繰返

しピーク応力

強さに対する

制限 

供用状態 A 及び供用状

態 B において生じる応力

の疲労解析に用いる繰り

返しピーク応力強さは、

添付 4-2 3.1 又は 3.2 に

おける 10 回の許容繰返

し回数に対応する許容繰

り返しピーク応力強さの

値を超えないこと。ここ

で、繰返しピーク応力強

さは、PVB-3315.1によっ

て計算した値とする。 

供用状態 A 及び供用状

態 B において生じる応力

の疲労解析に用いる繰り

返しピーク応力強さは、

添付 4-2 3.1 又は 3.2に

規定する設計疲労線図に

おける 10 回の許容繰返

し回数に対応する許容繰

り返しピーク応力強さの

値を超えないこと。ここ

で、繰返しピーク応力強

さは、PVB-3315.1によっ

て計算した値とする。 

PVC-3150 胴に

穴を設ける場

合の規定及び

穴の径（円形の穴につい

ては直径、だ円形の穴に

ついては長径をいう）が

穴の径（円形の穴につい

ては直径、だ円形の穴に

ついては長径をいう）が
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補強を要しな

い穴の規定 

64mm以下で、かつ、胴の

内径の 1/4以下の穴。 

61mm以下で、かつ、胴の

内径の 1/4以下の穴。 

PVC-3230 鏡板

に穴を設ける

場合の規定及

び補強を要し

ない穴の規定 

64mm以下で、かつ、鏡板

のフランジ部の内径の

1/4以下であること。 

61mm以下で、かつ、鏡板

のフランジ部の内径の

1/4以下であること。 

PVC-3710 フラ

ンジの規格 

フランジ（PVC-3410の

フランジを除く）は、日

本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（材料に関する部分

を 除 く ） 又 は JIS B 

2239(2013)「鋳鉄製管フ

ランジ」（材料に関する部

分を除く）に適合するも

の、又は別表 2-1 若しく

は別表 2-2 に掲げるもの

でなければならない。た

だし、JIS B 2220(2012)

「鋼製管フランジ」につ

いては、PVE-4210の溶接

部の設計を満足するもの

に限る。 

なお、応力計算を行っ

て必要な強度を有するこ

とが明らかである場合

は、この限りでない。 

フランジ（PVC-3410の

フランジを除く）は、日

本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（「9 流体と最高使

用温度の関係」において、

「白フランジの使用温度

は 300℃以下とする。」と

あるのは「白フランジの

使用温度は 300℃以下

（溶融亜鉛めっきの場合

は 110℃以下）とする。」

と読み替える。以下同

じ。）（材料に関する部分

を除く。）又は JIS B 2239 

(2013)「鋳鉄製管フラン

ジ」（溶融亜鉛めっきの場

合、使用温度は 110℃以

下。以下同じ。）（材料に

関する部分を除く。）に適

合するもの、又は別表 2-

1 若しくは別表 2-2 に掲

げるものでなければなら

ない。ただし、 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」については、PVE-



 

 25 

4210 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

なお、応力計算を行っ

て必要な強度を有するこ

とが明らかである場合

は、この限りでない。 

オーステナイト系ステ

ンレス鋼又は高ニッケル

合金をフランジ等の変形

が耐漏えい性に影響を及

ぼす可能性がある部位に

使用する場合は、その許

容応力を、耐力の 2/3 を

超えない値以下とするこ

と。 

表 PVC-3310-1 K

の値 (h) 

図 PVC-4212-2

クラス 2 容器 

継手区分 C の

構造(8) 

表 PVD-3310-1 K

の値 (i) 

図 PVD-4112-2

クラス 3 容器 

継手区分 C の

構造 (8) 

表 PVE-3410-1 K

の値 (f) 

図 PVE-4213-2

クラス MC 容

器 継手区分

Cの構造 (8) 
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表 PPC-3413-1 

平板の取り付

け方法による

d及び K (h) 

図 PPC-4010-3

クラス 2 配管 

継手区分 C の

構造 (8) 

表 PPD-3413-1

平板の取付け

方法による d

及び K (h) 

図 PPD-4010-3

クラス 3 配管 

継手区分 C の

構造 (8) 

図 PPH-4010-3

クラス 4 配管

継手区分 C の

構造 (8) 

表 PMC-3410-1 K

の値 (h) 

表 PMD-3410-1 K

の値 (h) 

表  PVC-3310-1 

Kの値 

「取付け方法」

(j) 

 

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板面からの開先角

度が 45度未満の場合、平

板が胴又は管に全貫通溶

接される場合であって、

twが tsの 0.5倍又は tの

0.25 倍のいずれか小さ

い値以上で、かつすみ肉

ののど厚が tsの 0.7倍又

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板面からの開先角

度が 45度未満の場合、平

板が胴又は管に完全溶込

み溶接される場合であっ

て、twが tsの 0.5倍又は

tの 0.25倍のいずれか小

さい値以上で、かつすみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍
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は 6mm のうちいずれか小

さい値以上である場合。 

(2) (1)以外の場合 

平板が胴又は管に全貫通

溶接される場合であっ

て、twが tsの 1.0倍又は

t の 0.5 倍のいずれか小

さい値以上で、かつすみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のうちいずれか

小さい値以上である場

合。 

又は 6mm のうちいずれか

小さい値以上である場

合。 

(2) (1)以外の場合 

平板が胴又は管に完全溶

込み溶接される場合であ

って、twが tsの 1.0倍又

は t の 0.5 倍のいずれか

小さい値以上で、かつす

み肉ののど厚が tsの 0.7

倍又は 6mm のうちいずれ

か小さい値以上である場

合。 

表  PVC-3310-1 

Kの値 

「取付け方法」

(k) 

表  PVD-3310-1 

Kの値 

「取付け方法」

(l) 

 

平板が胴又は管に全貫通

溶接される場合であっ

て、すみ肉ののど厚が ts
の 0.7 倍又は 6mm のうち

いずれか小さい値以上で

ある場合。 

平板が胴又は管に完全溶

込み溶接される場合であ

って、すみ肉ののど厚が

tsの 0.7 倍又は 6mm のう

ちいずれか小さい値以上

である場合。 

表 PVC-3310-1 K

の値 

「取付け方法」

(m) 

表 PVD-3310-1 K

の値  

「取付け方法」

(n) 

表 PVE-3410-1 K

の値 

「取付け方法」

𝐾 = 0.2 +
1.0𝐹ℎ𝑔

𝑊𝑑
 

F は、全体のボルトに作

用する力（N） 

hgは、ボルトのピッチ円

の直径と d との差の 1/2

（mm） 

W は、パッキンの外径又

は平板の接触面の外径内

の面積に作用する圧力に

よる力（N） 

使用状態とガスケット締

付時の両方の場合につい

て計算を行い、いずれか

大きい値を計算厚さとす

る。 

使用状態の K の値は次式

による。 

𝐾 = 0.2 +
1.0𝐹ℎ𝑔

𝑊𝑑
 

F は、全体のボルトに作

用する力（N） 
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(k) 

表 PPB-3413-1 

平板の取り付

け方法による

d及び K 

「取付け方法」

(f)  

表 PPC-3413-1 

平板の取り付

け方法による

d及び K  

「取付け方法」

(m) 

表 PPD-3413-1

平板の取付け

方法による d 

及び K 

「取付け方法」 

(m)  

表 PMB-3410-1 K

の値 

「取付け方法」

(b)  

表 PMC-3410-1 K

の値 

「取付け方法」

(m)  

表 PMD-3410-1 K

の値 

「取付け方法」

(m)  

ただし、tnの厚さについ

ては次式で求まる値を K

の値とする。 
1.0𝐹ℎ𝑔

𝑊𝑑
 

 

hgは、ボルトのピッチ円

の直径と d との差の 1/2

（mm） 

W は、パッキンの外径又

は平板の接触面の外径内

の面積に作用する圧力に

よる力（N） 

ただし、tnの厚さについ

ては次式で求まる値を K

の値とする。 
1.0𝐹ℎ𝑔

𝑊𝑑
 

ガスケット締付時の必要

な厚さは次式による。 

𝑡 = 𝑑√
1.27𝑊𝑔ℎ𝑔

𝑆𝑑3
 

𝑊𝑔 =
𝐴𝑚 + 𝐴𝑏

2
𝜎𝑎 

𝐴𝑚はボルトの必要総有

効断面積であって、使用

状態又はガスケット締

付時の必要ボルト荷重

より求めた値のいずれ

か大きい値（mm2） 

𝐴𝑏は使用するボルトの

総有効断面積（mm2） 

𝜎𝑎はガスケット締付時に

おける材料規格 Part 3 

第 1 章 表 5 に規定する

ボルトの許容引張応力

（MPa） 

S はガスケット締付時に

おける材料規格 Part 3 
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第 1 章 表 3 及び表 4 に

規定する材料の許容引張

応力（MPa） 

図  PVC-4212-1 

クラス 2 容器 

継手区分 C の

構造 

図  PVD-4112-1 

「クラス 3 容

器 継手区分

Cの構造」 

図  PVE-4213-1 

「クラス MC

容器 継手区

分 C の構造

（その１）」 

図  PPC-4010-2 

「クラス 2 配

管 継手区分

Cの構造」 

図  PPD-4010-2 

「クラス 3 配

管 継手区分

C の構造（そ

の１）」 

  

PVD-2310 破壊

靭性試験不要

となる材料の

規定  

 

ここで、安全設備に該当

する設備とは、日本電気

協 会 電 気 技 術 規 程 

JEAC4605-2004「原子力発

電所工学的安全施設及び

その関連施設の範囲を定

める規程」による工学的

安全施設の間接系とす

ここで、安全設備に該当

する設備とは、日本電気

協 会 電 気 技 術 規 程 

JEAC4605-2004「原子力発

電所工学的安全施設及び

その関連施設の範囲を定

める規程」による工学的

安全施設の間接系とす

1.5tn以上 
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る。 る。この場合においては、

非常用ディーゼル発電機

の冷却系を工学的安全施

設の一部として含むこ

と。 

PVD-3122 補強

を要しない穴

の規定 

穴の径（円形の穴につい

ては直径、だ円形の穴に

ついては長径をいう）が

64mm以下で、かつ、胴の

内径の 1/4以下の穴。 

穴の径（円形の穴につい

ては直径、だ円形の穴に

ついては長径をいう）が

61mm以下で、かつ、胴の

内径の 1/4以下の穴。 

PVD-3212 補強

を要しない穴

の規定 

64mm以下で、かつ、鏡板

のフランジ部の内径の

1/4以下であること。 

61mm以下で、かつ、鏡板

のフランジ部の内径の

1/4以下であること。 

表  PVD-3310-1 

Kの値 

「取付け方法」

(k) 

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板面からの開先角

度が 45度未満の場合、平

板が胴又は管に全貫通溶

接される場合であって、

twが tsの 0.5倍又は tの

0.25 倍のいずれか小さ

い値以上で、かつすみ肉

ののど厚が tsの 0.7倍又

は 6mm のうちいずれか小

さい値以上である場合。 

(2) (1)以外の場合 

平板が胴又は管に全貫通

溶接される場合であっ

て、twが tsの 1.0倍又は

t の 0.5 倍のいずれか小

さい値以上で、かつすみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のうちいずれか

小さい値以上である場

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板面からの開先角

度が 45度未満の場合、平

板が胴又は管に完全溶込

み溶接される場合であっ

て、twが tsの 0.5倍又は

tの 0.25倍のいずれか小

さい値以上で、かつすみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のうちいずれか

小さい値以上である場

合。 

(2) (1)以外の場合 

平板が胴又は管に完全溶

込み溶接される場合であ

って、twが tsの 1.0倍又

は t の 0.5 倍のいずれか

小さい値以上で、かつす

み肉ののど厚が tsの 0.7

倍又は 6mm のうちいずれ
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合。 か小さい値以上である場

合。 

 

PVE-1210 材料

及び構造の特

例 

PVE-1210 材料及び構造

の特例 

 （略） 

PVE-1210 材料及び構造

の特例 

 （略） 

PVE-1220 適用除外 

コンクリート製原子炉

格納容器のうち、コンク

リート製原子炉格納容器

規格（JSME SNE1-2003）

の適用を受けるものにつ

いては、PVE-2000 から

PVE-3800までの規定は、

適用しない。 

PVE-2333.2 衝

撃試験 

衝撃試験の場合は、ボル

ト材については表 PVE-

2333.2-1、ボルト材以外

で厚さが 63mm を超える

材料については、表 PVE-

2333.2-2 で定める吸収

エネルギーの欄に掲げる

値以上であること。ただ

し、 SM400B、 SM400C、

SLA325A、SLA325B 及び

SCPH61 は材料の最小降

伏点にかかわらず、3 個

の平均値は 27J 以上、最

小値は 21J以上とする。 

衝撃試験の場合は、ボル

ト材については表 PVE-

2333.2-1、ボルト材以外

で厚さが 63mm を超える

材料については、表 PVE-

2333.2-2 で定める吸収

エネルギーの欄に掲げる

値以上であること。ただ

し、SM400B及び SM400Cは

材料の最小降伏点にかか

わらず、3 個の平均値は

27J以上、最小値は 21J以

上とする。 

PVE-3260 穴を

設ける場合の

規定 

(5) 円筒形又は球形の

胴に設けられる円形の

穴の場合で、その直径

が 64mm を超えないも

(5) 円筒形又は球形の

胴に設けられる円形の

穴の場合で、その直径

が 61mm を超えないも
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のは、(1)及び(2)の規

定に適合することを要

しない。 

のは、(1)及び(2)の規

定に適合することを要

しない。 

PVE-3710 フラ

ンジの規格 

フランジ（PVE-3510のフ

ランジを除く）は、日本

産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（材料に関する部分

を 除 く ） 又 は JIS B 

2239(2013)「鋳鉄製管フ

ランジ」（材料に関する部

分を除く）に適合するも

の、又は別表 2-1 若しく

は別表 2-2 に掲げるもの

でなければならない。た

だし、JIS B 2220(2012)

「鋼製管フランジ」につ

いては、PVC-4210の溶接

部の設計を満足するもの

に限る。 

なお、応力計算を行って

必要な強度を有すること

が明らかである場合は、

この限りでない。 

フランジ（PVE-3510のフ

ランジを除く）は、日本

産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（「9 流体と最高使

用温度の関係」において、

「白フランジの使用温度

は 300℃以下とする。」と

あるのは「白フランジの

使用温度は 300℃以下

（溶融亜鉛めっきの場合

は 110℃以下）とする。」

と読み替える。）（材料に

関する部分を除く）又は

JIS B 2239(2013)「鋳鉄

製管フランジ」（溶融亜鉛

めっきの場合、使用温度

は 110℃以下）（材料に関

する部分を除く）に適合

するもの、又は別表 2-1

若しくは別表 2-2 に掲げ

るものでなければならな

い 。 た だ し 、 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」については、PVC-

4210 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

なお、応力計算を行って

必要な強度を有すること

が明らかである場合は、
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この限りでない。 

オーステナイト系ステン

レス鋼又は高ニッケル合

金をフランジ等の変形が

耐漏えい性に影響を及ぼ

す可能性がある部位に使

用する場合は、その許容

応力を、耐力の 2/3 を超

えない値以下とするこ

と。 

表  PVE-3410-1 

Kの値 

「取付け方法」

(h) 

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板面からの開先角

度が 45 度未満の場合平

板が胴又は管に全貫通溶

接される場合であって、

twが tsの 0.5倍又は tの

0.25 倍のいずれか小さ

い値以上で、かつ、すみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のうちいずれか

小さい値以上であると

き。 

(2) (1)以外の場合 

平板が胴又は管に全貫通

溶接される場合であっ

て、twが tsの 1.0倍又は

t の 0.5 倍のいずれか小

さい値以上で、かつ、す

み肉ののど厚が tsの 0.7

倍又は 6mm のうちいずれ

か小さい値以上であると

き。 

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板面からの開先角

度が 45 度未満の場合平

板が胴又は管に完全溶込

み溶接される場合であっ

て、twが tsの 0.5倍又は

tの 0.25倍のいずれか小

さい値以上で、かつ、す

み肉ののど厚が tsの 0.7

倍又は 6mm のうちいずれ

か小さい値以上であると

き。 

(2) (1)以外の場合 

平板が胴又は管に完全溶

込み溶接される場合であ

って、twが tsの 1.0倍又

は t の 0.5 倍のいずれか

小さい値以上で、かつ、

すみ肉ののど厚が ts の

0.7 倍又は 6mm のうちい

ずれか小さい値以上であ

るとき。 

表  PVE-3410-1 平板が胴又は管に全貫通 平板が胴又は管に完全溶
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Kの値 

「取付け方法」

(i) 

溶接される場合であっ

て、すみ肉ののど厚が ts
の 0.7 倍又は 6mm のうち

いずれか小さい値以上で

あるとき。 

込み溶接される場合であ

って、すみ肉ののど厚が

tsの 0.7 倍又は 6mm のう

ちいずれか小さい値以上

であるとき。 

「添付 4-1 RTNDT
要求値の決定

方法」の「4. 

燃料装荷後の

非延性破壊防

止評価」 

原子炉圧力容器の燃料装

荷後の非延性破壊防止評

価は，JEAC4206-2016「原

子炉圧力容器に対する破

壊靭性の確認試験方法」

RF-4110に従うこと。 

原子炉圧力容器の燃料装

荷後の非延性破壊防止評

価は，JEAC4206-2007「原

子力発電所用機器に対す

る破壊靭性の確認試験方

法」RB-4110に従うこと。 

PPC-3422 穴の

補強の適用条

件 

平板以外の管に設ける穴

であって、穴の径（円形

の穴については直径、だ

円形の穴については長径

をいう。以下この条件に

おいて同じ）が 64mm以下

で、かつ、管の内径の 1/4

以下の穴を設ける場合。 

平板以外の管に設ける穴

であって、穴の径（円形

の穴については直径、だ

円形の穴については長径

をいう。以下この条件に

おいて同じ）が 61mm以下

で、かつ、管の内径の 1/4

以下の穴を設ける場合。 

PPC-3414 フラ

ンジ 

日 本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（材料に関する部分

を 除 く ） 又 は JIS B 

2239(2013)「鋳鉄製管フ

ランジ」（材料に関する部

分を除く）に適合するも

の 。 た だ し 、 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」については、PPC-

4010 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

日 本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（「9 流体と最高使

用温度の関係」において、

「白フランジの使用温度

は 300℃以下とする。」と

あるのは「白フランジの

使用温度は 300℃以下

（溶融亜鉛めっきの場合

は 110℃以下）とする。」

と読み替える。）（材料に

関する部分を除く）又は

JIS B 2239(2013)「鋳鉄

製管フランジ」（溶融亜鉛
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めっきの場合、使用温度

は 110℃以下）（材料に関

する部分を除く）に適合

するもの。ただし、JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」については、PPC-

4010 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

オーステナイト系ステ

ンレス鋼又は高ニッケル

合金をフランジ等の変形

が耐漏えい性に影響を及

ぼす可能性がある部位に

使用する場合は、その許

容応力を、耐力の 2/3 を

超えない値以下とするこ

と。 

表  PPC-3413-1 

平板の取付け

方法による d

及び K 

「取付け方法」

(j) 

表  PPD-3413-1 

平板の取付け

方法による d

及び K 

「取付け方法」

(j)  

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板の面からの開先

角度が 45度未満の場合 

平板が管に全貫通溶接さ

れる場合であって、tw が

tsの 0.5倍又は tの 0.25

倍のいずれか小さい値以

上で、かつ、すみ肉のの

ど厚が ts の 0.7 倍又は

6mm のうちいずれか小さ

い値以上である場合。 

(2) (1)以外の場合 

平板が管に全貫通溶接さ

れる場合であって、tw が

tsの 1.0 倍又は t の 0.5

倍のいずれか小さい値以

(1)平板が鍛造品で、か

つ、平板の面からの開先

角度が 45度未満の場合 

平板が管に完全溶込み溶

接される場合であって、

twが tsの 0.5倍又は tの

0.25 倍のいずれか小さ

い値以上で、かつ、すみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のうちいずれか

小さい値以上である場

合。 

(2) (1)以外の場合 

平板が管に完全溶込み溶

接される場合であって、

twが tsの 1.0倍又は tの
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上で、かつ、すみ肉のの

ど厚が ts の 0.7 倍又は

6mm のうちいずれか小さ

い値以上である場合。 

0.5 倍のいずれか小さい

値以上で、かつ、すみ肉

ののど厚が tsの 0.7倍又

は 6mm のうちいずれか小

さい値以上である場合。 

表  PPC-3413-1 

平板の取付け

方法による d

及び K 

「取付け方法」

(k) 

表  PPD-3413-1 

平板の取付け

方法による d

及び K 

「取付け方法」

(k) 

平板が管に全貫通溶接さ

れる場合であって、すみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のいずれか小さ

い値以上である場合。 

平板が管に完全溶込み溶

接される場合であって、

すみ肉ののど厚が ts の

0.7 倍又は 6mm のいずれ

か小さい値以上である場

合。 

PPD-2310 破壊

靭性試験不要

となる材料の

規定  

 

ここで、安全設備に該当

する設備とは、日本電気

協 会 電 気 技 術 規 程 

JEAC4605-2004「原子力発

電所工学的安全施設及び

その関連施設の範囲を定

める規程」による工学的

安全施設の間接系とす

る。 

ここで、安全設備に該当

する設備とは、日本電気

協 会 電 気 技 術 規 程 

JEAC4605-2004「原子力発

電所工学的安全施設及び

その関連施設の範囲を定

める規程」による工学的

安全施設の間接系とす

る。この場合においては、

非常用ディーゼル発電機

の冷却系を工学的安全施

設の一部として含むこ

と。 

PPD-3414 フラ

ンジ 

日 本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（材料に関する部分

日 本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（「9 流体と最高使
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を 除 く ） 又 は JIS B 

2239(2013)「鋳鉄製管フ

ランジ」（材料に関する部

分を除く）に適合するも

の 。 た だ し 、 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」については、PPD-

4010 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

用温度の関係」において、

「白フランジの使用温度

は 300℃以下とする。」と

あるのは「白フランジの

使用温度は 300℃以下

（溶融亜鉛めっきの場合

は 110℃以下）とする。」

と読み替える。）（材料に

関する部分を除く）又は

JIS B 2239(2013)「鋳鉄

製管フランジ」（溶融亜鉛

めっきの場合、使用温度

は 110℃以下）（材料に関

する部分を除く）に適合

するもの。ただし、JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」については、PPD-

4010 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

オーステナイト系ステン

レス鋼又は高ニッケル合

金をフランジ等の変形が

耐漏えい性に影響を及ぼ

す可能性がある部位に使

用する場合は、その許容

応力を、耐力の 2/3 を超

えない値以下とするこ

と。 

PPD-3422 穴の

補強の適用条

件 

平板以外の管に設ける穴

であって、穴の径（円形

の穴については直径、だ

円形の穴については長径

をいう。以下この条件に

平板以外の管に設ける穴

であって、穴の径（円形

の穴については直径、だ

円形の穴については長径

をいう。以下この条件に
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おいて同じ）が 64mm以下

で、かつ、管の内径の 1/4

以下の穴を設ける場合 

おいて同じ）が 61mm以下

で、かつ、管の内径の 1/4

以下の穴を設ける場合 

PPH-3040 継手

の構造 

 

日 本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ン ジ 」 又 は JIS B 

2239(2013)「鋳鉄製管フ

ランジ」ただし、JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」については、PPH-

4010 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

日 本 産 業 規 格 JIS B 

2220(2012)「鋼製管フラ

ンジ」（「9 流体と最高使

用温度の関係」において、

「白フランジの使用温度

は 300℃以下とする。」と

あるのは「白フランジの

使用温度は 300℃以下

（溶融亜鉛めっきの場合

は 110℃以下）とする。」

と読み替える。）又は JIS 

B 2239(2013)「鋳鉄製管

フランジ」（溶融亜鉛めっ

きの場合、使用温度は

110℃以下）。ただし、JIS 

B 2220(2012)「鋼製管フ

ランジ」については、PPH-

4010 の溶接部の設計を

満足するものに限る。 

オーステナイト系ステン

レス鋼又は高ニッケル合

金をフランジ等の変形が

耐漏えい性に影響を及ぼ

す可能性がある部位に使

用する場合は、その許容

応力を、耐力の 2/3 を超

えない値以下とするこ

と。 

PMC-3330 吸込

み及び吐出口

ケーシングの吸込口部分

及び吐出口部分のうち図 

ケーシングの吸込口部分

及び吐出口部分のうち図 
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部分の厚さの

規定範囲 

PMC-3330-1のℓで示す範

囲の厚さは、式 PMC-3 又

は式 PMC-4 によって計算

した値以上でなければな

らない。この場合におい

て、ℓ は、式 PMC-5 によ

って計算した値とする。

ただし、当該部分が管台

である場合であって、

PVC-3150 及び PVC-3160

の規定に準ずるときは、

この限りでない。 

PMC-3330-1のℓで示す範

囲の厚さは、式 PMC-3 又

は式 PMC-4 によって計算

した値以上でなければな

らない。この場合におい

て、ℓ は、式 PMC-5 によ

って計算した値とする。 

PMC-3340 ケー

シング各部形

状の規定 

(9) （略） 

 

(9) （略） 

(10)「図 PMC-3340-3 軸

垂直割り軸対称ケー

シングをもつ多段ポ

ンプのケーシングボ

ルト回りの形状」の

「ケーシングの平板

部」の厚さは、平板部

の中で最も薄い箇所

の肉厚とすること。 

表  PMC-3410-1 

Kの値 

「取り付け方

法」(i) 

ケーシングの平板部がケ

ーシングの端に突合せ溶

接され、ケーシングの平

板部の一部がケーシング

にはまり込んで溶接の裏

当て金の作用をする場合

であって、tw1 と tw2 の和

がケーシングの厚さの 2

倍以上、tw1がケーシング

の厚さ以上で、かつ、ケ

ーシングの計算上必要な

ケーシングの平板部がケ

ーシングの端に全厚溶接

され、ケーシングの平板

部の一部がケーシングに

はまり込んで溶接の裏当

て金の作用をする場合で

あって、tw1 と tw2 の和が

ケーシングの厚さの 2 倍

以上、tw1がケーシングの

厚さ以上で、かつ、ケー

シングの計算上必要な厚
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厚さの 1.25 倍以上であ

るとき。 

さの 1.25 倍以上である

とき。 

表  PMC-3410-1 

Kの値 

「取付け方法」

(j) 

表  PMD-3410-1 

Kの値 

「取付け方法」

(j) 

 

 

 

 

 

(1)ケーシングの平板部

が鍛造品で、かつ、ケー

シングの平板部の面から

の開先角度が 45 度未満

の場合 

ケーシングの平板部がケ

ーシングに全貫通溶接さ

れる場合であって、tw が

tsの 0.5倍又は tの 0.25

倍のいずれか小さい値以

上で、かつ、すみ肉のの

ど厚が ts の 0.7 倍又は

6mm のうちいずれか小さ

い値以上であるとき。 

(2) (1)以外の場合 

ケーシングの平板部がケ

ーシングに全貫通溶接さ

れる場合であって、tw が

tsの 1.0 倍又は t の 0.5

倍のいずれか小さい値以

上で、かつ、すみ肉のの

ど厚が ts の 0.7 倍又は

6mm のうちいずれか小さ

い値以上であるとき。 

(1)ケーシングの平板部

が鍛造品で、かつ、ケー

シングの平板部の面から

の開先角度が 45 度未満

の場合 

ケーシングの平板部がケ

ーシングに完全溶込み溶

接される場合であって、

twが tsの 0.5倍又は tの

0.25 倍のいずれか小さ

い値以上で、かつ、すみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のうちいずれか

小さい値以上であると

き。 

(2) (1)以外の場合 

ケーシングの平板部がケ

ーシングに完全溶込み溶

接される場合であって、

twが tsの 1.0倍又は tの

0.5 倍のいずれか小さい

値以上で、かつ、すみ肉

ののど厚が tsの 0.7倍又

は 6mm のうちいずれか小

さい値以上であるとき。 

表  PMC-3410-1 

Kの値 

「取付け方法」

(k) 

表  PMD-3410-1 

Kの値 

ケーシングの平板部がケ

ーシングに全貫通溶接さ

れる場合であって、すみ

肉ののど厚が tsの 0.7倍

又は 6mm のいずれか小

さい値以上であるとき。 

ケーシングの平板部がケ

ーシングに完全溶込み溶

接される場合であって、

すみ肉ののど厚が ts の

0.7倍又は 6mm のいずれ

か小さい値以上であると
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「取付け方法」

(k) 

き。 

図  PMC-3330-1 

吸込み及び吐

出口部分の厚

さの規定範囲 

図において、t は計算上

必要な厚さ、 ｒは必要最

小丸み半径を示す。 

図において、t は計算上

必要な厚さ、 ｒ（0.3t以

上）は必要最小丸み半径

を示す。 

VVB-3411  外

部、内部の交

差面の隅部 

図 VVB-3411-2 に示す弁

座挿入部のすみの丸みの

半径は、VVB-3210に規定

する厚さ t の 0.05 倍の

値又は弁座挿入部の高さ

h の 0.1 倍の値のうち、

いずれか大きい値以上で

あること。 

図 VVB-3411-2 に示す弁

座挿入部のすみの丸みの

半径は、VVB-3210に規定

する厚さの 0.05 倍の値

又は弁座挿入部の高さ h

の 0.1 倍の値のうち、い

ずれか大きい値以上であ

ること。 

VVC-3010 一般

要求 

 

非金属製のダイヤフラム

を使用する弁は、ダイヤ

フラムが破損した場合を

考慮してグランド部等を

設け、以下を満足するこ

と。ただし、ダイヤフラ

ムは本規定に従った設計

をする必要はない。 

非金属製のダイヤフラム

を使用する弁は、ダイヤ

フラムが破損した場合を

考慮してグランド部等を

設け、以下を満足するこ

と。ただし、ダイヤフラ

ムは、a.～c.以外につい

ては本規定に従った設計

をする必要はない。 

SSB-3120 ボル

ト材以外の許

容応力 

ボルト材以外の許容応力

は、SSB-3121 及び SSB-

3122 の規定によるもの

である。 

ボルト材以外の許容応力

は、引張応力及び曲げ応

力評価については、SSB-

3121によること。疲労評

価については、鋼構造許

容応力度設計規準 2019

年版の「4章 材料」に規

定する「4.1 材質」及び

「4.2 形状及び寸法」に

該当する支持構造物は、



 

 42 

鋼構造許容応力度設計規

準 2019 年版の「7 章 疲

労」に、これ以外の材料

については、「PVB-3114 

疲労評価（供用状態 A、

B）」によること。 

SSB-3121.1 供

用状態 A 及び

B での許容応

力 

各供用状態において次の

(1)から(3)の規定を満足

する場合は、SSB-3121 の

規定を満足しなくてもよ

い。 

各供用状態において次の

(1)から(3)の規定を満足

する場合は、SSB-3121で

規定する許容応力制限を

満足しなくてもよい。 

SSB-3140 極限

解析による評

価 

各供用状態において次の

(1)から(3)の規定を満足

する場合は、SSB-3121 の

規定を満足しなくてもよ

い。ただし、座屈が懸念

される場合には、別途、

座屈の評価を実施するこ

と。 

(1)供用状態A 及びB に

おける荷重：Pc 

Pc ≦ 
2

3
Pcr  (SSB-1.33) 

Pcr： 材料の降伏点を最

高使用温度における

SSB-3121.1(1)に示す

F 値の弾完全塑性体

として極限解析によ

り求めた崩壊荷重の

下限(荷重とそれによ

る変位量の関係直線

又は関係曲線と荷重

軸に対し弾性範囲の

供用状態 D において次の

(3)の規定を満足する場

合は、SSB-3121に規定す

る許容応力制限の規定を

満足しなくてもよい。た

だし、座屈が懸念される

場合には、別途、座屈の

評価を実施すること。 

(3) 供用状態 D におけ

る荷重：Pc 

Pc ≦Pcr    (SSB-1.35) 

Pcr： 材料の降伏点を

MIN [1.2F、0.7Su]の弾完

全塑性体として極限解析

により求めた崩壊荷重の

下限。ただし、1.2F の計

算で、オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッ

ケル合金であって使用温

度が 40℃を超える材料

の規定値のうち、1.35Sy

（使用温度）に対しては
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関係直線の勾配の2 

倍の勾配を有する直

線が交わる点に対応

する荷重とする。以下

本項において同じ) 

(2) 供用状態C における

荷重：Pc 

Pc ≦ Pcr   (SSB-1.34) 

Pcr： 材料の降伏点を F 

値の弾完全塑性体とし

て極限解析により求め

た崩壊荷重の下限 

(3) 供用状態 D におけ

る荷重：Pc 

Pc ≦Pcr    (SSB-1.35) 

Pcr： 材料の降伏点を

MIN [1.2F、0.7Su]の

弾完全塑性体として

極限解析により求め

た崩壊荷重の下限。た

だし、1.2F の計算で、

オーステナイト系ス

テンレス鋼及び高ニ

ッケル合金であって

使用温度が40℃を超

える材料の規定値の

うち、1.35Sy（使用温

度）に対しては1.2 を

乗じないこと。 

1.2 を乗じないこと。 

別表 1-1 弁又

はフランジの

許容圧力（ク

ラス 1 弁及び

並びに炭素鋼であってこ

れらと同等以上の機械的

強度を有する材料 

並びに炭素鋼であってこ

れらと同等以上の化学成

分及び機械的強度を有す

る材料 
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クラス 2 弁）

(1/6) 

材料グループ

No.GR1-1 ～

GR1-4 

  

   

(注) 

1.「図 PVC-4212-3 クラス 2容器 継手区分 Dの構造」(38)は適用除外と

する。 

2.「表 PVC-3310-1 Kの値」の「(o)その他の場合」は適用除外とする。 

3.「図 PPC-4010-6 クラス 2 配管 管又はネックリングにベローを取り付

ける継手の溶接部」は適用除外とする。 

 

表７ 「SCC事例規格 2022」の適用に当たっての条件 
   

XX-2213

炭素鋼及

び低合金

鋼 

ただし、設計、製作におい

ては、隙間が存在するよう

な特殊な構造を避け、かつ、

材料が著しく硬化するよう

な製作方法を避けることが

望ましい。 

設計、製作においては、隙

間が存在するような特殊な

構造を避け、かつ、材料が著

しく硬化するような製作方

法を避けることが望まし

い。 

XX-2222 

材料表面

の応力改

善方法 

 

・高周波誘導加熱方法（維持

規格 JSME S NA1-2008 RB-

2440） 

・レーザ外面照射応力改善

法（維持規格 JSME SNA1-

2008RB-2460、文献 44） 

・高周波誘導加熱方法（維持

規格 JSME S NA1-2008 RB-

2440） 

 

付録 1A：

材料の略

称名と具

体的な材

料名の対

応（その

１）

 

材

料

略

称 

説明と具体的な対応

材料名 

（

略

） 

（略） 

52 UNS Numberで N06052

 

材

料

略

称 

説明と具体的な対応

材料名 

（

略

） 

（略） 

52 UNS Numberで N06052
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（3/3） 

付録 1B：

材料の略

称名と具

体的な材

料名の対

応（その

２）

（3/3） 

合

金 

（ AWS ク ラ ス

ERNiCrFe-7 ） 及 び 

N06054（AWS クラス

ERNiCrFe-7A）に区分

される 690 合金用の

溶接材料（溶加棒及び

ソリッドワイヤ）であ

る。 
  

 

合

金 

（ AWS ク ラ ス

ERNiCrFe-7 ） 及 び 

N06054（AWS クラス

ERNiCrFe-7A（PWR 環

境に限る。））に区分さ

れる 690 合金用の溶

接材料（溶加棒及びソ

リッドワイヤ）であ

る。 
  

  
 

   

 

表８ 「材料規格 2020」の適用に当たっての条件 
   

Part

2 第

1 章 

表 1 

使用

する

材料

の規

格 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

SN400B

SN400C
SN490B
SN490C

3

4

○ ○ ○ － E1-1 TE1○ ○ － ○ ○ ○○ － ○ ○ ○ －

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

JIS G 3136(2012)
建築構造用圧延鋼材

－ ○ ○

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

SCMV1-1

SCMV1-2

SCMV2-1

SCMV2-2

SCMV3-1

SCMV3-2

SCMV4-1

SCMV4-2

SCMV5-1

SCMV5-2

SCMV6-1

SCMV6-2

X

E1-6

E1-7 TE3

○ ○ ○ －

E1-5

TE1

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

JIS G 4109(2019)
ボイラ及び圧力容器用クロムモリ
ブデン鋼鋼板

－ ○ ○

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

NCF600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E4-2 TE15 7
NCF625 － － ○ － － － ○ ○ － － ○ － － ○ － － － － － E4-4 TE16 21
NCF800 E4-7 8
NCF800H E4-8 9
NCF750(H1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － ○ E4-5 TE18 X
NCF750(H2) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E4-5 TE18 X

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ TE20○ ○ ○ ○

炉
心
支
持
構
造
物

JIS G 4901(1999+2008追補1)
耐食耐熱超合金棒

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
4
配
管

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

1種 G13CR1

2種 G13CR2
○ ○ ○ E1-8 TE5 X－ － － － ○ ○○ ○ ○ ○ － －

JSME-N7
13クロム鋼鍛鋼品
及び13クロム鋼棒

－ － － －

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

SN400B

SN400C
SN490B
SN490C

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
2
弁

JIS G 3136(2012)
建築構造用圧延鋼材

－ － －

ク
ラ
ス
4
配
管

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

○－ － － － － － － － － － －
3

4

○ ○ ○ － E1-1 TE1

SCMV1-1 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

SCMV1-2 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

SCMV2-1

SCMV2-2

SCMV3-1

SCMV3-2

SCMV4-1

SCMV4-2

SCMV5-1

SCMV5-2

SCMV6-1

SCMV6-2

○ ○ ○ ○ ○ －

X

E1-6

E1-7 TE3

－ ○ ○ ○ ○ ○

E1-5

TE1

○ ○ ○ ○○ ○ ○

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

JIS G 4109(2008)
ボイラ及び圧力容器用クロムモリ
ブデン鋼鋼板

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

NCF600 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ E4-2 TE15 7
NCF625 － ○ － － － ○ ○ － － ○ － － ○ － － － － － E4-4 TE16 21
NCF800 E4-7 8
NCF800H E4-8 9
NCF750(H1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ － － － － ○ E4-5 TE18 X
NCF750(H2) － － － － － － － － － － － － － － － － － － ○ E4-5 TE18 X

○ ○ ○ ○ TE20○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

JIS G 4901(1999+2008追補1)
耐食耐熱超合金棒

○ ○ ○

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

1種 G13CR1

2種 G13CR2
－ － ○ E1-8 TE5 X－ － － － － －－ － － － － －

JSME-N7
13クロム鋼鍛鋼品
及び13クロム鋼棒

－ － － －

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器
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2 章 

材料

への

特別

 

種類の記号 板厚（mm） 

SPV235、SPV315 ≦100 

SPV355、SPV450、

SPV490 

≦75 

 

 

種類の記号 板厚（mm） 

SPV235、SPV315 ≦100 

SPV355、SPV450 ≦75 

SPV490 ≦50 

1種 G316CW1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2種 G316CW2 - - - - - - - -

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
弁

JSME-N8
高温用ステンレス鋼棒材

－ － －

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

－ － － － － － － X○ E1-9 TE6

1種 GNCF690HL

2種 GNCF690HM

3種 GNCF690CM

４種 GNCF690HYSH 10

○ ○ E4-3 TE17
7

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

JSME-N13
ニッケル・クロム・鉄合金690

○ ○ ○ ○ ○

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

1種 GNCF690HL2種 GNCF690HM3種 GNCF690CM４種 GNCF690HYSH 10○ ○ E4-3 TE17 7○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○JSME-N13ニッケル・クロム・鉄合金690 ○ ○ ○ ○ ○

クラス1支持構造物

クラス2支持構造物

クラス3支持構造物

クラスMC支持構造物

炉心支持構造物

クラス1ポンプ

クラス2ポンプ

クラス3ポンプ

クラス1弁

クラス2弁

クラス3弁

クラス3容器

クラスMC容器

クラス1配管

クラス2配管

クラス3配管

クラス4配管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分 縦弾性係数の分類番号

線膨張係数の分類番号

外圧チャート図番

種    類 種別/質別 記号

クラス1容器

クラス2容器

C1020T-O
C1020TS-O
C1020T-OL
C1020TS-OL
C1020T-1/2H
C1020TS-1/2H
C1020T-H
C1020TS-H
C1100T-O
C1100TS-O
C1100T-1/2H
C1100TS-1/2H
C1100T-H
C1100TS-H
C1201T-O
C1201TS-O
C1201T-OL
C1201TS-OL
C1201T-1/2H
C1201TS-1/2H
C1201T-H
C1201TS-H
C1220T-O
C1220TS-O
C1220T-OL
C1220TS-OL
C1220T-1/2H
C1220TS-1/2H
C1220T-H
C1220TS-H

○－ － －－ － － － －

－ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○

－

－ － －

－ － － － －

－ － － － －

○

○○

－ － － － － －

－ － －

－ － － －

－ － － － －

－ ○ ○ － －

○ ○ ○ ○－ － － －

－ －－ － － －

E3-4

OL

1/2H

H

○ ○

－ － － － －

－ ○ ○ ○ ○

－ ○ ○ ○ ○ ○－ －

X

OL

1/2H

H

O

E3-21/2H

H

O

E3-3

E3-1

TE10

－ －

○－ － －

○

－ ○ ○

OL

1/2H

JIS H 3300（2018）*
銅及び銅合金の継目無管

O

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

H

O

－ －

－ ○ ○ ○ ○

－

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

C2300T-O
C2300TS-O
C2300T-OL
C2300TS-OL
C2300T-1/2H
C2300TS-1/2H
C2300T-H
C2300TS-H
C2600T-O
C2600TS-O
C2600T-OL
C2600TS-OL
C2600T-1/2H
C2600TS-1/2H
C2600T-H
C2600TS-H
C4430T-O
C4430TS-O
C6870T-O
C6870TS-O
C6871T-O
C6871TS-O
C6872T-O
C6872TS-O
C7060T-O
C7060TS-O
C7100T-O
C7100TS-O
C7150T-O
C7150TS-O

－ － －－ － － － －

－○ ○ － － － －○ ○ ○ ○ ○ ○

－ － － － －○ ○ ○ ○ ○

－ － －

－

－ － － － － － － － －

－ ○ － － － －○ ○ － － ○

－ －

－ ○ ○ ○ ○ ○ ○－

－ ○ ○ ○ ○ ○○－ － －

－ －－ －

16

O E3-13 X

O E3-14 15

－ ○ ○

TE13

－ －

－ ○ ○ － － －

－ ○ ○ － －

E3-11O

O

O E3-12－ ○ ○ －○ ○ ○ － －

－ － －○ ○ ○ ○ ○－ －

X

OL

1/2H

H

O

E3-6
OL

1/2H

H

O

E3-5

TE12

E3-8

－ －－ － － －－

－ － －

O

（前ページからの続き）
O

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

－

－

－ ○ ○ － － ○

－

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

1種 G316CW1
2種 G316CW2

X－ － － ○ E1-9 TE6－ － － － － －－ － － － － －
JSME-N8
高温用ステンレス鋼棒材

－ － －

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器

1種 GNCF690HL

2種 GNCF690HM

3種 GNCF690CM

４種 GNCF690HYSH ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － 10

－ － － －○ ○○ － － － － －
E4-3 TE17

7－ － － －－ － －

ク
ラ
ス
1
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
2
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
3
支
持
構
造
物

ク
ラ
ス
M
C
支
持
構
造
物

炉
心
支
持
構
造
物

JSME-N13
ニッケル・クロム・鉄合金690

ク
ラ
ス
1
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
2
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
3
ポ
ン
プ

ク
ラ
ス
1
弁

ク
ラ
ス
2
弁

ク
ラ
ス
3
弁

ク
ラ
ス
3
容
器

ク
ラ
ス
M
C
容
器

ク
ラ
ス
1
配
管

ク
ラ
ス
2
配
管

ク
ラ
ス
3
配
管

ク
ラ
ス
4
配
管

材　料　の　規　格 機　器　等　の　区　分

縦
弾
性
係
数
の
分
類
番
号

線
膨
張
係
数
の
分
類
番
号

外
圧
チ

ャ
ー

ト
図
番

種    類
種別

/
質別

記号

ク
ラ
ス
1
容
器

ク
ラ
ス
2
容
器
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要求

事項

日本

産業

規格

JIS 

G 

3115

「圧

力容

器用

鋼

板」 

 

 

Part

2 第

2 章 

材料

への

特別

要求

事項 

日本

産業

規格 

JIS 

G 

3454

「圧

力配

管用

炭素

鋼鋼

管」 

日本産業規格 JIS G 3454「圧

力配管用炭素鋼鋼管」 

 （略） 

日本産業規格 JIS G 3454「圧

力配管用炭素鋼鋼管」 

 （略） 

 

日本産業規格 JIS G 3456「高

温配管用炭素鋼鋼管」 

STPT410をクラス 1配管に適

用する場合は、継目無管に限

る。 

Part

2 第

2 章 

材料

への

特別

要求

事項

日本

産業

最高使用圧力が 1.0MPa を超え

るクラス 3容器、クラス 3配管

又はクラス 3弁には、日本産業

規格 JIS G 3457「配管用アーク

溶接炭素鋼鋼管」を使用しては

ならない。 

 

 

最高使用圧力が 1.0MPaを超え

るクラス 3容器、クラス 3配

管、クラス 3弁又はクラス 4

配管には、日本産業規格 JIS G 

3457「配管用アーク溶接炭素

鋼鋼管」を使用してはならな

い。 
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規格

JIS 

G 

3457

「配

管用

アー

ク溶

接炭

素鋼

鋼

管」 

 

Part

2 第

2 章 

材料

への

特別

要求

事項 

日本

産業

規格 

JIS 

G 

3457

「配

管用

アー

ク溶

接炭

素鋼

鋼

管」 

 

日本産業規格 JIS G 3457「配

管用アーク溶接炭素鋼鋼管」 

 （略） 

日本産業規格 JIS G 3457「配

管用アーク溶接炭素鋼鋼管」 

 （略） 

 

日本産業規格 JIS G 3462「ボ

イラ・熱交換器用合金鋼鋼管」 

STBA20、STBA23、STBA24、

STBA25 及び STBA26は、継目無

管に限る。 

Part

2 第

2 章 

材料

への

特別

要求

事項

2． （略） 

 

2． （略） 

3. NCF625は、厚さ 0.5mmを超

え 3mm以下の板を除く。 
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日本

産業

規格

JIS 

G 

4902

「耐

食耐

熱超

合

金，

ニッ

ケル

合金

－板

及び

帯」 

Part

2 第

2 章 

材料

への

特別

要求

事項

日本

産業

規格

JIS 

G 

4904

「熱

交換

器用

継目

無ニ

ッケ

ルク

ロム

鉄合

金

管」 

2． （略） 

 

2． （略） 

3. NCF625TB は、U 字曲げ管を

除く。 

 

Part 日本産業規格 JIS H 3300「銅 日本産業規格 JIS H 3300「銅
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2 第

2 章 

材料

への

特別

要求

事項 

日本

産業

規格

JIS 

H 

3300

「銅

及び

銅合

金の

継目

無

管」 

 

及び銅合金の継目無管」 

（略） 

及び銅合金の継目無管」  

（略） 

 

日本産業規格 JIS H 4000「ア

ルミニウム及びアルミニウム

合金の板及び条」 

1.クラス 4配管については、次

表のとおり適用除外とする。 

材料記号 適用除外とす

る厚さ 

A3003P-O 厚さ 0.3mm以

下 

A3003P-H12 厚さ 0.8mm以

下 

A3003P-H14 厚さ 0.3mm以

下 

A5052P-O 厚さ 0.3mm以

下 

A5052P-H32 厚さ 1.3mm以

下 

A5052P-H34 厚さ 1.3mm以

下 

A5154P-O 厚さ 1.3mm以

下 

A5154P-H34 厚さ 1.3mm以

下及び 12mm以

上 
  

 

Part

2 第

３章 

原子

力発

電用

規格

ニ． （略） 

種

別 

記

号 

機械的性質 備考 

引

張

強

降

伏

点

伸

び

（

ニ． （略） 

種

別 

記

号 

機械的性質 備考 

引

張

強

降

伏

点

伸

び

（
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材料

仕様

JSME

-N12 

原子

力発

電用

規格

「耐

食耐

熱合

金」 

さ

（

MP

a） 

（

MP

a） 

％

） 

1

種 

G

N

C

F

1

-

P 

83

0

以

上 

41

5

以

上 

30

以

上 

板（厚

さ

0.5mm

を 超

え

3mm

以下） 

76

0

以

上 

38

0

以

上 

30

以

上 

板（厚

さ

3mm

を 超

え

70mm

以下） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

      
 

さ

（

MP

a） 

（

MP

a） 

％

） 

1

種 

G

N

C

F

1

-

P 

76

0

以

上 

38

0

以

上 

3

0

以

上 

板（厚

さ 3mm

を超え

70mm

以下） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

      

 

 

 

 

 

 

Part

3 第

1 章 

表 1

材料

（ボ

ルト

材を

除

く）

 

 

 
 

 

 

 
 

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 137 137 137 137 137 137 129 126 122 119 116 114 111 109 107 105
SUS304L 480 175 117 115 115 115 115 115 110 107 103 100 97.7 95.8 94.1 92.9 91.6 89.7
SUS316 520 205 137 137 137 137 137 137 134 130 126 123 119 116 114 112 111 110
SUS316L 480 175 117 115 115 115 115 115 109 106 103 101 98 95.7 94.1 92.8 90.9 89
SUS321 520 205 137 137 137 137 137 137 129 124 120 117 114 113 111 109 108 107
SUS347 520 205 137 137 137 137 137 137 137 137 137 136 135 132 130 129 128 126
SUS403 590 390 197 171 161 160 159 158 155 154 153 151 150 147 144 141
SUS410 540 345 180 166 161 160 159 158 155 154 153 151 150 147 144 141

930 725 HT1) 310 310 310 310 310 310 303 300 297 294 292 290 288 285 279 272
1000 860 HT2) 333 333 333 333 333 333 325 323 322 319 315 312 309 307 300 292

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

65 75 100注 350 375 400 425125

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

300 325150 200 225 250 275

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 137 137 137 137 137 137 129 126 122 119 116 114 111 109 107 105
SUS304L 480 175 117 115 115 115 115 115 110 107 103 100 97.7 95.8 94.1 92.9 91.6 89.7
SUS316 520 205 137 137 137 137 137 137 134 130 126 123 119 116 114 112 111 110
SUS316L 480 175 117 115 115 115 115 115 109 106 103 101 98 95.7 94.1 92.8 90.9 89
SUS321 520 205 137 137 137 137 137 137 129 124 120 117 114 113 111 109 108 107
SUS347 520 205 137 137 137 137 137 137 137 137 137 136 135 132 130 129 128 126
SUS403 590 390 197 171 161 160 159 158 155 154 153 151 150 147 144 141
SUS410 540 345 180 166 161 160 159 158 155 154 153 151 150 147 144 141

930 725 HT1) 310 310 310 310 310 310 303 300 297 294 292 290
1000 860 HT2) 333 333 333 333 333 333 325 323 322 319 315 312

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号 注
-30
～
40

65 75 425325 350 375 400

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

275 300100 125 150 200 225 250



 

 52 

の各

温度

にお

ける

設計

応力

強さ

Sm値

(MPa

) 

Part

3 第

1 章 

表 2

ボル

ト材

の各

温度

にお

ける

設計

応力

強さ

Sm値

(MPa

) 
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表 3

鉄鋼

材料

（ボ

ルト

材を

除

く）

の各

温度

にお

ける

許容

引張

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 68 61.2 56.3 51.6 47.9 46.6 45.3 44 42.7 41.8 41.2 40.6 39.7 38.7

SUS316 520 205 68 62.4 58.4 53.7 49.9 48.4 46.8 45.5 44.1 43 42.1 41.3 40.6 40

SUS321 520 205 68 62 58 52 48 46 44 43 42 42 41 40 40 40

SUS347 520 205 68 65 62.9 59.2 55.5 53.9 52.2 51.2 50.2 49.3 48.3 47.5 47.1 46.9

930 725 242 229 222 213 207 204 201 198 196 194 192 189 186 183

1000 860 287 273 264 254 246 243 239 236 234 231 228 226 222 218

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 375 400 425

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

225 250 275 300 325 350

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 68 61.2 56.3 51.6 47.9 46.6 45.3 44 42.7 41.8 41.2 40.6 39.7 38.7

SUS316 520 205 68 62.4 58.4 53.7 49.9 48.4 46.8 45.5 44.1 43 42.1 41.3 40.6 40

SUS321 520 205 68 62 58 52 48 46 44 43 42 42 41 40 40 40

SUS347 520 205 68 65 62.9 59.2 55.5 53.9 52.2 51.2 50.2 49.3 48.3 47.5 47.1 46.9

930 725 242 229 222 213 207 204 201 198 196 194

1000 860 287 273 264 254 246 243 239 236 234 231

350

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

225 250

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 375 400 425275 300 325

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

400 215 S8) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

400 235 S9） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

490 295 S8) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

490 315 S9） 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

520 335 S8) 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

520 355 S9） 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

570 430 S8) 143 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

570 450 S9） 143 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

SPV490 610 490 S9） 174 174 174 174 174 174 171 171 171 171 171 171 171

材　料　の　規　格

350 375275 300注

SPV450

325

JIS G 3115
圧力容器用鋼板 SPV235

SPV315

SPV355

温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

65 75 100 125 400 425150 200 225 250

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 137 137 137 137 134 130 126 124 122 119 116 114 111 109 107 105

SUS304L 480 175 117 115 115 115 115 115 110 107 103 100 97.7 95.7 94.1 92.6 91.3 90

SUS310S 520 205 137 137 137 137 137 137 137 136 135 132 129 127 125 123 122 120

SUS316 520 205 137 137 137 137 137 137 134 130 126 123 119 116 114 112 111 110

SUS316L 480 175 117 115 115 115 115 115 109 106 103 101 98 95.7 94.1 92.8 90.9 89

SUS321 520 205 137 137 137 137 136 135 129 124 120 117 114 113 111 109 108 107

SUS347 520 205 137 137 137 137 134 129 123 121 119 118 117 116 116 116 116 116

SUS403 590 390 169 147 138 137 136 135 133 132 131 130 128 126 124 121

SUS410 540 345 154 143 138 137 136 135 133 132 131 130 128 126 124 121

930 725 HT1) 266 266 266 266 266 266 260 257 254 252 250 249 247 245 239 233

1000 860 HT2) 286 286 286 286 286 285 279 277 276 274 270 267 265 263 257 250

温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

65 75 100 125 375 400 425325注

材　料　の　規　格

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

350250150 200 225 275 300

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

400 215 S8) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

400 235 S9） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

490 295 S8) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

490 315 S9） 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

520 335 S33) 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

520 355 S9） 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

570 430 S33) 143 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

570 450 S9） 143 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

SPV490 610 490 S9） 153 153 153 153 153 152 150 150 150 150 150 150 150

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号 注
-30
～
40

65 75 100 425125 150 200 225 250 400

JIS G 3115
圧力容器用鋼板 SPV235

SPV315

SPV355

SPV450

275 300 325 350 375

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 137 137 137 137 134 130 126 124 122 119 116 114 111 109 107 105

SUS304L 480 175 117 115 115 115 115 115 110 107 103 100 97.7 95.7 94.1 92.6 91.3 90

SUS310S 520 205 137 137 137 137 137 137 137 136 135 132 129 127 125 123 122 120

SUS316 520 205 137 137 137 137 137 137 134 130 126 123 119 116 114 112 111 110

SUS316L 480 175 117 115 115 115 115 115 109 106 103 101 98 95.7 94.1 92.8 90.9 89

SUS321 520 205 129 127 126 120 118 118 118 117 115 113 111 109 108 107

SUS347 520 205 137 137 137 137 134 129 123 121 119 118 117 116 116 116 116 116

SUS403 590 390 147 143 139 135 130 129 127 125 124 122 120

SUS410 540 345 135 131 127 125 120 119 117 115 114 111 110

930 725 HT1) 233 233 233 233 227 225 223 221 219 218

1000 860 HT2) 286 286 286 286 286 285 279 277 276 274 270 267

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号 注
-30
～
40

65 75 100 350 375 400300 325200 425125 150

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

225 250 275
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応力

S 値

(MPa

)  
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表 3 

鉄鋼

材料

（ボ

ルト

材を

除

く）

の各

温度

にお

ける

許容

引張

応力

S 値 

６．表 3の注に示す記号は、材

料の寸法、熱処理及び強度に

係る適用範囲などを示す。 

イ．表 3 の注に示す S1)～

S32)は、寸法区分に係り、

次に掲げるところによる。 

S1)～S32） （略） 

ロ．・ハ． （略） 

６．表 3の注に示す記号は、材

料の寸法、熱処理及び強度に

係る適用範囲などを示す。 

イ．表 3 の注に示す S1)～

S33)は、寸法区分に係り、

次に掲げるところによる。 

S1)～S32） （略） 

S33）厚さが 50ｍｍを超え

75ｍｍ以下の材料に

適用。 

ロ．・ハ． （略） 

７．JIS G 4051「機械構造用炭

素鋼鋼材」を JIS B 2220「鋼

製管フランジ」に適用するに

当たっては、外径によらず

S20Cは、引張強さが 400N/mm2

以上、S25C は引張強さが

440N/mm2以上とすること。 
Part  

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

NCF600 550 245 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

760 345 S27) 217 217 217 217 217 217 - 212 211 209 208 206 204 202 201

830 415 S28) 237 237 236 236 236 236 - 232 230 228 226 224 222 221 219

960 615 HT3) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

1170 795 HT4) 293 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

NCF800H 450 175 117 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 113 110 108 105 104

NCF800 520 205 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137

注 425150 300 325 350225 250 275175 200

NCF625

NCF750

JIS G 4901
耐食耐熱
超合金棒

温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

65 75 100 125 375 400

材　料　の　規　格

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

NCF600 550 245 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

760 380 S29) 217 217 217 217 217 217 - 212 211 209 208 206 204 202 201

830 415 S30) 237 237 236 236 236 236 232 230 228 226 224 222 221 219

960 615 HT3) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

1170 795 HT4) 293 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

NCF800H 450 175 117 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 113 110 108 105 104

NCF800 520 205 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137

NW4400 485 195 130 121 118 112 108 105 103 101 101 101 101 101 101 101 101 100 99.3

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

65 75 100 125 350 375 400 425150 175

JIS G 4902
耐食耐熱超合金，ニッ
ケル及びニッケル合金
－板及び帯

300 325200 225 250 275

NCF750

NCF625

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

760 380 S29) 217 217 217 217 217 217 212 211 209 208 206 204 202 201

830 415 S30) 237 237 236 236 236 236 232 230 228 226 224 222 221 219

GNCF1-TP 820 410 234 234 234 234 234 234 232 230 228 226 224 222 221 219

GNCF1-TB 820 410 234 234 234 234 234 234 232 230 228 226 224 222 221 219

760 345 S27) 217 217 217 217 217 217 212 211 209 208 206 204 202 201

830 415 S28 237 237 236 236 236 236 232 230 228 226 224 222 221 219

2種 GNCF2 586 241 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 159 159

3種 GNCF3 551 241 157 157 157 157 157 156 153 153 152 152 152 152 151 151 150 150

GNCF1-P

GNCF1-B

1種

325 350 375 400 425

JSME-N12
耐食耐熱合金

注 150 200 225 250 275 300

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

65 75 100 125

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

NCF600 550 245 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

NCF625 760 380 S29) 217 217 217 217 217 217 - 212 211 209 208 206 204 202 201

960 615 HT3) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

1170 795 HT4) 293 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292

NCF800H 450 175 117 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 113 110 108 105 104

NCF800 520 205 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137

NW4400 485 195 130 121 118 112 108 105 103 101 101 101 101 101 101 101 101 100 99.3

425150 175

JIS G 4902
耐食耐熱超合金，ニッ
ケル及びニッケル合金
－板及び帯 NCF750

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

65 75 100 125 350 375 400300 325200 225 250 275

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

GNCF1-P 760 380 S29) 217 217 217 217 217 217 212 211 209 208 206 204 202 201

GNCF1-TP 820 410 234 234 234 234 234 234 232 230 228 226 224 222 221 219

GNCF1-TB 820 410 234 234 234 234 234 234 232 230 228 226 224 222 221 219

GNCF1-B 830 415 S28 237 237 236 236 236 236 232 230 228 226 224 222 221 219

2種 GNCF2 586 241 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 159 159

3種 GNCF3 551 241 157 157 157 157 157 156 153 153 152 152 152 152 151 151 150 150

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号 注
-30
～
40

65 75 100 350 375 400 425125 150 200 225 250 275

JSME-N12
耐食耐熱合金

1種

300 325
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ける

設計

降伏

点 Sy 

値
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表 6 

材料

の各

温度

にお

ける

設計

降伏

点 Sy

値

(MPa

) 

４． （略） ４． （略） 

５．JIS G 4051「機械構造用

炭素鋼鋼材」を JIS B 2220

「鋼製管フランジ」に適用

するに当たっては、外径に

よらず S20Cは、引張強さが

400N/mm2以上、S25Cは引張

強さが 440N/mm2以上とする

こと。 

Part

3 第

1 章 

表 7 

材料

の各

温度

にお

ける

設計

引張

 

 
 

 

 

 
 

 

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)
GNCF1-P 760 380 S34) 380 371 - 364 359 354 350 345 340 336 332 328 324 320 317
GNCF1-TP 820 410 410 405 - 397 391 387 382 377 372 367 362 358 354 350 346
GNCF1-TB 820 410 410 405 - 397 391 387 382 377 372 367 362 358 354 350 346

760 345 S32) 345 337 - 331 327 322 318 314 310 306 302 298 295 291 288
830 415 S33) 415 405 - 397 391 387 382 377 372 367 362 358 354 350 346

2種 GNCF2 586 241 241 228 - 220 214 210 205 201 197 193 189 186 183 181 179 177 177
3種 GNCF2 551 241 241 221 - 212 208 204 200 196 193 189 186 184 182 180 179 178 174

250

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号 注
-30
～
40

65 75 100 425

JSME-N12
耐食耐熱合金

1種

GNCF1-B

275 300 325 350 375 400125 150 175 200 225
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強さ

Su値

(MPa

)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304TP 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304LTP 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316TP 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316LTP 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321TP 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347TP 520 205 520 488 474 444 429 423 417 415 412 407 403 398 393 393

JIS G 3459
配管用
ステンレス鋼管

375 400 425225 250 275 300 325 350

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304TB 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304LTB 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316TB 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316LTB 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321TB 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347TB 520 205 520 488 474 444 429 423 417 415 412 407 403 398 393 393
SUS410TiTB 410 205 410 384 366 350 343 338 333 331 330 324 318

375 400 425

JIS G 3463
ボイラ･熱交換器用
ステンレス鋼鋼管

225 250 275 300 325 350

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304TPY 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304LTPY 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316TPY 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316LTPY 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321TPY 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347TPY 520 205 520 488 474 444 429 423 417 415 412 407 403 398 393 393

375 400 425

JIS G 3468
配管用溶接大径ス
テンレス鋼鋼管

225 250 275 300 325 350

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304L 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316L 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347 520 205 520 488 474 444 429 423 417 415 412 407 403 398 393 393
SUS403 590 390 590 438 437 430 423 420 417 413 408 402 393 384
SUS410 540 345 540 438 437 430 423 420 417 413 408 402 393 384

930 725 HT1) 930 846 846 845 826 817 809 802 797 791 786 778 762 741
1000 860 HT2) 1000 909 909 908 887 882 879 871 860 850 843 836 819 796

400375225 250 275 300 325

材　料　の　規　格

注 350

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 425

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304TB 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304LTB 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316TB 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316LTB 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321TB 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347TB 520 205 520 488 474 444 429 423 416 415 409 407 403 398 393 393
SUS410TiTB 410 205 410 384 366 350 343 338 333 331 330 324 318

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 375 400 425300 325 350

JIS G 3463
ボイラ･熱交換器用
ステンレス鋼鋼管

225 250 275

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304TPY 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304LTPY 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316TPY 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316LTPY 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321TPY 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347TPY 520 205 520 488 474 444 429 423 416 415 408 407 403 398 393 393

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 375 400 425300 325 350

JIS G 3468
配管用溶接大径ス
テンレス鋼鋼管

225 250 275

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304L 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316L 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347 520 205 520 488 474 444 429 423 416 415 409 407 403 398 393 393
SUS403 590 390 590 438 437 430 423 420 417 413 408 402 393 384 373 360
SUS410 540 345 540 438 437 430 423 420 417 413 408 402 393 384 373 360

930 725 930 846 846 845 826 817 809 802 797 791 786 778 762 741
1000 860 1000 909 909 908 887 882 879 871 860 850 843 836 819 796

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 425225 250 275 300 325 400350

JIS G 4303
ステンレス鋼棒

SUS630

375
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材料

の各

温度

にお

ける

設計

引張

強さ

Su値

(MPa

) 

５． （略） ５． （略） 

６．JIS G 4051「機械構造用

炭素鋼鋼材」を JIS B 2220

「鋼製管フランジ」に適用す

るに当たっては、外径によら

ず S20Cは、引張強さが

400N/mm2以上、S25Cは引張強

さが 440N/mm2以上とするこ

と。 

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304L 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316L 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347 520 205 520 488 474 444 429 423 417 415 412 407 403 398 393 393

375 400 425

JIS G 4305
冷間圧延ステンレ
ス鋼板及び鋼帯

225 250 275 300 325 350

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

NCF600 550 245 550 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
760 380 S35) 760 - 689 689 676 - 664 - 654 649 644 638
830 415 S36) 830 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696
960 615 HT3) 960 878 878 878 878 878 878 878 878 878 877
1170 795 HT4) 1170 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1064

NCF800H 450 175 450 407 407 401 397 395 393 392 390 389 388 388 388 388
NCF800 520 205 520 470 470 470 470 470 470 470 470 470 469

325 350

JIS G 4902
耐食耐熱超合金，
ニッケル及びニッケ
ル合金－板及び帯

NCF750

225 250

NCF625

材　料　の　規　格

注

温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 375 400 425275 300

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

760 380 S35) 760 - 689 689 676 - 664 - 654 649 644 638
830 415 S36) 830 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696

GNCF1-TP 820 410 820 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696
GNCF1-TB 820 410 820 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696

760 345 S33) 760 - 689 689 676 - 664 - 654 649 644 638
830 415 S34) 830 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696

2種 GNCF2 586 241 586 - 533 533 533 - 533 - 533 532 530 527 525 521
3種 GNCF2 551 241 551 - 501 496 487 - 485 - 485 485 482 480 478 478

350 375 400 425

JSME-N12
耐食耐熱合金

1種

GNCF1-P

GNCF1-B

200 225 250 275 300 325

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号 注
-30
～
40

75 100 150

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

1種 GNCF690HL 586 206 586 586 586 577 564 558 551 545 540 535 530 525
2種 GNCF690HM 586 245 586 586 586 577 564 558 551 545 540 535 530 525
3種 GNCF690CM 586 245 586 586 586 581 569 561 556 553 546 539 539 534
4種 GNCF690HYSH 586 275 586 586 586 586 586 586 586 586 580 576 569 562 556 552

JSME-N13
ニッケル・クロム・鉄
合金690

375 400 425225 250 275 300 325 350

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

SUS304 520 205 520 466 441 422 402 400 397 394 391 391 391 391 391 390
SUS304L 480 175 480 431 408 390 372 370 367 365 362 362 362 362 362 361
SUS316 520 205 520 489 476 442 440 436 432 430 427 427 427 427 427 427
SUS316L 480 175 480 452 439 424 407 403 400 387 374 373 373 372 371 359
SUS321 520 205 520 469 446 430 412 408 404 399 395 395 395 395 395 395
SUS347 520 205 520 488 474 444 429 423 416 415 409 407 403 398 393 393

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号
-30
～
40

75 100 150 200 375 400 425300 325 350

JIS G 4305
冷間圧延ステンレ
ス鋼板及び鋼帯

225 250 275

常温
最小
引張
強さ

常温
最小
降伏
点

(MPa)(MPa)

GNCF1-P 760 380 S35) 760 - 689 689 676 - 664 - 654 649 644 638
GNCF1-TP 820 410 820 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696
GNCF1-TB 820 410 820 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696

760 345 S33) 760 - 689 689 676 - 664 - 654 649 644 638
830 415 S34) 830 - 752 752 737 - 725 - 714 707 702 696

2種 GNCF2 586 241 586 - 533 533 533 - 533 - 533 532 530 527 525 521
3種 GNCF2 551 241 551 - 501 496 487 - 485 - 485 485 482 480 478 478

350 375 400 425

JSME-N12
耐食耐熱合金

1種

GNCF1-B

200 225 250 275 300 325

材　料　の　規　格 温　　　　度　(℃)

種    類 種別 記号 注
-30
～
40

75 100 150
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Part
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(注) 

1.「Part3 第 1章 表 3鉄鋼材料（ボルト材を除く）の各温度における

許容引張応力 S値(MPa)」の次に掲げる材料の許容引張応力（S値）に

ついては、「設計・建設規格 2005（2007）」の付録材料図表の値に読み

替える。 

・JIS G 3201(1988+2008 追補 1)「炭素鋼鍛鋼品」SF340A、SF390A、

SF440A 

・JIS G 3214(1991+2009 追補 1)「圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品」

SUSF321 

・JIS G 3455(2016)「高圧配管用炭素鋼鋼管」STS370、STS410、STS480 
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・JIS G 3456(2019)「高温配管用炭素鋼鋼管」STPT370 

・JIS G 3458(2018)「配管用合金鋼鋼管」STPA22 

・JIS G 3459(2017)「配管用ステンレス鋼鋼管」SUS321TP 

・JIS G 3462(2019)「ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管」STBA12、

STBA13、STBA22 

・JIS G 3463(2019)ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管」SUS321TB 

・JIS G 3468(2017)「配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管」SUS321TPY 

・JIS G 4304(2015)「熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」SUS321 

・JIS G 4305(2015)「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」SUS321 

・JIS G 4311(2019)「耐熱鋼棒及び線材」SUH660 

・JIS G 5151(1991)「高温高圧用鋳鋼品」SCPH1、SCPH2 

・JSME-N4原子力発電用規格「低温用炭素鋼鍛鋼品及び低温用合金

鋼鍛鋼品」GLF1、GLF2 

・JSME-N9 原子力発電用規格「耐熱ステンレス鋼」」GXM2 

・JSME-N10 原子力発電用規格「耐食ステンレス鋼鋳鋼品」GSCS16 

2.「Part3 第 1章 表 3鉄鋼材料（ボルト材を除く）の各温度における

許容引張応力 S値(MPa)」の次の材料の 450℃～800℃の表は適用除外

とする。 

・JIS G 3214「圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品」 

・JIS G 3459「配管用ステンレス鋼鋼管」 

・JIS G 3463「ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管」 

・JIS G 4303「ステンレス鋼棒」 

・JIS G 4304「熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」 

・JIS G 4305「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」 

・JIS G 4901「耐食耐熱超合金棒」 

・JIS G 4902「耐食耐熱超合金，ニッケル及びニッケル合金－板及

び帯」 

・JIS G 4903「配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管」 

・JIS G 4904「熱交換器用継目無ニッケルクロム鉄合金管」 

・JSME-N15 原子力発電用規格「圧力容器用耐食ステンレス鋼鍛鋼

品」 

・JSME-N16 原子力発電用規格「配管用耐食ステンレス鋼管」 

・JSME-N17 原子力発電用規格「ボイラ・熱交換器用耐食ステンレス
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鋼鋼管」 

・JSME-N18 原子力発電用規格「耐食ステンレス鋼棒」 

・JSME-N19 原子力発電用規格「熱間圧延耐食ステンレス鋼板」 

3.「Part3 第 1章 表 1 材料（ボルト材を除く）の各温度における設計

応力強さ Sm 値(MPa)」の種類の欄に示す「JSME-N11 耐食ステンレス

鋼鍛鋼品」は適用除外とする。 

4.「Part3 第 3章 表 I 外圧チャート（形状に関するもの）」は適用除

外とする。 

5.「Part3 第 3章 外圧チャート」の次の表は適用除外とする。 

・Part3 第 3章 表Ⅲ 炭素鋼（常温最小降伏点が 210MPa以上 410MPa

未満のもの）及びステンレス鋼（SUS410 及び SUS410TiTB） 

・Part3 第 3章 表Ⅴ 炭素鋼及び合金鋼 

・Part3 第 3章 表Ⅵ 低合金鋼 

・Part3 第 3章 表Ⅷ 高ニッケル合金（NCF800 であって焼きなま

しを行ったもの） 

・Part3 第 3章 表Ⅺ ステンレス鋼（SUSF304、SUS304TKA、SUS304TP、

SUS304TB、SUS304TPY、SUS304、GSUSF304、GSUS304TP、GSUS304TB、

GSUS304B 及び GSUS304HP） 

・Part3 第 3 章 表Ⅻ ステンレス鋼(SUSF304L、SUS304LTP、

SUS304LTB、SUS304LTPY、SUS304L) 

・Part3 第 3章 表ⅩⅢ ステンレス鋼（SUSF316、SUSF321、SUSF347、

SUS316TKA、SUS321TKA、SUS347TKA、SUS316TP、SUS321TP、SUS347TP、

SUS316TB、SUS321TB、SUS347TB、SUS316TPY、SUS321TPY、SUS347TPY、

SUS316、SUS321、SUS347、GSUS317J4L、GSUSF316、GSUS316TP、

GSUS316TB、GSUS316B 及び GSUS316HP） 

・Part3 第 3 章 表 XIV ステンレス鋼（SUSF316L、SUS316LTP、

SUS316LTB、SUS316LTPY、SUS316L） 

・Part3 第 3章 表 XV 白銅（C7150） 

・Part3 第 3章 表 XVI 白銅（C7060） 

・Part3 第 3章 表 XVII アルミニウム青銅（C6161 及び C6280） 

・Part3 第 3章 表 XVIII 高ニッケル合金(NW4400) 

・Part3 第 3章 表 XXI 耐食耐熱合金（GNCF1、NCF625） 

6.「添付１．新規材料採用ガイドライン」は適用除外とする。 
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別表－１－１～別表－１－４ （略） 

 

別表－１－５ 
注記  

① 対応規格番号は、原則として１０の位で分類。上位の規格番号（末尾が 00, 

000 のもの）は適用される。 

 ② １の位の規格番号で適用しないものがある場合は、適用するものを（ ）で

限定。 

 

技術基準規則と「設計・建設規格 2020」との対応表 

技術基準規則第

１７条 

「設計・建設規格 2020」 

第 2 章 

機械試

験 

(GTM) 

第 3 章 

非破壊

試験 

(GTN) 

第 4 章 

容器 

(PV) 

第 5 章 

管 

(PP) 

第 6 章 

ポンプ 

(PM) 

第 7 章 

弁 

(VV) 

第 8 章 

支持構

造物 

(SS) 

第 9 章 

炉心支

持構造

物 

(CSS) 

2000番

台： 

引

張試験 

3000番

台： 

破

壊靭性

試験 

2000番

台：垂

直 UT 

3000番

台：斜

角 UT 

4000番

台：RT 

5000番

台：ECT 

6000番

台：MT 

7000番

台：PT 

2000番

台：材

料 

3000番

台：設

計 

4000番

台：製

造 

2000番

台：材

料 

3000番

台：設

計 

4000番

台：製

造 

2000番

台：材

料 

3000番

台：設

計 

2000番

台：材

料 

3000番

台：設

計 

2000番

台：材

料 

3000番

台：設

計 

2000番

台：材

料 

3000番

台：設

計 

第 1号 

クラス１機器及

びクラス１支持

構造物に使用す

る材料は、次に定

めるところによ

ること。 

－ － － 
PPB-

1210 
－ － － 

（対象

外） 

イ クラス１機 GTM- （対象 PVB- PPB- PMB- VVB- SSB- （対象

別表－１－１～別表－１－４ （略） 

 

（新設） 
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器又はクラス

１支持構造物

が、その使用さ

れる圧力、温

度、水質、放射

線、荷重その他

の使用条件に

対して適切な

機械的強度及

び化学的成分

（使用中の応

力その他の使

用条件に対す

る適切な耐食

性を含む。）を

有すること。 

2120 外） 2110 

2210, 

2220 

2120, 

2170, 

2220 

2110, 

2120 

2110, 

2120 

2110～

2210 

外） 

ロ クラス１容

器に使用する

材料にあって

は、当該容器が

使用される圧

力、温度、放射

線、荷重その他

の使用条件に

対して適切な

破壊じん性を

有することを

機械試験その

他の評価方法

により確認し

たものである

こと。 

GTM- 

3110, 

3220～

3360 

（対象

外） 

PVB- 

2310, 

2320, 

2330 

(2331

～

2332.1

) 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ハ  クラス１機

器（クラス１容

器を除く。）又

はクラス１支

持構造物（クラ

GTM- 

3110, 

3220～

3360 

（対象

外） 

（対象

外） 

PPB-

2310～

2330 

PMB-

2310～

2330 

VVB-

2310～

2340 

SSB-

2310～

2330 

（対象

外） 
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ス１管及びク

ラス１弁を支

持するものを

除く。）に使用

する材料にあ

っては、当該機

器又は当該支

持構造物の最

低使用温度に

対して適切な

破壊じん性を

有することを

機械試験その

他の評価方法

により確認し

たものである

こと。 

ニ クラス１機

器又はクラス

１支持構造物

（棒及びボル

トに限る。）に

使用する材料

にあっては、有

害な欠陥がな

いことを非破

壊試験により

確認したもの

であること。 

（対象

外） 

GTN- 

2110, 

2210 

(2213)

,2220 

(2221)

,2230, 

2240,  

2250 

(2252

～

2255), 

2260 

(2263

～

2265), 

3110, 

3210 

(3213)

,3220 

(3221, 

3222), 

3230, 

3240, 

PVB-  

2410, 

2420,  

PPB-

2410～

2450 

PMB-

2410 

VVB-

2410～

2430 

SSB-

2410～

2430 

（対象

外） 
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3250 

(3252, 

3253), 

4010, 

4180, 

4240, 

4410, 

4510, 

5120, 

5220, 

5260, 

5310, 

6110, 

6120,  

6210～

6320, 

7120, 

7210～

7320 

第 2号 

クラス２機器及

びクラス２支持

構造物に使用す

る材料は、次に定

めるところによ

ること。 

－ － 
PVC-

1210, 

PPC-

1210, 
－ － － 

（対象

外） 

イ クラス２機

器又はクラス

２支持構造物

が、その使用さ

れる圧力、温

度、荷重その他

の使用条件に

対して適切な

機械的強度及

び化学的成分

を有すること。 

GTM- 

2120 

（対象

外） 

PVC- 

2110, 

2120, 

2210 

PPC- 

2120, 

2170, 

2220 

PMC-

2110, 

2120 

VVC-

2110, 

2120 

SSC-

2110, 

2120 

（対象

外） 

ロ クラス２機

器に使用する

材料にあって

GTM- 

3110, 

3220～

3360 

（対象

外） 

PVC-

2310～

2330 

PPC-

2310～

2330 

PMC-

2310～

2330 

VVC-

2310～

2340 

（対象

外） 

（対象

外） 
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は、当該機器の

最低使用温度

に対して適切

な破壊じん性

を有すること

を機械試験そ

の他の評価方

法により確認

したものであ

ること。 

ハ クラス２機

器に属する鋳

造品にあって

は、有害な欠陥

がないことを

非破壊試験に

より確認した

ものであるこ

と。 

（対象

外） 

GTN- 

2110, 

2210 

(2213)

,2220 

(2221)

,2230, 

2240, 

2250 

(2252, 

2253), 

2260 

(2263

～

2264), 

3110, 

3210 

(3213)

,3220 

(3221, 

3222), 

3230,  

3240 

(3241, 

3242), 

3250 

(3252, 

3253), 

4010, 

4180, 

4240, 

4410, 

4510, 

PVC-

2410 

PPC-

2410～

2450 

PMC-

2410, 

2420 

VVC-

2410, 

2420 

（対象

外） 

（対象

外） 
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6110, 

6120, 

6210～

6320, 

7120, 

7210～

7320 

第 3号 

クラス３機器（ク

ラス３容器又は

クラス３管をい

う。以下同じ。）に

使用する材料は、

次に定めるとこ

ろによること。  

－ 
（対象

外） 

PVD-

1210 

PPD-

1210 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

イ クラス３機

器が、その使用

される圧力、温

度、荷重その他

の使用条件に

対して適切な

機械的強度及

び化学的成分

を有すること。 

GTM- 

2120 

（対象

外） 

PVD- 

2110, 

2120, 

2210 

PPD- 

2120, 

2170, 

2220 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ロ 工学的安全

施設に属する

クラス３機器

に使用する材

料にあっては、

当該機器の最

低使用温度に

対して適切な

破壊じん性を

有することを

機械試験その

他の評価方法

により確認し

たものである

GTM-

3110～

3360     

（対象

外） 

PVD-

2310～

2330 

PPD-

2310～

2330 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 
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こと。 

第 4号 

クラス４管に使

用する材料は、当

該管が使用され

る圧力、温度、荷

重その他の使用

条件に対して適

切な機械的強度

及び化学的成分

を有すること。 

－ 
（対象

外） 

（対象

外） 

PPH-

2120, 

2170, 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

第 5号 

原子炉格納容器

（コンクリート

製原子炉格納容

器を除く。以下こ

の号において同

じ。）及び原子炉

格納容器支持構

造物に使用する

材料は、次に定め

るところによる

こと。 

－ 
（対象

外） 

PVE-

1210, 

1220 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 
－ 

（対象

外） 

イ 原子炉格納

容器又は原子

炉格納容器支

持構造物が、そ

の使用される

圧力、温度、湿

度、荷重その他

の使用条件に

対して適切な

機械的強度及

び化学的成分

を有すること。 

GTM- 

2120 

（対象

外） 

PVE- 

2110, 

2120, 

2210 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSE-

2110～

2210 

（対象

外） 

ロ 原子炉格納

容器又は原子

GTM- 

3110, 

3220～

（対象

外） 

PVE- 

2310, 

2320,  

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSE-

2310～

2330 

（対象

外） 



 

 70 

炉格納容器支

持構造物の最

低使用温度に

対して適切な

破壊じん性を

有することを

機械試験その

他の評価方法

により確認し

たものである

こと。 

3360     2330 

第 6号 

コンクリート製

原子炉格納容器

のコンクリート

部及び鋼製内張

り部等に使用す

る材料は、次に定

めるところによ

ること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

別記－

４の別

表参照 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

第 7号 

炉心支持構造物

に使用する材料

は、第一号イ、ハ

及びニの規定に

準ずること。  

GTM- 

2120, 

3110, 

3220～

3360 

GTN- 

2110, 

2210 

(2213)

,2220 

(2221)

,2230, 

2240, 

2250 

(2252

～

2255), 

2260 

(2263

～

2265), 

3110, 

3210 

(3213)

,3220 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

CSS-

2110～

2430 



 

 71 

(3221, 

3222),

3230, 

3240, 

3250 

(3252, 

3253),

4010, 

4180, 

4240, 

4410, 

4510, 

5120, 

5220, 

5260, 

5310, 

6110, 

6120,  

6210～

6320, 

7120, 

7210～

7320 

第 8号 

クラス１機器及

びクラス１支持

構造物の構造及

び強度は、次に定

めるところによ

ること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVB-

3420  

PPB-

1210 
－ － － 

（対象

外） 

イ クラス１機

器にあっては、

最高使用圧力、

最高使用温度

及び機械的荷

重が負荷され

ている状態（以

下「設計上定め

る条件」とい

う。）において、

全体的な変形

（対象

外） 

（対象

外） 

PVB- 

3110 

(3111, 

3115, 

3116, 

3117),  

3120 

(3121)

,3150 

(3151)

,3420 

3510～

3550, 

PPB- 

3110 

(3112)

,3410

～

3430, 

3510～

3530, 

3723～

3910 

 

PMB-

3110～

3510 

VVB- 

3010, 

3110～

3330, 

3380～

3410 

（対象

外） 

（対象

外） 



 

 72 

を弾性域に抑

えること。 

4110 

ロ  クラス１支

持構造物にあ

っては、運転状

態Ⅰ及び運転

状態Ⅱにおい

て、全体的な変

形を弾性域に

抑えること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSB- 

3110, 

3120 

(3121.

1, 

3122.1

),  

3130 

(3131)

, 

3210, 

3220, 

3310～

3350 

（対象

外） 

ハ クラス１容

器（オメガシー

ルその他のシ

ールを除く。）

、クラス１管、

クラス１弁及

びクラス１支

持構造物にあ

っては、運転状

態Ⅲにおいて、

全体的な塑性

変形が生じな

いこと。ただし

、構造上の不連

続部における

局部的な塑性

変形はこの限

りでない。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVB- 

3110 

(3111, 

3115, 

3116, 

3117), 

3120 

(3121)

,3510

～

3550, 

4110 

PPB- 

3110, 

3550,  

3723～

3910 

（対象

外） 

VVB-

3010, 

3350 

SSB- 

3120 

(3121.

2), 

3130 

(3132)

,3210, 

3230, 

3310～

3340 

（対象

外） 

ニ クラス１容

器（オメガシー

ルその他のシ

ールを除く。）、

クラス１管及

びクラス１支

（対象

外） 

（対象

外） 

PVB- 

3110 

(3111, 

3115,  

3117),

3120 

(3121)

PPB- 

3110, 

3560,  

3723～

3910 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSB- 

3120 

(3121.

3),  

3130 

(3133)

,3140，

（対象

外） 



 

 73 

持構造物にあ

っては、運転状

態Ⅳにおいて、

延性破断に至

る塑性変形が

生じないこと。 

,3160, 

3510～

3550, 

4110 

3210, 

3240, 

3330～

3340 

ホ クラス１容

器（ボルトその

他の固定用金

具、オメガシー

ルその他のシ

ールを除く。）

にあっては、試

験状態におい

て、全体的な塑

性変形が生じ

ないこと。ただ

し、構造上の不

連続部におけ

る局部的な塑

性変形はこの

限りでない。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVB- 

3110 

(3111, 

3115,  

3116),

3120 

(3121)

,3510

～

3550, 

4110 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ヘ  クラス１容

器（ボルトその

他の固定用金

具を除く。）、ク

ラス１管、クラ

ス１弁（弁箱に

限る。）及びク

ラス１支持構

造物にあって

は、運転状態Ⅰ

及び運転状態

Ⅱにおいて、進

行性変形が生

じないこと。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVB- 

3110 

(3113) 

PPB- 

3110, 

3530, 

3723～

3910 

（対象

外） 

VVB-

3010, 

3340 

SSB- 

3120 

(3122.

1) 

3330 

（対象

外） 

ト  クラス１容 （対象

外） 

（対象

外） 
PVB- PPB- 

3110 

（対象

外） 

VVB- 

3010, 

SSB- 

3120(3

（対象

外） 



 

 74 

器、クラス１管

、クラス１弁（

弁箱に限る。）

及びクラス１

支持構造物に

あっては、運転

状態Ⅰ及び運

転状態Ⅱにお

いて、疲労破壊

が生じないこ

と。 

3110 

(3112, 

3114～

3114.2

),3120 

(3122

～

3122.2

),3130

,3140,

3150 

(3152)

,3310, 

3510～

3550, 

3600, 

4110 

(3111)

,3530, 

3723～

3910 

3340, 

3360, 

3370 

122.1)

,3330 

チ  クラス１容

器（胴、鏡板及

び外側から圧

力を受ける円

筒形又は管状

の も の に 限

る。）にあって

は、運転状態

Ⅰ、運転状態

Ⅱ、運転状態Ⅲ

及び運転状態

Ⅳ並びに試験

状態において、

座屈が生じな

いこと。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVB- 

3110 

(3117)

,3210

～3230 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

リ  クラス１管

にあっては、設

計上定める条

件において、座

屈が生じない

こと。 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

PPB- 

3111, 

3410 

(3411, 

3415.2

),3723

～3910 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ヌ  クラス１支

持構造物にあ
（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSB- 

3120 

(3121.

（対象

外） 



 

 75 

っては、運転状

態Ⅰ、運転状態

Ⅱ、運転状態Ⅲ

及び運転状態

Ⅳにおいて、座

屈が生じない

こと。 

1),  

3310～

3330 

ル  ロ、ハ、ニ、

ヘ、ト及びヌに

かかわらず、ク

ラス１支持構

造物であって、

クラス１容器

に溶接により

取り付けられ、

その損壊によ

り、クラス１容

器の損壊を生

じさせるおそ

れがあるもの

にあっては、ク

ラス１容器の

規定に準ずる

こと。 

 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSB-

3010 

（対象

外） 

第 9号 

クラス２機器及

びクラス２支持

構造物の構造及

び強度は、次に定

めるところによ

ること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVC-

1210 

PPC-

1210 
－ － － 

（対象

外） 

イ  クラス２機

器にあっては、

設計上定める

条件において、

全体的な変形

（対象

外） 

（対象

外） 

PVC- 

3010, 

3020, 

3110～

3170,  

3210～

PPC- 

3110, 

3410～

3415.2

,3420

～

PMC-

3110～

3720 

VVC- 

3010, 

3020,  

3110～

3410 

（対象

外） 

（対象

外） 



 

 76 

を弾性域に抑

えること。 

 

3240, 

3310～

3720, 

3910～

3990, 

4110  

3430, 

3520, 

3723～

3910 

ロ  クラス２機

器に属する伸

縮継手にあっ

ては、設計上定

める条件で応

力が繰り返し

加わる場合に

おいて、疲労破

壊が生じない

こと。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVC-

3810 

PPC- 

3416, 

3723～

3725 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ハ  クラス２管

（伸縮継手を

除く。）にあっ

ては、運転状態

Ⅰ及び運転状

態Ⅱにおいて、

疲労破壊が生

じないこと。 

（対象

外） 

（対象

外） 
－ 

PPC- 

3110, 

3530,  

3723～

3910 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ニ  クラス２容

器及びクラス

２管にあって

は、設計上定め

る条件におい

て、座屈が生じ

ないこと。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVC- 

3120 

(3122, 

3123, 

3124.2

),3180

,3610, 

4120 

PPC- 

3110, 

3410 

(3411, 

3415.2

),3723

～3910 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ホ クラス２支

持構造物であ

って、クラス２

機器に溶接に

より取り付け

られ、その損壊

によりクラス

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSC-

3010～

3350 

（対象

外） 



 

 77 

２機器に損壊

を生じさせる

おそれがある

ものにあって

は、運転状態Ⅰ

及び運転状態

Ⅱにおいて、延

性破断及び座

屈が生じない

こと。 

第 10 号 

クラス３機器の

構造及び強度は、

次に定めるとこ

ろによること。  

（対象

外） 

（対象

外） 

PVD-

3010 

PPD-

1210 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

イ  設計上定め

る条件におい

て、全体的な変

形を弾性域に

抑えること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVD-

3010  

(PVC-

3110, 

3120, 

3140, 

3160, 

3170, 

3210, 

3220, 

3410～

3720, 

3910～

3930, 

3950～

3990, 

4110), 

PVD- 

3110～

3320, 

3510～

3610 

PPD- 

3110,  

3410～

3415.2

,3420

～

3430, 

3723～

3910 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ロ  クラス３機

器に属する伸

縮継手にあっ

ては、設計上定

（対象

外） 

（対象

外） 

PVD-

3410 

PPD- 

3416, 

3723～

3724 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 



 

 78 

める条件で応

力が繰り返し

加わる場合に

おいて、疲労破

壊が生じない

こと。 

ハ 設計上定める

条件において、

座屈が生じな

いこと。 （対象

外） 

（対象

外） 

PVD-

3010 

(PVC-

3120 

(3122, 

3123, 

3124.2

),3180

,3610, 

4120） 

PPD- 

3110, 

3410 

(3411, 

3415.2

),3723

～3910 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

第 11 号 

クラス４管の構

造及び強度は、設

計上定める条件

において、延性破

断に至る塑性変

形を生じないこ

と。 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

PPH-

3010～

3045 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

第 12 号 

原子炉格納容器

（コンクリート

製原子炉格納容

器を除く。）及び

原子炉格納容器

支持構造物の構

造及び強度は、

次に定めるとこ

ろによること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVE-

1210 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

イ 原子炉格納

容器（ロに掲げ

る 部 分 を 除

く。）にあって

は、設計上定め

（対象

外） 

（対象

外） 

PVE- 

3010, 

3110, 

3210, 

3220, 

3230～

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 



 

 79 

る条件におい

て、全体的な変

形を弾性域に

抑えること。 

3290, 

3310, 

3320 

(3321, 

3323, 

3325, 

3327), 

3330～

3530, 

3610 

(3611, 

3613), 

3710, 

3720, 

4110 

ロ 原子炉格納

容器のうち著

しい応力が生

ずる部分及び

特殊な形状の

部分にあって

は、第八号イ、

ハ、ニ及びホの

クラス１容器

の規定を準用

する。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVE- 

3010, 

3110, 

3120 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ハ 原子炉格納

容器支持構造

物にあっては、

第八号ロ、ハ及

びニのクラス

１支持構造物

の規定を準用

する。 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSE- 

3010, 

3110,  

3120 

(3121, 

3121.1

～

3121.3

), 

3130, 

3210, 

3330～

3350 

（対象

外） 

ニ  原子炉格納

容器のうち著

しい応力が生

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSE- 

3120 

(3122, 

3122.1

（対象

外） 



 

 80 

ずる部分及び

特殊な形状の

部分並びに原

子炉格納容器

支持構造物に

あっては、運転

状態Ⅰ及び運

転状態Ⅱにお

いて、進行性変

形による破壊

が生じないこ

と。 

),3330 

ホ  原子炉格納

容器の伸縮継

手にあっては、

設計上定める

条件で応力が

繰り返し加わ

る場合におい

て、疲労破壊が

生じないこと。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVE-

3010, 

3810 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

ヘ  原子炉格納

容器のうち著

しい応力が生

ずる部分及び

特殊な形状の

部分並びに原

子炉格納容器

支持構造物に

あっては、運転

状態Ⅰ及び運

転状態Ⅱにお

いて、疲労破壊

が生じないこ

と。 

（対象

外） 

（対象

外） 

PVE- 

3010, 

3110, 

3120, 

3130, 

3260, 

3270, 

3350, 

3420, 

4110 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSE- 

3120 

(3122)

,3330 

－ 

ト 原子炉格納容

器にあっては、
（対象

外） 

（対象

外） 

PVE- 

3110 

(3114)

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 



 

 81 

設計上定める

条件並びに運

転状態Ⅲ及び

運転状態Ⅳに

おいて、座屈が

生じないこと。 

,3320 

(3322, 

3324, 

3326, 

3328), 

3610 

(3612)

,4120 

チ  原子炉格納

容器支持構造

物にあっては、

運転状態Ⅰ、運

転状態Ⅱ、運転

状態Ⅲ及び運

転状態Ⅳにお

いて、座屈が生

じないこと。 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

SSE-

3310～

3330 

（対象

外） 

第 13 号 

コンクリート製

原子炉格納容器

の構造及び強度

は、次に定めると

ころによること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

別記－

４の別

表参照 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

第 14 号 

炉心支持構造物

の構造及び強度

は、次に定めると

ころによること。 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

CSS-

3110～

3400 

第 15 号 

クラス１容器、ク

ラス１管、クラス

２容器、クラス２

管、クラス３容

器、クラス３管、

クラス４管及び

原子炉格納容器

のうち主要な耐

圧部の溶接部（溶

（対象

外） 

（対象

外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

（対象

外） 

別記―５「日

本機械学会

「溶接規格」

等の適用に

当たって」の

別表参照 
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接金属部及び熱

影響部をいう。）

は、次に定めると

ころによること。  

イ  不連続で特

異な形状でな

いものである

こと。 

ロ 溶接による

割れが生ずる

おそれがなく、

かつ、健全な溶

接部の確保に

有害な溶込み

不良その他の

欠陥がないこ

とを非破壊試

験により確認

したものであ

ること。 

ハ 適切な強度

を有するもの

であること。 

ニ 機械試験そ

の他の評価方

法により適切

な溶接施工法、

溶接設備及び

技能を有する

溶接士である

ことをあらか

じめ確認した

ものにより溶

接したもので

あること。 
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別表－１－６ 

 

技術基準規則と「設計・建設規格 2020」及び過圧防護規定との対応表 

技術基準規則第２０

条 

「設計・建設規格

2020」 

加圧防護規定 

設計基準対象施設（蒸

気タービン（発電用の

ものに限る。）、発電

機、変圧器及び遮断器

を除く。以下この条に

おいて同じ。）には、次

に定めるところによ

り安全弁又は逃がし

弁（以下この条におい

て「安全弁等」とい

う。）を設けなければ

ならない。 

－ OPP-3000 

第１号 

安全弁等は、確実に

作動する構造を有

すること。 

SRV-3010 OPP-2000(1) 

第２号 

安全弁等の弁軸は、

弁座面からの漏え

いを適切に防止で

きる構造であるこ

と。 

SRV-3010 OPP-2000(2) 

第３号 

安全弁等の材料は、

次に定めるところ

によること。 

イ クラス１容器

SRV-2010(1),(2) OPP-2000(3) 

（新設） 
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及びクラス１管

に取り付けられ

る安全弁等の材

料にあっては、

第十七条第一号

の規定に準ずる

こと。 

ロ クラス２容器

及びクラス２管

に取り付けられ

る安全弁等の材

料にあっては、第

十七条第二号の

規定に準ずるこ

と。 

第４号 

補助作動装置付き

のものにあっては、

当該補助作動装置

が故障しても所要

の吹き出し容量が

得られる構造であ

ること。 

SRV-3010(2) － 

第５号 

原子炉圧力容器（加

圧器がある場合は、

加圧器。以下この号

において同じ。）に

あっては、次に定め

るところによるこ

と。 

イ 背圧の影響に

SRV-3111 

SRV-3112 
OPP-3000(1) 
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よりその作動に

支障を生ずるこ

とを防止するた

めベローズが設

けられた安全弁

（第七号におい

て「ベローズ付

き安全弁」とい

う。）を適当な箇

所に二個以上設

けること。 

ロ 安全弁の容量

の合計は、当該安

全弁の吹き出し

圧力と設置個数

とを適切に組み

合わせることに

より、当該原子炉

圧力容器の過圧

防止に必要な容

量以上であるこ

と。ただし、安全

弁以外の過圧防

止効果を有する

装置を有するも

のにあっては、当

該装置の過圧防

止能力に相当す

る値を減ずるこ

とができる。 

第６号 

蒸気発生器にあっ

ては、次に定めると

SRV-3111 

SRV-3112 
OPP-3000(2) 
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ころによること。 

イ 安全弁を適当

な箇所に二個以

上設けること。 

ロ 安全弁の容量

の合計は、当該

安全弁の吹き出

し圧力と設置個

数とを適切に組

み合わせること

により、当該蒸

気発生器の過圧

防止に必要な容

量以上であるこ

と。 

ハ 安全弁は、吹き

出し圧力を下回

った後に、速やか

に吹き止まるこ

と。 

第７号 

減圧弁を有する管

であって、低圧側の

部分又はこれに接

続する設計基準対

象施設に属する容

器、管、ポンプ若し

くは弁が高圧側の

圧力に耐えるよう

に設計されていな

いものにあっては、

次に定めるところ

によること。 

SRV-3111 

SRV-3112 
OPP-3000(3) 
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イ クラス１管に

あっては、ベロ

ーズ付き安全弁

を減圧弁の低圧

側にこれに接近

して二個以上設

けること。 

ロ イに掲げる管

以外の管にあっ

ては、安全弁等

を減圧弁の低圧

側にこれに接近

して一個以上設

けること。 

ハ 安全弁等の容

量の合計は、当

該安全弁等の吹

き出し圧力と設

置個数とを適切

に組み合わせる

ことにより、減

圧弁が全開した

とき管の低圧側

の部分及びこれ

に接続する設計

基準対象施設に

属する容器、管、

ポンプ若しくは

弁の過圧防止に

必要な容量以上

であること。 

ニ 安全弁は、吹き

出し圧力を下回
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った後に、速やか

に吹き止まるこ

と。 

第８号 

設計基準対象施設

に属する容器（第五

号、第六号及び第三

項に掲げる容器、補

助ボイラー並びに

原子炉格納容器を

除く。）又は管（前号

に掲げるものを除

く。）であって、内部

に過圧が生ずるお

それがあるものに

あっては、第六号ロ

並びに前号イ、ロ及

びニの規定に準じ

て安全弁等を適当

な箇所に設けるこ

と。 

SRV-3111 

SRV-3112 
OPP-3000(4) 

２ 前項の場合にお

いて、安全弁等の入

口側又は出口側に

破壊板を設ける場

合は、次に定めると

ころによらなけれ

ばならない。 

－ OPP-4010 

第１号 

安全弁等の入口側

に設ける場合は、次

に定めるところに

よること。 

－ OPP-4010(1) 
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イ 破壊板の吹き

出し圧力は、当

該容器の最高使

用圧力以下の圧

力であること。 

ロ 破壊板の破壊

により安全弁等

の機能を損なわ

ないようにする

こと。 

第２号 

安全弁等の出口側

に設ける場合は、次

に定めるところに

よること。 

イ 破壊板は、安

全弁等の作動を

妨げないように

低圧で破壊する

も の で あ る こ

と。 

ロ 破壊板の吹き

出し圧力に安全

弁等の吹き出し

圧力を加えた圧

力が、過圧防止

に必要な吹き出

し圧力より小さ

くなること。 

ハ 破壊板を支持

する構造は、流

体が排出する場

合の通過面積が

－ OPP-4010(2) 
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安全弁等の出口

の面積以上とな

るものであるこ

と。 

ニ 破壊板の破壊

により吹き出し

管の機能を損な

わないようにす

ること。 

３ 設計基準対象施

設に属する容器で

あって、内部に液体

炭酸ガスその他の

安全弁等の作動を

不能にするおそれ

がある物質を含む

ものには、次に定め

るところにより破

壊板を設けなけれ

ばならない。 

－ OPP-4020 

第１号 

吹き出し圧力と設

置個数とを適切に

組み合わせること

により、当該容器の

過圧防止に必要な

容量以上となるよ

うに、適当な箇所に

一個以上設けるこ

と。 

－ 
OPP-4020 

(1),(2) 

第２号 

容器と破壊板との

連絡管の断面積は、

－ OPP-4020(3) 
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破壊板の断面積以

上であること。 

４ 第一項又は前項

の場合において、安

全弁等又は破壊板

の入口側又は出口

側に止め弁を設け

る場合は、発電用原

子炉を起動させる

とき及び運転中に、

止め弁が全開して

いることを確認で

きる装置を設けな

ければならない。 

－ OPP-5000 

５ 設計基準対象施

設に属する容器又

は管であって、内部

が大気圧未満とな

ることにより外面

に設計上定める圧

力を超える圧力を

受けるおそれがあ

るものには、次に定

めるところにより

過圧防止に必要な

容量以上となるよ

うに真空破壊弁を

設けなければなら

ない。 

VBV-3010 OPP-6000 

第１号 

真空破壊弁の材料

は、次に定めるとこ

ろによること。 

VBV-2010 

(1),(2) 
OPP-6000(1) 
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イ クラス１容器

及びクラス１管

に取り付けられ

る真空破壊弁の

材 料 に あ っ て

は、第十七条第

一号の規定に準

ずること。 

ロ 原子炉格納容

器、クラス２容器

及びクラス２管

に取り付けられ

る真空破壊弁の

材料にあっては、

第十七条第二号

の規定に準ずる

こと。 

第２号 

原子炉格納容器に

あっては、真空破壊

弁を適当な箇所に

二個以上設けるこ

と。 

－ OPP-6000(2) 

第３号 

前号に掲げる容器

以外の容器又は管

にあっては、真空破

壊弁を適当な箇所

に一個以上設ける

こと。 

－ OPP-6000(3) 

６ 設計基準対象施

設は、安全弁等、破

壊板又は真空破壊

－ （解説 OPP-3000） 



 

 93 

弁から放出される

流体が放射性物質

を含む場合は、これ

を安全に処理する

ことができるよう

に施設しなければ

ならない。 
 

   

 

 

 

別記－３ 

ウェルドオーバーレイ工法の適用に当たって 

 

オーステナイト系ステンレス鋼配管の完全溶込み突合せ溶接（容器管

台のセーフエンドと接続配管の溶接を含む。）の周継手部内表面に検出

された応力腐食割れによる亀裂について、ウェルドオーバーレイ工法を

適用する場合は、技術基準規則第１７条第１号、第８号及び第１５号の

規定に適合するため、当該溶接部は、別記－２及び別記－５によるほか、

次の条件を満足すること。ただし、「溶接規格 2012(2013)」又は「溶接

規格 2020」の規定を適用するに当たっては、次表のとおり読み替えるも

のとする。 

 

表 「溶接規格 2007」から「溶接規格 2012（2013）」及び「溶接規

格 2020」への読替表 
    

読 み 替

え る 規

定 

読み替えられる

字句 

「溶接規格 2012

（2013）」の適

用に当たって読

「溶接規格

2020」の適用に当

たって読み替える

 

別記－３ 

ウェルドオーバーレイ工法の適用に当たって 

 

オーステナイト系ステンレス鋼配管の完全溶込み突合せ溶接（容器管

台のセーフエンドと接続配管の溶接を含む。）の周継手部内表面に検出

された応力腐食割れによる亀裂について、ウェルドオーバーレイ工法を

適用する場合は、技術基準規則第１７条第１号、第８号及び第１５号の

規定に適合するため、当該溶接部は、別記－２及び別記－５によるほか、

次の条件を満足すること。ただし、「溶接規格 2012(2013)」の規定を適

用するに当たっては、次表のとおり読み替えるものとする。 

 

 

表 「溶接規格 2007」から「溶接規格 2012（2013）」への読替表 

 
   

読み替える

規定 

 

読み替えられる字句 読み替える字句 
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み替える字句 字句 

第 １ 部

溶 接 規

格 

（略） N-1100(3)の 1)又

は 2) 

N-1100(5)の 1)又

は 2) 

（略） N-5020溶接の制限 N-5020溶接の制限 

（略） N-5030開先面 N-5030開先面 

（略） N-5040溶接部の強

度等 

N-5040 溶接部の強

度等 

（略） N-5060突合せ溶接

による継手面の食

違い 

N-5060 突合せ溶接

による継手面の目

違い 

（略） N-5070厚さの異な

る母材の突合せ溶

接 

N-5070 厚さの異な

る母材の突合せ溶

接 

（略） N-5080継手の仕上

げ 

N-5080 溶接部の表

面 

（略） N-5090溶接後熱処

理 

N-5090 溶接後熱処

理 

（略） N-5100非破壊試験 N-5100非破壊試験 

（略） N-5110機械試験 N-5110機械試験 

（略） N-5120再試験 N-5120再試験 

（略） N-5130耐圧試験 N-5130耐圧試験 

（略） 表 N-X100-2 表 N-X100-2 

（略） 表 N-X100-4 表 N-X100-4 

第 ２ 部

溶 接 施

（略） WP-300 確認事項

（表 WP-200-1、表

WP-300 確認項目

（表 WP-300-1、表

 

第１部溶接

規格 

（略） 

 

N-1100(3)の 1)又は 2) 

（略） N-5020 溶接の制限 

（略） N-5030 開先面 

（略） 

 

N-5040 溶接部の強度等 

（略） 

 

 

N-5060 突合せ溶接による継

手面の食違い 

（略） 

 

 

N-5070 厚さの異なる母材の

突合せ溶接 

（略） 

 

N-5080 継手の仕上げ 

（略） 

 

N-5090 溶接後熱処理 

（略） N-5100 非破壊試験 

（略） N-5110 機械試験 

（略） N-5120 再試験 

（略） N-5130 耐圧試験 

（略） 表 N-X100-2 

（略） 表 N-X100-4 

第２部溶接

施工法認証

（略） WP-300 確認事項（表 200-

1,200-2,200-3,301-1 を含
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工 法 認

証標準 

WP-200-2、表 WP-

200-3、表 WP-301-

1を含む。） 

WP-300-2、表 WP-

300-3、表 WP-310-

1を含む。） 

（略） WP-400確認試験 WP-400確認試験 

（略） WP-500試験片の形

状・寸法，試験方法

及び試験結果の判

定基準 

WP-500 試験片の形

状・寸法，試験方法

及び試験結果の判

定基準 

（略） 表 WP-302-1 表 WP-321-1 

（略） 表 WP-304-1 表 WP-331-1 

（略） 表 WP-309-1 表 WP-333-1 

（略） 表 WP-400-1 表 WP-510-1 
    

 

１．～５． （略） 

標準 む。） 

 

 

（略） WP-400確認試験 

（略） WP-500試験片の形状・寸法、

試験方法及び試験結果の判

定基準 

 

（略） 表 WP-302-1 

（略） 表 WP-304-1 

（略） 表 WP-309-1 

（略） 表 WP-400-1 
   

 

１．～５． （略） 

 

別記－５ 

 

日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって 

 

Ⅰ．「溶接規格 2007」及び「溶接規格 2012(2013)」の適用に当たって 

 技術基準規則第１７条第１５号（第３１条及び第４８条第１項におい

て準用する場合を含む。以下同じ。）及び第５５条第７号に規定する溶

接部への「溶接規格 2007」（「表１「溶接規格 2007」正誤表一覧」に示

す正誤表を含む。)及び「設計・建設規格 2005(2007)」（別記－２「表

１「設計・建設規格 2005(2007)」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。)

 

別記－５ 

 

日本機械学会「溶接規格」等の適用に当たって 

 

「溶接規格 2007 技術評価書」及び「溶接規格 2012(2013)技術評価書」

に基づき、技術基準規則第１７条第１５号（同規則第３１条、第４８条

第１項及び第５５条第７号において準用する場合を含む。）に規定する

溶接部への「溶接規格 2007」（次表「「溶接規格 2007」正誤表一覧」に

示す正誤表を含む。)及び「設計・建設規格 2005(2007)」（別記－２「「設

計・建設規格 2005(2007)」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。)又は「溶
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又は「溶接規格 2012(2013)」（「表２「溶接規格 2012(2013)」正誤表一

覧」に示す正誤表を含む。)及び「設計・建設規格 2012」（別記－２「表

２「設計・建設規格 2012」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）の適用

に当たっては、１．から３．までによること。 

なお、技術基準規則第１７条第１５号及び第５５条第７号の規定と溶

接規格及び設計・建設規格の規定との対応関係は別表第５－１から第５

－３まで及び第６－１から第６－３までに掲げるところによる。 

また、これらの規格の適用に当たっての技術的根拠については、以下

を参照すること。 

①日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格」（2007 年版）に

関する技術評価書」（平成２０年１０月原子力安全・保安院、原子

力安全基盤機構取りまとめ） 

②「日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格（2012 年版/2013

年追補）」（JSME S NB1-2012/2013）に関する技術評価書」（原規

技発第 1502041 号（平成２７年２月４日原子力規制委員会決定） 

 

表１ （略） 

なお、「表２「溶接規格 2012(2013)」正誤表一覧」及びⅡ．「表３「溶

接規格 2020」正誤表一覧」に示される正誤表の記載において、訂正され

る「溶接規格 2012(2013)」及び「溶接規格 2020」の規定内容と同様の

ものが「溶接規格 2007」に規定されている場合は、これらの正誤表の訂

正を「溶接規格 2007」においても適用する。 

 

表２ （略） 

なお、Ⅱ．「表３「溶接規格 2020」正誤表一覧」に示される正誤表の

接規格 2012(2013)」（次表「「溶接規格 2012(2013)」正誤表一覧」に示

す正誤表を含む。)及び「設計・建設規格 2012」（別記－２「「設計・

建設規格 2012」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）の適用に当たって

は、次のとおり要件を付すこととする。 

なお、技術基準規則第１７条第１５号の規定と溶接規格及び設計・建

設規格の規定との対応関係は別表第５－１から第５－３まで及び第６

－１から第６－３までに掲げるところによる。 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

表 （略） 

なお、「「溶接規格 2012(2013)」正誤表一覧」に示される正誤表の記

載において、訂正される「溶接規格 2012(2013)」の規定内容と同様のも

のが「溶接規格 2007」に規定されている場合は、当該正誤表の訂正を

「溶接規格 2007」においても適用する。 

 

 

表 （略） 

（「日本機械学会「設計・建設規格（JSME S NC1）、材料規格（JSME S 
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記載において、訂正される「溶接規格 2020」の規定内容と同様のものが

「溶接規格 2012(2013)」に規定されている場合は、当該正誤表の訂正を

「溶接規格 2012(2013)」においても適用する。 

また、これらの正誤表の適用に当たっての技術的根拠については、以

下を参照すること。 

 

 

 

 

①「設計・建設規格、材料規格及び溶接規格正誤表並びに漏えい率試験

正誤表技術評価書」 

②「設計・建設規格正誤表、漏えい率試験正誤表等技術評価書」 

 

１． （略） 

 

２．第２部 溶接施工法認証標準 

「溶接規格 2007」及び「溶接規格 2012(2013)」における溶接施工

法については、第２部溶接施工法認証標準の３．確認事項及び WP-300 

確認事項の区分によって、認証標準への適合を確認すること。 

適用に当たっては以下によること。 

①～③ （略） 

④ 表 WP-200-3 レーザビーム溶接における確認項目（「溶接規格 

2012(2013)」） 

・  （略） 

・次表のとおり読み替えるものとする。 

NJ1）及び溶接規格（JSME S NB1）正誤表」（平成 27 年 4 月 27日付け）

並びに日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-

2008）正誤表」（平成 27年 4 月 21日付け）に関する技術評価書」（原

規技発第 1510212 号（平成２７年１０月２１日原子力規制委員会決定）

及び「日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元年

7 月 12 日付け）等及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい率試験

規程（JEAC4203-2008）正誤表（平成 28年 12 月 13日付け）等に関する

技術評価書」（原規技発第 2001159 号（令和 2 年 1 月 15 日原子力規制

委員会決定））） 

（新設） 

 

（新設） 

 

１． （略） 

 

２．第２部 溶接施工法認証標準 

「溶接規格 2007」及び「溶接規格 2012(2013)」における溶接施工

法については、第２部溶接施工法認証標準の３．確認事項及び WP-300 

確認事項の区分によって、認証標準への適合を確認すること。 

適用に当たっては以下によること。 

①～③ （略） 

④ 表 WP-200-3 レーザビーム溶接における確認項目（「溶接規格 

2012(2013)」） 

・  （略） 

・次表のとおり読み替えるものとする。 
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表 表 WP-200-3 レーザビーム溶接における確認項目に係る読替表 

確認項目 読み替えられる規定 読み替える規定 

（略） （略） （略） 

溶加材  溶加材断面積の１

０％を超える増加で

１区分 

溶加材径の変更で１

区分 

（略） （略） （略） 

 

３．第３部 溶接士技能認証標準 

（１）溶接士技能認証標準の適用に当たって 

①・② （略） 

③ 3.3 作業範囲及び WQ-330 作業範囲（「溶接規格 2007」及び

「溶接規格 2012(2013)」） 

確認試験に合格した技能を有する溶接士が行う作業範囲は、別表

第２－１に規定する試験材の区分及び溶接姿勢の区分に応じ、それ

ぞれ同表の作業範囲に規定する範囲とする。 

④ （略） 

（２）・（３） （略） 

（４）溶接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間（「溶接規

格 2007」及び「溶接規格 2012(2013)」） 

イ （略） 

ロ （４）イの規定にかかわらず、自動溶接機を用いない溶接士に

あっては、（２）又は（３）イにより技能の認証を受けた日から

２年を経過する日前に、次のいずれかに適合する場合にあって

は、その適合した日より起算して２年間、自動溶接機を用いる溶

接士にあっては、（２）により技能の認証を受けた日又は（３）

ロによる要件を満たすこととなった日から１０年を経過する日

表 表 WP-200-3 レーザビーム溶接における確認項目に係る読替表 

確認項目 読み替えられる規定 読み替える規定 

（略） （略） （略） 

溶加材  溶加材断面積の１

０％を超える変更で

１区分 

溶加材径の変更で１

区分 

（略） （略） （略） 

 

３．第３部 溶接士技能認証標準 

（１）溶接士技能認証標準の適用に当たって 

①・② （略） 

③ 3.3 作業範囲及び WQ-330 作業範囲（「溶接規格 2007」及び

「溶接規格 2012(2013)」） 

確認試験に合格した技能を有する溶接士が行う作業範囲は、別表

第２に規定する試験材の区分及び溶接姿勢の区分に応じ、それぞれ

同表の作業範囲に規定する範囲とする。 

④ （略） 

（２）・（３） （略） 

（４） 溶接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間（「溶接

規格 2007」及び「溶接規格 2012(2013)」） 

イ （略） 

ロ （４）イの規定にかかわらず、自動溶接機を用いない溶接士に

あっては、（２）又は（３）イにより技能の認証を受けた日から

２年を経過する日前に、次のいずれかに適合する場合にあって

は、その適合した日より起算して２年間、自動溶接機を用いる溶

接士にあっては、（２）により技能の認証を受けた日又は（３）

ロによる要件を満たすこととなった日から１０年を経過する日
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前に、次のいずれかに適合する場合にあっては、その適合した日

から起算して１０年間は、その溶接士の当該技能によって溶接を

行うことができる。 

ａ）（略） 

ｂ）次に掲げる検査のいずれかに合格し又は確認をした場合 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・原子炉等規制法第１６条の３第２項、第２８条第２項、第４３

条の９第２項、第４６条第２項、第５１条の８第２項又は第

５５条の２第２項の確認 

 

Ⅱ．「溶接規格 2020」の適用に当たって 

技術基準規則第１７条第１５号及び第５５条第７号に規定する溶接

部への「溶接規格 2020」（「表３「溶接規格 2020」正誤表一覧」に示す

正誤表を含む。)及び「設計・建設規格 2020」（別記－２ 「表４「設

計・建設規格 2020」正誤表一覧」に示す正誤表を含む。)の適用に当た

っては、表４の左欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる記載は、そ

れぞれ同表の右欄のとおりとする。ただし、同表の右欄に「（削除）」と

あるのはこれらの項の左欄に掲げる項目は適用しない。 

なお、技術基準規則第１７条第１５号及び第５５条第７号の規定と溶

接規格及び設計・建設規格の規定との対応関係は別表第７－１から第７

－３までに掲げるところによる。 

また、これらの規格の適用に当たっての技術的根拠については、以下

を参照すること。 

①設計・建設規格、事例規格、材料規格及び溶接規格 2020技術評価書 

前に、次のいずれかに適合する場合にあっては、その適合した日

から起算して１０年間は、その溶接士の当該技能によって溶接を

行うことができる。 

ａ）（略） 

ｂ）次に掲げる検査のいずれかに合格し又は確認をした場合 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・原子炉等規制法第１６条の３第２項、第２８条第２項、第４３

条の１１第２項、第４６条第２項、第５１条の８第２項又は

第５５条の２第２項の確認 

 

（新設） 
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表３ 「溶接規格 2020」正誤表一覧 

発行年月日 名称 

令和６年２月５日 JSME 発電用原子力設備規格 溶接規格（2020

年版）（JSME S NB1-2020）正誤表～規格本文

～ 

令和５年７月２０日 JSME 発電用原子力設備規格 溶接規格（2020

年版）（JSME S NB1-2020）正誤表～規格本文～ 

令和４年１２月２日 JSME 発電用原子力設備規格 溶接規格（2020

年版）（JSME S NB1-2020）正誤表～規格本文～ 

  

表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件 
   

N-0010

目的及

び適用 

本規格は，発電用原子力

設備に対する溶接の技術的

諸規定を定めるものであ

り，同設備の溶接施工に適

用する。ただし，日本機械学

会 発電用原子力設備規格 

維持規格に規定する特殊な

補修溶接等については，同

規格によることができる。 

本規格は，発電用原子力

設備に対する溶接の技術的

諸規定を定めるものであ

り，同設備の溶接施工に適

用する。 

N-0015

引用規

格 

 

N

o 

区

分 

規

格

番

号 

適

用

年

版 

名

称 

 

（

略

） 

（

略） 

（

略） 

（

略

） 

（

略

） 

4 日

本

JIS 

Z 

20

18 

金

属

 

N

o 

区

分 

規

格

番

号 

適

用

年

版 

名

称 

 

（

略

） 

（

略） 

（

略） 

（

略

） 

（

略

） 

4 日

本

JIS 

Z 

20

18 

金

属
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産

業

規

格 

224

2 

材

料

の

シ

ャ

ル

ピ

ー

衝

撃

試

験

方

法 

5 JIS 

Z 

230

5 

20

01 

非

破

壊

試

験

-

技

術

者

の

資

格

及

び

認

証 

6 JIS 

Z 

230

20

13 

非

破

壊

産

業

規

格 

224

2 

材

料

の

シ

ャ

ル

ピ

ー

衝

撃

試

験

方

法 

6 JIS 

Z 

230

5 

20

13 

非

破

壊

試

験

技

術

者

の

資

格

及

び

認

証 

（

略

） 

（

略） 

（

略

） 

（

略

） 
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5 試

験

技

術

者

の

資

格

及

び

認

証 

（

略

） 

（

略） 

（

略

） 

（

略

） 
     

     
 

 

N-0020

定義 

(3)「クラス 2容器」又は「ク

ラス 2配管」（以下「クラ

ス 2機器」という。）とは，

発電用原子力機器のう

ち，次に掲げる機器に該

当する容器又は管をい

う。 

1) 原子炉を安全に停止す

るために必要な設備又

は非常時に安全を確保

するために必要な設備

であって，その故障，損

壊等により公衆に放射

線障害を及ぼすおそれ

を間接に生じさせるも

のに属する機器（放射線

管理設備に属するダク

(3)「クラス 2容器」及び「ク

ラス 2配管」とは，それぞ

れ次に掲げる機器（設計

基準対象施設に属するも

のに限る。）に該当する容

器，管，ポンプ又は弁をい

う。 

イ 設計基準事故時及び設

計基準事故に至るまで

の間に想定される環境

条件において，発電用原

子炉を安全に停止する

ため又は発電用原子炉

施設の安全を確保する

ために必要な設備であ

って，その損壊又は故障

その他の異常により公
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トにあっては，原子炉格

納容器の貫通部から外

側隔離弁までの部分に

限る。） 

2) タービンを駆動させる

ことを主たる目的とす

る流体が循環する回路

に係る設備に 属する

機器であって，クラス 1

機器からこれに最も近

い止め弁までのもの 

3) 1)及び 2)に掲げる機器

以外の機器であって，原

子炉格納容器の貫通部

から内側隔離弁又は外

側隔離弁までのもの 

(4)「クラス 3容器」又は「ク

ラス 3配管」（以下「クラ

ス 3機器」という。）とは，

発電用原子力機器のう

ち，クラス 1機器，クラス

MC 容器，コンクリート製

原子炉格納容器，クラス 2

機器，放射線管理設備に

属するダクト以外の容器

又は管（内包する流体の

放 射 性 物 質 の 濃 度 が

37mBq/cm3（流体が液体の

場 合 に あ っ て は ，     

37kBq/cm3）以上の管又は

最高使用圧力が 0MPaを超

える管に限る。）をいい，

「クラス 3相当容器」又は

衆に放射線障害を及ぼ

すおそれを間接に生じ

させるものに属する機

器（放射線管理施設又は

原子炉格納施設（非常用

ガス処理設備に限る。）

に属するダクトにあっ

ては，原子炉格納容器の

貫通部から外側隔離弁

までの部分に限る。） 

ロ 蒸気タービンを駆動さ

せることを主たる目的

とする流体（蒸気及び給

水をいう。）が循環する

回路に係る設備に属す

る機器であって，クラス

1 機器（クラス 1 容器、

クラス 1管，クラス 1ポ

ンプ又はクラス 1弁をい

う。以下同じ。）の下流側

に位置する蒸気系統の

うちクラス 1機器からこ

れに最も近い止め弁ま

でのもの及びクラス 1機

器の上流側に位置する

給水系統のうちクラス 1

機器からこれに最も近

い止め弁までのもの 

ハ イ及びロに掲げる機器

以外の機器であって，原

子炉格納容器の貫通部

から内側隔離弁又は外

側隔離弁までのもの 
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「クラス 3相当管」とは，

クラス 1 機器，クラス MC

容器，コンクリート製原

子炉格納容器，クラス 2機

器，クラス 3機器及び放射

線管理設備に属するダク

ト並びに補助ボイラー及

びその附属設備以外の容

器又は管であって，蒸気

タービン及びその付属設

備並びに非常用予備発電

装置等に関する容器又は

管をいう。 

(5)「クラス 4配管」とは，

発電用原子力機器のう

ち，放射線管理設備に属

するダクトであって，内

包する流体の放射性物質

の濃度が 37mBq/cm3 以上

のもの（クラス 2配管に属

する部分を除く。）をい

う。 

(4)「クラス 3容器」又は「ク

ラス 3配管」（以下「クラ

ス 3機器」という。）とは，

発電用原子力機器のう

ち，クラス 1機器，クラス

MC 容器，クラス 2 機器，

放射線管理施設又は原子

炉格納施設（非常用ガス

処理設備に限る。）に属す

るダクト以外の容器又は

管（内包する流体の放射

性物質の濃度が37mBq/cm3

（流体が液体の場合にあ

っては，37kBq/㎝ 3）以上

の管又は最高使用圧力が

0MPaを超える管に限る。）

をいい，「クラス 3相当容

器」又は「クラス 3 相当

管」とは，クラス 1機器、

クラス MC 容器，クラス 2

機器，クラス 3機器及び放

射線管理施設又は原子炉

格納施設（非常用ガス処

理設備に限る。）に属する

ダクト並びに補助ボイラ

ー及びその附属設備以外

の容器又は管であって，

蒸気タービン及びその付

属設備並びに非常用予備

発電装置等に関する容器

又は管をいう。 

(5)「クラス 4配管」とは，

発電用原子力機器のう
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ち，放射線管理施設又は

原子炉格納施設（非常用

ガス処理設備に限る。）に

属するダクトであって，

内包する流体の放射性物

質の濃度が 37mBq/cm3 以

上のもの（クラス 2配管に

属する部分を除く。）をい

う。 

第 4 部 

解説 第

1 章 溶

接規格の

解 説 N-

0020 

c）原子炉の停止に直接必要

な冷却系に属するもの 

工学的安全施設の定義

は，JEAC4605 (2004) によ

る。 

これによれば，機能を直

接的に果たす「直接系」と間

接的に果たす「間接系」に分

類されており，このうち「直

接系」をクラス 2 機器とす

る。 

c）原子炉の停止に直接必要

な冷却系に属するもの 

 

2) （略） 

3)本文(3)項の 3)に掲げる

機器は，原子炉格納容器バ

ウンダリを構成する容器及

び 管 で あ っ て ，

JEAC4602(2004)による。 

2) （略） 

N-0030

溶接施

工法 

クラス 1機器，クラス MC容

器クラス 2機器，クラス 3機

器（安全設備に関するもの

に限る。），コンクリート製

原子炉格納容器及び炉心支

持構造物の溶接は，表 N-

0030-1 に規定する温度以下

クラス 1機器，クラス MC容

器クラス 2 機器及びクラス

3機器（安全設備（実用発電

用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則第

２条第２項第９号に規定す

るものをいう。）に関するも
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で行われた衝撃試験に適合

した溶接施工法により行

う。 

のに限る。）の溶接は，表 N-

0030-1 に規定する温度以下

で行われた衝撃試験に適合

した溶接施工法により行

う。 

N-1040

溶接部

の強度

等 

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

 

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-1051

溶接部

の非破

壊試験 

溶接部は，表 N-X050-1の

「溶接部の区分」に応じ，そ

れぞれ同表の「規定試験」に

示す非破壊試験を行い，N-

1100 に規定されている判定

基準に適合しなければなら

ない。 

溶接部は，表 N-X050-1の

「溶接部の区分」に応じ，そ

れぞれ同表の「規定試験」に

示す非破壊試験を行い，N-

1100 に適合しなければなら

ない。 

N-1052 

溶接部

の非破

壊試験

の実施

時期 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1又は P-

3の継手区分 A，B，C又は D

であって，溶接後にクラッ

ド溶接が実施されるものの

うち溶接後熱処理後に磁粉

探傷試験（磁粉探傷試験が

不適当な場合，浸透探傷試

験）を実施することが困難

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1又は P-

3の継手区分 A，B，C又は D

であって，溶接後にクラッ

ド溶接が実施されるものの

うち溶接後熱処理後に磁粉

探傷試験（磁粉探傷試験が

不適当な場合，浸透探傷試

験）を実施することが困難
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な溶接部の磁粉探傷試験

（磁粉探傷試験が不適当な

場合，浸透探傷試験），若し

くは P-1 又は P-3 のクラッ

ド溶接部の浸透探傷試験

は，溶接後熱処理前に実施

することができる。 

な溶接部の磁粉探傷試験

（磁粉探傷試験が不適当な

場合，浸透探傷試験）は，母

材成分から再熱割れのおそ

れがないと確認された場

合，P-1又は P-3のクラッド

溶接部の浸透探傷試験は，

溶接後熱処理前に実施する

ことができる。 

N-1053

溶接部

の機械

試験 

 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-1110 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-1110 に適合しなけれ

ばならない。 

N-1080

溶接部

の表面 

(1) （略） 

(2)アンダカットの深さの

許容値は，0.8mm以下と

し，かつ要求される断

面の厚さが確保される

ようにする。 

(1) （略） 

N-1100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若しくは JIS Z 2305 (2013)

「非破壊試験技術者の資格

及び認証」に基づく有資格

者，又はこれと同等と認め

られる民間資格に基づく有

資格者 

 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS Z 

2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの
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 資格を有する者とする。 

N-1120

再試験 

N-1053 の機械試験を行った

とき，N-1110(3)の判定基準

に適合しない機械試験につ

いて，次の(1)及び(2)に従

い再試験を行うことができ

る。 

N-1053 の機械試験におい

て，判定基準に適合しない

場合であって，表 N-X120-1

の再試験が行える場合に該

当するときは，N-1110(3)の

判定基準に適合しない機械

試験について，次の(1)及び

(2)に従い再試験を行うこ

とができる。 

N-2040

溶接部

の強度

等 

 

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-2051

溶接部

の非破

壊試験 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-2100

に規定されている判定基準

に適合しなければならな

い。 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-2100

に適合しなければならな

い。 

N-2052

溶接部

の非破

壊試験

の実施

時期 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，溶接後熱処理前に非

破壊試験を実施することが

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，母材成分から再熱割

れのおそれがないと確認さ
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できる。 れた場合，溶接後熱処理前

に非破壊試験を実施するこ

とができる。 

N-2053

溶接部

の機械

試験 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-2110 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-2110 に適合しなけれ

ばならない。 

N-2080

溶接部

の表面 

(1) （略） 

(2)アンダカットの深さの

許容値は，0.8mm以下と

し，かつ要求される断

面の厚さが確保される

ようにする。 

(1) （略） 

N-2100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若しくは JIS Z 2305 (2013)

「非破壊試験技術者の資格

及び認証」に基づく有資格

者，又はこれと同等と認め

られる民間資格に基づく有

資格者 

 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS Z 

2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの

資格を有する者とする。 

N-2120

再試験 

 

N-2053 の機械試験を行った

とき，N-2110(3)の判定基準

に適合しない機械試験につ

いて，次の(1)及び(2)に従

い再試験を行うことができ

N-2053 の機械試験におい

て，判定基準に適合しない

場合であって，表 N-X120-1

の再試験が行える場合に該

当するときは，N-2110(3)の
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る。 判定基準に適合しない機械

試験について，次の(1)及び

(2)に従い再試験を行うこ

とができる。 

N-3040

溶接部

の強度

等 

 

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

 

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-3051

溶接部

の非破

壊試験 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示

す，N-3100 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-3100

に適合しなければならな

い。 

N-3052

溶接部

の非破

壊試験

の実施

時期 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部の非破壊試験，若しくは

P-1又は P-3のクラッド溶接

部の浸透探傷試験は，溶接

後熱処理前に実施すること

ができる。 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，母材成分から再熱割

れのおそれがないと確認さ

れた場合，非破壊試験を溶

接後熱処理前に実施するこ

とができる。P-1又は P-3の

クラッド溶接部の浸透探傷

試験は，溶接後熱処理前に

実施することができる。 

N-3053 突合せ溶接による溶接部 突合せ溶接による溶接部
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溶接部

の機械

試験 

は，表 N-X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-3110 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

は，表 N-X050-2の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-3110 に適合しなけれ

ばならない。 

N-3080

溶接部

の表面 

(1) （略） 

(2)アンダカットの深さの

許容値は，0. 8mm以下と

し，かつ要求される断面

の厚さが確保されるよう

にする。 

(1) （略） 

N-3100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若しくは JIS Z 2305 (2013)

「非破壊試験技術者の資格

及び認証」に基づく有資格

者，又はこれと同等と認め

られる民間資格に基づく有

資格者 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS 

Z 2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの

資格を有する者とする。 

N-3120

再試験 

 

N-3053 の機械試験を行った

とき，N-3110(3)の判定基準

に適合しない機械試験につ

いて，次の(1)及び(2)に従

い再試験を行うことができ

る。 

N-3053 の機械試験におい

て，判定基準に適合しない

場合であって，表 N-X120-1

の再試験が行える場合に該

当するときは，N-3110(3)の

判定基準に適合しない機械

試験について，次の(1)及び

(2)に従い再試験を行うこ

とができる。 
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N-3130

耐圧試

験 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力以上の圧力とす

る。 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力を超える圧力とす

る。 

N-4040

溶接部

の強度

等 

 

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

 

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-4051

溶接部

の非破

壊試験 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-4100

に規定されている判定基準

に適合しなければならな

い。 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-4100

に適合しなければならな

い。 

N-4052

溶接部

の非破

壊試験

の実施

時期 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，溶接後熱処理前に非

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，母材成分から再熱割
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破壊試験を実施することが

できる。 

れのおそれがないと確認さ

れた場合，溶接後熱処理前

に非破壊試験を実施するこ

とができる。 

N-4053

溶接部

の機械

試験 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-4110 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-4110 に適合しなけれ

ばならない。 

N-4080

溶接部

の表面 

(1) （略） 

(2)アンダカットの深さの

許容値は，0.8mm以下と

し，かつ要求される断面

の厚さが確保されるよう

にする。 

(1) （略） 

N-4100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若しくは JIS Z 2305 (2013)

「非破壊試験技術者の資格

及び認証」に基づく有資格

者，又はこれと同等と認め

られる民間資格に基づく有

資格者 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS Z 

2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの

資格を有する者とする。 

N-4120

再試験 

 

N-4053 の機械試験を行った

とき，N-4110(3)の判定基準

に適合しない機械試験につ

いて，次の(1)及び(2)に従

N-4053 の機械試験におい

て，判定基準に適合しない

場合であって，表 N-X120-1

の再試験が行える場合に該



 

 114 

い再試験を行うことができ

る。 

当するときは，N-4110(3)の

判定基準に適合しない機械

試験について，次の(1)及び

(2)に従い再試験を行うこ

とができる。 

N-4130

耐圧試

験 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力以上の圧力とす

る。 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力を超える圧力とす

る。 

N-5040

溶接部

の強度

等 

 

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

 

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-5051

溶接部

の非破

壊試験 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-5100

に規定されている判定基準

に適合しなければならな

い。 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-5100

に適合しなければならな

い。 

N-5052

溶接部

の非破

壊試験

の実施

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接
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時期 後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，溶接後熱処理前に非

破壊試験を実施することが

できる。 

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，母材成分から再熱割

れのおそれがないと確認さ

れた場合，溶接後熱処理前

に非破壊試験を実施するこ

とができる。 

N-5053

溶接部

の機械

試験 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-5110 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-5110 に適合しなけれ

ばならない。 

N-5080

溶接部

の表面 

(1) （略） 

(2)アンダカットの深さの

許容値は，0.8mm以下と

し，かつ要求される断

面の厚さが確保される

ようにする。 

(1) （略） 

N-5100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若しくは JIS Z 2305 (2013)

「非破壊試験技術者の資格

及び認証」に基づく有資格

者，又はこれと同等と認め

られる民間資格に基づく有

資格者 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS Z 

2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの
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資格を有する者とする。 

N-5120

再試験 

 

N-5053 の機械試験を行った

とき，N-5110(3)の判定基準

に適合しない機械試験につ

いて，次の(1)及び(2)に従

い再試験を行うことができ

る。 

N-5053 の機械試験におい

て，判定基準に適合しない

場合であって，表 N-X120-1

の再試験が行える場合に該

当するときは，N-5110(3)の

判定基準に適合しない機械

試験について，次の(1)及び

(2)に従い再試験を行うこ

とができる。 

N-5130

耐圧試

験 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力以上の圧力とす

る。 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力を超える圧力とす

る。 

N-6040

溶接部

の強度

等 

 

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

 

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-6051

溶接部

の非破

壊試験 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-6100

に規定されている判定基準

に適合しなければならな

い。 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-6100

に適合しなければならな

い。 
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N-6052

溶接部

の非破

壊試験

の実施

時期 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，溶接後熱処理前に非

破壊試験を実施することが

できる。なお，母材の区分が

表 N-GO1に掲げる P-1以外

のもので放射線透過試験を

行う溶接部に対して溶接後

熱処理後に磁粉探傷試験を

行う場合は，溶接後熱処理

前に放射線透過試験を実施

することができる。 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，母材成分から再熱割

れのおそれがないと確認さ

れた場合，溶接後熱処理前

に非破壊試験を実施するこ

とができる。 

N-6053

溶接部

の機械

試験 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-6110 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N-X050-2の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-6110 に適合しなけれ

ばならない。 

N-6080

溶接部

の表面 

(1) （略） 

(2)アンダカットの深さの

許容値は，0.8mm以下と

し，かつ要求される断

面の厚さが確保される

(1) （略） 
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ようにする。 

N-6100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若 し く は JIS Z 2305  

(2013)「非破壊試験技術者

の資格及び認証」に基づく

有資格者，又はこれと同等

と認められる民間資格に基

づく有資格者 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS Z 

2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの

資格を有する者とする。 

N-6120

再試験 

 

N-6053 の機械試験を行った

とき，N-6110(3)の判定基準

に適合しない機械試験につ

いて，次の(1)及び(2)に従

い再試験を行うことができ

る。 

N-6053 の機械試験におい

て，判定基準に適合しない

場合であって，表 N-X120-1

の再試験が行える場合に該

当するときは，N-6110(3)の

判定基準に適合しない機械

試験について，次の(1)及び

(2)に従い再試験を行うこ

とができる。 

N-6130

耐圧試

験 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力以上の圧力とす

る。 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力を超える圧力とす

る。 

N-7040

溶接部

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱
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の強度

等 

 

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

 

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-7051

溶接部

の非破

壊試験 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-7100

に規定されている判定基準

に適合しなければならな

い。 

溶接部は，表 N-X050-1の「溶

接部の区分」に応じ，それぞ

れ同表の「規定試験」に示す

非破壊試験を行い，N-7100

に適合しなければならな

い。 

N-7052

溶接部

の非破

壊試験

の実施

時期 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，溶接後熱処理前に非

破壊試験を実施することが

できる。なお，母材の区分が

表 N-GO1に掲げる P-1以外

のもので放射線透過試験を

行う溶接部に対して溶接後

熱処理後に磁粉探傷試験を

行う場合は，溶接後熱処理

前に放射線透過試験を実施

することができる。 

ただし，母材の区分が表 N-

GO1に掲げる P-1又は P-3の

溶接部は，温度範囲が最終

の溶接後熱処理の最低保持

温度を下回らない中間溶接

後熱処理を実施する場合に

は，中間溶接後熱処理後に

非破壊試験を実施すること

ができる。また，P-1の溶接

部は，母材成分から再熱割

れのおそれがないと確認さ

れた場合，溶接後熱処理前

に非破壊試験を実施するこ

とができる。 

N-7053

溶接部

の機械

試験 

突合せ溶接による溶接部

は，表 N—X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に

突合せ溶接による溶接部

は，表 N—X050-2 の「溶接部

の区分」に応じ，それぞれ同

表の「試験板の作製方法」に



 

 120 

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-7110 に規定されてい

る判定基準に適合しなけれ

ばならない。 

示す方法により作製した試

験板について機械試験を行

い，N-7110 に適合しなけれ

ばならない。 

N-7080

溶接部

の表面 

(1) （略） 

(2)アンダカットの深さの

許容値は，0.8mm以下と

し，かつ要求される断

面の厚さが確保される

ようにする。 

(1) （略） 

N-7100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若しくは JIS Z 2305 (2013)

「非破壊試験技術者の資格

及び認証」に基づく有資格

者，又はこれと同等と認め

られる民間資格に基づく有

資格者 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS 

Z 2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの

資格を有する者とする。 

N-7120

再試験 

 

N-7053 の機械試験を行った

とき，N-7110(3)の判定基準

に適合しない機械試験につ

いて，次の(1)及び(2)に従

い再試験を行うことができ

る。 

N-7053 の機械試験におい

て，判定基準に適合しない

場合であって，表 N-X120-1

の再試験が行える場合に該

当するときは，N-7110(3)の

判定基準に適合しない機械

試験について，次の(1)及び

(2)に従い再試験を行うこ

とができる。 

N-7130

耐圧試

験 

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉

なお，水圧により原子炉圧

力容器の耐圧試験を行う場

合，又は水圧により原子炉
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圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力以上の圧力とす

る。 

圧力容器以外の機器の耐圧

試験を原子炉圧力容器と一

体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後

は，耐圧保持後の検査にお

ける圧力を通常運転時にお

ける圧力を超える圧力とす

る。 

N-8040

溶接部

の強度

等 

 

溶接部の強度は，母材の強

度（母材の強度が異なる場

合は，弱い方の強度）と同等

以上とする。 

 

溶接部は，母材の強度（母材

の強度が異なる場合は，弱

い方の強度）と同等以上の

強度を有するものでなけれ

ばならない。 

N-8100

非破壊

試験 

JIS Z 2305(2001)「非破壊試

験-技術者の資格及び認証」

若しくは JIS Z 2305 (2013)

「非破壊試験技術者の資格

及び認証」に基づく有資格

者，又はこれと同等と認め

られる民間資格に基づく有

資格者 

JIS Z 2305 (2013)「非破壊

試験技術者の資格及び認

証」に基づく有資格者，又は

これと同等と認められる民

間資格に基づく有資格者。 

非破壊試験評価員は JIS Z 

2305(2013)「非破壊試験技

術者の資格及び認証」のレ

ベル 2 又は 3 のいずれかの

資格を有する者とする。 

N-HB050

補助ボ

イラー

及びそ

の附属

設備の

溶接部 

(1)発電用原子力機器のう

ち，補助ボイラーの溶接

については，“発電用火

力設備の技術基準の解

釈の一部改正につい

て”（平成 17・12・21原

院第 1号平成 17年 12月

27日）のボイラー等の規

定を準用する。 

(2)発電用原子力機器のう

(1)発電用原子力機器のう

ち，補助ボイラーの溶接

については，発電用火力

設備の技術基準の解釈

（平成 25年 5月 17日付

け 20130507商局第 2号）

のボイラー等の規定を

準用する。 

(2)発電用原子力機器のう

ち，補助ボイラーの附属
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ち，補助ボイラーの附属

設備の溶接については， 

“発電用火力設備の技

術基準の解釈の一部改

正について”（平成 17・

12・21原院第 1号平成 17

年 12月 27日）の熱交換

器等の規定を準用する。 

設備の溶接については，

発電用火力設備の技術

基準の解釈の熱交換器

等の規定を準用する。 

表 N-

X050-1

溶接部

の非破

壊試験 

 
    

ク

ラ

ス

1

容

器 

（略） （略） （

略

） 

9.

（略） 

（略） ― 

（

略

） 

（略） （略） （

略

） 

ク

ラ

ス

2

容

器 

（略） （略） （

略

） 

7.

（略） 

（略） ― 

（

略

） 

（略） （略）  

ク

ラ

ス

3

容

（略） （略） （

略

） 

4.

（略） 

（略） ― 

 
    

ク

ラ

ス

1

容

器 

（略） （略） （

略

） 

9.

（略） 

（略） 放

射

線

透

過

試

験

又

は

超

音

波

探

傷

試

験 

（

略

） 

（略） （略） （

略

） 

ク

ラ

（略） （略） （

略
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器 

ク

ラ

ス

3

相

当

容

器 

ク

ラ

ス

1

配

管 

（略） （略） （

略

） 

8.

（略） 

（略） ― 

ク

ラ

ス

2

配

管 

1.

（略） 

放 射

線 透

過 試

験 

た だ

し，母

材 の

区 分

が P-1

以 外

(P-3，

P-4 ，

P-5 ，

P-6 ，

P-7 ，

P-

9A/9B

， P-

（

略

） 

ス

2

容

器 

） 

7.

（略） 

（略） 放

射

線

透

過

試

験

又

は

超

音

波

探

傷

試

験 

ク

ラ

ス

3

容

器 

ク

ラ

ス

3

相

当

容

器 

（略） （略） （

略

） 

4.

（略） 

（略） 放

射

線

透

過

試

験

又

は

超

音

波

探
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llA/l

lB，P-

15E) 

の 溶

接 部

の 放

射 線

透 過

試 験

を 溶

接 後

熱 処

理 前

に 行

う 場

合は，

溶 接

後 熱

処 理

後 の

磁 粉

探 傷

試 験

を 追

加 す

る。 

（略） （略） （

略

） 

6.

（略） 

（略） ― 

ク

ラ

1. 

（略） 

放 射

線 透

（

略

傷

試

験 

ク

ラ

ス

1

配

管 

（略） （略） （

略

） 

8.

（略） 

（略） 放

射

線

透

過

試

験

又

は

超

音

波

探

傷

試

験 

ク

ラ

ス

2

配

管 

1.

（略） 

放 射

線 透

過 試

験 

（

略

） 

（略） （略） （

略

） 

6.

（略） 

（略） 放

射

線

透
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ス

3

配

管 

 

ク

ラ

ス

3

相

当

配

管 

過 試

験 

た だ

し，母

材 の

区 分

が P-1

以 外

(P-3，

P-4 ，

P-5 ，

P-6 ，

P-7 ，

P-

9A/9B

， P-

llA/l

lB，P-

15E) 

の 溶

接 部

の 放

射 線

透 過

試 験

を 溶

接 後

熱 処

理 前

に 行

う 場

合は，

溶 接

） 過

試

験

又

は

超

音

波

探

傷

試

験 

ク

ラ

ス

3

配

管 

 

ク

ラ

ス

3

相

当

配

管 

1. 

（略） 

放 射

線 透

過 試

験 

（

略

） 

（略） （略） （

略

） 

3.

（略） 

（略） 放

射

線

透

過

試

験

又

は

超

音

波

探

傷
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後 熱

処 理

後 の

磁 粉

探 傷

試 験

を 追

加 す

る。 

（略） （略） （

略

） 

3.

（略） 

（略） ― 

ク

ラ

ス

4

配

管 

（略） （略） （

略

） 

2.

（略） 

（略） ― 

 

 

試

験 

ク

ラ

ス

4

配

管 

（略） （略） （

略

） 

2.

（略） 

（略） 放

射

線

透

過

試

験

又

は

超

音

波

探

傷

試

験 
    

    
 

表 N-

X050-2 

溶接部

の機械

試験板 

3. 「安全設備」とは，次の

(1)から(3)までのいずれ

かに掲げる設備であっ

て，その故障損壊等によ

り公衆に放射線障害を及

ぼすおそれを間接に生じ

されるものをいう。 

(1)一次冷却系統に係る設

備，制御系統に係る設備

その他の通常時におい

て原子炉を安全に運転

3. クラス 2容器及びクラス

3容器（安全設備に属する

ものに限る。）の胴の内径

が 600mmを超えるものに

ついては，同表のクラス 1

容器と同様に試験板を作

成すること。 
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するために必要な設備

の付属設備 

(2)非常用炉心冷却装置，

非常停止装置その他の

非常時に原子炉の安全

を確保するために必要

な設備の付属設備 

(3)非常用電源設備及びそ

の付属設備 

表 N-

X050-3

溶接部

の機械

試験板

の作製

要領 

 

 

項

目 

要領 

1. 

機

械

試

験

板

の

材

料

及

び

形

状 

(1)機械試験板の材料

は，原則として機械

試験板を取り付け

る対象となる本体

の溶接部の母材と

同じ材料とする。 

ただし，これが困

難な場合は，本体の

溶接部の母材と同

一の規格の材料を

使用してもよい。 

「同一の規格の

材料」とは，「溶接

が同一区分の条件」

の(2)項の「母材の

区分」で規定されて

いる材料の場合で

ある。 

(2) （略） 

(3)本体の溶接を行っ

た後に加工を行い，

 

項

目 

要領 

1. 

機

械

試

験

板

の

材

料

及

び

形

状 

(1)機械試験板の材

料は，原則として

機械試験板を取り

付ける対象となる

本体の溶接部の母

材と同じ材料とす

る。 

(2)（略） 

(4)（略） 

2.

機

械

試

験

板

作

製

「溶接が同一の条

件」に適合する継手

を代表して機械試験

板を作製する場合の

継手の優先順位は，

以下に示すとおりと

する。 

(1) （略） 
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厚さを減じる場合

の機械試験の種類

を決定する溶接部

の厚さ及び試験板

の厚さは，加工後の

厚さ tとする。 

  

図－1 （略） 

 

(4)（略） 

2.

機

械

試

験

板

作

製

の

優

先

順

位 

 

 

「溶接が同一の条件」

に適合する継手を代

表して機械試験板を

作製する場合の継手

の優先順位は，以下に

示すとおりとする。

(1) （略） 

(2)管の場合 

①・② （略） 

3.

溶

接

が

同

一

の

条

表 N-X050-2 「溶接

部の機械試験板」で規

定されている「溶接が

同一の条件」とは，以

下に示す事項が同一

の区分内にあるもの

をいう。 

(1)溶接施工法 

の

優

先

順

位 

(2)管の場合 

①・② （略） 

③ 管台の継手区分

A 

④ 管台の継手区分

B及び継手区分 C  

⑤ 継手区分 D 

3.

溶

接

が

同

一

の

条

件 

表 N-X050-2 「溶接

部の機械試験板」で

規定されている「溶

接が同一の条件」と

は，以下に示す事項

が同一の区分内にあ

るものをいう。 

(1)溶接施工法 

溶接施工法確認試

験「WP-300 確認項

目」の規定による

確認項目の区分が

同一のもの。 

(2) 母材の区分 

1) 表 N-GO1 に掲げ

る P-No.が同一

のもの。ただし，

P-1（炭素鋼）,P-

3（Mo 鋼）,P-4

（Cr-Mo鋼。ただ

し，Cr+Moの公称

成分量が 2.75％

以下の場合に限

る。）,P-5（Cr-Mo

鋼 。 た だ し ，

Cr+Mo の公称成
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件 溶接施工法確認試

験「WP-300 確認事

項」の規定による確

認事項の区分が同

一のもの。 

(2)母材の区分 

1) 表 N-GO1 に掲げ

る P-No.が同一

のもの。ただし，

P-llA(合金鋼）に

ついては，グルー

プ番号ごとの区

分とする。 

2)   (略) 

(3)・(4) （略） 

(5)溶接姿勢 

溶接を行う際の溶

接姿勢の区分は，問

わない。 

(6)溶接後熱処理 

保持温度の計画値

が同一のもの。 

この場合，保持時

間，加熱速度及び冷

却速度は問わない。 

(7) （略） 

4.

機

械

試

験

板

の

機械試験板の取付け

方法を以下に示す。 

(1)継手区分 A の場合

は，原則として機

械試験板を本体の

溶接線の延長線上

に取り付ける。た

分量が 2.75％を

超え 12％以下の

場合に限る。）又

は P-11A（Ni鋼で

あって Ni公称成

分量が 3.50%を

超え 9.0%以下の

もの及び最小引

張強さが 660MPa

以上 730MPa以下

の 合 金 鋼 に 限

る。）について

は ,グループ番

号ごとの区分と

する。 

2) (略) 

(3)・(4) （略） 

(5)溶接姿勢 

溶接を行う際の溶

接姿勢の区分は，

問わない。 

ただし，衝撃試験

が要求される場合

には，溶接施工法

における「溶接姿

勢」と同一の溶接

姿勢とする。当該

容器又は管に複数

の溶接姿勢が組み

合わされる場合の

機械試験板の溶接

姿勢は立向上進姿

勢,管の場合は水
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取

付

け

方

法 

だし，次に示す場

合は，本体と別個

に置いてもよい。 

1)機械試験板を取り

付ける対象となる

本体の溶接部であ

って，溶接が完了

する以前に他の部

材を取り付ける必

要がある場合 

2) 本体の溶接部の

裏はつりや裏側か

らの溶接等のため

に反転する必要が

あり，その際に機

械試験板が障害と

なる場合 

3)試験板の位置が高

くなり，溶接を行

う場合に不安定と

なる場合 

4)その他本体に取り

付けることが，著

しく困難な場合 

(2) （略） 

5.

機

械

試

験

板

の

溶

機械試験板の溶接姿

勢を以下に示す。 

(1) （略） 

(2)試験板を本体と別

個に溶接部の付近

に置く場合は，試

験板を取り付ける

対象となる本体の

平固定とする。 

(6)溶接後熱処理 

保持温度の計画値

が同一であって中

間熱処理を含めた

保持時間の合計が

最長のもの。 

この場合，加熱速

度及び冷却速度は

問わない。 

(7) （略） 

4. 

機

械

試

験

板

の

取

付

け

方

法 

機械試験板の取付け

方法を以下に示す。 

(1)継手区分 Aの場合

は，原則として機

械試験板を本体

の溶接線の延長

線上に取り付け

る。 

(2) （略） 

5.

機

械

試

験

板

の

溶

接

姿

機械試験板の溶接姿

勢を以下に示す。 

(1) （略） 

(2)試験板を本体と

別個に溶接部の

付近に置く場合

は，試験板を取り

付ける対象とな

る本体の溶接部

と同じ姿勢で行
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接

姿

勢 

溶接部と同じ姿勢

で行う。 

（

略

） 

（略） 

9. 

溶

接

後

熱

処

理 

(1)・(2) （略） 

(3)機械試験板を取り

付ける対象となる

本体の継手の溶接

部と別個に機械試

験板の溶接部の溶

接後熱処理を行う

場合の保持温度及

び保持時間は，次に

示すとおりとする。 

1) （略） 

2)保持時間 

① （略） 

②本体の継手区分

A の溶接部とこ

れ以外の継手の

溶接部との溶接

後熱処理及び機

械試験を別個に

行う場合の当該

継手区分 A を代

表する試験板の

保持時間は，その

後に行う本体の

継手区分 A 以外

の溶接後熱処理

による保持時間

勢 う。なお，試験板

が代表する本体

の溶接部の溶接

姿勢が 2種類以上

となる場合の試

験板の溶接姿勢

は，その中で最も

厳しい姿勢で行

うこととし，その

順序は，上向(o)，

立 向 (v) ， 横 向

(h，、下向(f)の順

とする。 

（

略

） 

（略） 

  

9. 

溶

接

後

熱

処

理 

(1)・(2) （略） 

(3)機械試験板を取

り付ける対象とな

る本体の継手の溶

接部と別個に機械

試験板の溶接部の

溶接後熱処理を行

う場合の保持温度

及び保持時間は，

次に示すとおりと

する。 

1) （略） 

2)保持時間 

① （略） 

②本体の継手区分

A の溶接部とこ

れ以外の継手の
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も考慮して決定

する。 

なお，この場合に

おいて，その後に行

う本体の溶接後熱

処理を局部加熱で

行う場合は，考慮し

なくてもよい。 
  

 

溶接部との溶接

後熱処理及び当

該本体の機械試

験板の溶接後熱

処理を別個に行

う場合の当該継

手区分 A を代表

する試験板の保

持時間は，その

後に行う本体の

継手区分 A 以外

の溶接後熱処理

による保持時間

も考慮して決定

する。 
  

 

表 N-

X090-1

溶接後

熱処理

の方法 

 

 

項

目 

規定内容 

（

略

） 

（略） 

2.

溶

接

後

熱

処

理

に

お

け

る

厚

2.1 (略) 

2.2加熱速度及び冷

却速度を算定す

る厚さ 

加熱速度及び冷

却速度を算定する

厚さは，溶接後熱処

理で加熱される部

分(5.2 の局部加熱

の場合は均一温度

領域）の構成部材の

最大厚さとする。 

 

項

目 

規定内容 

（

略

） 

（略） 

2.

溶

接

後

熱

処

理

に

お

け

る

厚

2.1 (略) 

2.2加熱速度及び冷

却速度を算定す

る厚さ 

加熱速度及び冷

却速度を算定する

厚さは，溶接後熱処

理で加熱される部

分(5.2 の局部加熱

の場合は加熱領域）

の構成部材の最大

厚さとする。 
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さ (1)～(4) （略） 

（

略

） 

（略） 

4.

加

熱

速

度

及

び

冷

却

速

度 

加熱速度及び冷却速

度は，下記の方法に

より行う。 

(1)温度 425℃以上

における加熱速

度及び冷却速度

は，1)及び 2)に示

す速度以下とす

る。 

 1)加熱速度： 

 

 

R1は，220℃/h 以下

とする。 

ただし，55℃/hより

遅くする必要はな

い。 

(2)・(3) （略） 

（

略

） 

（略） 

5.

溶

接

後

熱

処

理

の

5.1. （略） 

5.2. 局部加熱 

(1) （略） 

(2)局部加熱によ

り溶接後熱処理

を行う場合は，

図 1 に示すよう

に均一温度領域

さ (1)～(4) （略） 

（

略

） 

（略） 

4.

加

熱

速

度

及

び

冷

却

速

度 

加熱速度及び冷却速

度は，下記の方法に

より行う。 

(1)温度 425℃以上

における加熱速

度及び冷却速度

は，1)及び 2)に示

す速度以下とす

る。 

 1)加熱速度： 

 

 

R1は，220℃/h 以下

とする。 

ただし，温度差が

55℃未満の場合で

あって，容器又は管

が著しい熱応力に

より損傷を受ける

おそれのないとき

は，1時間につき温

度差を 55℃とする

ことができる。 

(2)・(3) （略） 

（

略

） 

（略） 

  

5.

溶

5.1. （略） 

5.2. 局部加熱 
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方

法 

が溶接金属の最

大幅の両側にそ

れぞれ母材の厚

さ又は 50mm の

いずれか小さい

値以上の幅とす

る。 

(3) （略） 

(4)溶接部の中

央部と加熱範

囲の最大幅の

2 点以上につ

いて温度測定

する。 
  

 

接

後

熱

処

理

の

方

法 

(1) （略） 

(2) 局部加熱の範

囲は，次の 1)及

び 2)に掲げる範

囲とする。 

1)容器（管寄せを

除く。）につい

ては，溶接部の

最大幅の両側

にそれぞれ母

材の厚さの 3

倍以上の幅 

2)管寄せ又は管

については，溶

接部の最大幅

の両側にそれ

ぞれ開先幅の 3

倍以上で，か

つ，余盛幅の 2

倍以上の幅 

(3) （略） 

(4)加熱温度の最

高及び最低部位

を含めたそれぞ

れの部位の溶接

部の中央部と加

熱範囲の最大幅

の 2 点以上につ

いて温度測定す

る。配管内面の

温度を測定しな

い場合は，内面

温度の状況を定
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量的に説明でき

るようにするこ

と。 
  

 

 
 

   

   

表 N-

X090-3 

溶接後

熱処理

を要し

ないも

のの条

件 

1. クラス 1機器 

母

材

の

区

分 

（

注

１

） 

機

器

の

区

分 

溶

接

部

の

区

分 

母

材

の

厚

さ

( 

m

m

)

（

注 

2

） 

溶

接

部

の

厚

さ

（

m

m

）

（

注

3

） 

 

母

材

の

炭

素

・

ク

ロ

ム

含

有

量

（

％

） 

最

低

予

熱

温

度

（

℃

） 

P

-

1 

（

注

6

） 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

容

器

管 

5

.

ク

ラ

ッ

ド

溶

接 

（

T

≦

3

8 

― C

≦

0

.

3

0 

4

0 

3

8

＜

― C

≦

0

（

略

） 

1. クラス 1機器 

母

材

の

区

分 

（

注

１

） 

機

器

の

区

分 

溶

接

部

の

区

分 

母

材

の

厚

さ

( 

m

m

)

（

注 

2

） 

溶

接

部

の

厚

さ

（

m

m

）

（

注

3

） 

 

母

材

の

炭

素

・

ク

ロ

ム

含

有

量

（

％

） 

予

熱

温

度

の

下

限

（

℃

） 

P

-

1 

（

注

6

） 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

(

略

) 

容

器

管 

5

.

ク

ラ

ッ

ド

溶

接 

（

T

≦

3

8 

― C

≦

0

.

2

5 

1

0

0 

3

8

＜

― C

≦

0

（

略

） 
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注

7

） 

T

≦

7

5 

.

3

0 

T

＞

7

5 

― C

≦

0

.

3

0 

（

略

） 

       

 

2.クラス 1機器以外 

母

材

の

区

分 

（

注

１

） 

機

器

の

区

分 

溶

接

部

の

区

分 

母

材

の

厚

さ

( 

m

m

)

（

注 

2

） 

溶

接

部

の

厚

さ

（

m

m

）

（

注

3

） 

 

母

材

の

炭

素

・

ク

ロ

ム

含

有

量

（

％

） 

最

低

予

熱

温

度

（

℃

） 

       
 

注

7

） 

T

≦

7

5 

.

2

5 

T

＞

7

5 

― C

≦

0

.

2

5 

（

略

） 

       

 

2.クラス 1機器以外 

母

材

の

区

分 

（

注

１

） 

機

器

の

区

分 

溶

接

部

の

区

分 

母

材

の

厚

さ

( 

m

m

)

（

注 

2

） 

溶

接

部

の

厚

さ

（

m

m

）

（

注

3

） 

 

母

材

の

炭

素

・

ク

ロ

ム

含

有

量

（

％

） 

予

熱

温

度

の

下

限

（

℃

） 

       
 

   
   

表 N-

Xl00-1 

放射線

透過試

 
    

試

験

の

透

過

度

透過度計

の使用区

分 

有 孔

形 透

過 度

 
    

試

験

の

透

過

度

透過度計

の使用区

分 

有 孔

形 透

過 度



 

 137 

験 方

法 

計

の

使

用

方

法 

 

 

 

 

計 を

使 用

す

る。 

（

略

） 

（略

） 

（ 略

） 

設

置

方

法 

 

 

 

配置 （ 略

） 

個数 （ 略

） 

厚さ

の整

合 

（ 略

） 

使

用

す

べ

き

透

過

度

計 

有

孔

形

透

過

度

計 

形

状，

寸

法，

寸法

の許

容差 

（ 略

） 

材厚

に応

じた

使用

区分 

（

略

） 

     

 
   

判

定

基

準 

透

過

写

真

が

次の 1.から 3.を

全て満足させる。 

1.透過度計の呼

び番号及び基

準穴が明らか

方

法 

計

の

使

用

方

法 

計 又

は 針

金 形

透 過

度 計

を 使

用 す

る。 

（

略

） 

（略

） 

（ 略

） 

有

孔

形

透

過

度

計

の

設

置

方

法 

配置 （ 略

） 

個数 （ 略

） 

厚さ

の整

合 

（ 略

） 

針

金

形

透

過

度

計

の

設

置

配

置，

個

数，

厚さ

の整

合，

階調

計の

使用 

JIS 

Z 

3104

(199

5) 鋼

溶 接

継 手

の 放

射 線

透 過
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具

備

す

べ

き

条

件 

に撮影されて

いる。 

2.・3. （略） 

   
 

方

法 

試 験

方

法 ，

JIS 

Z 

3105

(200

3) ア

ル ミ

ニ ウ

ム 溶

接 継

手 の

放 射

線 透

過 試

験 方

法 ，

JIS 

Z 

3106

(200

1) ス

テ ン

レ ス

鋼 溶

接 継

手 の

放 射

線 透

過 試

験 方

法 又
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は

JIS 

Z 

3107

(200

8) チ

タ ン

溶 接

部 の

放 射

線 透

過 試

験 方

法 に

よ

る。 

使

用

す

べ

き

透

過

度

計 

有

孔

形

透

過

度

計 

形

状，

寸

法，

寸法

の許

容差 

（ 略

） 

材厚

に応

じた

使用

区分 

（

略

） 

針

金

形

透

過

形

状，

寸

法，

寸法

JIS 

Z 

2306

(201

5)
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度

計 

の許

容差 

「 放

射 線

透 過

試 験

用 透

過 度

計 」

（ 「

表 3

－ 一

般 型

の 針

金 形

透 過

度 計

の 呼

び 番

号 並

び に

針 金

の 中

心 間

距 離

及 び

長

さ 」

の 針

金 の

長 さ

「 10

以

上 」

は 針
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金 の

長 さ

「 25

以

上 」

に 読

み 替

え

る。）

の

「 5.

1 針

金 形

透 過

度

計 」

に よ

る 。

透 過

写 真

の 像

質 の

種 類

に A

級，B

級 等

の 選

択 が

あ る

場 合

は B

級 と

す
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る。 

使用

区分 

JIS 

Z 

3104

(199

5) 鋼

溶 接

継 手

の 放

射 線

透 過

試 験

方

法 ，

JIS 

Z 

3105

(200

3) ア

ル ミ

ニ ウ

ム 溶

接 継

手 の

放 射

線 透

過 試

験 方

法 ，

JIS 

Z 

3106

(200
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1) ス

テ ン

レ ス

鋼 溶

接 継

手 の

放 射

線 透

過 試

験 方

法 又

は

JIS 

Z 

3107

(200

8) チ

タ ン

溶 接

部 の

放 射

線 透

過 試

験 方

法 に

よ

る。 
     

 
   

判

定

基

準 

透

過

写

真

が

次の 1.から 3.ま

でを全て満足さ

せる。 

1.透過度計の呼

び番号及び有
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具

備

す

べ

き

条

件 

孔形の場合は

基準穴，針金

形の場合は識

別最小線径が

明らかに撮影

されている。 

2.・3. （略） 
   

 

表 N-

Xl00-2

超音波

探傷試

験 

    

試験

の方

法 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

探傷面 探傷面

は，清

浄で，

かつ，

滑らか

に す

る。 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

試験

の方

法 

試

験

片 

表

面 

探触子

を接触

させる

表 面

は，清

浄で，

かつ，

滑らか

に す

る。 
    

    
 

    

試験

の方

法 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

探傷面 探 傷 面

は，清浄

で ， か

つ，滑ら

か で あ

ること。 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

試験

の方

法 

試

験

片 

表

面 

探 触 子

を 接 触

さ せ る

表面は，

清浄で，

かつ，滑

ら か で

あ る こ

と。 
    

 

 

表 N-

Xl00-

   
   

試 試 JIS Z 2343-1「非

   
   

試 試 JIS Z 2343-1「非
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4浸透

探傷

試験 

験

の

方

法 

験

方

法 

破壊試験一浸透

探傷試験ー第 1

部：一般通則：浸

透探傷試験方法

及び浸透指示模

様の分類」の「5.4

装置」，「6 探傷剤

の組合せ，感度及

び分類」，「7 探傷

剤及び試験体の

適合性」，「8 試験

手順」による。 

（

略

） 

（略） 

   
 

験

の

方

法 

験

方

法 

破壊試験一浸透

探傷試験ー第 1

部：一般通則：浸

透探傷試験方法

及び浸透指示模

様の分類」の「5.4

装置」，「6 探傷剤

の組合せ，感度及

び分類」，「7 探傷

剤及び試験体の

適合性」，「8 試験

手順（ワイプオフ

法を適用（1 回限

り）する場合があ

るときは、本技法

の正確な手順に

ついて当事者間

の合意がなされ

ていること。）」に

よる。 

（

略

） 

（略） 

   
 

   

   

表 N-

Xll0-

2 継

手引

張試

験，

型曲

げ試

験及

 

試

験

の

種

類 

試

験

片 

試験の方法 

（

略

） 

（

略

） 

（

略） 

（略） 

型側 1 ． JIS Z 3122「突

 

試

験

の

種

類 

試

験

片 

試験の方法 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

型側 1． JIS Z 3122「突
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びロ

ーラ

曲げ

試験 

 

曲

げ

試

験 

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

， 

縦

表

曲

げ

試

験

，

縦

裏

曲

げ

試

験 

形

状

及

び

寸

法

は，

図

N-

X11

0-1

「

曲

げ

試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法」

又

は

JIS 

Z 

312

2 

の

「 5

.6 

合せ溶接継手の

曲げ試験方法」

の「6.3.2 型曲

げ試験」による。 

この場合におい

て,型曲げ試験

のジグの形状を

示す JIS Z 3122

の「図 10 型曲

げ試験方法」の

d(押しジグ先端

直径),rD(U 型ジ

グの底の半径)

及び押しジグ先

端半径 R は,母

材の区分に応

じ,それぞれ下

表に示す寸法と

する。 
 
母

材

の

区

分 

ジグの寸法 

R d rD 

P

-

1

1

A

, 

P

-

1

1

B

又

は

P

-

2

5 

3
1

3
𝑡 6

2

3
𝑡 

4
1

3
𝑡

+ 1.6 

曲

げ

試

験 

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

， 

縦

表

曲

げ

試

験

，

縦

裏

曲

げ

試

験 

形

状

及

び

寸

法

は

，

図

N-

X1

10

-1

「

曲

げ

試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法

」

に

よ

る

。 

合せ溶接継手の

曲げ試験方法」

の「6.3.2 型曲

げ試験」による。 

この場合におい

て,型曲げ試験

のジグの形状を

示す JIS Z 3122

の「図 10 型曲

げ試験方法」の

d(押しジグ先端

直径)及び rD(U

型ジグの底の半

径)は，母材の 

区分に応じ,そ

れぞれ下表に示

す寸法とする。 
 
母

材

の

区

分 

ジグの寸法 

d rD 

P

-

1

1

A

, 

P

-

1

1

B

又

は

P

-

2

5 

6
2

3
𝑡 4

1

3
𝑡 + 1.6 

P

-

2

3 

16
1

2
𝑡 9

1

4
𝑡 + 0.8 
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試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法」

に

よ

る。 

 

P

-

2

3 

8
1

4
𝑡 16

1

2
𝑡 

9
1

4
𝑡

+ 0.8 

P

-

5

1 

4t 8t 5t+1.6 

P

-

5

2 

P

-

6

1 

5t 10t 6t+1.6 

上

記

の

母

材

区

分

以

外

の

も

の 

2t 4t 
3t+

2 

    
 

ロ

ー

ラ

曲

げ

試

験 

側

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

，

縦

表

曲

げ

1 ．

形

状

及

び

寸

法

は，

図

N-

X11

0-1

「

曲

げ

試

JIS Z 3122 の

「6.3.1 ローラ

曲げ試験」によ

る。 

この場合におい

て，押しジグの

形状を示す JIS 

Z 3122 の「図 9

ローラ曲げ試験

方法」の d(押し

ジグの先端直

径）及び先端半

径 R は，母材の

区分に応じ，そ

れぞれ下表の寸

法とする。 

P

-

5

1 

8t 
5t+ 

1.6 

P

-

5

2 

10t 
6t+ 

1.6 

上

記

の

母

材

区

分

以

外

の

も

の 

4t 3t+2 

   

   
 

ロ

ー

ラ

曲

げ

試

験 

側

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

，

縦

表

曲

げ

試

験

，

縦

裏

1 ．

形

状

及

び

寸

法

は，

図

N-

X11

0-1

「

曲

げ

試

験

片

の

形

状

JIS Z 3122 の

「6.3.1 ローラ

曲げ試験」及び

「6.6 曲げ角度

及び試験の終

了」による。 

この場合におい

て，押しジグの

形状を示す JIS 

Z 3122の「図 9

ローラ曲げ試験

方法」の d(押し

ジグの先端直

径）は，母材の

区分に応じ，そ

れぞれ下表の寸

法とする。 

 
母材

の区

分 

ジグの寸

法 

d 
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試

験

，

縦

裏

曲

げ

試

験 

験

片

の

形

状

及

び

寸

法」

又

は

JIS 

Z 

312

2 

の

「 5

.6 

試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法」

に

よ

る。 

 
母

材

の

区

分 

ジグの寸法 

R d 

P-

11

A, 

P-

11

B

又

は

P-

25 

3
1

3
𝑡 6

2

3
𝑡 

P-

23 
8
1

4
𝑡 16

1

2
𝑡 

P-

51 
4t 8t 

P-

52 

P-

61 

5t 10t 

上

記

の

母

材

区

分

以

外

の

も

の 

2t 4t 

   
 

    
 

曲

げ

試

験 

及

び

寸

法」

又

は

JIS 

Z 

312

2 

の

「 5

.6 

試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法」

に

よ

る。 

P-

11A, 

P-

11B

又 は

P-25 

6
2

3
𝑡 

P-23 
16

1

2
𝑡 

P-51 8t 

P-52 10t 

上 記

の 母

材 区

分 以

外 の

もの 

4t 
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表 N-

X110-3

破壊靭

性試験 

 

機 器

の 区

分 

試 験

の 方

法 

判定基準 

ク

ラ

ス

１

容

器 

― １ ．

溶 接

金属 

設

計 ・

建 設

規 格 

PVB.

2333

.1

「 関

連 温

度

（ RT

RNDT）

を 求

め

る。 

1. 溶 接

金属 

関連温度

（ RTNDT

）が，設

計・建設

規格  第

4 章  添

付 4-1

「 RTNDT

要求値の

決 定 方

法」を満

足するよ

うに定め

た RTNDT

の要求値

を満足す

る場合，

合格とす

る。 

（ 略

） 

（略） 

（

略

） 

（

略

） 

（ 略

） 

（略） 

ク 厚 （ 略 （略） 

 

機 器

の 区

分 

試 験

の 方

法 

判定基準 

ク

ラ

ス

１

容

器 

― １ ．

溶 接

金属 

設

計 ・

建 設

規 格 

PVB.

2333

.1

「 関

連 温

度

（ RT

RNDT）

を 求

め

る。 

1. 溶接

金属 

関連温度

（ RTNDT

）が，設

計・建設

規格  第

4 章  添

付 4-1

「 RTNDT

要求値の

決 定 方

法」を満

足するよ

うに定め

た RTNDT

の要求値

を満足す

る場合，

合格とす

る。ただ

し，室温

での規定

最小降伏

点 が

620MPa

を超える
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ラ

ス

M

C

容

器

、

コ

ン

ク

リ

ー

ト

製

原

子

炉

格

納

容

器 

 

さ

が

6

3

m

m

以

下

の

も

の 

） 

厚

さ

が

6

3

m

m

を

超

え

る

も

の 

（ 略

） 

2.衝撃試

験 

3 個の試

験片の吸

収エネル

ギーの平

均値及び

最 小 値

が，設計・

建設規格

の表PVE-

2333.2-2

「ボルト

材以外で

厚 さ が

63mmを超

える材料

の吸収エ

ネルギー

の判定基

準」を満

足するこ

材料につ

いては，

KIC 曲線

は適用除

外 と す

る。 

（ 略

） 

（略） 

（

略

） 

（

略

） 

（ 略

） 

（略） 

ク

ラ

ス

M

C

容

器

、

コ

ン

ク

リ

ー

ト

製

原

子

炉

格

納

容

厚

さ

が

6

3

m

m

以

下

の

も

の 

（ 略

） 

（略） 

厚

さ

が

6

3

m

m

を

超

（ 略

） 

2.衝撃試

験 

3 個の試

験片の吸

収エネル

ギーの平

均値及び

最 小 値

が，設計・
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と。ただ

し ，

SM400B，

SM400C，

SLA325A，

SLA325B

及 び

SCPH61は

材料の最

小降伏点

にかかわ

らず，3個

の平均値

は 27J 以

上，最小

値は 21J

以上とす

る。 
    

 

(注) 

1. 表 N—Xll0-3 の機器の区

分は，母材の区分が P-

1,P-3,P-4,P-5,P-7,P-

9A,P-9B,P-llA,P-llB の

場合に適用する。また，ク

ラス 1 容器，クラス 2 容

器及びクラス 3 容器の機

械試験板の材質が P-6(マ

ルテンサイト系ステンレ

ス鋼）の場合の溶接金属

及び熱影響部は，下記の

規定に従い行う。 
  

機器 適用する規定 

器 

 

え

る

も

の 

建設規格

の表PVE-

2333.2-2

「ボルト

材以外で

厚 さ が

63mmを超

える材料

の吸収エ

ネルギー

の判定基

準」を満

足するこ

と。ただ

し ，

SM400B及

びSM400C

は材料の

最小降伏

点にかか

わらず，3

個の平均

値は 27J

以上，最

小 値 は

21J 以上

とする。 
    

 

(注) 

1. 表 N—Xll0-3 の機器の区

分は，母材の区分が P-

1,P-3,P-4,P-5,P-7,P-

9A,P-9B,P-llA,P-llB の
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クラス

1容器 

設計・建設規格

PVB-2332 

クラス

2容器 

クラス

3容器 

表 N-Xll0-3のク

ラス 2 容器，ク

ラス 3 容器の厚

さが 63mm以下の

場合の規定 
  

  
 

場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

表 N-

X120-1 

再試験 

 

 

試験

の種

類 

再試験が行える場

合 

破壊

靭性

試験 

クラス

MC 容

器，コ

ンクリ

ート製

原子炉

格納容

器 

2. 板 厚

63mm を

超える場

合（溶接

金属及び

熱 影 響

部） 

(2) 衝 撃

試験 

1 組（ 3

個）の試

験片の平

均値およ

び当該 1

組の試験

片のうち

2 個以上

の試験片

の最小値

が，それ

ぞ れ 設

計・建設

 

試験

の種

類 

再試験が行える場

合 

破壊

靭性

試験 

クラス

MC 容

器，コ

ンクリ

ート製

原子炉

格納容

器 

2. 板 厚

63mm を

超える場

合（溶接

金属及び

熱 影 響

部） 

(2) 衝 撃

試験 

1 組（ 3

個）の試

験片の平

均値およ

び当該 1

組の試験

片のうち

2 個以上

の試験片

の最小値

が，それ

ぞ れ 設
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規格の表

PVE-

2333.2-2

「ボルト

材以外で

厚 さ が

63mm を

超える材

料の吸収

エネルギ

ーの判定

基準」に

掲げる吸

収エネル

ギーの値

以上であ

る場合 

ただし，

SM400B，

SM400C，

SLA325A，

SLA325B

及 び

SCPH61

は材料の

最小降伏

点にかか

わらず，3

個の平均

値は 27J

以上，最

小 値 が

21J 以上

計・建設

規格の表

PVE-

2333.2-2

「ボルト

材以外で

厚 さ が

63mm を

超える材

料の吸収

エネルギ

ーの判定

基準」に

掲げる吸

収エネル

ギーの値

以上であ

る場合 

ただし，

SM400B，

SM400C

は材料の

最小降伏

点にかか

わらず，3

個の平均

値は 27J

以上，最

小 値 が

21J 以上

である場

合 
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である場

合 
   

 

(注) 

1. 破壊靱性試験の再試験

は，母材の区分が P-1,P-

3,P-4,P-5,P-7,P-9A,P-

9B,P-llA,P-llB の場合に

適用する。 

クラス 1容器，クラス 2容

器及びクラス 3 容器の機

械試験板の材質が P-6(マ

ルテンサイト系ステンレ

ス鋼）の場合の溶接金属

及び熱影響部は，下記の

規定に従い行う。 

機器 適用する規定 

クラス

1容器 

設計・建設規格

PVB-2332 

クラス

2容器 

クラス

3容器 

表 N-Xll0-3のク

ラス 2 容器，ク

ラス 3 容器の厚

さが 63mm以下の

場合の規定 
 

(注) 

1. 破壊靱性試験の再試験

は，母材の区分が P-1,P-

3,P-4,P-5,P-7,P-9A,P-

9B,P-llA,P-llB の場合に

適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表 N-X130-

2 

耐 圧 代

替 非 破

壊試験 

（第４

部 解

 
   

機

器

の

区

分 

溶 接 部

の 区

分 

耐圧代替非

破壊試験 

放

射

線

透

過

超

音

波

探

傷

（

略

） 

 
   

機

器

の

区

分 

溶 接 部

の 区

分 

耐圧代替非

破壊試験 

放

射

線

透

過

超

音

波

探

傷

（

略

） 
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説 N-

1130 

耐圧試

験及び

解説表

N-

X130-1 

耐圧試

験） 

試

験 

試

験 

ク

ラ

ス

1

容

器 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

9.（略） 

－ － 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

ク

ラ

ス

2

容

器 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

7.（略） 

－ － 

（

略

） 

ク

ラ

ス

3

容

器

（

及

び

ク

ラ

ス

3

相

当

容

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

4.（略） 

－ － 

（

略

） 

試

験 

試

験 

ク

ラ

ス

1

容

器 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

9.（略） 

○ ○ 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

ク

ラ

ス

2

容

器 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

7.（略） 

○ ○ 

（

略

） 

ク

ラ

ス

3

容

器

（

及

び

ク

ラ

ス

3

相

当

容

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

4.（略） 

○ ○ 

（

略

） 
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器

） 

ク

ラ

ス

1

配

管 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

8.（略） 

－ － 

（

略

） 

ク

ラ

ス

2

配

管 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

6.（略） 

－ － 

（

略

） 

ク

ラ

ス

3

配

管

（

及

び

ク

ラ

ス

3

相

当

管

） 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

3.（略）  

－ － 

（

略

） 

ク

ラ

（略） （

略

（

略

（

略

器

） 

ク

ラ

ス

1

配

管 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

8.（略） 

○ ○ 

（

略

） 

ク

ラ

ス

2

配

管 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

6.（略） 

○ ○ 

（

略

） 

ク

ラ

ス

3

配

管

（

及

び

ク

ラ

ス

3

相

当

管

） 

（略） （

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

3.（略）  

○ ○ 

（

略

） 

ク

ラ

（略） （

略

（

略

（

略
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ス

4

配

管 

） ） ） 

2.（略） 

－ － 

（

略

） 
     

 

ス

4

配

管 

） ） ） 

2.（略） 

○ ○ 

（

略

） 
     

 

表 N-G01

母材の

区分 

 

母材の区分 種類 

P番号 グループ

番号 

(略) (略) (略) 

P-9B (略) (略) 

P-10H (略) (略) 

P-11A (略) (略) 

P-11B (略) (略) 

P-15E (略) (略) 

P-21 (略) (略) 

(略) (略) (略) 

P-52 (略) (略) 

P-61 (略) (略) 
   

 

 

母材の区分 種類 

P番号 グ ル ー

プ番号 

(略) (略) (略) 

P-9B (略) (略) 

P-11A (略) (略) 

P-11B (略) (略) 

P-21 (略) (略) 

(略) (略) (略) 

P-52 (略) (略) 
 

表 N-G02

溶接部

の最小

引張強

さ 

 

 

母材の種類 合 金

番号 

JIS H 4000「アル

ミニウム及びア

ルミニウム合金

の板及び条」 

(略) 

JIS H 4040「アル

ミニウム及びア

ルミニウム合金

の棒及び線」 

(略) 

JIS H 4080「アル

ミニウム及びア

ルミニウム合金

3003 

5052 

6061 

 

母材の種類 合 金

番号 

JIS H 4000「アル

ミニウム及びア

ルミニウム合金

の板及び条」 

(略) 

JIS H 4080「アル

ミニウム及びア

ルミニウム合金

継目無管」 

3003 

5052 
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継目無管」 6063 
  

 

 
 

表 WP-

150-1 

引用規

格 

 

№ 規格番

号 

名称 

（

略

） 

（略） （略） 

48 JIS G 

4902 

耐食耐熱超

合金板 

（

略

） 

（略） （略） 

62 JIS H 

4080 

アルミニウ

ム及びアル

ミニウム合

金継目無管 

63 JIS H 

4551 

ニッケル及

びニッケル

合金板及び

条 

64 JIS H 

4552 

ニッケル及

びニッケル

合金継目無

管 

65 JIS H 

4600 

チタン及び

チタン合金

－板及び条 
   

 

 

№ 規格番

号 

名称 

（

略

） 

（略） （略） 

48 JIS G 

4902 

耐食耐熱超

合金，ニッ

ケル及びニ

ッケル合金

－板及び帯 

（

略

） 

（略） （略） 

62 JIS H 

4080 

アルミニウ

ム及びアル

ミニウム合

金継目無管 

65 JIS H 

4600 

チタン及び

チタン合金

－板及び条 
   

 

 

 

 

 

 

WP-310

溶接方

法 

溶接方法の区分は，(2)の場

合を除き，表 WP-310-1に示

す溶接方法の種類ごと又は

その組合せを 1区分とする。 

溶接方法の区分は，(2)の場

合を除き，表 WP-310-1に示

す溶接方法の種類ごと又は

その組合せを 1区分とする。 
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2 つ以上の溶接方法の組合

せとなる溶接において，既

に確認されている溶接施工

法を組合せて溶接を行う場

合は，組合せの溶接施工法

確認試験を省略してもよ

い。 

 

2 つ以上の溶接方法の組合

せとなる溶接において，既

に確認されている溶接施工

法を組み合わせて溶接を行

う場合は，組み合わせる溶

接施工法の確認項目が肉盛

溶接若しくはクラッド溶接

又は管と管板の溶接を含ま

ない単独の溶接方法を用い

た突合せ溶接若しくはすみ

肉溶接であって「溶接方法」

に係る確認項目（溶接金属，

溶接棒，溶加材，心線，フラ

ックス，シールドガス，電極

及び溶接機に限る。）を除く

各単独の溶接施工法の確認

項目の具体的条件（例えば，

確認項目「溶接後熱処理」が

「○」（あり）の場合の，熱

処理条件の詳細等）の範囲

が同じ場合に限り，組合せ

の溶接施工法確認試験を省

略してもよい。 
   

   
   

WP-321

母材の

種類 

 

(1) （略） 

(2)ただし，第1部表 N-Xll0-

1 「機械試験」に示す破壊

靱性試験が要求されない

溶接継手の溶接を行う場

合，次のいずれかを満足

していれば， P番号，グ

ループ番号ごとの溶接施

工法確認試験を行わず

(1) （略） 
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に，既に確認されている

溶接施工法を用いて溶接

を行ってもよい。 

1)衝撃試験を必要としな

い場合において，母材の

P 番号が P-1, P-3 及び

P-4 で既に確認されてい

る溶接施工法を用いて，

同じ P番号で異なるグル

ープ番号の母材の溶接

を行なう場合。ただし，

電子ビーム溶接及び 1パ

スレーザビーム溶接の

場合は除く。 

2)衝撃試験を必要としな

い場合において，母材の

P番号が P-1, P-3, P-4

及び P-5 (P-5 の場合は

グループ番号 1に限る。）

で既に同じ P番号の母材

どうしで確認されてい

る溶接施工法を用いて，

同じ P番号の母材とそれ

よりも小さい P番号の母

材の組合せの溶接を行

なう場合。ただし，被覆

アーク溶接，サブマージ

アーク溶接，テイグ溶

接，ミグ溶接及びマグ溶

接を行う場合に限る。 

(3)表 WP-321-2 に各種材料

の母材の区分(P-No 及び



 

 161 

グループ番号区分）を示

す。 

WP-322

母材の

厚さ 

 

(1)母材の厚さの区分は，試

験材の厚さによって表

WP-322-1とする。 

(2)溶接後熱処理を行わな

い突合せ溶接部の場合に

あっては，表 N-X090-3「溶

接後熱処理を必要としな

いものの条件」で規定さ

れている溶接部の厚さを

認定される母材の厚さの

上限とする。溶接後熱処

理を行わない突合せ溶接

部以外（すみ肉溶接部等）

の場合にあっては，表 N-

X090-3 で規定されている

溶接部の厚さ及び母材の

厚さが上限となる。 

(3)～(5) （略） 

 

表 WP-322-1母材の厚さの区

分 

 

試験材

の厚さ

t(mm) 

認定される母材

の厚さの区分

T(mm) 

1.5 未

満 

t以上 2t以下 

1.5 以

上 10

末満 

1.5以上 2t以下 

10以上 5以上 2t以下た

(1)突合せ溶接は母材厚さ

の上限までの範囲を 1 区

分とする。 

(3)～(5) （略） 
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150 末

満 

だし，最大 200 

150 以

上 

5 以上 l.33t 以

下又は 200 の大

きい値以下 

(1)次に示す条件で行う

場合における Tの上限は，

l.ltとする。 

1)いずれかのパスの厚さ

が 13mmを超える場合 

2)片面 1 パスで溶接を行

う場合 
 

 

WP-334 

心線 

ソリッドワイヤとフラック

ス入りワイヤは，異なる区

分とする。 

ソリッドワイヤとフラック

ス入りワイヤは，異なる区

分とする。フラックス入り

ワイヤを適用する場合は，

表 WP-333-1溶加材若しくは

ウェルドインサート又は心

線の区分における心線の区

分の記号に続けて(FC)と記

入した区分とする。 

WP-343

裏当て 

なお、「裏当てなし」から「裏

当てあり」への変更,又は

「裏当てあり」から両側溶

接への変更は区分の変更と

しない。 

なお、「裏当てなし」から「裏

当てあり」への変更,又は

「裏当てあり」から完全溶

込み両側溶接への変更は区

分の変更としない。 

WP-346

予熱 

WP-346 予熱 

 （略） 

 

WP-346 

 （略） 

WP-347 層 

層は，片面からの溶接に

おいて多層盛又は一層盛の

区分とする。 
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なお，一層盛の区分から

多層盛への変更（クラッド

溶接の場合を除く。）は，区

分の変更としない。 

WP-350

溶接後

熱処理 

2) （略） 

3)Ac3変態点より高い温度で

行う溶接後熱処理 

4)Ac3変態点より高い温度で

行った後、Ac1変態点より

低い温度で行う溶接後熱

処理  

5)Ac1変態点と Ac3変態点の

間の温度で行う溶接後熱

処理 

2) （略） 

WP-381

層 

 （削除） 

WP-383

パス間

温度 

パス間温度は，パス間温度

の上限を区分とする。 

すでに行った確認試験の上

限温度より 50℃の範囲内で

上回るときは，同一の区分

とする。 

パス間温度は，パス間温度

の上限を区分とする。 

 

WP-384

溶接入

熱 

入熱量の計算は，次の 1)～

3)いずれかの式による。 

入熱量の計算は，次の 1)～

3)のいずれかの式による。

2)及び 3)を適用する場合は

溶接長さ L 間の溶接速度が

一定であること。 

WP-411

試験材

の厚さ 

(1)試験材の厚さは，取得し

ようとする溶接施工法に

応じて選定する。 

ただし，「クラッド溶接」

及び「管と管板の取付け

溶接」の溶接施工法確認

(1)(2)から(6)までに規定

する場合を除き，適用す

る母材の厚さの上限の

1/2 から上限までの範囲

の値。 

(2)次に掲げる場合は、母材
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試験の場合は，(2)及び

(3)とする。 

(2)「クラッド溶接」の場合

の母材の厚さは，19mm 以

上とする。 

(3)「管と管板の取付け溶

接」の場合の管板の厚さ

は 19mm以上とし，管の厚

さは取得しようとする溶

接施工法に応じて選定す

る。 

(4)衝撃試験を行う場合に

は，(1)及び(2)によるほ

か，JIS Z 2242「金属材料

のシャルピー衝撃試験方

法 」 の フ ル サ イ ズ

(10mm×10mm) の試験片

を採取できる厚さとす

る。 

の厚さの上限値 

１）確認に用いる試験材が

管である場合は、外径が

140mm 以下で、かつ、適

用する母材の厚さの上

限が 19mmを超えるとき 

２）母材の区分が、表 WP-

321-1 に掲げる P-1 及び

P-3 であって、予熱温度

の下限が 100℃であり、

溶接後熱処理を行わず、

かつ、母材の厚さの上限

が P-1の場合は 32mm、P-

3の場合は 13mmを超える

とき 

３）母材の区分が、表 WP-

321-1に掲げる P-11A-1、

P-11A-2 及び P-11B であ

るとき 

４）ガス溶接、ティグ溶接、

プラズマアーク溶接、半

自動溶接又は自動溶接

による場合であって、片

側溶接として 1層盛を行

うとき 

５）半自動溶接又は自動溶

接による場合であって、

両側溶接としてそれぞ

れの側に 1層盛を行うと

き（母材の厚さが、50 mm

を超える場合に限る。） 

(3)「クラッド溶接」の場合

の母材の厚さは，19mm 以
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上とする。 

(4)「管と管板の取付け溶

接」の場合の管板の厚さ

は 19mm以上とし，管の厚

さは取得しようとする溶

接施工法に応じて選定す

る。 

(5)衝撃試験を行う場合に

は，(1)及び(2)によるほ

か，JIS Z 2242「金属材料

のシャルピー衝撃試験方

法」の標準試験片を採取

できる厚さとする。 

(6)エレクトロスラグ溶接

又はエレクトロガス溶接

の場合は、母材の厚さの

上限 0.9 倍から上限まで

の値 

WP-420

試験片

の 種

類，数

及び採

取位置 

 

試験片の種類，数及び採取

位置は，図 WP-420-1 から図

WP-420-5及び表 WP-420-1に

よる。 

ただし，過去に衝撃試験以

外の試験に適合することが

確認された溶接施工法につ

いて衝撃試験を追加する場

合，又は既に確認された衝

撃試験温度の下限をより低

い温度に変更する場合は，

衝撃試験片のみ作製すれば

よい。 

試験片の種類，数及び採取

位置は，図 WP-420-1から図

WP-420-5 まで及び表 WP-

420-1による。 

ただし，過去に衝撃試験以

外の試験に適合することが

確認された溶接施工法につ

いて衝撃試験を追加する場

合，又は既に確認された衝

撃試験温度の下限をより低

い温度に変更する場合は，

衝撃試験片のみ作製すれば

よい。この場合において，試

験条件は既存の溶接施工法

確認試験における試験条件
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と同じであり，かつ，試験材

（材料の記号の種類）と溶

接材料（銘柄）は同じもので

あること。 

表 WP-

300-1 

溶接方

法別の

確認項

目 

 

確認項目 溶接方法 

A 

  
 

 

確認項目 溶接方法 

A Ao 
 

 

確認項目 溶接方法 

T 

  
 

 

確認 

項目 

溶接方法 

T TB TF TFB 
 

 

確認項目 溶接方法 

M 

  
 

 

確認項目 溶接方法 

M Mo 
 

 
確認項目 溶接方法 

J E

S 

E

G 

S

T 

S

M 

S

P

A 

WP-

343 

裏

当

て 

○ ― ― ○ ○ ○ 

W

P

-

3

8

1 

衝

撃

試

験 

が

要

求

さ

れ

る

場

合 

層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

         
 

 
確認項目 溶接方法 

J E

S 

E

G 

S

T 

S

M 

S

P

A 

WP-343 裏

当

て 

○ ― ○ ○ ○ ○ 

W

P

-

3

4

7 

衝

撃

試

験

が

要

求

さ

れ

る

場

合 

層 ○

※

3 

○ 

※

3 

○ 

※

3 

○ 

※

3 

○ 

※

3 

○ 

※

3 

         
 

2. ○印は，確認項目の対象 2. ○印は，確認項目の対象
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を示す。 

 

を示す。溶接方法 TB 及び

TFB のウェルドインサ-ト

並びに溶接方法 TF の裏当

ては「-」と読み替える。 

6. (略) 

 

 

 

6. (略) 

7. ※3は，衝撃試験が要求

されない場合も，確認項

目の対象とする。 

表 WP-

300-2

電子ビ

ーム溶

接にお

ける確

認項目 

 

確

認

項

目 

確

認 

項

目 

確認 

要領 

追

加

要

求 

参考 

（AS

ME 

Sec

ⅠX 

QW 

No.

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略

） 

（

略

） 

（略

） 

オ

シ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

幅 

（

略

） 

（略

） 

（

略

） 

（略

） 

     

 

 

 

 

 

確

認

項

目 

確

認 

項

目 

確認 

要領 

追

加

要

求 

参考 

（AS

ME 

Sec

ⅠX 

QW 

No.

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略

） 

（

略

） 

（略

） 

オ

シ

レ

ー

シ

ョ

ン

の

幅 

（

略

） 

（略

） 

（

略

） 

（略

） 

溶

接 

姿

勢 

○ 認 証

を 受

け た

溶 接
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姿 勢

か ら

の 変

更 で

１ 区

分 。

溶 接

姿 勢

の 区

分 は

下

向 ，

立 向

上

進 ，

立 向

下

進 ，

横

向 ，

上 向

又 は

管 の

水 平

固 定

と す

る。 
     

 

表 WP-

300-3 

レーザ

ビーム

溶接に

 

確

認

項

目 

確

認 

項

目 

確認 

要領 

追加要

求 

 

確

認

項

目 

確

認 

項

目 

確認 

要領 

追加要

求 
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おける

確認項

目 

（

略

） 

（

略

） 

（略

） 

（略） 

母

材

の

厚

さ 

（

略

） 

（略

） 

+20%で

１区分 

（

略

） 

（略

） 

+10%で

１区分 

（

略

） 

（略

） 

+5%で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略

） 

（略） 

溶

加

材 

（

略

） 

（略

） 

溶加材

断面積

の 10%

を超え

る増加

で１区

分 

シ

ー

ル

ド

ガ

ス 

（

略

） 

（略） 流量の

10% を

超える

減少で

１区分 

裏

面

か

ら

の

（

略

） 

（略） 流量の

10% を

超える

減少で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

母

材

の

厚

さ 

（

略

） 

（略） ± 20%

で１区

分 

（

略

） 

（略） ± 10%

で１区

分 

（

略

） 

（略） ±5%で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

溶

加

材 

（

略

） 

（略） 溶加材

径の増

加で１

区分 

シ

ー

ル

ド

ガ

ス 

（

略

） 

（略） 流量の

±5%超

えで１

区分 

裏

面

か

ら

の

ガ

ス

保

（

略

） 

（略） 流量の

±5%超

えで１

区分 
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ガ

ス

保

護 

プ

ラ

ズ

マ

除

去

ガ

ス 

（

略

） 

（略） 「使用

する」

又 は

「使用

し な

い」 

使用す

る場合

は，流

量 の

10％を

超える

減少で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

レ

ー

ザ

出

力 

（

略

） 

（略） 加工点

におけ

る認証

値 10%

を超え

る減少

で１区

分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

ワ （ （略） 認証値

護 

プ

ラ

ズ

マ

除

去

ガ

ス 

（

略

） 

（略） 「使用

する」

又 は

「使用

し な

い」 

使用す

る場合

は，流

量 の

10% を

超える

減少で

１区分 

プラズ

マ除去

ガスの

変更で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

レ

ー

ザ

出

力 

 

（

略

） 

（略） 認証値

±2%で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

ワ （ （略） 認証値
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イ

ヤ

供

給

速

度 

略

） 

10% を

超える

増加で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

焦

点

距

離 

（

略

） 

（略） 認証値

の ±

10% を

超える

変更で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

レ

ン

ズ

と

ワ

ー

ク

間

距

離 

（

略

） 

（略） レンズ

とワー

ク間の

距離の

認証値

± 10%

を超え

る変更

で１区

分 
    

 

イ

ヤ

供

給

速

度 

略

） 

± 10%

で１区

分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

焦

点

距

離 

（

略

） 

（略） 認証値

からの

変更で

１区分 

（

略

） 

（

略

） 

（略） （略） 

レ

ン

ズ

と

ワ

ー

ク

間

距

離 

（

略

） 

（略） レンズ

とワー

ク間距

離の認

証値と

焦点距

離の認

証値と

の差が

± 50%

を超え

る変更

で１区

分 

溶

接

姿

○ 認 証

を 受

け た
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勢 溶 接

姿 勢

か ら

の 変

更 で

１ 区

分。溶

接 姿

勢 の

区 分

は，下

向，立

向 上

進，立

向 下

進，横

向，上

向 又

は 管

の 水

平 固

定 と

する。 
    

 

   

   

表 WP-

310-1 

溶接方

法の区

分 

 

溶 接

方 法

の 区

分 

種類 （参

考） 

ASME 

Sec.

Ⅸで

の分

類記

号 

 

溶 接

方 法

の 区

分 

種類 

A 被覆アーク溶接

（両側溶接又は

裏当て金を用い

る片側溶接） 
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A 被覆アー

ク溶接 

SMAW 

T ティグ溶

接 

GTAW 

M ミ グ 溶

接，マグ

溶接 

GMAW 

炭酸ガス

アーク溶

接 

フラック

ス入りワ

イヤミグ

溶接，フ

ラックス

入りワイ

ヤマグ溶

接 

FCAW 

（注） 

1．溶接方法の種類ごと又は

その組合せを 1区分とする。 

2 つ以上の溶接方法の組合

せとなる溶接において，既

に確認されている溶接施工

法を組合せて溶接を行う場

合は，組合せの溶接施工法

確認試験を省略してもよ

い。 

2.・3.  (略) 

 

Ao 被覆アーク溶接

（裏当て金を用

いない片側溶接） 

T ティグ溶接（裏当

て金を用いない

片側溶接） 

TB ティグ溶接（両側

溶接又は裏当て

金を用いる片側

溶接） 

TF 初層ティグ溶接

（裏当て金を用

いないもの） 

TFB 初層ティグ溶接

（裏当て金を用

いるもの） 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミグ溶接，マグ溶

接（両側溶接又は

裏当て金を用い

る片側溶接） 

炭酸ガスアーク

溶接 

フラックス入り

ワイヤミグ溶接，

フラックス入り

ワイヤマグ溶接 

Mo ミグ溶接，マグ溶

接（裏当て金を用

いない片側溶接） 

炭酸ガスアーク

溶接 
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フラックス入り

ワイヤミグ溶接，

フラックス入り

ワイヤマグ溶接 
  

(注) 

2.・3.  (略) 

表 WP-

321-1

母材の

区分 

 

母材の区分 種類 

P番号 グループ

番号 

(略) (略) (略) 

P-9B (略) (略) 

P-10H (略) (略) 

P-11A (略) (略) 

P-11B (略) (略) 

P-15E (略) (略) 

P-21 (略) (略) 

(略) (略) (略) 

P-52 (略) (略) 

P-61 (略) (略) 
 

 

母材の区分 種類 

P番号 グ ル ー

プ番号 

(略) (略) (略) 

P-9B (略) (略) 

P-11A (略) (略) 

P-11B (略) (略) 

P-21 (略) (略) 

(略) (略) (略) 

P-52 (略) (略) 

 

 

 
 

表 WP-

321-2

各種材

料の母

材の区

分 

 

JSME規格 種類

の記

号 

母

材

の

区

分 

P-

No 

JSME 

S NC2 

設

計 ・

JSME-

F1 

高 速

炉 構

316F

R 

8 

F316

FR 

8 

 

JSME規格 種

類

の

記

号 

母

材

の

区

分 

P-

No 

JSME 

S NC2 

設計・

建 設

JSME-

F1 

高 速

炉 構

316

FR 

8 

F31

6FR 

8 
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建 設

規 格

第 Ⅱ

編 

高速

炉規

格 

造 用

ス テ

ン レ

ス鋼 

JSME-

F2 

高 速

炉 構

造 用

改 良

９ ク

ロ ム

1 モ

リ ブ

デ ン

鋼 

91FR 15

E 

(

※

1) 

F91F

R 

15

E 

(

※

1) 

JISM

E S 

FB1 

コ ン

ク リ

ー ト

キ ャ

ス

ク ，

キ ャ

ニ ス

タ 詰

替 装

置 お

よ び

キ ャ

ニ ス

原 子

力 発

電 用

規 格

高 耐

食 性

ス テ

ン レ

ス 鋼

熱 間

圧 延

鋼板 

GSUS

329J

4L 

10

H 

SA350 

Gr.LF5 

9A 

規 格

第 Ⅱ

編 

高 速

炉 規

格 

造 用

ス テ

ン レ

ス鋼 

JISME 

S FB1 

コ ン

ク リ

ー ト

キ ャ

スク，

キ ャ

ニ ス

タ 詰

替 装

置 お

よ び

キ ャ

ニ ス

タ 輸

送 キ

ャ ス

ク 構

造 規

格 

SA350 

Gr.LF5 

9A 
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タ 輸

送 キ

ャ ス

ク 構

造 規

格 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

表 WP-

331-1

溶接金

属の区

分 

 

溶接

金属

の区

分 

(A-

No) 

溶接金属の主要成

分（％） 

Cr Mo Ni 

（略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略

） 

A-4 2.0

0～

4.0

0 

0.4

0～

1.5

0 

0.50

以下 

A-5 4.0

0～

10.

50 

0.4

0～

1.5

0 

0.80

以下 

A-6 11.

00

～

15.

00 

0.7

0

以

下 

0.80

以下 

A-7 11.

00

～

1.0

0以

下 

0.80

以下 

 

溶接

金属

の区

分 

(A-

No) 

溶接金属の主要

成分（％） 

Cr Mo Ni 

（略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略

） 

A-4-1 2.0

0～

4.0

0 

0.4

0～

1.5

0 

0.50

以下 

A-4-2 

 

4.0

0～

10.

50 

0.4

0～

1.5

0 

0.80

以下 

A-6 11.

00

～

30.

00 

1.0

0

以

下 

0.60

以下 

A-7 14.

50

～

4.0

0

以

7.50

～

15.0
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30.

00 

A-8 14.

50

～

30.

00 

4.0

0

以

下 

7.50

～

15.00 

A-9 19.

00

～

30.

00  

6.0

0

以

下 

15.00

～

37.00 

A-10 0.5

0

以

下 

0.5

5

以

下 

0.80

～

4.00 

A-11 0.5

0

以

下 

0.2

5～

0.7

5 

0.85

以下 

    

（注） 

3. （略） 

4. 溶接金属の化学成分に

ついては，次のいずれか

の方法により上記の表に

適合することを証明して

もよい。 

(a)全ての溶接方法： 

溶接施工法確認試験の

試験板から採取された

溶接金属の成分分析値 

(b)被覆アーク溶接，テイ

グ溶接， レーザビーム

30.

00 

下 0 

A-8 25.

00

～

30.

00 

4.0

0

以

下 

15.0

0～

37.0

0  

A-10 0.4

0

以

下 

0.5

5

以

下 

0.80

～

4.00 

A-11 

 

 

 

注

4. 

0.2

5～

0.7

5 

0.85

以下 

    

(注) 

3. （略） 

5. 表 WP-331-1 に該当しな

い特殊な溶接材料の場合

は，A-No.の代わりに溶接

材料の銘柄を指定する

か，又は溶接施工法確認

試験に用いた試験材の溶

接金属の分析値を記載す

る。 

6. 分析試験の過程で化学

成分が Fe，C，Si，Mn，P，

S，Mo，Cu（溶加材の化学

成 分 量 が JIS Z 

3316(2017)の 4M3Tに該当

する場合は Tiを含む。）以

外のものを検出し定量で

きるとき又は意図的に添
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溶接及びプラズマアー

ク溶接： 

溶接材料の規格に従っ

て準備された溶着金属

の成分分析値又は溶接

材料の製造者若しくは

供給者の証明書の値 

(c)ミグ溶接及びエレクト

ロガス溶接： 

 溶接材料の規格に従

って準備された溶着金

属の成分分析値又は溶

接材料の製造者若しく

は供給者の証明書の値 

この場合，シールドガ

スの種類及び組合せ

は，溶接施工法確認試

験に用いるものと同じ

にする。 

(d)サブマージアーク溶

接： 

溶接材料の規格に従っ

て準備された溶着金属

の成分分析値又は溶接

材料の製造者若しくは

供給者の証明書の値 

この場合，フラックス

は溶接施工法認証試験

に用いる銘柄と同じに

する。 

5.表 WP-331-1に該当しない

特殊な溶接材料の場合

は，A-No.の代わりに溶接

加したときは，それらの

成分の合計が 0.50%以下 
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材料の銘柄を指定する

か，又は溶接施工法確認

試験に用いた試験材の溶

接金属の分析値を記載す

る。 

表 WP-

333-1

溶加材

若しく

はウェ

ルドイ

ンサー

ト又は

心線の

区分 

 
   

溶加

材又

はウ

ェル

ドイ

ンサ

ート

の区

分 

心

線

の

区

分 

種類 

（略

） 

（

略

） 

（略） 

R-3 （

略

） 

（略） 

R-4 E-

4 

Cr (2～4%)-

Mo鋼 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-4に

相当するも

の） 

R-5 E-

5 

Cr (4 ～

10.5%)-Mo鋼 

（溶接金属

の成分が，表 

 
   

溶加

材又

はウ

ェル

ドイ

ンサ

ート

の区

分 

心

線

の

区

分 

種類 

（略

） 

（

略

） 

（略） 

R-3 （

略

） 

（略） 

R-4-

1 

E-

4-

1 

Cr (2～4%)-

Mo鋼 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-4-1

に相当する

もの） 

R-4-

2 

E-

4-

2 

Cr (4 ～

10.5%)-Mo鋼 

（溶接金属

の成分が，表 



 

 180 

WP-304-1 に

掲げる A-5に

相当するも

の） 

R-6 E-

6 

Cr 系ステン

レス鋼（マル

テンサイト

系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-6に

相当するも

の） 

R-7 E-

7 

Cr 系ステン

レス鋼（フェ

ライト系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-7に

相当するも

の） 

R-8 E-

8 

Ni-Cr 系ステ

ンレス鋼（オ

ーステナイ

ト系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-8に

相当するも

の） 

WP-304-1 に

掲げる A-4-2

に相当する

もの） 

R-5 E-

5 

Cr 系ステン

レス鋼（マル

テンサイト

系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-5に

相当するも

の） 

R-6 E-

6 

Cr 系ステン

レス鋼（フェ

ライト系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-6に

相当するも

の） 

R-7 E-

7 

Ni-Cr 系ステ

ンレス鋼（オ

ーステナイ

ト系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-7に

相当するも

の） 
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R-9 E-

9 

Ni-Cr 系ステ

ンレス鋼（オ

ーステナイ

ト系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-9に

相当するも

の） 

R-I0 （

略

） 

（略） 

（略

） 

（

略

） 

（略） 

R-51 （

略

） 

（略） 

R-61 E-

61 

Zr（ジルコニ

ウム） 
   

（注） 

1. ソリッドワイヤとフラ

ックス入りワイヤは，異

なる区分とする。 

フラックス入りワイヤの

心線の区分の記号は，上

記の記号の後に(FC) を

記載する。 

（例： E-1 (FC) , E-8 (FC) 

等） 

 

R-8 E-

8 

Ni-Cr 系ステ

ンレス鋼（オ

ーステナイ

ト系） 

（溶接金属

の成分が，表 

WP-304-1 に

掲げる A-8に

相当するも

の） 

R-I0 （

略

） 

（略） 

（略

） 

（

略

） 

（略） 

R-51 （

略

） 

（略） 
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表 WP-

420-1

機械試

験片の

種類及

び数 

(1)衝撃試験片の採取位置

は，次の表のとおりとす

る。 

 （略） 

(注)：TF又は TFBの場合は，

試験片の採取は不

要。 

(1)衝撃試験片の採取位置

は，次の表のとおりとす

る。 

 （略） 

 

表 WP-

510-1

継手引

張試

験，型

曲げ試

験、ロ

ーラ曲

げ試験

及び衝

撃試験 

 

試 験

の 種

類 

試

験

片 

試験の方法 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

型

曲

げ

試

験 

表

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

， 

側

曲

げ

試

験

， 

縦

1．

形

状

及

び

寸

法

は

，

図

WP

-

51

0-

1

「

曲

げ

試

JIS Z 3122

「突合せ溶

接継手の曲

げ試験方法」

の「6.3.2 型

曲げ試験」に

よる。 

 

この場合に

おいて,型曲

げ試験のジ

グの形状を

示す JIS Z 

3122 の「図 

10 型曲げ試

験方法」の

d(押しジグ

先端直径 ), 

rD ( U 型ジ

 

試 験

の 種

類 

試

験

片 

試験の方法 

（

略

） 

（

略

） 

（

略

） 

（略） 

型

曲

げ

試

験 

表

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

， 

側

曲

げ

試

験

， 

縦

1.

形

状

及

び

寸

法

は

，

図

WP

-

51

0-

1

「

曲

げ

試

JIS Z 3122

「突合せ溶

接継手の曲

げ 試 験 方

法 」 の

「6.3.2 型

曲げ試験」

による。 

この場合に

おいて ,型

曲げ試験の

ジグの形状

を示す JIS 

Z 3122 の

「図 10 型

曲げ試験方

法」の d(押

しジグ先端

直径)及び rD 
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表

曲

げ

試

験

，

縦

裏

曲

げ

試

験 

験

片

の

形

状

及

び

寸

法

」

又

は

JI

S 

Z 

31

22 

の

「

5.

6 

試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法

」

に

グの底の半

径)及び押し

ジグ先端半

径 R は,母材

の区分に応

じ,それぞれ

下表に示す

寸法とする。 
母

材

の

区

分 

ジグの寸

法 

R B 
r

D 

P

-

1

1

A

, 

P

-

1

1

B

又

は

P

-

2

5 

3
1

3
𝑡 6

2

3
𝑡 

4
1

3
𝑡

+ 1.6 

P

-

2

3 

8
1

4
𝑡 16

1

2
𝑡 
9
1

4
𝑡

+ 0.8 

P

-

5

1 

4

t 

8

t 

5t+1

.6 

P

-

5

t 

1

0

6t+1

.6 

表

曲

げ

試

験

，

縦

裏

曲

げ

試

験 

験

片

の

形

状

及

び

寸

法

」

に

よ

る

。 

 

 

2. 

（

略

） 

3. 

（

略

） 

( U 型ジグ

の 底 の 半

径)は，母材

の区分に応

じ ,それぞ

れ下表に示

す寸法とす

る。 
母

材

の

区

分 

ジグの寸

法 

B rD 

P

-

1

1

A

, 

P

-

1

1

B

又

は

P

-

2

5 

6
2

3
𝑡 

4
1

3
𝑡

+ 1.6 

P

-

2

3 

16
1

2
𝑡 9

1

4
𝑡

+ 0.8 

P

-

5

1 

8t 5t+1.6 

P

-

10

t 
6t+1.6 
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よ

る

。 

2. 

（

略

） 

3. 

（

略

） 

5

2 

P

-

6

1 

t 

上

記

の

母

材

区

分

以

外

の

も

の 

2

t 

4

t 

3

t

+

2 

    

（注） 

 （略） 

ロ
ー
ラ
曲
げ
試
験 

側

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

，

縦

表

曲

げ

試

1．

形

状

及

び

寸

法

は

，

図

WP

-

51

0-

1

「

曲

JIS Z 3122 の

「6.3.1 ローラ

曲げ試験」によ

る。 

この場合におい

て，押しジグの形

状を示す JIS Z 

3122 の「図 9 ロ

ーラ曲げ試験方

法」の d(押しジ

グの先端直径）及

び先端半径 R は，

母材の区分に応

じ， それぞれ下

表の寸法とする。 
  

母

材

の

区

分 

ジグの 

寸法 

R d 

P

-
3
1

3
𝑡 6

2

3
𝑡 

5

2 

上

記

の

母

材

区

分

以

外

の

も

の 

4t 
3t+

2 

   

（注） 

 （略） 

ロ
ー
ラ
曲
げ
試
験 

側

曲

げ

試

験

，

裏

曲

げ

試

験

，

縦

表

曲

げ

試

験

，

縦

1

．

形

状

及

び

寸

法

は

，

図

W

P

-

5

1

0

-

1

「

JIS Z 3122 の

「6.3.1 ローラ

曲げ試験」及び

「6.6 曲げ角度

及び試験の終

了」による。 

この場合におい

て，押しジグの

形状を示す JIS 

Z 3122 の「図 9

ローラ曲げ試験

方法」の d(押し

ジグの先端直

径）は，母材の区

分に応じ， それ

ぞれ下表の寸法

とする。 
  

母

材

の

区

分 

ジグの

寸法 

d 

P-

11

A, 

P-

6
2

3
𝑡 
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験

，

縦

裏

曲

げ

試

験 

げ

試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法

」

に

よ

る

。 

1

1

A

, 

P

-

1

1

B

又

は

P

-

2

5 

P

-

2

3 

8
1

4
𝑡 16

1

2
𝑡 

P

-

5

1 

4t 8t 

P

-

5

2 

P

-

6

1 

5t 10t 

上

記

の

母

材

区

分

以

外

の

も

2t 4t 

裏

曲

げ

試

験 

曲

げ

試

験

片

の

形

状

及

び

寸

法

」

に

よ

る

。 

11

B

又

は

P-

25 

P-

23 
16

1

2
𝑡 

P-

51 
8t 

P-

52 
10t 

上

記

の

母

材

区

分

以

外

の

も

の 

4t 
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の 
   

   
 

 

   

    
 

表 WP-

520-1

溶接部

の最小

引張強

さ 

 

母材の種類 合金番号 

JIS H 4000

「アルミニ

ウム及びア

ルミニウム

合金の板及

び条」 

(略)  

JIS H 4040

「アルミニ

ウム及びア

ルミニウム

合金の棒及

び線」 

(略) 

JIS H 4080

「アルミニ

ウム及びア

ルミニウム

合金継目無

管」 

3003 

5052 

6061 

6063 

  
 

 

母材の種類 合金番号 

JIS H 4000

「アルミニ

ウム及びア

ルミニウム

合金の板及

び条」 

(略) 

JIS H 4080

「アルミニ

ウム及びア

ルミニウム

合金継目無

管」 

3003 

5052 

  
 

表 WP-

520-3

チタ

ン、チ

タン合

金及び

ジルコ

ニウム

溶接部

の変色

 

溶接部の変色

程度 

判定 

銀色 

金色又は麦色 

紫 

青 

合格 

  

青白 

暗灰色 

白 

不合格 

 

溶接部の変色程

度 

判定 

銀色 

金色又は麦色 

紫 

青 

青白、暗灰色、

白及び黄白色が

存在しない 

合格 
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程度と

判定基

準 

黄白 
  

 

青白 

暗灰色 

白 

黄白 

不合格 

  
 

図 WP-

420-2

試験片

の種類

数及び

採取位

置（管

の場

合） 

(注) 

1.～4. （略） 

(注) 

1.～4. （略） 

5.試験材の厚さが 19mm未満

で初層部を裏当てなしで

溶接する場合，一つの溶

接方法のときは②⑤の表

曲げ試験片を裏曲げ試験

片に置き換える。 

WQ-310

確認項

目 

溶接技能者の技能の確認

は，次に掲げる項目（資格

区分）について，それぞれ

の項目の組合せが異なるご

とに行う。 

溶接技能者の技能の確認

は，次に掲げる項目（資格

区分）について，それぞれ

の項目の区分の組合せが異

なるごとに行う。 

WQ-312

試験材

及び溶

接姿勢 

試験材及び溶接姿勢の区分

は，表 WQ-312-1の試験材の

区分及び溶接姿勢の区分の

組合せとする。 

ここで，板の溶接を行う姿

勢は図 WQ-312-1のとおりと

し，固定管の溶接を行う姿

勢は，図 WQ-312-2のとおり

とする。 

自動溶接機を用いない溶接

士の技能の確認に当たって

は、試験材及び溶接姿勢の

区分は、実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基

準に関する規則の解釈（原

規技発第 1306194 号）の「別

記ー５ 溶接規格等の適用

に当たって」の「別表第１ 

試験材及び溶接姿勢の区

分」に規定する試験材の区

分及び溶接姿勢の区分の組

合わせとする。この場合に

おいて、溶接姿勢の区分が
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有壁水平固定及び有壁鉛直

固定にあっては、試験材の

寸法、取付け方法、試験片採

取位置及び試験の方法は別

図によること。 

WQ-321

試験材

の種類

がアル

ミニウ

ム、ア

ルミニ

ウム合

金又は

チタン

以外の

ものの

場合 

 

曲げ試験の種類及び試験片

の数は，継手の種類及び厚

さの区分によって，表 WQ-

321-1のとおりとする。ただ

し，表 WQ-311-1に掲げる溶

接方法 TF及び TFB,並びに TFB
の場合における試験片の個

数は，図 WQ-321-1,図 WQ-

321-2, 図 WQ-321-3,図 WQ-

321-4,図 WQ-321-5 又は図

WQ-321-6 に示す表曲げ試

験，側曲げ試験及び裏曲げ

試験の試験片の個数の合計

とし，すべての試験片につ

いて裏曲げ試験を行う。 

曲げ試験の種類及び試験片

の数は，継手の種類及び厚

さの区分によって，表 WQ-

321-1のとおりとする。ただ

し，表 WQ-311-1に掲げる溶

接方法の特殊技能の区分

(資格区分)TF及び TFBの場合

における試験片の個数は，

図 WQ-321-1,図 WQ-321-2,図

WQ-321-3, 図 WQ-321-4, 図

WQ-321-5又は図 WQ-321-6に

示す表曲げ試験，側曲げ試

験及び裏曲げ試験の試験片

の個数の合計とし，すべて

の試験片について裏曲げ試

験を行う。 

WQ-322

試験材

の種類

がアル

ミニウ

ム又は

アルミ

ニウム

合金の

ものの

場合 

試験片の数は，表 WQ-321-1

による。ただし，表 WQ-311-

1 に掲げる溶接方法 TF 及び

TFB,並びに TFB の場合におけ

る試験片の個数は，図 WQ-

322-1,図 WQ-322-6に示す表

曲げ試験，側曲げ試験及び

裏曲げ試験の試験片の個数

の合計とし，すべての試験

片について裏曲げ試験を行

う。 

試験片の数は，表 WQ-321-1

による。ただし，表 WQ-311-

1 に掲げる溶接方法の特殊

技能の区分(資格区分)TF 及

び TFBの場合における試験片

の個数は，図 WQ-322-1,図

WQ-322-6 に示す表曲げ試

験，側曲げ試験及び裏曲げ

試験の試験片の個数の合計

とし，すべての試験片につ

いて裏曲げ試験を行う。 

WQ-323 曲げ試験の種類及び試験片 曲げ試験の種類及び試験片
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試験材

の種類

がチタ

ンのも

のの場

合 

の数は，継手の種類及び厚

さの区分によって，表 WQ-

321-1のとおりとする。ただ

し，表 WQ-311-1に掲げる溶

接方法 TF及び TFB,並びに TFB
の場合における試験片の個

数は，図 WQ-323-1,図 WQ-

323-2,図 WQ-323-3 又は図

WQ-323-4 に示す表曲げ試験

及び裏曲げ試験の試験片の

個数の合計とし，すべての

試験片について裏曲げ試験

を行う。 

の数は，継手の種類及び厚

さの区分によって，表 WQ-

321-1のとおりとする。ただ

し，表 WQ-311-1に掲げる溶

接方法の特殊技能の区分

(資格区分) TF 及び TFB の場

合における試験片の個数

は，図 WQ-323-1,図 WQ-323-

2,図 WQ-323-3 又は図 WQ-

323-4 に示す表曲げ試験及

び裏曲げ試験の試験片の個

数の合計とし，すべての試

験片について裏曲げ試験を

行う。 

WQ-330

作業範

囲 

(2)本試験に合格した溶接

技能者が行うことがで

きる溶接の作業範囲は，

表 WQ-330-6 の試験材の

区分及び溶接姿勢の区

分に応じそれぞれ同表

の作業範囲の項に規定

する範囲とする。 

(3)表 WQ-330-6の「下向」，

「横向」，「立向」，及び

「上向」の溶接姿勢の区

分に合格した溶接技能

者が，溶接することがで

きる突合せ溶接及びす

み肉溶接の各溶接姿勢

の基準溶接姿勢からの

傾斜角及び回転角の範

囲は，表 WQ-330-7 とす

る。 

(2)本試験に合格した溶接

技能者が行うことがで

きる溶接の作業範囲は，

実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則の解釈

の「別記－５ 溶接規格

等の適用に当たって」の

「別表第２－２ 試験材

及び溶接姿勢の区分と

作業範囲」及び「別図 Ｗ

-3-0ｒ、Ｗ-3ｒ、Ｗ-4ｒ、

Ｗ-13ｒ、Ｗ-14ｒ、Ｗ-15

ｒ、Ｗ-23ｒ及びＷ-24ｒ

の試験材の寸法、取付け

方法、試験片採取位置及

び試験の方法」の試験材

の区分及び溶接姿勢の

区分に応じ，それぞれ同
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表の作業範囲の項に規

定する範囲とする。 

(3)実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基

準に関する規則の解釈

「別記－５ 溶接規格等

の適用に当たって」の

「別表第２－２ 試験材

及び溶接姿勢の区分と

作業範囲」の「下向」，「横

向」，「立向」，及び「上向」

の溶接姿勢の区分に合

格した溶接技能者が，溶

接することができる突

合せ溶接及びすみ肉溶

接の各溶接姿勢の基準

溶接姿勢からの傾斜角

及び回転角の範囲は，表 

WQ-330-7とする。 

WQ-351

有効期

間 

 

溶接技能確認試験で確認さ

れた溶接技能者の資格は，2

年間とする。 

ただし，本規格と同等と認

められるものについては当

該規格等の規定による。 

溶接技能確認試験で確認さ

れた溶接技能者の資格は，2

年間とする。 

 

WQ-352

有効期

間の起

算日 

溶接技能確認試験に合格し

た日とする。 

ただし，本規格と同等と認

められるものについては当

該規格等の規定による。 

溶接技能確認試験に合格し

た日とする。 

 

WQ-421

溶接技

能者の

2) （略） 

3)サブマージアーク溶接機

を用いたエレクトロスラ

2) （略） 
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技能確

認試験

に準じ

た試験 

グ溶接によるクラッド溶

接及び肉盛溶接の溶接オ

ペレータの確認試験は，J 

(サブマージアーク溶接）

の溶接オペレータの確認

試験でもよい。 

WQ-430

作業範

囲 

本試験に合格した溶接オペ

レータが行う溶接の作業範

囲は，溶接方法が同じであ

る限り，制限されないもの

とする。 

なお，サブマージアーク溶

接機を用いた帯状電極サブ

マージアーク溶接及び帯状

電極エレクトロスラグ溶接

は，溶接方法の区分 J (サブ

マージアーク溶接）の作業

範囲とする。 

帯状電極サブマージアーク

溶接とは，帯状電極を使用

するサブマージアーク溶接

のことをいう。 

帯状電極エレクトロスラグ

溶接とは，サブマージアー

ク溶接機を用いた帯状電極

を使用するエレクトロスラ

グ溶接のことをいう。 

本試験に合格した溶接オペ

レータが行う溶接の作業範

囲は，溶接方法が同じであ

る限り，制限されないもの

とする。 

WQ-451

有効期

間 

溶接技能確認試験で確認さ

れた溶接オペレータの資格

は，10年間とする。 

ただし，本規格と同等と認

められる溶接オペレータ資

格については当該規格等の

溶接技能確認試験で確認さ

れた溶接オペレータの資格

は，10年間とする。 
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規定による。 

WQ-452

有効期

間の起

算日 

溶接技能確認試験に合格し

た日とする。 

ただし，本規格と同等と認

められる溶接オペレータ資

格については当該規格等の

規定による。 

溶接技能確認試験に合格し

た日とする。 

 

表 WQ-

311-1

溶接方

法の区

分（溶

接技能

者） 

(注) 

1.・2. （略） 

3. M は，ミグ溶接以外にマ

グ溶接を含む。 

4.・5. （略） 

6. TBは，開先の底部に裏当

て金，裏当て材，母材，溶

接金属（初層溶接部）等が

あり，裏波を形成する必

要がない溶接や，裏はつ

りを行う両側溶接を行う

ことが認められる区分で

ある。初層溶接に限定さ

れる区分 TFBを包含する。 

7.・8. （略） 

9. 残層部の溶接方法によ

る抜け落ち，裏波形状へ

の影響，又は著しい酸化

等が生じない厚さまでを

初層部と見なす。 

(注) 

1.・2. （略） 

3. Mは，ミグ溶接以外にマ

グ溶接を含む（炭酸ガス

アーク溶接、フラックス

入りワイヤミグ溶接及び

フラックス入りワイヤマ

グ溶接を除く。）。 

4.・5. （略） 

6. TBは，開先の底部に裏当

て金，母材，溶接金属（初

層溶接部）等があり，裏波

を形成する必要がない溶

接や，裏はつりを行う両

側溶接を行うことが認め

られる区分である。初層

溶接に限定される区分 TFB
を包含する。 

7.・8. （略） 

表 WQ-

314-1 

母材の

区分 

 

確認試験での母材の区分 

母材のグル

ープ区分 

母材の区分 

P-1X 

(アルミニ

(略) 

P-9B 

 

確認試験での母材の区分 

母材のグル

ープ区分 

母材の区分 

  

P-1X (略) 
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ウム，アル

ミニウム合

金又はチタ

ン以外) 

 

P-10H 

P-11A 

P-11B 

P-15E 

(略) 
 

(アルミニ

ウム，アル

ミニウム合

金又はチタ

ン以外) 

 

P-9B 

P-11A 

P-11B 

(略) 
  

 

表 WQ-

323-2

溶接部

の変色

程度と

判定基

準 

 

溶接部の変色

程度 

合否判

定 

銀色 

金色又は麦色 

紫 

青 

合格 

青白 

暗灰色 

白 

黄白 

不合格 

  
 

 

溶接部の変色程

度 

合否判

定 

銀色 

金色又は麦色 

紫 

青 

青白、暗灰色、

白及び黄白色が

存在しない 

合格 

青白 

暗灰色 

白 

黄白 

不合格 

  
 

   

表 WQ-

330-5

溶接技

能確認

試験で

合格に

なった

場合に

認めら

れる母

材の区

分 

 

溶接技能確

認試験で使

用した母材

の区分 

認められ

る母材の

区分 

母 材

の グ

ル ー

プ 区

分 

母 材

の 区

分 

P-1X 

( ア

(略) P-1, P-3,  

P-4, P-5,  P-9B 

 

溶接技能確

認試験で使

用した母材

の区分 

認められ

る母材の

区分 

母 材

の グ

ル ー

プ 区

分 

母 材

の 区

分 

P-1X (略) P-1, P-3,  
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ル ミ

ニ ウ

ム ，

ア ル

ミ ニ

ウ ム

合 金

又 は

チ タ

ン 以

外) 

P-

10H 

P-6, P-7,  

P-8, P-

9A, 

P-9B, P-

10H, 

P-11A, 

P-11B, 

P-15E, P-

34, P-42, 

P-43, P-

45 

P-

11A 

P-

11B 

P-

15E 

(略) 

   
 

( ア

ル ミ

ニ ウ

ム ，

ア ル

ミ ニ

ウ ム

合 金

又 は

チ タ

ン 以

外) 

P-9B P-4, P-5,  

P-6, P-7,  

P-8, P-

9A, 

P-9B, 

P-11A, 

P-11B, 

P-34, P-

42, P-43, 

P-45 

P-

11A 

P-

11B 

(略) 

   
 

   

表 WQ-

411-1

溶接方

法の区

分（溶

接オペ

レー

タ） 

（注） 

1. J は，サブマージアーク

溶接機を用いた帯状電極

エレクトロスラグ溶接

（下向姿勢に限る。）を含

む。 

2. SMは，溶接方法として，

ミグ溶接以外にマグ溶接

を含む。 

（注） 

SM は，ミグ溶接以外にマ

グ溶接を含む（炭酸ガスア

ーク溶接、フラックス入り

ワイヤミグ溶接及びフラッ

クス入りワイヤマグ溶接は

除く。）。 

   

（注） 

1.「表 WP-321-2各種材料の母材の区分」は、適用除外とする。 

2.「WP-600 旧年版の規定等に基づいて確認された溶接施工法の扱い」

は適用除外とする。 

3.「WQ-500 溶接技能者及び溶接オペレータの資格更新」から「WQ-554

試験材の放射線透過試験」までは、適用除外とする。 

4.「WQ-600 他規格の溶接技能者」から「WQ-621 有効期間及び期間延

長」までは、適用除外とする。溶接技能確認試験と同等と認められ

るものは、Ⅰ．「「溶接規格 2007」及び「溶接規格 2012(2013)」の

適用に当たって」の「３．第３部 溶接士技能認証標準」の「（３）

溶接士技能認証標準と同等と認められるもの（「溶接規格 2007」及
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び「溶接規格 2012(2013)」）」によること。 

5.「表 WQ-312-1 試験材及び溶接姿勢の区分（溶接技能者）」は適用除

外とする。試験材及び溶接姿勢の区分は、Ⅰ．「「溶接規格 2007」及

び「溶接規格 2012(2013)」の適用に当たって」及び「別表第２－２ 

試験材及び溶接姿勢の区分」によること。 

6.溶接技能者及び溶接オペレータの資格有効期間については、Ⅰ．

「「溶接規格 2007」及び「溶接規格 2012(2013)」の適用に当たって」

の「３．第３部 溶接士技能認証標準」の「（４）溶接士技能認証

標準に適合する溶接士技能の有効期間（「溶接規格 2007」及び「溶

接規格 2012(2013)」）」によること。 

7. 「第 10 章 コンクリート製原子炉格納容器」及び「第 11 章 炉心

支持構造物」は、適用除外とする。 

 

別表第２－１ （略） 

 

別表第２ （略） 

 

別表第２－２ 試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲(1/3) 

溶接技能確認試験 作業範囲（溶接が可能な厚さ及び溶接姿勢） 

試験材の
区分 

溶接姿
勢の区
分 

(注 5） 

開先溶接 すみ肉溶接 

母材
の厚
さ 

溶接姿勢 す
み
肉
寸
法 
（
の
ど
厚
） 

溶接姿勢 

下
向 

立
向 

横
向 

上
向 

下
向 

立
向 

横
向 

上
向 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
，
ア
ル

W-0 
（厚
さ 3
～
3.2 
mm 
の
板） 

F 下向 

7 mm
未満
（板
） 

○ － － － 7m
m
未
満
（
板
） 

○ － － － 
V 立向 － ○ － － － ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 － － － ○ － － － ○ 

W-1 F 下向 19 mm ○ － － － 1 ○ － － － 

（新設） 
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ミ
ニ
ウ
ム
合
金
又
は
チ
タ
ン
以
外 

（厚
さ 9 
mmの
板） 

V 立向 未満
（板
） 

－ ○ － － 9 
m
m
未
満 
（
板
） 

－ ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 － － － ○ － － － ○ 

W-2 
（厚
さ 19 
mmの
板） 

F 下向 

制限
なし
（板
） 

○ － － － 制
限
な
し
（
板
） 

○ － － － 
V 立向 － ○ － － － ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 － － － ○ － － － ○ 

W-3-
0 

（外
径
100
～
120 
mm，
厚さ
4～
5.3 
mmの
管） 

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁
鉛直
固定 

11 mm
未満
（板
及び
配
管） 
（注
3） 

○ ○ ○ ○ 
11 
mm
未
満
（
板
及
び
配
管
） 

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

E 

水平
固定 
及び
鉛直
固定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合を

除く） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合を

除く） 

W-3 
（外
径
150
～
170 
mm，
厚さ
10～
12 

mmの
管） 

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁
鉛直
固定 

19 mm
未満
（板
及び
配
管） 
（注
3） 

○ ○ ○ ○ 
19 
mm
未
満
（
板
及
び
配
管
） 

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

e 

水平
固定 
及び
鉛直
固定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
全姿勢：○

（注 4）（拘束
のある場合を

除く） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合を

除く） 
W-4 
（外
径
200
～

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁

制限
なし
（板
及び
配

○ ○ ○ ○ 制
限
な
し
（

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 
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300 
mm，
厚さ
20 

mm以
上の
管） 

鉛直
固定 

管） 
（注
3） 

板
及
び
配
管
） 

E 

水平
固定 
及び
鉛直
固定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
全姿勢：○
（注 4） 

（拘束のある
場合を除く） 

全姿勢：○
（注 4） 

（拘束のある
場合を除く） 

W-5 
（管
と管
板の
取付
け溶
接） 

F 下向 管及
び管
板の
厚さ
の制
限な
し 

管板面に対して下向姿勢 

v 
h 

立向
及び 
横向 

管板面に対して下向姿勢， 
垂直な管板面に対して立向姿勢及び横

向姿勢 

O 上向 管板面に対して下向姿勢， 
管板面に対して上向姿勢 

W-6 
（ク
ラッ
ド溶
接） 

F 下向 クラ
ッド
溶接
の母
材の
厚さ
及び
溶接
金属
の厚
さの
制限
なし 

クラッド溶接の下向姿勢 
V 立向 クラッド溶接の下向姿勢及び立向姿勢 
H 横向 クラッド溶接の下向姿勢及び横向姿勢 

O 上向 クラッド溶接の下向姿勢及び上向姿勢 

      

 

 

別表第２－２ 試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲(2/3) 

溶接技能確認試験 作業範囲（溶接が可能な厚さ及び溶接姿勢） 

試験材の
区分 

溶接姿
勢の区
分 

(注 5） 

開先溶接 すみ肉溶接 

母材の
厚さ 
 

溶接姿勢 す
み
肉
寸
法 
（
の
ど
厚
） 

溶接姿勢 

下
向 

立
向 

横
向 

上
向 

下
向 

立
向 

横
向 

上
向 

 

（新設） 
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ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金 

W-10 
（厚
さ 3 
mmの
板） 

F 下向 

7 mm
未満 
（板） 

○ － － － 7 
m
m
未
満
（
板
） 

○ － － － 
V 立向 － ○ － － － ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 

－ 

－ － ○ 

－ 

－ － ○ 

W-11 
（厚
さ 8 
mmの
板） 

F 下向 

17 mm
未満 
（板） 

○ － － － 1
7 
m
m
未
満
（
板
） 

○ － － － 
V 立向 － ○ － － － ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 

－ 

－ － ○ 

－ 

－ － ○ 

W-12 
（厚
さ 20 
mm以
上の
板） 

F 下向 

制限な
し 

（板） 

○ － － － 制
限
な
し
（
板
） 

○ － － － 
V 立向 － ○ － － － ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 

－ 

－ － ○ 

－ 

－ － ○ 

W-13 
（外
径
100
～
150 
mm 
厚さ
4 mm
の
管） 

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁
鉛直
固定 

9 mm
未満 
（板及
び配
管） 
（注
3） 

○ ○ ○ ○ 9 
m
m
未
満
（
板
及
び
配
管
） 

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

E 

水平
固定 
及び
鉛直
固定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○（注
4）（拘束のあ
る場合を除く） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合を

除く） 
W-14 
（外
径
150
～
200 
mm 
厚さ

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁
鉛直
固定 

25mm
未満 
（板及
び配
管） 
（注
3） 

○ ○ ○ ○ 2
5 
m
m
未
満
（
板

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

E 水平 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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12～
15 

mmの
管） 

固定 
及び
鉛直
固定 

全姿勢：○（注
4）（拘束のあ
る場合を除く） 

及
び
配
管
） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合を

除く） 

W-15 
（外
径
200
～
300 
mm 
厚さ
20 

mm以
上の
管） 

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁
鉛直
固定 

制限
なし 
（板及
び配
管） 
（注
3） 

○ ○ ○ ○ 制
限
な
し
（
板
及
び
配
管
） 

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

E 

水平
固定 
及び
鉛直
固定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○（注
4）（拘束のあ
る場合を除く） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合を

除く） 
        

 

 

別表第２－２ 試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲(3/3) 

溶接技能確認試験 作業範囲（溶接が可能な厚さ及び溶接姿勢） 

試験材の
区分 

溶接姿
勢の区
分 
（注
5） 

開先溶接 すみ肉溶接 

母材
の厚
さ 
 

溶接姿勢 す
み
肉
寸
法 
（
の
ど
厚
） 

溶接姿勢 

下
向 

立
向 

横
向 

上
向 

下
向 

立
向 

横
向 

上
向 

チ
タ
ン 

W-20 
（厚
さ 3 
mm の
板） 

F 下向 

7 mm
未満 
（板
） 

○ － － － 7 
m
m
未
満
（
板
） 

○ － － － 
V 立向 － ○ － － － ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 

－ 

－ － ○ 

－ 

－ － ○ 

W-21 F 下向 13mm ○ － － － 1 ○ － － － 

 

（新設） 
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（厚
さ 6 
mm の
板） 

V 立向 未満 
（板
） 

－ ○ － － 3
m
m
未
満
（
板
） 

－ ○ － － 
H 横向 － － ○ － － － ○ － 

O 上向 

－ 

－ － ○ 

－ 

－ － ○ 

W-23 
（ 外
径
89.1
～
114.
3mm 

厚
さ 3 
mm の
管） 

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁
鉛直
固定 

7mm
未満 
（板
及び
配
管） 
（注
3） 

○ ○ ○ ○ 7
m
m
未
満
（
板
及
び
配
管
） 

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

E 

水平
固定 
及び
鉛直
固定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○（注
4）（拘束のあ
る場合を除く） 

全姿勢：○（注
4）（拘束のあ
る場合を除く） 

W-24 
（ 外
径
150
～
170m
m 
 厚
さ 10
～

12mm
の

管） 

R 

有壁
水平
固定
及び
有壁
鉛直
固定 

19mm
未満 
（板
及び
配
管） 
（注
3） 

○ ○ ○ ○ 1
9
m
m
未
満
（
板
及
び
配
管
） 

○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

全姿勢：○
（注 4）（拘束
のある場合） 

E 

水平
固定 
及び
鉛直
固定 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全姿勢：○（注
4）（拘束のあ
る場合を除く） 

全姿勢：○（注
4）（拘束のあ
る場合を除く） 

W-26 
（管
と管
板の
取付
け溶
接） 

F 下向 管
及び
管板
の 
厚さ
の制
限な
し 

管板面に対して下向姿勢 

v 
h 

立向
及び
横向 

管板面に対して下向姿勢， 
垂直な管板面に対して立向姿勢及び

横向姿勢 

O 上向 管板面に対して下向姿勢， 
管板面に対して上向姿勢 

      

(注) 
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1．溶接規格 2020 の表 WQ-311-1 の溶接方法の区分が TF 及び TFB の場

合，初層溶接は母材の厚さに制限がないものとする。 

2．溶接規格 2020の表 WQ-311-1の溶接方法の区分がガス溶接（G）の

溶接技能者資格の場合は，溶接技能確認試験で確認された溶接金属

の厚さ（すみ肉溶接の場合にあってはのど厚）を溶接が可能な作業

範囲の厚さの上限とする。 

3．板及び配管には，板形状及び管形状の材料も含まれる。 

4．全姿勢とは，下向（f），横向（v），立向（h）及び上向（o）の全

ての姿勢の総称であり，管軸が水平又は傾斜の配管を溶接する場合

は，全姿勢の溶接を行うことができる試験材の区分の溶接技能者の

資格を適用する。 

5.配管を回転させて下向姿勢で溶接を行う場合の作業範囲は，下向と

する。 

6.「拘束」とは、狭あいな場所その他の作業しにくい場所における溶接

作業に伴う種々の制限をいい、天井又は壁等と母材の間隔が「別図 

Ｗ-3-0ｒ，Ｗ-3ｒ，Ｗ-4ｒ，Ｗ-13ｒ，Ｗ-14ｒ，Ｗ-15ｒ，Ｗ-23ｒ及

びＷ-24ｒの試験材の寸法，取付け方法，試験片採取位置及び試験の

方法」に示す条件以下のものをいう。 

 

別表第７－１ 技術基準規則と「溶接規格 2020」との対比表 

実用発電用原

子炉及びその

附属施設の技

術基準に関す

る規則 

溶接規格（N 番号） 及び 設計・建設規格（PV 番号、PP番号） 

（材料及び構

造） 

第十七条 設

計基準対象施

クラ

ス１

容器 

クラ

ス２

容器 

クラ

ス３

容器

及び

クラ

スＭ

Ｃ容

器 

クラ

ス１

配管 

クラ

ス２

配管 

クラ

ス３

配管

及び

クラ

ス４

配管 

補助

ボイ

ラー

及び

（新設） 
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設（圧縮機、

補 助 ボ イラ

ー、蒸気ター

ビン（発電用

の も の に限

る。）、発電

機、変圧器及

び遮断器を除

く。）に属す

る容器、管、

ポンプ若しく

は弁若しくは

これらの支持

構造物又は炉

心支持構造物

の材料及び構

造は、次に定

めるところに

よらなければ

ならない。こ

の場合におい

て、第一号か

ら第七号まで

及び第十五号

の規定につい

ては、法第四

十三条の三の

十一第二項に

定める使用前

事業者検査の

確認を行うま

での間適用す

る。 

クラ

ス３

相当

容器 

クラ

ス３

相当

配管 

その

附属

施設 

十五 クラス

１容器、クラ

ス１管、クラ

ス２容器、ク

ラス２管、ク

ラス３容器、

クラス３管、

クラス４管及

び原子炉格納

容器のうち主
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要な耐圧部の

溶接部（溶接

金属部及び熱

影 響 部 をい

う。）は、次

に定めるとこ

ろ に よ るこ

と。 

イ 不連続で

特異な形状で

ないものであ

ること。 

N-

1010 

N-

3010 

N-

4010 

N-

2010 

N-

5010 

N-

6010 

N-

7010 

N-

8010 

－ 

PVB-

4200 

PVC-

4200 

PVD-

4100 

PVE-

4200 

PPB-

4000 

PPC-

4000 

PPD-

4000 

PPH-

4000 

N-

1060 

N-

3060 

N-

4060 

N-

2060 

N-

5060 

N-

6060 

N-

7060 

－ 

N-

1070 

N-

3070 

N-

4070 

N-

2070 

N-

5070 

N-

6070 

N-

7070 

－ 

ロ 溶接によ

る割れが生ず

るおそれがな

く、かつ、健

全な溶接部の

確保に有害な

溶込み不良そ

の他の欠陥が

ないことを非

破壊試験によ

り確認したも

の で あ るこ

と。 

N-

1010 

N-

3010 

N-

4010 

N-

2010 

N-

5010 

N-

6010 

N-

7010 

N-

8010 

PVB-

4200 

PVC-

4200 

PVD-

4100 

PVE-

4200 

PPB-

4000 

PPC-

4000 

PPD-

4000 

PPH-

4000 

N-

1020 

N-

3020 

N-

4020 

N-

2020 

N-

5020 

N-

6020 

N-

7020 

N-

8020 

N-

1030 

N-

3030 

N-

4030 

N-

2030 

N-

5030 

N-

6030 

N-

7030 

N-

8030 

N-

1040(

2) 

N-

3040(

2) 

N-

4040(

2) 

N-

2040(

2) 

N-

5040(

2) 

N-

6040(

2) 

N-

7040(

2) 

N-

8040(

2) 

N-

1050(

1) 

N-

3050(

1) 

N-

4050(

1) 

N-

2050(

1) 

N-

5050(

1) 

N-

6050(

1) 

N-

7050(

1) 

N-

8050 

N-

1080(

1) 

N-

3080(

1) 

N-

4080(

1) 

N-

2080(

1) 

N-

5080(

1) 

N-

6080(

1) 

N-

7080(

1) 

－ 

N-

1090 

N-

3090 

N-

4090 

N-

2090 

N-

5090 

N-

6090 

N-

7090 

－ 

N-

1100 

N-

3100 

N-

4100 

N-

2100 

N-

5100 

N-

6100 

N-

7100 

N-

8100 

ハ 適切な強

度を有するも

N-

1040(

1) 

N-

3040(

1) 

N-

4040(

1) 

N-

2040(

1) 

N-

5040(

1) 

N-

6040(

1) 

N-

7040(

1) 

N-

8040(

1) 
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の で あ るこ

と。 

N-

1050(

2) 

N-

3050(

2) 

N-

4050(

2) 

N-

2050(

2) 

N-

5050(

2) 

N-

6050(

2) 

N-

7050(

2) 

－ 

N-

1110 

N-

3110 

N-

4110 

N-

2110 

N-

5110 

N-

6110 

N-

7110 

－ 

N-

1120 

N-

3120 

N-

4120 

N-

2120 

N-

5120 

N-

6120 

N-

7120 

－ 

N-

1130 

N-

3130 

N-

4130 

N-

2130 

N-

5130 

N-

6130 

N-

7130 

N-

8130 

ニ 機械試験

その他の評価

方法により適

切な溶接施工

法、溶接設備

及び技能を有

する溶接士で

あることをあ

らかじめ確認

したものによ

り溶接したも

の で あ るこ

と。 

N-0030 

N-0040 

N-0050 

第２部 溶接施工法確認試験 

第３部 溶接技能確認試験 

 

別表第７－２ 技術基準規則と「溶接規格 2020」との対比表 
  

実用発電用

原子炉及び

その附属施

設の技術基

準に関する

規則 

溶接規格（N 番号） 及び 設計・建設規格（PV 番号、PP番号）  

（新設） 
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（蒸気ター

ビン） 

第三十一条 

 第十七条

第十五号の

規定及び発

電用火力設

備に関する

技術基準を

定める省令

（平成九年

通商産業省

令第五十一

号）第三章の

規定は、設計

基準対象施

設に施設す

る蒸気ター

ビンについ

て準用する。 

クラ

ス１

容器 

クラ

ス２

容器 

クラ

ス３

容器

及び

クラ

ス３

相当

容器 

クラ

スＭ

Ｃ容

器 

クラ

ス１

配管 

クラ

ス２

配管 

クラ

ス３

配管

及び

クラ

ス３

相当

配管 

クラ

ス４

配管 

補助

ボイ

ラー

及び

その

附属

施設 

イ  不連続

で特異な形

状でないも

のであるこ

と。 

－ － N-

4010 

－ － － N-

7010 

－ － 

  
PVD-

4100 

   
PPD-

4000 

 

－ － N-

4060 

－ － － N-

7060 

－ 

－ － N-

4070 

－ － － N-

7070 

－ 

ロ  溶接に

よる割れが

生ずるおそ

れがなく、か

つ、健全な溶

接部の確保

に有害な溶

込み不良そ

の他の欠陥

がないこと

を非破壊試

験により確

認したもの

であること。 

－ － N-

4010 

－ － － N-

7010 

－ 

  PVD-

4100 

   PPD-

4000 

 

－ － N-

4020 

－ － － N-

7020 

－ 

－ － N-

4030 

－ － － N-

7030 

－ 

－ － N-

4040(

2) 

－ － － N-

7040(

2) 

－ 

－ － N-

4050(

1) 

－ － － N-

7050(

1) 

－ 
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－ － N-

4080(

1) 

－ － － N-

7080(

1) 

－ 

－ － N-

4090 

－ － － N-

7090 

－ 

－ － N-

4100 

－ － － N-

7100 

－ 

ハ  適切な

強度を有す

るものであ

ること。 

－ － N-

4040(

1) 

－ － － N-

7040(

1) 

－ 

－ － N-

4050(

2) 

－ － － N-

7050(

2) 

－ 

－ － N-

4110 

－ － － N-

7110 

－ 

－ － N-

4120 

－ － － N-

7120 

－ 

－ － N-

4130 

－ － － N-

7130 

－ 

ニ  機械試

験その他の

評価方法に

より適切な

溶接施工法、

溶接設備及

び技能を有

する溶接士

であること

をあらかじ

め確認した

ものにより

溶接したも

のであるこ

と。 

N-0030 

N-0040 

N-0050 

第２部 溶接施工法確認試験 

第３部 溶接技能確認試験 

（準用） 

第四十八条 

 第十七条

第十五号の

規定及び発

電用火力設

備に関する

－ － － － － － － － N-HB050 

「発電用火力

設備の技術基

準の解釈」を準

用 

N-0030 
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技術基準を

定める省令

第二章の規

定は、設計基

準対象施設

に施設する

補助ボイラ

ーについて

準用する。 

N-0040 

N-0050 

第２部 溶接施工法確認試験 

第３部 溶接技能確認試験 

  

 

 

別表第７－３ 技術基準規則と「溶接規格 2020」との対比表 
実用発電用

原子炉及び

その附属施

設の技術基

準に関する

規則 

溶接規格（N 番号） 及び 設計・建設規格（PV 番号、PP番号） 

（材料及び

構造） 

第五十五条 

 重大事故

等対処設備

に属する容

器、管、ポン

プ若しくは

弁又はこれ

らの支持構

造物の材料

及び構造は、

次に定める

ところによ

らなければ

ならない。こ

の場合にお

いて、第一号

から第三号

まで及び第

七号の規定

については、

法第四十三

クラ

ス１

容器 

クラ

ス２

容器 

クラ

ス３

容器

及び

クラ

ス３

相当

容器 

クラ

スＭ

Ｃ容

器 

クラ

ス１

配管 

クラ

ス２

配管 

クラ

ス３

配管

及び

クラ

ス３

相当

配管 

クラ

ス４

配管 

補助

ボイ

ラー

及び

その

附属

施設 

         

 

（新設） 
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条の三の十

一第二項に

定める使用

前事業者検

査の確認を

行うまでの

間適用する。 

七  重大事

故等クラス

１容器、重大

事故等クラ

ス１管、重大

事故等クラ

ス２容器及

び重大事故

等クラス２

管のうち主

要な耐圧部

の溶接部（溶

接金属部及

び熱影響部

をいう。）は

次に定める

ところによ

ること。ただ

し、重大事故

等クラス２

容器及び重

大事故等ク

ラス２管に

あっては、次

に掲げる性

能と同等以

上の性能を

有する場合

は、この限り

でない。 

イ  不連続

で特異な形

状でないも

のであるこ

と。 

－ N-

3010 

－ － － N-

6010 

－ － － 

 PVC-

4200 

   PPC-

4000 

  

－ N-

3060 

－ － － N-

6060 

－ － 
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－ N-

3070 

－ － － N-

6070 

－ － 

ロ  溶接に

よる割れが

生ずるおそ

れがなく、か

つ、健全な溶

接部の確保

に有害な溶

込み不良そ

の他の欠陥

がないこと

を非破壊試

験により確

認したもの

であること。 

－ N-

3010 

－ － － N-

6010 

－ － 

 PVC-

4200 

   PPC-

4000 

  

－ N-

3020 

－ － － N-

6020 

－ － 

－ N-

3030 

－ － － N-

6030 

－ － 

－ N-

3040(

2) 

－ － － N-

6040(

2) 

－ － 

－ N-

3050(

1) 

－ － － N-

6050(

1) 

－ － 

－ N-

3080(

1) 

－ － － N-

6080(

1) 

－ － 

－ N-

3090 

－ － － N-

6090 

－ － 

－ N-

3100 

－ － － N-

6100 

－ － 

ハ  適切な

強度を有す

るものであ

ること。 

－ N-

3040(

1) 

－ － － N-

6040(

1) 

－ － 

－ N-

3050(

2) 

－ － － N-

6050(

2) 

－ － 

－ N-

3110 

－ － － N-

6110 

－ － 

 N-

3120 

   N-

6120 

  

 N-

3130 

   N-

6130 

  

ニ  機械試

験その他の

評価方法に

より適切な

溶接施工法、

N-0030 

N-0040 
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溶接設備及

び技能を有

する溶接士

であること

をあらかじ

め確認した

ものにより

溶接したも

のであるこ

と。 

N-0050 

第２部 溶接施工法確認試験 

第３部 溶接技能確認試験 

 

 

 

 

別表第２ 加工施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線を付し、又は破線で囲んだ部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第１５条（材料及び構造） 

１ （略） 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、次に掲げる

容器又は管の溶接部をいう。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（⑴から⑸

までに規定する容器又は管を除く。）であって、プルトニウム、ウラ

ン若しくはそれらの化合物を含む液体状若しくは気体状の物質を内

包し、又は非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するもの

のうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接

をするもの 

イ～ハ （略） 

３～６ （略） 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、別記「加工施設の溶接の

方法等について」に適合したものをいう。 

第１５条（材料及び構造） 

１ （略） 

２ 第１項第３号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、次に掲げる

容器又は管の溶接部をいう。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（⑴から⑸

に規定する容器又は管を除く。）であって、プルトニウム、ウラン若

しくはそれらの化合物を含む液体状若しくは気体状の物質を内包

し、又は非常用電源設備その他の安全上重要な施設に属するものの

うち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接を

するもの 

イ～ハ （略） 

３～６ （略） 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、「加工施設の溶接方法等

について（別記）」に適合したものをいう。 
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８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験又は漏えい試験」は、別記「加工

施設の溶接の方法等について」によるほか、維持段階における各機器

の状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

第３１条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第２項に規定する「適切な耐圧試験又は漏えい試験」は、本規程第１

５条８を準用するものをいう。 

 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、「加工施設

の溶接の方法等について（別記）」によるほか、維持段階における各機

器の状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

第３１条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、本規程第１

５条８を準用するものをいう。 

別記 

加工施設の溶接の方法等について 

 

加工施設の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第

６号。以下「技術基準規則」という。）第１５条第１項第３号及び第２項

の規定に対応する主要な溶接部に関する要求事項については、以下のと

おりとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、別紙－２に規定する溶接施工法認証標準若しくは溶

接施工法確認試験により確認されたもの又はこれらと同等と認められ

るものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

別記 

加工施設の溶接の方法等について 

 

加工施設の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第  

号）（以下「技術基準規則」という。）第１５条第１項第３号及び第２項の

規定に対応する主要な溶接部に関する要求事項については、以下のとお

りとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、別紙－２に規定する溶接施工法認証標準により確認

されたもの又はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号。以下「改正法」と
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等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の規定の

施行前に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関

係規則の整備等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１２

号）の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭

和４１年総理府令第３７号）第３条の１２又は使用済燃料の再処理の

事業に関する規則（昭和４６年総理府令第１０号）第７条の６の溶接

の方法の認可を受けたもの等をいう。 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、別紙－３に規定する溶接士技能認証標準若しくは

溶接技能確認試験によって認証された者又はこれらと同等と認められ

る者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技

発第 1306194号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））別記

－５（以下単に「別記－５」という。）Ⅰ．３．（３）により同等と認め

られた者をいう。 

 

５．用語の定義 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 「加工第２種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、加

いう。）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（以下「法」という。）の施行前に核燃料物質の

加工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号）第３条の１

２の溶接の方法の認可を受けたもの、核燃料物質の再処理の事業に関

する規則（昭和４６年総理府令第１０号）第７条の６の溶接の方法の

認可を受けたもの等をいう。 

 

 

 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、別紙－３に規定する溶接士技能認証標準によって

認証された者又はこれと同等と認められる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２

５年６月１９日原規技発第 1306194 号原子力規制委員会決定）別記－

５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士技能認証標準

（３）により同等と認められた者をいう。 

 

 

５．用語の定義 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 「加工第２種機器」とは、加工施設に属する容器又は管のうち、加
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工第１種機器及び⑺に規定する加工第３種機器以外の容器又は管を

いう。 

⑸～⑼ （略） 

 

工第１種機器及び第七号に規定する加工第３種機器以外の容器又は

管をいう。 

⑸～⑼ （略） 

別紙－１ 

 

加工施設の溶接の方法 

 

１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、次に適合するものでなければならない。ただし、十

分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この限りでは

ない。 

継手の溶接は、「表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合）」の溶

接区分の欄に掲げる区分に応じ、溶接設計の欄に掲げる方法によって

行う場合を除き、突合せ両側溶接、裏あて金を使用する突合せ片側溶

接（溶接後裏あて金を取り除くものに限る。）、初層イナートガスアー

ク溶接による突合せ片側溶接設計又はこれらと同等以上の効果が得ら

れる方法によって行うこと。この場合において、「表１－２ 溶接設計

（突合せ溶接の場合）」の溶接区分の欄に掲げる区分に適合する場合

は、同表の溶接設計の欄に掲げる方法によって行うこと。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

加工第１ （略） （略） （略） 

別紙－１ 

 

加工施設の溶接の方法 

 

１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、次に適合するものでなければならない。ただし、十

分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この限りでは

ない。 

継手の溶接は、「表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合）」の溶

接区分の欄に掲げる区分に応じ、溶接設計の欄に掲げる方法によって

行う場合を除き、突合せ両側溶接、裏あて金を使用する突合せ片側溶

接（溶接後裏あて金を取り除くものに限る。）、初層イナートガスアー

ク溶接による突合せ片側溶接設計又はこれらと同等以上の効果が得ら

れる方法によって行うこと。この場合において、「表１－２ 溶接設計

（突合せ溶接の場合）」の溶接区分の欄に掲げる区分に適合する場合

は、同表の溶接設計の欄に掲げる方法によって行うこと。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

加工第１ （略） （略） （略） 
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種機器 管板に管

を取り付

ける継手

の溶接 

（略） （削る） 

（略） （略） （略） 

加工第２

種機器 

加工第３

種機器 

 

（略） （略） （略） 

内張り相

互の継手

の溶接 

別図第５（３）、（４）、

（５）、（６）、（７）、

（８）、（９）、（１０）、

（１１）又はこれと

同等以上の効果が得

られる方法 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

表１－２ （略） 

 

別図第１～別図第４ （略） 

 

別図第５ 

（１）～（１１） （略） 

 

 

 

 

 

種機器 管板に管

を取り付

ける継手

の溶接 

（略） 別図第６（２）は、加工

第１種機器に限る。 

（略） （略） （略） 

加工第２

種機器 

加工第３

種機器 

 

（略） （略） （略） 

内張り相

互の継手

の溶接 

別図第５（３）、（４）、

（５）、（６）、（７）、

（８）、（９）、（１０）、

（１１）、（１２）又

はこれと同等以上の

効果が得られる方法 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

表１－２ （略） 

 

別図第１～別図第４ （略） 

 

別図第５ 

（１）～（１１） （略） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第６～別図第７ （略） 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格２０１２（２０

１３）」という。）又は日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２

０２０年版」（以下「溶接規格２０２０」という。）「Ｎ－４０２０ 溶

接の制限」によること。 

また、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の

接液側に使用する溶接材料を加工施設等に使用する場合は、表１－３

から表１－６までに適合する材料とすること。ただし、十分な強度及

び耐食性を有することが確認された場合はこの限りではない。 

 

 

（１２） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図第６～別図第７ （略） 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ

－４０２０ 溶接の制限」によること。 

また、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の

接液側に使用する溶接材料を加工施設等に使用する場合は、表１－３

～表１－６に適合する材料とすること。ただし、十分な強度及び耐食

性を有することが確認された場合はこの限りではない。 
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表１－３～表１－６ （略） 

 

表１－３～表１－６ （略） 

３．開先面 

開先面は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４０３０ 開先面」によること。 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度等は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５Ⅰ.１．⑤又はⅡ．

「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によるこ

と。この場合において、次によること。 

１） （略） 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）

又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及び機械

試験」（別記－５Ⅰ．１．⑥及び⑧又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合において、次の

１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

表１－７ 溶接部の非破壊試験 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

加工 

第１種 

（略） （略） （略） 

２．閉じ込め部の溶接部のうち突

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 

 

 

４．溶接部の強度等 

接部の強度等は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記

－５ １．⑤参照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１） （略） 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶

接部の非破壊試験及び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に次

の要件を付したものによること。 

 

 

１）・２） （略） 

 

表１－７ 溶接部の非破壊試験 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

加工 

第１種 

（略） （略） （略） 

２．閉じ込め部の溶接部のうち突
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機器 合せ溶接による溶接部であっ

て、長手継手を有する母材相互

又は周継手を有する母材相互を

取り付ける継手と長手継手又は

周継手とが接する箇所（以下「継

手接続箇所」という。）から 100mm

以内の溶接部（１．に掲げるもの

を除く。） 

（略） （略） （略） 

５．閉じ込め部の溶接部（１．から

４．までに掲げるものを除く。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

加工 

第２種 

機器 

（略） （略） （略） 

２．閉じ込め部の溶接部（１．に掲

げるものを除く。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い又は目違い 

加工第１種機器及び加工第２種機器の突合せ溶接による継手面の食

い違い又は目違いは、溶接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０６０ 突

合せ溶接による継手面の食違い」又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０６

０ 突合せ溶接による継手面の目違い」によること。この場合におい

て、次の１）及び２）によること。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の

食違いの許容値」及び溶接規格２０２０「表Ｎ－４０６０－１ 

継手面の目違いの許容値」の「継手区分Ａ」は「長手継手」に、

「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替

える。 

機器 合せ溶接による溶接部であっ

て、長手継手を有する母材相互

又は周継手を有する母材相互を

取り付ける継手と長手継手又は

周継手とが接する箇所（以下「継

手接続箇所」という。）から 100mm

以内の溶接部（１に掲げるもの

を除く。） 

（略） （略） （略） 

５．閉じ込め部の溶接部（１から

４までに掲げるものを除く。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

加工 

第２種 

機器 

（略） （略） （略） 

２．閉じ込め部の溶接部（１に掲

げるものを除く。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

加工第１種機器及び加工第２種機器の突合せ溶接による継手面の食

い違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違

い」に次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食い違いの許容値」の「継手区

分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分

Ｄ」は「周継手」に読み替える。 
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２）加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の突合せ

溶接による継手面の食い違い又は目違いについては、「表１－８ 

加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の継手面

の食い違い又は目違いの許容値」によること。ただし、応力計算

を行って構造上要求される強度を有することが明らかである場

合は、この限りでない。 

 

表１－８ 加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の継

手面の食い違い又は目違いの許容値 

（略） （略） 食い違い又は目違い

の値 

（略） （略） （略） 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格２０１２（２０１３）又

は溶接規格２０２０「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」

によること。この場合において、次によること。ただし、機器等の構造

上溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０７０ 

厚さの異なる母材の突合せ溶接」によることが困難な場合であって、

十分な強度を有することが確認できる場合は、この限りではない。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄに係るものを除く」は「別図第３

（１）、（２）及び（３）を含む」に読み替える。 

 

８．継手の仕上げ又は溶接部の表面 

溶接部の表面は、溶接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０８０ 継

２）加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の突合せ

溶接による継手面の食い違いについては、「表１－８ 加工第３

種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の継手面の食違い

の許容値」によること。ただし、応力計算を行って構造上要求さ

れる強度を有することが明らかである場合は、この限りでない。 

 

 

表１－８ 加工第３種機器（六ふっ化ウランの加熱容器に限る。）の継

手面の食違いの許容値 

（略） （略） 食違いの値 

 

（略） （略） （略） 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さ

の異なる母材の突合せ溶接」に、次の要件を付したものによること。た

だし、機器等の構造上これによることが困難な場合であって、十分な

強度を有することが確認できる場合は、この限りではない。 

 

 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「別図第３（１）、（２）、（３）」

に読み替える。 

 

８．継手の仕上げ 

溶接部の表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」に、次の
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手の仕上げ」、又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０８０ 溶接部の表面」 

及び「Ｎ－４０８１ 溶接部の余盛」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合におい

て、次の１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

９．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。た

だし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この

限りでない。 

１） （略） 

２）溶接後熱処理は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

０２０「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－５Ⅰ．１．⑨及

び⑩又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」

参照）によること。この場合において、溶接規格２０１２（２０

１３）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しないもの」及

び溶接規格２０２０「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要

しないものの条件」の「1.クラス 1機器」は適用除外とし、「２.

クラス１機器以外」を適用し、「継手区分Ｂ又は継手区分Ｃ」は

「周継手」に読み替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「Ｎ－４１００ 非破壊試験」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規

格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合にお

要件を付したものによること。 

 

 

 

１）・２） （略） 

 

９．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。た

だし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この

限りでない。 

１） （略） 

２）溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」によ

ること（別記－５ １．⑨及び⑩参照）。この場合において、「表

Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しないもの（１／３）」及

び同表（２／３）は適用除外とし、同表（３／３）「２.クラス１

機器以外」を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ」及び

「継手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

 

 

 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、

次の要件を付したものによること。 
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いて、次によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④

のとおりとする。 

① 「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス１配

管以外のものにあっては,金属蛍光増感紙を除く。）」及び「ただし，

金属蛍光増感紙は，クラス 1 容器及びクラス 1 配管以外の機器に

使用してもよい。」を削る。 

② （略） 

③「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影する場

合を除く。）」の項の「クラス１容器・クラス１配管」は適用除外

とし、「クラスＭＣ容器、クラス２容器、クラス３容器、クラス３

相当容器、クラス２配管、クラス３配管、クラス３相当管、クラス

４配管」又は「クラスＭＣ容器、クラス２容器、クラス３容器、ク

ラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管、クラス３相当管、

クラス４配管、コンクリート製原子炉格納容器、炉心支持構造物」

を適用する。 

④溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過

試験」において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判

定基準については、「表１－１０ 放射線透過試験」による。 

 

表１－１０ （略） 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５Ⅰ．１．⑪又はⅡ．「表４ 「溶

 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④

のとおりとする。 

①「増感紙を使用する場合の項の「（クラス１容器及びクラス１配管

以外のものにあっては,金属蛍光増感紙を除く。）」を削除する。 

 

 

② （略） 

③「放射線源と溶接部の線源側との距離」の項の「クラス１容器・ク

ラス１配管」は適用除外とし、「クラスＭＣ容器、クラス２容器、

クラス３容器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管、

クラス３相当管、クラス４配管」を適用する。  

 

 

 

 

④同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定

基準については、「表１－１０ 放射線透過試験」による。 

 

 

表１－１０ （略） 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．

⑪参照）に次の要件を付したものによること。この場合において、「継
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接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）及び次の１）から４）

までによること。この場合において、「継手区分Ａ」は「長手継手」に、

「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、「機器の区分」の欄

の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「加工第１種容器」に、

「クラス１配管」は「加工第１種管」に読み替え、「クラス２容

器」、「クラス３容器、クラス３相当容器」、「クラス２配管」及び

「クラス３配管、クラス３相当管」は適用除外とする。この場合

において、「クラス１配管」の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手

区分Ｄ」は「周継手（管台を取り付ける継手を除く。」に読み替え

る。また、（注）５において、「発電用原子力機器に関する容器又

は管の破壊靱性試験であって、」は削る。 

２） （略） 

３）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張

試験,型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の「型曲げ試験」及び「ロ

ーラ曲げ試験」の項中の表の「母材の区分」欄の「Ｐ－５２」は

「Ｐ－５２又はＰ－６１」に読み替える。また、別記－５Ⅱ．「表

４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」の「表Ｎ－Ｘ１

１０－２ 継手引張試験,型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の項

の右欄中「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２ Ｐ－６１」に読み替える。 

 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、「機器の区分」

の欄の「クラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」及

び「クラスＭＣ容器、コンクリート製原子炉格納容器」は適用除

外とする。また、「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容

手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分

Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、「機器の区分」の欄

の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「加工第１種容器」に、

「クラス１配管」は「加工第１種管」に読み替え、「クラス２容

器」、「クラス３容器、クラス３相当容器」及び「クラス３配管、

クラス３相当管」は適用除外とする。この場合において、「クラス

１配管」の「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手

（管台を取り付ける継手を除く。」に読み替える。また、（注）５

において、「発電用原子力機器に関する容器又は管の破壊靱性試

験であって、」は削る。 

２） （略） 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型曲げ試験及びローラ曲

げ試験」の「型曲げ試験」及び「ローラ曲げ試験」の項中の表の

「母材の区分」欄の「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２又はＰ－６１」に

読み替える。 

 

 

 

 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、「機器の区分」

の欄の「クラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」は

適用除外とする。また、「クラス２容器、クラス３容器、クラス３

相当容器、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管」は
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器、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管」は「加工

第１種容器及び加工第１種管」に読み替える。 

 

表１－１１ （略） 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４１２０ 再試験」（別記－５Ⅰ．１．⑫又はⅡ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合におい

て、次の１）及び２）によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の項の「ク

ラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」及び「クラス

ＭＣ容器、コンクリート製原子炉格納容器」は適用除外とする。 

２）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」中「クラス２容器、クラス３容

器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管及びクラス

３相当管」は「加工第１種容器及び加工第１種管」に読み替える。 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１） （略） 

２）ライニング型貯槽の溶接部は、発泡試験（減圧法）による漏えい

試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、構

造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合は、浸透探傷

試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。  

３）上記２）の漏えい試験は、「表１－１３ 漏えい試験の方法と判

「加工第１種容器及び加工第１種管」に読み替える。 

 

 

表１－１１ （略） 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １．⑫参

照）に次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の項の「ク

ラス１容器」、「クラス１配管」及び「クラスＭＣ容器」は適用除

外とする。 

２）同表中「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラ

ス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管」は「加工第１種容

器及び加工第１種管」に読み替える。 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１） （略） 

２）ライニング型貯槽の溶接部は、発泡試験（真空法）による漏えい

試験を行い、これに合格するものでなければならない。ただし、構

造上漏えい試験を行うことが著しく困難である場合は、浸透探傷

試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。  

３）上記２）の漏えい試験は、「表１－１３ 漏えい試験」の発泡試
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定基準」の発泡試験（減圧法）の項の試験の方法の欄に掲げる方法

によって行うこととし、同項の判定基準の欄に掲げる基準に適合

するときは、これを合格とする。 

 

表１－１２ 耐圧試験 

機器 試験圧力 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

加
工
第
１
種
管
・
加
工

第
２
種
管 

内圧を受け

るもの 

（略） （略） 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5倍以

上の水圧（水圧で試験を

行うことが困難である

場合は、最高使用圧力の

1.25倍以上の気圧） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

（備考） （略） 

 

表１－１３ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

発泡試験 （減圧法） 試験圧力は絶対圧力で

大気圧より 20kPa以上低

い圧力とすること。 

（略） 

 

 

験（真空法）の項の試験の方法の欄に掲げる方法によって行うこ

ととし、同項の判定基準の欄に掲げる基準に適合するときは、こ

れを合格とする。 

 

表１－１２ 耐圧試験 

機器 試験圧力 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

加
工
第
１
種
管
・
加
工

第
２
種
管 

内圧を受け

るもの 

（略） （略） 

その他のもの 最高使用圧力の 1.5倍以

上の水圧（水圧で試験を

行うことが困難である

場合は、最高使用圧力の

1.25倍の気圧） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

（備考） （略） 

 

表１－１３ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

発泡試験 （減圧法） 試験圧力は大気圧より

-20kPa 以上低い圧力と

すること。 

（略） 

 

 

別紙－２ 

 

 

別紙－２ 
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溶接施工法認証標準又は溶接施工法確認試験 

 

１．溶接施工法の種類 

溶接施工法の種類は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

０２０「ＷＰ－２００ 溶接施工法の種類」（別記－５Ⅰ．２．③及び

④又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）

によること。 

 

２．確認事項 

溶接施工法における確認事項は、溶接規格２０１２（２０１３）「Ｗ

Ｐ－３００ 確認事項」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３００ 確認

項目」及び次の（１）から（２２）までによること。この場合において、

再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に

使用する溶接材料を加工施設等に使用する場合は、表１－３から表１

－６までに適合する材料とすること。ただし、十分な強度及び耐食性

を有することが確認された場合はこの限りではない。 

 

（１）溶接方法 

溶接方法の区分は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０１ 溶

接方法」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３１０ 溶接方法」（別記－５

Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）による

こと。この場合において、次によること。 

１）「クラス１容器及びクラス２容器」及び「クラス１容器，クラス

２容器，クラス１配管及びクラス２配管」とあるのは「加工第１種

機器」に読み替える。 

溶接施工法認証標準 

 

１．溶接施工法の種類 

溶接施工法の種類は、溶接規格「ＷＰ－２００ 溶接施工法の種類」

（別記－５ ２．③及び④参照）によること。 

 

 

 

２．確認事項 

溶接施工法における確認事項は、溶接規格「ＷＰ－３００ 確認事

項」及び次の（１）～（２２）によること。この場合において、再処理

第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に使用す

る溶接材料を加工施設等に使用する場合は、表１－３～表１－６に適

合する材料とすること。ただし、十分な強度及び耐食性を有すること

が確認された場合はこの限りではない。 

 

 

（１）溶接方法 

溶接方法の区分は、溶接規格「ＷＰ－３０１ 溶接方法」に次の要件

を付したものによること。 

 

 

１）「クラス１容器及びクラス２容器」とあるのは「加工第１種機器」

に読み替える。 
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（２）母材 

母材は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０２ 母材」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３２０ 母材」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合にお

いて、次の表のように溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－３０２

－１ 母材の区分」の「母材」欄に「Ｐ－６１」を、「種類」欄に「ジル

コニウム」を加える。また、別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の

適用に当たっての条件」の「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型曲

げ試験及びローラ曲げ試験」の項の右欄中「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２ Ｐ

－６１」に読み替える。 

（表略） 

 

（３）溶接棒 

溶接棒は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０３ 溶接棒」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３２ 溶接棒」によること。 

 

（４）溶接金属 

溶接金属は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０４ 溶接金

属」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３１ 溶接金属」（別記－５Ⅱ．

「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によるこ

と。 

 

（５）予熱 

予熱は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０５ 予熱」又は

 

（２）母材 

母材は、溶接規格「ＷＰ－３０２ 母材」によること。この場合にお

いて、「表ＷＰ－３０２－１ 母材の区分」の「母材」欄に「Ｐ－６１」

を、同表「種類」欄に「ジルコニウム」を加える。 

 

 

 

 

 

 

（表略） 

 

（３）溶接棒 

溶接棒は、溶接規格「ＷＰ－３０３ 溶接棒」によること。 

 

 

（４）溶接金属 

溶接金属は、溶接規格「ＷＰ－３０４ 溶接金属」によること。 

 

 

 

 

（５）予熱 

予熱は、溶接規格「ＷＰ－３０５ 予熱」によること。 
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溶接規格２０２０「ＷＰ－３４６ 予熱」によること。 

 

（６）溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０６ 溶

接後熱処理」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３５０ 溶接後熱処理」（別

記－５Ⅰ．２．②又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たって

の条件」参照）によること。 

 

（７）シールドガス 

シールドガスは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０７ シ

ールドガス」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３４１ シールドガス」に

よること。 

 

（８）裏面からのガス保護 

裏面からのガス保護は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０

８ 裏面からのガス保護」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３４２ 裏面

からのガス保護」によること。 

 

（９）溶加材 

溶加材は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０９ 溶加材」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３３ 溶加材」（別記－５Ⅱ．「表４ 

「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場

合において、次の表のように溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－

３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」及び

溶接規格２０２０「表 ＷＰ－３３３－１ 溶加材若しくはウェルドイ

 

 

（６）溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格「ＷＰ－３０６ 溶接後熱処理」（別記－

５ ２．②参照）によること。 

 

 

 

（７）シールドガス 

シールドガスは、溶接規格「ＷＰ－３０７ シールドガス」によるこ

と。 

 

 

（８）裏面からのガス保護 

裏面からのガス保護は、溶接規格「ＷＰ－３０８ 裏面からのガス保

護」によること。 

 

 

（９）溶加材 

溶加材は、溶接規格「ＷＰ－３０９ 溶加材」によること。この場合

において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート

又は心線の区分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」

を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、「種類」の欄に「ジルコ

ニウム」を加える。 
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ンサート又は心線の区分」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適

用に当たっての条件」参照）の「溶加材又はウェルドインサート」欄に

「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、「種類」の

欄に「ジルコニウム」を加える。 

（表略） 

 

（１０）ウェルドインサート 

ウェルドインサートは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１

０ ウェルドインサート」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３５ ウェ

ルドインサート（融合インサート）」によること。この場合において、

次の表のように溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－３０９－１ 溶

加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」及び溶接規格２０２

０「表 ＷＰ－３３３－１ 溶加材若しくはウェルドインサート又は心

線の区分」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての

条件」参照）の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、

「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、「種類」の欄に「ジルコニ

ウム」を加える。 

（表略） 

 

（１１）電極 

電極は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１１ 電極」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３４４ 電極」によること。 

 

（１２）フラックス 

フラックスは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１２ フラ

 

 

 

 

（表略） 

 

（１０）ウェルドインサート 

ウェルドインサートは、溶接規格「ＷＰ－３１０ ウェルドインサー

ト」によること。この場合において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材も

しくはウェルドインサート又は心線の区分」の「溶加材又はウェルドイ

ンサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、ま

た、「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 

 

 

 

 

 

（表略） 

 

（１１）電極 

電極は、溶接規格「ＷＰ－３１１ 電極」によること。 

 

 

（１２）フラックス 

フラックスは、溶接規格「ＷＰ－３１２ フラックス」によること。 
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ックス」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３６ フラックス」によるこ

と。 

 

（１３）心線 

心線は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１３ 心線」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３３４ 心線」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合に

おいて、次の表のように溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－３０

９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」及び溶

接規格２０２０「表 ＷＰ－３３３－１ 溶加材若しくはウェルドイ

ンサート又は心線の区分」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の

適用に当たっての条件」参照）の「溶加材又はウェルドインサート」欄

に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、「種類」

の欄に「ジルコニウム」を加える。 

（表略） 

 

（１４）溶接機 

溶接機は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１４ 溶接機」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３４５ 溶接機」によること。 

 

（１５）層 

 層は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１５ 層」又は溶接

規格２０２０「ＷＰ－３４７ 層」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

 

 

 

（１３）心線 

心線は、溶接規格「ＷＰ－３１３ 心線」によること。この場合にお

いて、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は

心線の区分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、

「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、また、「種類」の欄に「ジルコニ

ウム」を加える。 

 

 

 

 

 

（表略） 

 

（１４）溶接機 

溶接機は、溶接規格「ＷＰ－３１４ 溶接機」によること。 

 

 

（１５）層 

 層は、溶接規格「ＷＰ－３１５ 層」によること。 
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（１６）母材の厚さ 

母材の厚さは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１６ 母材

の厚さ」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３２２ 母材の厚さ」（別記－

５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によ

ること。 

 

（１７）ノズル 

ノズルは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１７ ノズル」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３６１ ノズル」によること。 

 

（１８）電圧及び電流 

 電圧及び電流は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１８ 電

圧及び電流」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３６２ 電圧及び電流」に

よること。 

 

（１９）揺動 

揺動は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１９ 揺動」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３６３ 揺動」によること。 

 

（２０）あて金 

あて金は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３２０ あて金」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３６４ 当て金」によること。 

 

（２１）リガメントの幅 

リガメントの幅は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３２１ リ

（１６）母材の厚さ 

母材の厚さは、溶接規格「ＷＰ－３１６ 母材の厚さ」によること。 

 

 

 

 

（１７）ノズル 

ノズルは、溶接規格「ＷＰ－３１７ ノズル」によること。 

 

 

（１８）電圧及び電流 

 電圧及び電流は、溶接規格「ＷＰ－３１８ 電圧及び電流」によるこ

と。 

 

 

（１９）揺動 

揺動は、溶接規格「ＷＰ－３１９ 揺動」によること。 

 

 

（２０）あて金 

あて金は、溶接規格「ＷＰ－３２０ あて金」によること。 

 

 

（２１）リガメントの幅 

リガメントの幅は、溶接規格「ＷＰ－３２１ リガメントの幅」によ
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ガメントの幅」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３７１ リガメントの

幅」によること。 

 

（２２）衝撃試験 

衝撃試験は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３２２ 衝撃試

験」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３８５ 衝撃試験温度」によるこ

と。ただし、「各機器における衝撃試験温度は次の通りとする。」及び

「各機器に対する衝撃試験温度の要求値は次のとおりとする。」は適用

除外とする。 

 

３．確認試験 

３．１ 試験材の厚さ及びその取付方法 

（１）試験材の厚さ 

試験材の厚さの区分は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＰ－４１１ 試験材の厚さ」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶

接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（２）試験材の取付方法 

試験材の取付方法の区分は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶

接規格２０２０「ＷＰ－４１２ 試験材の取付け方法」によること。 

 

３．２ 試験片の種類、数及び採取位置 

試験片の種類、数及び採取位置の区分は、溶接規格２０１２（２０

１３）又は溶接規格２０２０「ＷＰ－４２０ 試験片の種類・数及び

採取位置」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たって

ること 

 

 

（２２）衝撃試験 

衝撃試験は、溶接規格「ＷＰ－３２２ 衝撃試験」によること。ただ

し、「各機器における衝撃試験温度は次の通りとする。」は適用除外と

する。 

 

 

 

３．確認試験 

３．１ 試験材の厚さ及びその取付け方法 

（１）試験材の厚さ 

試験材の厚さの区分は、溶接規格「ＷＰ－４１１ 試験材の厚さ」

によること。 

 

 

（２）試験材の取付方法 

試験材の取付方法の区分は、溶接規格「ＷＰ－４１２ 試験材の取

付け方法」によること。 

 

３．２ 試験片の種類、数及び採取位置 

試験片の種類、数及び採取位置の区分は、溶接規格「ＷＰ－４２０ 

試験片の種類・数及び採取位置」によること。 
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の条件」参照）によること。 

 

４．試験片の形状・寸法及び試験方法並びに試験結果の判定基準 

４．１ 試験片の形状・寸法及び試験方法 

試験片の形状・寸法及び試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－５１０ 試験片の形状・寸法及び試験

方法」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条

件」参照）によること。この場合において、次の１）及び２）による

こと。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試

験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験方法及び衝撃試験」の「試験の方

法」の欄の表中の「Ｐ－５２」は、「Ｐ－５２及びＰ－６１」に読

み替える。また、別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に

当たっての条件」の「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型曲げ

試験及びローラ曲げ試験」の項の右欄中「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２ 

Ｐ－６１」に読み替える。 

２） （略） 

 

４．２ 判定基準 

判定基準は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「ＷＰ－５２０ 判定基準」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合において、次

の１）及び２）によること。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試

験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験方法及び衝撃試験」及び溶接規格

 

 

４．試験片の形状・寸法及び試験方法並びに試験結果の判定基準 

４．１ 試験片の形状・寸法及び試験方法 

試験片の形状・寸法及び試験方法は、溶接規格「ＷＰ－５１０ 試

験片の形状・寸法及び試験方法」に次の要件を付したものによること。 

 

 

 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試

験方法及び衝撃試験」の「試験の方法」の欄の表中の「Ｐ－５２」

は、「Ｐ－５２及びＰ－６１」に読み替える。 

 

 

 

 

２） （略） 

 

４．２ 判定基準 

判定基準は、溶接規格「ＷＰ－５２０ 判定基準」に、次の要件を

付したものによること。 

 

 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試

験方法及び衝撃試験（１／３）」の「継手引張試験」項の「判定基
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２０２０「表ＷＰ－５１０－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ロー

ラ曲げ試験方法及び衝撃試験」の「継手引張試験」項の「判定基

準」欄の「材料規格Ｐａｒｔ ３ 第１章表４又は表７」は「母材の

規格」に読み替える。 

２） （略） 

表２－１・表２－２ （略） 

 

準」欄の「材料規格Ｐａｒｔ ３ 第１章表４又は表７」は「母材の

規格」に読み替える。 

 

 

２） （略） 

表２－１・表２－２ （略） 

 

別紙－３ 

 

溶接士技能認証標準又は溶接技能確認試験 

 

１．溶接士の種類及び有効期間 

溶接士の種類は、溶接規格２０１２（２０１３）における自動溶接機

を用いない溶接士（手溶接士及び半自動溶接士）及び自動溶接機を用

いる溶接士（自動溶接士）又は溶接規格２０２０における溶接技能者

及び溶接オペレータとし、資格の有効期間は別記－５Ⅰ．３．「（４）溶

接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間」（「溶接規格 2007」

及び「溶接規格 2012(2013)」）」によること。 

 

２．自動溶接機を用いない溶接士又は溶接技能者 

２．１ 確認事項 

自動溶接機を用いない溶接士又は溶接技能者の技能の確認は、次に

掲げる事項について、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なるご

とに行うものとする。 

 

別紙－３ 

 

溶接士技能認証標準 

 

１．溶接士の種類及び有効期間 

溶接士の種類は、自動溶接機を用いない溶接士（手溶接士及び半自

動溶接士）及び自動溶接機を用いる溶接士（自動溶接士）とし、資格の

有効期限は「別記－５ ３．（４）溶接士技能認証標準に適合する溶接

士技能の有効期間」によること。 

 

 

 

２．自動溶接機を用いない溶接士 

２．１ 確認事項 

自動溶接機を用いない溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項につ

いて、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なるごとに行うものと

する。 
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（１）溶接方法 

溶接方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「ＷＱ－３１１ 溶接方法」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規

格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（２）試験材及び溶接姿勢 

試験材及び溶接姿勢は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶

接規格２０２０「ＷＱ－３１２ 試験材及び溶接姿勢」（別記－

５Ⅰ．３．（１）①又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に

当たっての条件」参照）によること。この場合において、次の

１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

（３）溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線は、

溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－３

１３ 溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む）又は心線」

によること。この場合において、次の表のように溶接規格２０

１２（２０１３）「表ＷＱ－３１３－２ 溶加材（ウェルドイン

サート含む）又は心線の区分」及び溶接規格２０２０「表 ＷＰ

－３３３－１ 溶加材若しくはウェルドインサート又は心線の

区分」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっ

ての条件」参照）の「溶加材の区分」の欄に「Ｒ－６１」を「心

線の区分」の欄に「Ｅ－６１」を「種類」の欄に「ジルコニウム」

を加える。 

（１）溶接方法 

溶接方法は、溶接規格「ＷＱ－３１１ 溶接方法」によるこ

と。 

 

 

（２）試験材及び溶接姿勢 

試験材及び溶接姿勢は、溶接規格「ＷＱ－３１２ 試験材及

び溶接姿勢」（別記－５ ３．（１）①参照」に、次の要件を付し

たものによること。 

 

 

１）・２） （略） 

 

（３）溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線は、

溶接規格「ＷＱ－３１３ 溶接棒、溶加材（ウェルドインサート

を含む）又は心線」によること。この場合において、「表ＷＱ－

３１３－２ 溶加材（ウェルドインサート含む）又は心線の区

分」の「溶加材の区分」の欄に「Ｒ－６１」を「心線の区分」の

欄に「Ｅ－６１」を「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 
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（表略） 

 

（４）母材 

母材の区分は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

０２０「ＷＱ－３１４ 母材」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合に

おいて、「表ＷＱ－３１４－１ 母材の区分」の「母材のグルー

プ区分」の欄に「Ｐ－６１（ジルコニウム）」を、「母材の区分」

の欄に「Ｐ－６１」を加える。 

（表略） 

 

２．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は次

によること。 

 

２．２．１ 試験材の種類がアルミニウム、アルミニウム合金又はチ

タン以外のものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がアルミニウム，アル

ミニウム合金又はチタン以外のものの場合」の「（１）確認試験

要領」によること。この場合において、次の１）から５）までに

よること。 

１）～５） （略） 

 

（表略） 

 

（４）母材 

母材の区分は、溶接規格「ＷＱ－３１４ 母材」によること。

この場合において、「表ＷＱ－３１４－１ 母材の区分」の「母

材のグループ区分」の欄に「Ｐ－６１（ジルコニウム）」を、「母

材の区分」の欄に「Ｐ－６１」を加える。 

 

 

（表略） 

 

２．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は次

によること。 

 

２．２．１ 試験材の種類がアルミニウム、アルミニウム合金又はチ

タン以外のものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要領」

に次の要件を付したものによること。 

 

 

 

１）～５） （略） 
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（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１（２）溶接上の注意」によること。この

場合において、次の６）及び７）を追加する。 

６）・７） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」（別記－５Ⅱ．「表

４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）による

こと。この場合において、次の１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「ＷＱ－３２１（４）試験方法」によること。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１（５）合否判定基準」によること。この

場合において、次によること。 

１） （略） 

 

２．２．２ 試験材の種類がチタンのものの場合 

（１）確認試験要領 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２１（２）溶接上の注意」

による。この場合において、次の６）及び７）を追加する。 

 

６）・７） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」

に次の要件を付したものによる。 

 

 

１）・２） （略） 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２１（４）試験方法」による

こと。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２１（５）合否判定基準」

に次の要件を付したものによる。 

 

１） （略） 

 

２．２．２ 試験材の種類がチタンのものの場合 

（１）確認試験要領 
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確認試験要領は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２３（１）確認試験要領」によること。この

場合において、次の１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２３（２）溶接上の注意」によること。この

場合において、Ｗ－２３ｒ及びＷ－２４ｒの場合は、試験材の種

類、溶接姿勢及び試験材採取位置は、別記－５ 別図のとおり

とすること。 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２３（３）試験片の準備」（別記－５Ⅱ．「表

４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）による

こと。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「ＷＱ－３２３（４）試験方法」によること。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２３（５）合否判定基準」によること。 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２３（１）確認試験要領」

に、次の要件を付したものによること。 

 

１）・２） （略） 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２３（２）溶接上の注意」

による。この場合において、Ｗ－２３ｒ及びＷ－２４ｒの場合

は、試験材の種類、溶接姿勢及び試験材採取位置は、別記－５ 

別図のとおりとすること。 

 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２３（３）試験片の準備」

による。 

 

 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」による。 

 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２３（５）合否判定基準」

による。 
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２．２．３ 試験材の種類がジルコニウムのものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１（１）確認試験要領」を参考とするか又

は適切な確認試験要領にて実施すること。 

 

（２） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」（別記－５Ⅱ．「表

４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）の１）

から３）までを参考とするか又は適切な方法にて実施すること。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「ＷＱ－３２３（４）試験方法」を参考とするか又は適切な

方法にて実施すること。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格に準拠した場合は、溶接規格２０

１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－３２３（５）合

否判定基準」によること。なお、ジルコニウムの色調検査につい

ては、「表２－２ 溶接部の変色程度と判定基準（ジルコニウム

 

２．２．３ 試験材の種類がジルコニウムのものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要領」

を参考とするか又は適切な確認試験要領にて実施すること。 

 

 

（２） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」

の１）～３）を参考とするか又は適切な方法にて実施すること。 

 

 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」を参考

とするか又は適切な方法にて実施すること。 

 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格に準拠した場合は、溶接規格「ＷＱ

－３２３（５）合否判定基準」による。なお、ジルコニウムの色

調検査については、「表２－４ 溶接部の変色程度と判定基準

（ジルコニウムの場合）」による。 
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の場合）」によること。 

 

２．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いない作業範囲は、別記－５「別表第２－１ 試験

材及び溶接姿勢の区分と作業範囲」（溶接規格２０１２（２０１３））

又は「別表第２－２ 試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲」（溶接

規格２０２０）によること。この場合において、これらの表（１／２）

の「アルミニウム又はアルミニウム合金以外」及び「アルミニウム、

アルミニウム合金又はチタン以外」は適用除外とし、「表３－５ 作

業範囲」を適用する。 

 

表３－５ （略） 

 

２．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格２０１２（２

０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－４４０ 資格表示」によるこ

と。 

 

３．自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータ 

自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータの技能の確認は、自

動溶接機を用いる溶接士にあっては溶接規格２０１２（２０１３）「Ｗ

Ｑ－４００ 自動溶接機を用いる溶接士」に、溶接オペレータにあっ

ては溶接規格２０２０「ＷＱ－４００ 溶接オペレータ」によること。 

 

３．１ 確認事項 

 

 

２．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いない作業範囲は、、別記－５「別表第２ 試験材

及び溶接姿勢の区分と作業範囲」によること。この場合において、同

表（１／２）の「アルミニウム又はアルミニウム合金以外」は適用除

外とし「表３－５ 作業範囲」を適用する。 

 

 

 

 

表３－５ （略） 

 

２．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４４

０ 資格表示」によること。 

 

 

３．自動溶接機を用いる溶接士 

自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は溶接規格「ＷＱ－４００ 

自動溶接機を用いる溶接士」によること。 

 

 

 

３．１ 確認事項 
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自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータの技能の確認は、次

に掲げる事項について、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なる

ごとに行うものとする。 

 

（１）溶接の方法 

溶接方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「ＷＱ－４１１ 溶接の方法」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

３．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は溶

接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－４２０ 確

認試験の方法と判定基準」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の

適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

３．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータの作業範囲は、自動

溶接機を用いる溶接士にあっては溶接規格２０１２（２０１３）「Ｗ

Ｑ－４３０ 作業範囲」（別記－５Ⅰ．３．（１）④参照）に、溶接オ

ペレータにあっては溶接規格２０２０「ＷＱ－４３０ 作業範囲」（別

記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）

によること。 

 

３．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格２０１２（２

自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項につい

て、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なるごとに行うものとす

る。 

 

（１）溶接の方法 

溶接方法は、溶接規格「ＷＱ－４１１ 溶接の方法」によるこ

と。 

 

 

３．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は溶

接規格「ＷＱ－４２０ 確認試験の方法と判定基準」によること。 

 

 

 

３．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いる溶接士の作業範囲は、溶接規格「ＷＱ－４３０ 

作業範囲」による（別記－５ ３．（１）④参照）。 

 

 

 

 

 

３．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４４
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０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－４４０ 資格表示」によるこ

と。 

０ 資格表示」によること。 

 
  

 

別表第３ 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線を付し、又は破線で囲んだ部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第１２条（材料及び構造） 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な耐圧部の溶接部」とは、以

下に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

⑴ （略） 

⑵ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービン及びその附属設備を除く。以

下同じ。）、計測制御系統施設、放射線管理施設又は試験研究の用に

供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（昭和３２年総理府令

第８３号）第１条の３第１項第２号ヌに規定する試験研究用等原子

炉の附属施設（非常用電源設備を除く。以下「主要実験設備等」とい

う。）に属する容器であって非常時に安全装置として使用されるも

の 

⑶～⑹ （略） 

⑺ 蒸気タービンに係る蒸気だめ若しくは熱交換器又は非常用電源設

備に属する容器のうち、耐圧部について溶接をするもの 

⑻ 蒸気タービンに係る外径 150mm 以上の管のうち、耐圧部について

溶接をするもの 

３～６ （略） 

７ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、別記「試験研究の用に供

する原子炉等に係る施設の溶接の方法等について」に適合したものを

第１２条（材料、構造等） 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な耐圧部分の溶接部」とは、

以下に掲げる容器又は管の溶接部をいう。 

⑴ （略） 

⑵ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービン及びその附属設備を除く。以

下この解釈において同じ。）、計測制御系統施設、放射線管理施設又

は試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（昭和３

２年総理府令第８３号）第１条の３第１項第２号ヌに規定する試験

研究用等原子炉の附属施設（非常用電源設備を除く。以下「主要実験

設備等」という。）に属する容器であって非常時に安全装置として使

用されるもの 

⑶～⑹ （略） 

⑺ 蒸気タービンに係る蒸気だめ若しくは熱交換器又は非常用電源設

備に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの 

⑻ 蒸気タービンに係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐

圧部分について溶接をするもの 

３～６ （略） 

７ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、「試験研究の用に供する

原子炉施設等の溶接方法等について（別記）」に適合したものをいう。 
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いう。 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験」は、別記「試験研究の用に供す

る原子炉等に係る施設の溶接の方法等について」によること。 

 

 

８ 第２項に規定する適切な耐圧試験は「試験研究の用に供する原子炉

施設等の溶接方法等について（別記）」によること。 

別記 

 

試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法等について 

 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（令和２年原

子力規制委員会規則第７号。以下「技術基準規則」という。）第１２条第

１項第２号及び第２項の規定に対応する溶接部に関する要求事項につい

ては、以下のとおりとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術

基準規則」という。）第１７条第１５号の規定により確認されたもの又

はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の規定の

施行前に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一

別記 

 

試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法等について 

 

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則（令和 年原

子力規制委員会規則第 号。以下「技術基準規則」という。）第１２条第

１項第２号及び第２項の規定に対応する溶接部に関する要求事項につい

ては、以下のとおりとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術

基準規則」という。）第１７条第１５号の規定により確認されたもの又

はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の規定に

よる改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

の施行（令和２年４月１日）前に試験研究の用に供する原子炉等の設
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部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関

係規則の整備等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１２

号）の規定による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運

転等に関する規則（昭和３２年総理府令第８３号）第３条の１１の溶

接の方法の認可を受けたもの等をいう。 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する技能を有する溶接

士であることを認証された者又はこれと同等と認められる者でなけれ

ばならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技

発第1306194号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））別記

－５（以下単に「別記－５」という。） Ⅰ．３．（３）により同等と認

められた者等をいう。 

 

５．用語の定義 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 「第３種機器」とは、次に掲げる容器又は管をいう。 

イ～ホ （略） 

ヘ 試験研究用等原子炉（一次冷却材として軽水又は重水を用いる

ものに限る。）の通常運転時に一次冷却材を内包する機器及びこれ

に附属する機器であって、原子炉容器内の水位の過度の低下を防

置、運転等に関する規則（昭和３２年総理府令第８３号）第３条の１１

の溶接の方法の認可を受けたもの等をいう。 

 

 

 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する技能を有する溶接

士であることを認証された者又はこれと同等と認められる者でなけれ

ばならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２

５年６月１９日 原規技発第1306194号 原子力規制委員会決定）別記－

５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士技能認証標準

⑶により同等と認められた者等をいう。 

 

５．用語の定義 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 「第３種機器」とは、次に掲げる容器又は管をいう。 

イ～ホ （略） 

ヘ 試験研究用原子炉（一次冷却材として軽水又は重水を用いるも

のに限る。）の通常運転時に一次冷却材を内包する機器及びこれに

附属する機器であって、原子炉容器内の水位の過度の低下を防止
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止し、炉心を冠水状態に保持するためのものに属する容器又は管

（第１種機器を除く。） 

ト 試験研究用等原子炉の炉心に近接する設備であって、その故障、

損壊等により放射性物質の漏えいを生じさせるおそれのあるもの

に属する容器又は管 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 「第４種機器」とは、第１種機器、第２種容器、第３種機器及び⑾

に規定する第５種管以外の容器又は管をいう。 

⑼～⒂ （略） 

 

し、炉心を冠水状態に保持するためのものに属する容器又は管（第

１種機器を除く。） 

ト 試験研究用原子炉の炉心に近接する設備であって、その故障、

損壊等により放射性物質の漏えいを生じさせるおそれのあるもの

に属する容器又は管 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 「第４種機器」とは、第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第

１５号に規定する第５種管以外の容器又は管をいう。 

⑼～⒂ （略） 

 

別紙 

試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法 

 

１．溶接部の設計 

第１種容器、第２種容器、第３種容器、第４種容器、第１種管、第３

種管及び第４種管の溶接部の設計は、次表に掲げる場合を除き、突合

せ両側溶接によって行うこと。また、第３種容器及び第４種容器の開

放容器並びに第５種管の溶接部の設計は、次表に掲げる場合を除き、

突合せ片側溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行

うこと。ただし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場

合は、この限りではない。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

（略） （略） （略） （略） 

別紙 

試験研究の用に供する原子炉等に係る施設の溶接の方法 

 

１．溶接部の設計 

第１種容器、第２種容器、第３種容器、第４種容器、第１種管、第３

種管及び第４種管の溶接部の設計は、次表に掲げる場合を除き、突合

せ両側溶接によって行うこと。また、第３種容器及び第４種容器の開

放容器並びに第５種管の溶接部の設計は、次表に掲げる場合を除き、

突合せ片側溶接又はこれと同等以上の効果が得られる方法によって行

うこと。ただし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場

合は、この限りではない。 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

（略） （略） （略） （略） 
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第３種容器 （略） （略）  

⑶  第３種

継 手 の 溶

接 

 

別図第２⑴か

ら⑻まで若し

くは⑾又は別

図第３⑴から

⑻まで 

（略） 

⑷  第４種

継 手 の 溶

接 

別図第４⑴か

ら(28)まで 

（略） 

（略） （略） （略） 

⑺  栓等を

取 り 付 け

る 継 手 の

溶 接 を 取

り 付 け る

継 手 の 溶

接 

別図第８⑴か

ら⑹まで 

 

（略） （略） （略） 

第４種容器 （略） （略） （略） 

⑷  第３種

継 手 の 溶

接 

別図第２⑴か

ら⑼まで又は

別図第３ 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

別図第１～別図第３ （略） 

 

別図第４ 

（１）～（２０） （略） 

（２１) 

第３種容器 

 

（略） （略）  

⑶  第３種

継 手 の 溶

接 

 

別図第２⑴か

ら⑻若しくは

⑾又は別図第

３⑴から⑻ 

 

（略） 

⑷  第４種

継 手 の 溶

接 

別図第４⑴か

ら(28) 

 

（略） 

（略） （略） （略） 

⑺  栓等を

取 り 付 け

る 継 手 の

溶 接 を 取

り 付 け る

継 手 の 溶

接 

別図第８⑴か

ら⑹ 

 

（略） （略） （略） 

第４種容器 （略） （略） （略） 

⑷  第３種

継 手 の 溶

接 

別図第２⑴か

ら⑼又は別図

第３ 

（略） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

別図第１～別図第３ （略） 

 

別図第４ 

（１）～（２０） （略） 

（２１) 
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（２２）～（３９） （略） 

 

別図第５～別図第７－２ （略） 

 

別図第８ 

（１） （略） 

（２） 

 

（３）～（７） （略） 

 

別図第９ （略） 

 

別図第１０ 

 

（２２）～（３９） （略） 

 

別図第５～別図第７－２ （略） 

 

別図第８ 

（１） （略） 

（２） 

 

（３）～（７） （略） 

 

別図第９ （略） 

 

別図第１０ 



 

 246 

 

 

２．材料の制限  

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格２０１２（２０

１３）」という。）又は日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２

０２０年版」（以下「溶接規格２０２０」という。）「Ｎ－４０２０ 溶

接の制限」によること。  

 

３．開先面  

開先面は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４０３０ 開先面」によること。この場合において、次によること。 

１） （略） 

 

４．溶接部の強度等  

溶接部の強度は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２

０「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５Ⅰ．１．⑤又はⅡ．「表

４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。こ

の場合において、次の１）及び２）によること。 

 １）溶接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」

 

 

２．材料の制限  

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ

－４０２０ 溶接の制限」によること。  

 

 

 

３．開先面  

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」に次の要件を付したも

のによること。 

１） （略） 

 

４．溶接部の強度等  

溶接部の強度は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記

－５ １．⑤参照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１）(1)に「ただし、第２部溶接施工法認証標準 「表ＷＰ－３０２－１ 
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(1)の末尾に次の(a)を、溶接規格２０２０「Ｎ－４０４０ 溶接部

の強度等」(1)の末尾に次の(b)を追加する。 

 

 

(a)「ただし、第２部溶接施工法認証標準 「表ＷＰ－３０２－１ 

母材の区分」に掲げるＰ－１１Ａ（グループ番号１に限る。）及

びＰ－２１からＰ－２５までのいずれかに属する母材の溶接部

であって、最高使用圧力が98kPa未満のものにあっては、設計上

定めた母材の強度と同等以上とすることができる。」 

(b)「ただし、第２部溶接施工法認証標準 「表ＷＰ－３２１－１ 

母材の区分」に掲げるＰ－１１Ａ（グループ番号１に限る。）及

びＰ－２１からＰ－２５までのいずれかに属する母材の溶接部

であって、最高使用圧力が98kPa未満のものにあっては、設計上

定めた母材の強度と同等以上とすることができる。」 

２）溶接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」

(2)の「ブローホール等で」の後に「溶接部の強度を確保する上で」

を、溶接規格２０２０「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」(2)の「ブ

ローホールなど」の後に「溶接部の強度を確保する上で有害なも

の」を追加する。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）

又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及び機械試

験」（別記－５Ⅰ．１．⑥及び⑧又はⅡ．「表４ 「溶接規格2020」の

適用に当たっての条件」参照）によること。この場合において、次の

母材の区分」に掲げるＰ－１１Ａ（グループ番号１に限る。）及びＰ

－２１からＰ－２５までのいずれかに属する母材の溶接部であっ

て、最高使用圧力が 98kPa 未満のものにあっては、設計上要求され

る強度以上の強度を有するものとすることができる。」を追加する。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

２）(2)の「ブローホール等で」の後に「溶接部の強度を確保する上

で」を追加する。 

 

 

 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶接

部の非破壊試験及び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に、次

の要件を付したものによること。 
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１）から４）までによること。 

１）・２） （略） 

３）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、溶接部

の区分の欄の「継手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ」

は「第２種継手」に、「継手区分Ｃ」は「第３種継手」に、「継手

区分Ｄ」は「第４種継手」に、読み替える。また、溶接規格２０１

２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」（注）

４．の「クラス１容器,クラスＭＣ容器又はクラス１配管」は「第

１種容器、第２種容器又は第１種管」と読み替える。 

４）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の

機械試験板」の（注）５．の（１）から（３）までは次の①から④

までに読み替える。また、溶接規格２０２０「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 

溶接部の機械試験板」の（注）３．の（１）から（３）までは、別

記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」に

よらず、次の①から④までに読み替える。 

①～④ （略） 

 

表１－２  溶接部の非破壊試験（１／３） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

第
１
種
容
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれか

に掲げるもの 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 第４種継手の完全溶込み溶

接部（３に掲げるものを除く。）

であって、当該管台又は溶接部

が次の①から⑤までに適合す

るもの以外のもの 

（略） （略） 

 

１）・２） （略） 

３）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、溶接部

の区分の欄の「継手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ」

は「第２種継手」に、「継手区分Ｃ」は「第３種継手」に、「継手

区分Ｄ」は「第４種継手」に、読み替える。また、（注）４．の「ク

ラス１容器,クラスＭＣ容器又はクラス１配管」は「第１種容器、

第２種容器又は第１種管」と読み替える。 

 

４）（注）５．の（１）から（３）までは次の①から④までに読み替

える。 

 

 

 

 

①～④ （略） 

 

表１－２  溶接部の非破壊試験（１／３） 

区分 
規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

第
１
種
機
器 

１ 次の⑴から⑷までのいずれか

に掲げるもの 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 第４種継手の完全溶込み溶

接部（３に掲げるものを除く。）

であって、当該管台又は溶接部

が次の(1)から(5)までに適合

するもの以外のもの 

（略） （略） 
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①～⑤ （略） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

第
４
種
容
器 

１ 第１種継手、第２種継手及び第

３種継手の突合せ溶接による溶

接部（熱交換器用管の第２種継手

の溶接部及び開放容器（開放部に

より内気と外気が通じている容

器をいう。以下同じ。）の溶接部

を除く。）であって、次の(1)から

(3)までのいずれかに掲げるもの 

⑴ 次の①から⑦までのいずれ

かに掲げるもの 

① 溶接規格２０１２（２０１

３）「表WP-302-1 母材の区

分」又は溶接規格２０２０

「表WP-321-1 母材の区分」

に掲げるＰ―１に属する母

材の溶接部であって、厚さが

32mmを超えるもの 

② これらの表に掲げるＰ―

３に属する母材の溶接部で

あって、厚さが 19mm を超え

るもの 

③ これらの表に掲げるＰ―

４に属する母材の溶接部で

あって、厚さが 16mm を超え

るもの 

④ これらの表に掲げるＰ―

５に属する母材の溶接部 

⑤ これらの表に掲げるＰ―

６又はＰ―７に属する母材

（略） （略） 

①～⑤ （略） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

第
４
種
容
器 

１ 第１種継手、第２種継手及び第

３種継手の突合せ溶接による溶

接部（熱交換器用管の第２種継手

の溶接部及び開放容器（開放部に

より内気と外気が通じている容

器をいう。以下同じ。）の溶接部

を除く。）であって、次の(1)から

(4)までのいずれかに掲げるもの 

⑴ 次の①から⑦までのいずれ

かに掲げるもの 

① 溶接規格「表WP-302-1 母

材の区分」に掲げるＰ―１に

属する母材の溶接部であっ

て、厚さが32mmを超えるもの 

 

 

 

② 同表に掲げるＰ―３に属

する母材の溶接部であって、

厚さが 19mmを超えるもの 

 

③ 同表に掲げるＰ―４に属

する母材の溶接部であって、

厚さが 16mmを超えるもの 

 

④ 同表に掲げるＰ―５に属

する母材の溶接部 

⑤ 同表に掲げるＰ―６又は

Ｐ―７に属する母材の溶接

（略） （略） 
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の溶接部（炭素含有量が

0.08%以下の母材の溶接部で

あって、その厚さが 38mm 以

下であり、かつ、溶接金属が

オーステナイト系ステンレ

ス合金又はニッケルクロム

鉄合金の場合を除く。） 

⑥ これらの表に掲げるＰ―

８に属する母材の溶接部で

あって、厚さが 38mm を超え

るもの 

⑦ これらの表に掲げるＰ―

９Ａ、Ｐ―９Ｂ、Ｐ―１１Ａ

又はＰ―１１Ｂに属する母

材の溶接部であって、厚さが

16mmを超えるもの 

（略） 

 （略） （略） （略） 

第
１
種
管 

１ 次の⑴から⑷までのいずれか
に掲げるもの（管の外径が 61mm を
超える場合に限る。） 
⑴～⑷ （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い又は目違い 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の突合せ溶接

による継手面の食い違い又は目違いは、溶接規格２０１２（２０１３）

「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違い」又は溶接規格２

０２０「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の目違い」によるこ

部（炭素含有量が 0.08%以下

の母材の溶接部であって、そ

の厚さが 38mm 以下であり、

かつ、溶接金属がオーステナ

イト系ステンレス合金又は

ニッケルクロム鉄合金の場

合を除く。） 

⑥ 同表に掲げるＰ―８に属

する母材の溶接部であって、

厚さが 38mmを超えるもの 

 

⑦ 同表に掲げるＰ―９Ａ、Ｐ

―９Ｂ、Ｐ―１１Ａ又はＰ―

１１Ｂに属する母材の溶接

部であって、厚さが16mmを超

えるもの 

（略） 

 （略） （略） （略） 

第
１
種
管 

１ 次の⑴から⑷のいずれかに掲
げるもの（管の外径が 61mmを超え
る場合に限る。） 
⑴～⑷ （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の突合せ溶接

による継手面の食い違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接に

よる継手面の食違い」に、次の要件を付したものによること。 
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と。この場合において、次によること。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食

違いの許容値」及び溶接規格２０２０「表Ｎ－４０６０－１ 継手

面の目違いの許容値」の「継手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手

区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「第２種継手、第３種継手及び

第４種継手」に読み替える。 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ  

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の厚さの異な

る母材を突合せ溶接する場合は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶

接規格２０２０「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」に

よること。この場合において、次によること。  

１） （略） 

 

８．継手の仕上げ又は溶接部の表面 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の容器又は管

の溶接部であって非破壊検査を行うこととされているものの表面は、

溶接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」又は溶

接規格２０２０「Ｎ－４０８０ 溶接部の表面」及び「Ｎ－４０８１ 

溶接部の余盛」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格2020」の適用に当たっ

ての条件」参照）によること。この場合において、次によること。  

１） （略） 

 

９．溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２

 

１）「継手区分Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、

継手区分Ｄ」は「第２種継手、第３種継手及び第４種継手」に読み替

える。 

 

 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ  

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の厚さの異な

る母材を突合せ溶接する場合は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異

なる母材の突合せ溶接」に、次の要件を付したものによること。 

  

１） （略） 

 

８．継手の仕上げ 

第１種機器、第２種容器、第３種機器及び第４種機器の容器又は管

の溶接部であって非破壊検査を行うこととされているものの表面は、

溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」に、次の要件を付したものに

よること。  

 

 

１） （略） 

 

９．溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－
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０「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－５Ⅰ．１．⑨及び⑩又はⅡ．

「表４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によるこ

と。この場合において、次によること。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱

処理を要しないもの」及び溶接規格２０２０「表Ｎ－Ｘ０９０－

３ 溶接後熱処理を要しないもの条件」の「１．クラス１機器」は

「第１種機器」、「２．クラス１機器以外」は「第２種容器、第３

種機器及び第４種機器」に、「継手区分Ｂ」及び「継手区分Ｃ」は

それぞれ「第２種継手」及び「第３種継手」に読み替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準  

溶接部の非破壊試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「Ｎ－４１００ 非破壊試験」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合にお

いて、次によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～

⑤のとおりとする。 

①・② （略） 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影する

場合を除く。）」の項の「クラス１容器、クラス１配管」は「第１

種容器、第１種管」に、「クラスＭＣ容器・クラス２容器・クラス

３容器・クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配管・クラス

３相当管・クラス４配管」又は「クラスＭＣ容器・クラス２容器・

クラス３容器・クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配管・

クラス３相当管・クラス４配管・コンクリート製原子炉格納容器・

５ １．⑨及び⑩参照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を用紙ないもの」の「クラ

ス１機器」は「第１種機器」、「クラス１機器以外」は「第２種容

器、第３種機器及び第４種機器」に、「継手区分Ｂ」及び「継手区

分Ｃ」はそれぞれ「第２種継手」及び「第３種継手」に読み替える。 

 

 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準  

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、

次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～

⑤のとおりとする。 

①・② （略） 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影する

場合を除く。）」の項の「クラス１容器、クラス１配管」は「第１

種容器、第１種管」に、「クラスＭＣ容器・クラス２容器・クラス

３容器・クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配管・クラス

３相当管・クラス４配管」は「第２種容器、第３種容器、第４種容

器、第３種管、第４種管及び第５種管」に、「クラスＭＣ容器・ク

ラス２容器・クラス３容器・クラス３相当容器・クラス２配管・ク
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炉心支持構造物」は「第２種容器、第３種容器、第４種容器、第３

種管、第４種管及び第５種管」に、「クラスＭＣ容器・クラス２容

器・クラス３容器・クラス３相当容器・クラス２配管・クラス３配

管・クラス３相当管・クラス４配管」の欄の「ただし、機器等の構

造これによることが著しく困難である場合は、この限りでない。」

及び「クラスＭＣ容器・クラス２容器・クラス３容器・クラス３相

当容器・クラス２配管・クラス３配管・クラス３相当管・クラス４

配管・コンクリート製原子炉格納容器・炉心支持構造物」の欄の

「ただし，機器等の構造上これによることが著しく困難である場

合は，これを適用しなくてもよい」は「ただし、試験研究炉用アル

ミ系母材の場合は、JIS Z3105｢「アルミニウム溶接部の放射線透

過試験方法及び透過写真の等級分類方法｣の「３．８ 撮影配置」に

よることができる。なお，機器等の構造上これによることが著し

く困難である場合は，この限りでない。」に読み替える。  

④ 溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透

過試験」において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び

判定基準については、「表１－３ 放射線透過試験」によること。 

⑤ 「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」の判定基準は適用除外

し、「表１－３ 放射線透過試験」の判定基準を適用する。 

 

 

表１－３ 放射線透過試験 

ラス３配管・クラス３相当管・クラス４配管」の欄の「ただし、機

器等の構造これによることが著しく困難である場合は、この限り

でない。」は「ただし、試験研究炉用アルミ系母材の場合は、JIS 

Z3105｢「アルミニウム溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真

の等級分類方法｣の「３．８ 撮影配置」によることができる。な

お，機器等の構造上これによることが著しく困難である場合は，

この限りでない。」に読み替える。  

 

 

 

 

 

 

 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判

定基準については、「表１－３ 放射線透過試験」によること。 

 

⑤ 「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験（４／４）」の判定基準

は適用除外し、「表１－３ 放射線透過試験」の判定基準を適用す

る。 

 

表１－３ 放射線透過試験 
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透
過
度
計
の
使
用
方
法 

設
置
方
法 

針
金
形
透
過
度
計
を
使
用
す

る
場
合 

JIS Z3104の「2.7 撮影配置」によること。

この場合において、透過度計を溶接部の線源

側に置くことが困難な場合は、記号「F」を付

してフィルム側に置くことができる。また、

全周を同時に撮影する場合は、透過度計を等

間隔に3個以上写るように置くこと。ただし、

試験研究炉用アルミ系母材の場合は、JIS 

Z3105の「3.8 撮影配置」によることができ

る。透過写真の像質の種類にA級又はB級の選

択がある場合はB級とする。 

使
用
す
べ

き
透
過
度

計 （
略
） 

（略） 

判
定
基
準 

（略） 

 

２）「表Ｎ－Ｘ１００－２ 超音波探傷試験」については、次のとお

りとする。 

① 「表Ｎ－Ｘ１００－２ 超音波探傷試験」に「表１－４ 超音

波探傷試験（アルミニウムの場合）」を追加する。 

 

表１－４ 超音波探傷試験（アルミニウムの場合） 

透
過
度
計
の
使
用
方
法 

設
置
方
法 

針
金
形
透
過
度
計
を
使
用
す

る
場
合 

JIS Z3104の「2.7 撮影配置」によること。

この場合において、透過度計を溶接部の線源

側に置くことが困難な場合は、記号「F」を付

してフィルム側に置くことができる。また、

全周を同時に撮影する場合は、透過度計を等

間隔に3個以上写るように置くこと。ただし、

試験研究用アルミ系母材の場合は、JIS Z3105

の「3.8 撮影配置」によることができる。 

 

 

使
用
す
べ

き
透
過
度

計 （
略
） 

（略） 

 

判
定
基
準 

（略） 

 

２）「表Ｎ－Ｘ１００－２ 超音波探傷試験」については、次のとお

りとする。 

① 同表に「表１－４ 超音波探傷試験（アルミニウムの場合）」

を追加する。 

 

表１－４ 超音波探傷試験（アルミニウムの場合） 
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試
験
の
方
法 

装
置 

基
準
感
度 

斜
角
法 

そ
の
他
の
場
合 

試験研究炉用アルミ系母材にあって

は、平板の場合、JIS Z 3080「アルミ

ニウム溶接部の超音波探傷試験方法及

び試験結果の等級分類方法」の「７．１ 

基準レベル」及び評価レベルと欠陥の

分類」、管溶接部の場合、JIS Z3081「ア

ルミニウム管溶接部の超音波斜角探傷

試験方法及び試験結果の等級分類方

法」の「６．１．４ 基準レベル」、管

長手継手の場合、JIS Z3081の「６．２．

４ 基準レベル」によること。 

試
験
片 

形
状
・
寸
法 

肉
盛
溶
接 

の
場
合 

試験研究炉用アルミ系母材にあって

は、平板の場合、JIS Z 3080「５．４．

２ 対比試験片」、管円周溶接部及び

管長手継手の場合、JIS Z3081「５．２．

２ 対比試験片」によること。 

判

定

基

準 

試験研究炉用アルミ系母材にあっては、平板の場合、JIS Z 

3080の「９ 等級分類方法」、管溶接部の場合、JIS Z3081「附

属書 試験結果の等級分類方法」の１級であること。 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５Ⅰ．１．⑪又はⅡ．「表４ 「溶

接規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合に

おいて、次の１）から３）までによること。  

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、機器の区分の欄の

「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「第１種容器、第２種容器」

に、「クラス２容器」は「第３種容器」に、「クラス３容器 クラ

ス３相当容器」は「第４種容器」に、「クラス１配管」は「第１種

試
験
の
方
法 

装
置 

基
準
感
度 

斜
角
法 

そ
の
他
の
場
合 

試験研究用原子炉用アルミニウム系母

材にあっては、平板の場合、JIS Z 3080

「アルミニウム溶接部の超音波探傷試

験方法及び試験結果の等級分類方法」の

「７．１ 基準レベル」及び評価レベルと

欠陥の分類」、管溶接部の場合、JIS 

Z3081「アルミニウム管溶接部の超音波

斜角探傷試験方法及び試験結果の等級

分類方法」の「６．１．４ 基準レベル」、

管長手継手の場合、JIS Z3081の「６．

２．４ 基準レベル」によること。、 

試
験
片 

形
状
・
寸
法 

肉
盛
溶
接 

の
場
合 

試験研究用原子炉用アルミ系母材にあ

っては、平板の場合、JIS Z 3080「５．

４．２ 対比試験片」、管円周溶接部及

び管長手継手の場合、JIS Z3081「５．

２．２ 対比試験片」によること。、 

判

定

基

準 

試験研究用原子炉用アルミ系母材にあっては、平板の場合、JIS 

Z 3080の「９ 等級分類方法」、管溶接部の場合、JIS Z3081「附

属書 試験結果の等級分類方法」の１級であること。、 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．⑪

参照）に、次の要件を付したものによること。 

  

 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、機器の区分の欄の

「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「第１種容器、第２種容器」

に、「クラス２容器」は「第３種容器」に、「クラス３容器 クラ

ス３相当容器」は「第４種容器」に、「クラス１配管」は「第１種
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管」に、「クラス２配管」は「第３種管」に、「クラス３配管 ク

ラス３相当管」は「第４種管」に、溶接部の区分の欄の「継手区分

Ａ」、「継手区分Ｂ」、「継手区分Ｃ」及び「継手区分Ｄ」はそれ

ぞれ「第１種継手」、「第２種継手」、「第３種継手」及び「第４

種継手」に読み替える。 

２）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試

験」の（注）５において、「発電用原子力機器に関する容器又は管

の破壊靱性試験であって、」は「試験研究の用に供する原子炉等に

関する容器又は管の破壊靭性試験であって」と読み替える。 

３） （略） 

 

表１－５ 破壊靭性試験 

機器 試験の方法 判定基準 

第

１

種

容

器 

母材が、

溶接規格２

０１２（２

０１３）「表

WP-302-1 

母 材 の 区

分」又は溶

接規格２０

２０「表WP-

321-1  母

材の区分」

に掲げるＰ

― ６ に 属

し、かつ、

溶接金属が

マルテンサ

次の１から３までに掲げる

方法により関連温度を求める

こと。 

 

 

１ 次の(1)から(3)までのい

ずれかの温度を無延性遷移

温度とする。 

⑴ 落重試験を行ったと

き、1組の試験片が非破断

である場合の温度より

５℃低い温度 

⑵ 落重試験を行つたと

き、１組の試験片の１個

が非破断であり他の１個

が破断である場合は、落

関連温度が、次の

表の左欄に掲げる機

器の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に

掲げる温度以下であ

るとき。 

 

機器 温度 

（略） （略） 
  

第１種

容器 

当 該 容

器 に つ

いて、次

の 不 等

式 を 満

足 す る

管」に、「クラス２配管」は「第３種管」に、「クラス３配管 ク

ラス３相当管」は「第４種管」に、溶接部の区分の欄の「継手区分

Ａ」は「第１種継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」

はそれぞれ「第２種継手、第３種継手、第４種継手」に読み替え

る。 

２）（注）５において、「発電用原子力機器に関する容器又は管の破

壊靱性試験であって、」は「試験研究の用に供する試験研究用等原

子炉に関する容器又は管の破壊靭性試験であって」と読み替える。 

 

３） （略） 

 

表１－５ 破壊靭性試験 

機器 試験の方法 判定基準 

第

１

種

容

器 

母材が、

溶接規格表

WP-302-1に

掲げるＰ―

６に属し、

かつ、溶接

金属がマル

テンサイト

系ステンレ

ス合金の場

合であるも

の以外のも

の 

 

 

 

次の１から３までに掲げる

方法により関連温度を求める

こと。次の１から３までに掲

げる方法により関連温度を求

めること。 

１ 次の(1)から(3)までのい

ずれかの温度を無延性遷移

温度とする。 

⑴ 落重試験を行つたと

き、1組の試験片が非破断

である場合の温度より５

度低い温度 

⑵ 落重試験を行つたと

き、１組の試験片の１個

が非破断であり他の２個

が破断である場合は、落

関連温度が、次の

表の左欄に掲げる機

器の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に

掲げる温度以下であ

るとき。 

 

機器 温度 

（略） （略） 
  

第１種

容器 

当 該 容

器 に つ

いて、次

の 不 等

式 を 満

足 す る
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イト系ステ

ンレス合金

の場合であ

るもの以外

のもの 

重試験を新たな２組の試

験片について再度行つた

ときに、当該2組の試験片

が非破断である場合の温

度より５℃低い温度 

⑶ 落重試験を行わない溶

接部は、次の①から③ま

でのいずれかに掲げる温

度 

① 第１種容器にあって

は、次の不等式を満足

する「Ｒ」で示される温

度 

94.89＋4.334ｅ0.0261

（Ｔ－Ｒ＋88.9）＞Ｋ 

Ｔは、運転状態にお

ける当該容器の母材

の温度（℃を単位と

する。） 

Ｋは、運転状態にお

ける当該容器の母材

の応力と応力係数と

の積 

② 第１種管にあって

は、当該管の最低使用

温度より56℃低い温度 

③ 第３種容器、第４種

容器、第３種管及び第

４種管にあっては、当

該容器又は管の最低使

用温度より17℃低い温

度 

２ 次の⑴又は⑵のいずれか

「Ｒ」で

示 さ れ

る温度、 

94.89＋

4.334ｅ
0.0261（Ｔ－

Ｒ＋ 88.9）

＞Ｋ 

Ｔは、運

転 状 態

に お け

る 容 器

の 母 材

の 温 度

（ ℃ を

単 位 と

する。） 

Ｋは、運

転 状 態

に お け

る 容 器

の 母 材

の 応 力

と 応 力

係 数 と

の積 

（略） （略） 
 

第

１

種

管

・

第

３

種

機

器

・

第

４

種

機

器 

次の１又

は２のいず

れかに掲げ

るもの以外

のもの 

１ 厚さが

63mmm 以

下のもの 

２ 母材が

溶接規格

２０１２

（２０１

３）「表

WP-302-1 

母材の区

分」又は

溶接規格

２０２０

「 表 WP-

321-1 

母材の区

分」に掲

げるＰ―

６ に 属

し、かつ、

溶接金属

がマルテ

ンサイト

 

 

 

 

 

重試験を新たな２組の試

験片について再度行つた

ときに、当該２組の試験

片が非破断である場合の

温度より５度低い温度 

⑶ 落重試験を行わない溶

接部は、次の①から③ま

でのいずれかに掲げる温

度 

① 第１種容器にあって

は、次の不等式を満足

する「Ｒ」で示される温

度 

94.89＋4.334ｅ0.0261

（Ｔ－Ｒ＋88.9）＞Ｋ 

Ｔは、運転状態にお

ける当該容器の母材

の温度（度を単位と

する。） 

Ｋは、運転状態にお

ける当該容器の母材

の応力と応力係数と

の積 

② 第１種管にあって

は、当該管の最低使用

温度より56度低い温度 

③ 第３種容器、第４種

容器、第３種管及び第

４種管にあっては、当

該容器又は管の最低使

用温度より17度低い温

度 

２ 次の⑴又は⑵のいずれか

「Ｒ」で

示 さ れ

る温度、 

94.89＋

4.334ｅ
0.0261（Ｔ－

Ｒ＋ 88.9）

＞Ｋ 

Ｔは、運

転 状 態

に お け

る 容 器

の 母 材

の 温 度

（ 度 を

単 位 と

する。） 

Ｋは、運

転 状 態

に お け

る 容 器

の 母 材

の 応 力

と 応 力

係 数 と

の積 

（略） （略） 
 

第

１

種

管

・

第

３

種

機

器

・

第

４

種

機

器

・ 

次の１又

は２のいず

れかに掲げ

るもの以外

のもの 

１ 厚さが

63mmm 以

下のもの 

２ 母材が

別表第１

に掲げる

Ｐ―６に

属し、か

つ、溶接

金属がマ

ルテンサ

イト系ス

テンレス

合金の場

合である

もの 
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系ステン

レス合金

の場合で

あるもの 

に適合する場合は、無延性

遷移温度を関連温度とす

る。 

⑴ 無延性遷移温度より

33℃高い温度以下の温度

で衝撃試験を行つたと

き、それぞれの試験片の

吸収エネルギーが68Ｊ以

上及び横膨出量が0.90mm

以上であること。 

⑵ （略） 

３ ２に適合しない場合は、

無延性遷移温度より33℃高

い温度を超える温度で衝撃

試験を行い、全ての試験片

が２(1)又は(2)に適合する

ときは、その温度より33℃

低い温度を関連温度とす

る。 

第

１

種

容

器 

母材が溶

接規格２０

１２（２０

１３）「表

WP-302-1 

母 材 の 区

分」又は溶

接規格２０

２０「表WP-

321-1  母

材の区分」

に掲げるＰ

― ６ に 属

し、かつ、

（略） （略） 

に適合する場合は、無延性

遷移温度を関連温度とす

る。 

⑴ 無延性遷移温度より33

度高い温度以下の温度で

衝撃試験を行つたとき、

それぞれの試験片の吸収

エネルギーが68Ｊ以上及

び横膨出量が0.90mm以上

であること。 

⑵ （略） 

３ ２に適合しない場合は、

無延性遷移温度より33度高

い温度を超える温度で衝撃

試験を行い、全ての試験片

が２(1)又は(2)に適合する

ときは、その温度より33度

低い温度を関連温度とす

る。 

第

１

種

容

器 

母材が溶

接 規 格 表

WP-302-1に

掲げるＰ―

６に属し、

かつ、溶接

金属がマル

テンサイト

系ステンレ

ス合金の場

合であるも

の 

 

 

（略） （略） 
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溶接金属が

マルテンサ

イト系ステ

ンレス合金

の場合であ

るもの 

第

１

種

管

・

第

３

種

機

器

・

第

４

種

機

器 

次の１又

は２のいず

れかに掲げ

るもの 

１  厚さ

が63mm以

下のもの 

２  母材

が溶接規

格２０１

２（２０

１３）「表

WP-302-1 

母材の区

分」又は

溶接規格

２０２０

「 表 WP-

321-1 

母材の区

分」に掲

げるＰ―

６ に 属

し、かつ、

溶接金属

がマルテ

ンサイト

 

 

 

 

 

 

第

１

種

管

・

第

３

種

機

器

・

第

４

種

機

器 

次の１又

は２のいず

れかに掲げ

るもの 

１  厚さ

が63mm以

下のもの 

２  母材

が溶接規

格 表 WP-

302-1 に

掲げるＰ

―６に属

し、かつ、

溶接金属

がマルテ

ンサイト

系ステン

レス合金

の場合で

あるもの 
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系ステン

レス合金

の場合で

あるもの 

第
２
種
容

器 

最低使用温度より17℃低い

温度以下で、落重試験又は衝

撃試験のいずれかを行うこ

と。 

（略） 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４１２０ 再試験」（別記－５Ⅰ．１.⑫又はⅡ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合におい

て、次によること。 

  １） （略） 

 

表１－６ 破壊靭性試験の再試験 

再試験が行えるとき 再試験片の数 

第
１
種
機
器
・
第
３
種
機
器
・ 

第
４
種
機
器 

厚さが 63ｍｍ以下のもの（第１種容

器を除く。）又は母材が溶接規格２０

１２（２０１３）「表 WP-302-1 母

材の区分」又は溶接規格２０２０「表

WP-321-1 母材の区分」に掲げるＰ

―６に属し、かつ、溶接金属がマルテ

ンサイト系ステンレス合金の場合の

衝撃試験であって、次の１及び２に

適合しているとき。 

１・２ （略）  

（略） 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

第
２
種
容

器 

最低使用温度より17度低い

温度以下で、落重試験又は衝

撃試験のいずれかを行うこ

と。 

（略） 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １.⑫参

照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１） （略） 

 

表１－６ 破壊靭性試験の再試験 

再試験が行えるとき 再試験片の数 

第
１
種
機
器
・
第
３
種
機
器
・ 

第
４
種
機
器 

厚さが 63ｍｍ以下のもの（第１種容

器を除く。）又は母材が溶接規格表

WP-302-1 に掲げるＰ―６に属し、か

つ、溶接金属がマルテンサイト系ス

テンレス合金の場合の衝撃試験であ

って、次の１及び２に適合している

とき。 

 

 

１・２ （略）  

（略） 

（略） （略） （略） 
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表１－７ 溶接部の吸収エネルギー 

母材の種類 種別 記号 

吸収エネルギー

(J) 

3個の平

均値 

最小値 

(略) (略) (略) (略) (略) 

低温圧力容器用炭素

鋼鋼板 JIS G 3126 

(略) (略) (略) (略) 

2種 A SLA325A 40 33 

2種 B SLA325B 40 33 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

高温高圧用鋳鋼品 

JIS G 5151 

61種 SCPH61 40 33 

(略) (略) (略) (略) (略) 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

「表１－８ 耐圧試験」の「機器」の欄に掲げる機器の溶接部は、

同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧

力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなけれ

ばならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うこ

とが著しく困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験を

行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探

傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破

壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。なお、耐圧

試験の保持時間は10分間とする。 

 

表１－８ 耐圧試験 

機器 試験圧力 

表１－７ 溶接部の最小引張強さと吸収エネルギー 

母材の種類 種別 記号 

吸収エネルギー

(J) 

3個の平

均値 

最小値 

(略) (略) (略) (略) (略) 

低温圧力容器用炭素

鋼鋼板 JIS G 3126 

(略) (略) (略) (略) 

2種 A SLA325A 27 21 

2種 B SLA325B 27 21 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) (略) 

高温高圧用鋳鋼品 

JIS G 5151 

61種 SCPH61 27 21 

(略) (略) (略) (略) (略) 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

「表１－８ 耐圧試験」の「機器」の欄に掲げる機器の溶接部は、

同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験圧力の欄に掲げる圧

力で耐圧試験を行い、これに耐え、かつ、漏えいがないものでなけれ

ばならない。ただし、容器又は管の構造上当該圧力で試験を行うこ

とが著しく困難である場合であって、可能な限り高い圧力で試験を

行い、これに耐え、かつ、漏えいがなく、放射線透過試験、超音波探

傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれか適当な非破

壊試験を行い、これに合格するときは、この限りでない。なお、耐圧

試験の保持時間は10分間とする。 

 

表１－８ 耐圧試験 

機器 試験圧力 
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（略） （略） （略） （略） 

第
３
種
容

器
・
第
４

種
容
器 

（略） （略） 

 

 

 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（備考） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

３第 （略） （略） 

 

 

 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（備考） （略） 
  

 

別表第４ 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第１４条（材料及び構造） 

１～８（略） 

９ 第１項第１号から第３号までに規定する材料及び構造並びに第２項

に規定する耐圧試験及び漏えい試験は、次のいずれかの規格によるこ

と。この場合において、別記「金属キャスクの材料及び構造について」

によること。 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年

版）（JSME S NC1-2012）」（以下「設計・建設規格 2012」という。）、

日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012 年版）（JSME 

S NJ1-2012）」（以下「材料規格 2012」という。）、日本機械学会「発

電用原子力設備規格 溶接規格（2012 年版（2013 年追補を含む。））

（JSME S NB1-2012/2013）」（以下「溶接規格 2012（2013）」という。）

及び日本機械学会「使用済燃料貯蔵施設規格金属キャスク構造規格

（2007年版）（JSME S FA1-2007）」（以下「金属キャスク構造規格」

という。)  

第１４条（材料及び構造） 

１～８（略） 

９ 第１項第１号から第３号までの規定に適合する材料及び構造並びに

第２項の規定に適合する耐圧試験及び漏えい試験は、次に掲げる規定

のいずれかに適合したものをいう。 

 

（１）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年

版）（JSME S NC1-2012）（以下「設計・建設規格」という。）、日本機

械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版）（JSME S NJ1-

2012）」（以下「材料規格」という。）、日本機械学会「発電用原子力設

備規格 溶接規格（2012 年版（2013 年版を含む。））（JSME S NB1-

2012/2013）（以下「溶接規格」という。）及び日本機械学会「使用済

燃料貯蔵施設規格金属キャスク構造規格（2007年版）（JSME S FA1-

2007）」（以下「金属キャスク構造規格」という。)の規定に、「金属キ

ャスクの材料及び構造について（別記）」の要件を付したもの  
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（２）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2020年

版）（JSME S NC1-2020）」（以下「設計・建設規格 2020」という。）、

日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格（2020 年版）（JSME 

S NJ1-2020）」（以下「材料規格 2020」という。）、日本機械学会「発

電用原子力設備規格 溶接規格（2020 年版）（JSME S NB1-2020）」（以

下「溶接規格 2020」という。）及び金属キャスク構造規格 

（３）金属キャスク構造規格 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２）金属キャスク構造規格の規定に、「金属キャスクの材料及び構造

について（別記）」の要件を付したもの 

別記 

金属キャスクの材料及び構造について 

 

 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委

員会規則第８号。以下「技術基準規則」という。）第１４条第１項第１号

から第３号までに規定する材料及び構造並びに同条第２項に規定する耐

圧試験及び漏えい試験は、以下の（１）又は（２）のとおりとする。 

 

（１）設計・建設規格、材料規格及び溶接規格並びに金属キャスク構造規

格による場合 

１）密封容器の材料及び構造並びに耐圧試験及び漏えい試験は、設計・

建設規格 2012、材料規格 2012及び溶接規格 2012(2013)又は設計・

建設規格 2020、材料規格 2020及び溶接規格 2020のクラス１容器

の規定によること。この場合において、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306194

号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定）。以下「実用炉

技術基準規則解釈」という。）別記－２「日本機械学会「設計・建

別記 

金属キャスクの材料及び構造について 

 

 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委

員会規則第 号。以下「技術基準規則」という。）第１４条第１項第１号

から第３号までの規定に適合する材料及び構造並びに第２項の規定に適

合する耐圧試験及び漏えい試験は、以下の（１）又は（２）のとおりとす

る。 

（１）設計・建設規格、材料規格及び溶接規格並びに金属キャスク構造規

格による場合 

１）密封容器の材料及び構造並びに耐圧試験及び漏えい試験は、設計・

建設規格、材料規格及び溶接規格のクラス１容器の規定に、実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈

（平成２５年６月１９日原規技発第 1306194 号原子力規制委員会

決定）の「日本機械学会「設計・建設規格」及び「材料規格」の適

用に当たって（別記－２）」及び「日本機械学会「溶接規格」等の

適用に当たって（別記－５）」（以下総称して「実用炉技術基準規則
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設規格」及び「材料規格」の適用に当たって」及び別記－５「日本

機械学会「溶接規格」等の適用に当たって」（以下「実用炉技術基

準規則解釈別記」と総称する。）によること。ただし、次の①及び

②については、金属キャスク構造規格（次表「金属キャスク構造規

格正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）によること。 

 

（表略） 

（「日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元

年 7月 12日付け）等及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい

率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表（平成 28年 12月 13日付け）

等に関する技術評価書」（原規技発第 2001159号（令和２年１月 15

日原子力規制委員会決定））） 

①・② （略） 

２）バスケットの材料及び構造は、設計・建設規格 2012及び材料規格

2012又は設計・建設規格 2020及び材料規格 2020の炉心支持構造

物の規定によること。この場合において、実用炉技術基準規則解

釈別記によること。 

３）トラニオン及び中間胴の材料及び構造は、設計・建設規格 2012及

び材料規格 2012又は設計・建設規格 2020及び材料規格 2020のク

ラス１支持構造物の規定によること。この場合において、実用炉

技術基準規則解釈別記によること。 

４）溶接規格 2012(2013)「Ｎ－００３０ 溶接施工法」（１）及び「Ｎ

－００５０ 溶接士」（１）並びに溶接規格 2020「Ｎ－００３０溶

接施工法」（１）及び「Ｎ－００５０ 溶接技能者及び溶接オペレ

ータ」（１）の「又はこれと同等と認められるもの」とは、技術基

準規則の施行前に認可を受けたもの又は溶接安全管理審査等で確

解釈別記」という。）の要件を付したものによること。ただし、次

の①及び②については、金属キャスク構造規格（次表「金属キャス

ク構造規格正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）によること。 

 

 

 

（表略） 

（「日本機械学会 設計・建設規格（JSME S NC1）正誤表（令和元

年 7月 12日付け）等及び日本電気協会 原子炉格納容器の漏えい

率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表（平成 28年 12月 13日付け）

等に関する技術評価書」（原規技発第        号（令和元年 月 

日原子力規制委員会決定））） 

①・② （略） 

２）バスケットの材料及び構造は、設計・建設規格及び材料規格の炉

心支持構造物の規定に、実用炉技術基準規則解釈別記の要件を付

したものによること。 

 

３）トラニオン及び中間胴の材料及び構造は、設計・建設規格及び材

料規格のクラス１支持構造物の規定に、実用炉技術基準規則解釈

別記の要件を付したものによること。 

 

４）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（１）及び「Ｎ－００５０ 溶

接士」（１）の「又はこれと同等と認められるもの」とは、技術基

準規則の施行前に認可を受けたもの又は溶接安全管理審査等で確

認を受けたもの等をいう。なお、技術基準規則の施行前に認可を

受けたもので、有効期限の制約が無い自動溶接機を用いる溶接士
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認を受けたもの等をいう。なお、技術基準規則の施行前に認可を

受けたもので、有効期間の制約がない自動溶接機を用いる溶接士

（溶接規格 2012(2013)）及び溶接オペレータ（溶接規格 2020）の

資格有効期間は、１０年とする。 

５）溶接規格 2012(2013)及び溶接規格 2020「Ｎ－００３０溶接施工法」

（２）の「クラス１機器」とあるのは「密封容器」に読み替える。 

 

（２）金属キャスク構造規格による場合 

密封容器、バスケット、トラニオン及び中間胴の材料及び構造並び

に密封容器の耐圧試験及び漏えい試験については、金属キャスク構造

規格（前表「金属キャスク構造規格正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）

によること。この場合において、次の１）から５）までによること。な

お、技術基準規則の施行前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）に

より認可を受けた仕様は、次の１）から４）までの要件を付した金属キ

ャスク構造規格と同等とみなすことができる。 

１） （略） 

２）溶接規格 2012(2013)「Ｎ－００３０溶接施工法」（１）及び「Ｎ－

００５０ 溶接士」（１）並びに溶接規格 2020「Ｎ－００３０溶接

施工法」（１）及び「Ｎ－００５０ 溶接技能者及び溶接オペレー

タ」（１）の「又はこれと同等と認められるもの」とは、技術基準

規則の施行前に法において適用する他の規則により認可を受けた

もの又は溶接安全管理審査等で確認を受けたもの等をいう。なお、

技術基準規則の施行前に法において適用する他の規則により認可

を受けたもので、有効期間の制約がない自動溶接機を用いる溶接

士（溶接規格 2012(2013)）及び溶接オペレータ（溶接規格 2020）

の有効期限は、１０年とする。 

 

 

 

５）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（２）の「クラス１機器」と

あるのは「密封容器」に読み替える。 

 

（２）金属キャスク構造規格による場合 

密封容器、バスケット、トラニオン及び中間胴の材料及び構造並び

に密封容器の耐圧試験及び漏えい試験については、金属キャスク構造

規格（前表「金属キャスク構造規格正誤表一覧」に示す正誤表を含む。）

に、次の１）から４）までの要件を付したものによること。なお、技術

基準規則の施行前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）により認可

を受けた仕様は、次の１）から４）までの要件を付した金属キャスク構

造規格と同等とみなすことができる。 

１） （略） 

２）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（１）及び「Ｎ－００５０ 溶

接士」（１）の「又はこれと同等と認められるもの」とは、技術基

準規則の施行前に法において適用する他の規則により認可を受け

たもの又は溶接安全管理審査等で確認を受けたもの等をいう。な

お、技術基準規則の施行前に法において適用する他の規則により

認可を受けたもので、有効期限の制約が無い自動溶接機を用いる

溶接士の有効期限は、技術基準規則の施行日から１０年とする。 
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の資格有効期間は、技術基準規則の施行日から１０年とする。 

３）溶接規格 2012(2013)及び溶接規格 2020「Ｎ－００３０溶接施工法」

（２）の「クラス１機器」とあるのは「密封容器」に読み替える（実

用炉技術基準規則解釈別記－５「日本機械学会「溶接規格」等の適

用に当たって」 Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たって

の条件」参照）。 

４）溶接設備は、溶接規格 2012(2013)又は溶接規格 2020「Ｎ－００４

０溶接設備」によること。 

５） （略） 

 

３）溶接規格「Ｎ－００３０溶接施工法」（２）の「クラス１機器」と

あるのは「密封容器」に読み替える。 

 

 

 

４）溶接設備は、溶接規格「Ｎ－００４０溶接設備」によること。 

 

５） （略） 
  

 

別表第５ 再処理施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

第１７条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、別記「再処理施設の溶接

の方法等について」に適合したものをいう。 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験又は漏えい試験」は、別記「再処

理施設の溶接の方法等について」によるほか、維持段階における各機

器の状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

第３７条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第２項に規定する「適切な耐圧試験又は漏えい試験」とは、本規程

第１７条８を準用するものをいう。 

第１７条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第１項第３号の規定に適合する溶接部は、「再処理施設の溶接方法

等について（別記）」に適合したものをいう。 

８ 第２項に規定する「適切な耐圧試験及び漏えい試験」は、「再処理施

設の溶接方法等について（別記）」によるほか、維持段階における各機

器の状態に対応する漏えい等の確認を含む。 

 

第３７条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第２項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験とは、本規程第１

７条８を準用するものをいう。 
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別記 

 

再処理施設の溶接の方法等について 

 

再処理施設の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則

第９号。以下「技術基準規則」という。）第１７条第１項第３号及び第２

項の規定に対応する主要な溶接部に関する要求事項については、以下の

とおりとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、別紙－２に規定する溶接施工法認証標準若しくは溶

接施工法確認試験により確認されたもの又はこれらと同等と認められ

るものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の規定の

施行前に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関

係規則の整備等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１２

号）の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭

和４６年総理府令第１０号）第７条の６又は核燃料物質の加工の事業

別記 

 

再処理施設の溶接の方法等について 

 

再処理施設の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則

第 号。以下「技術基準規則」という。）第１７条第１項第３号及び第２

項の規定に対応する主要な溶接部に関する要求事項については、以下の

とおりとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、別紙－２に規定する溶接施工法認証標準により確認

されたもの又はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号。以下「改正法」と

いう。）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（以下「法」という。）の施行（令和２年４月１

日）前に核燃料物質の再処理の事業に関する規則（昭和４６年総理府

令第１０号）第７条の６の溶接の方法の認可を受けたもの、核燃料物

質の加工の事業に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号）第３条

の１２の溶接の方法の認可を受けたもの等をいう。この場合において、

再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側の
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に関する規則（昭和４１年総理府令第３７号）第３条の１２の溶接の

方法の認可を受けたもの等をいう。この場合において、再処理第１種

機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側の溶接施工法に

おいては添付－２に定める腐食試験に合格していること。 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、別紙－３に規定する溶接士技能認証標準若しくは

溶接技能確認試験によって認証された者又はこれらと同等と認められ

る者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技

発第 1306194号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））別記

－５（以下単に「別記－５」という。） Ⅰ．３．（３）により溶接士技

能認証標準と同等と認められた者をいう。 

この場合において、再処理第１種機器及び腐食環境が厳しい再処理

第２種機器の溶接を行う者の場合は、別紙－３で定める腐食試験に合

格していること。 

また、再処理第１種機器の接液側の溶接を行う者は、別紙－３で定

める継手の仕上がり状態及び非破壊試験に合格していること。 

 

５．用語の定義 （略） 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 「再処理第２種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のう

溶接施工法においては添付－２に定める腐食試験に合格しているこ

と。 

 

 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、別紙－３に規定する溶接士技能認証標準によって

認証された者又はこれと同等と認められる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者、実用発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５

年６月１９日原子力規制委員会決定原規技発第 1306194 号）別記－５

（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士技能認証標準（３）

により溶接士技能認証標準と同等と認められた者をいう。 

この場合において、再処理第１種機器及び腐食環境が厳しい再処理

第２種機器の溶接を行う者の場合は、別紙－３で定める腐食試験に合

格していること。 

また、再処理第１種機器の接液側の溶接を行う者は、別紙－３で定

める継手の仕上がり状態及び非破壊試験に合格していること。 

 

 

５．用語の定義 （略） 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 「再処理第２種機器」とは、再処理施設に属する容器又は管のう
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ち、次に掲げるものをいう。  

イ 使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、

プルトニウム溶液又は使用済燃料溶解液から核燃料物質その他の

有用物質を分離した残りの液体であって放射性物質の濃度が

37MBq/cm3以上のもの（以下「使用済燃料溶解液等」という。）を

内包する容器又は管（再処理第１種機器を除く。） 

ロ （略） 

⑸～⒅ （略） 

 

ち、次に掲げるものをいう。  

イ 使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、

プルトニウム溶液又は使用済燃料溶解液から核燃料物質その他の

有用物質を分離した残りの液体であって放射性物質の濃度が

37MBq/cm3以上のもの（以下「使用済燃料溶解液等」という。）を

内包する容器又は管（再処理第一種機器を除く。） 

ロ （略） 

⑸～⒅ （略） 

別紙－１ 

再処理施設の溶接の方法 

１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、次に適合するものでなければならない。ただし、十

分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この限りでは

ない。 

継手の溶接は、「表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合）」及び

「表１－２ 溶接設計（裏あて金を使用する突合せ片側溶接（溶接後裏

あて金を取り除かないもの）の場合）」の溶接区分の欄に掲げる区分に

応じ、溶接設計の欄に掲げる方法によって行う場合を除き、突合せ両

側溶接、裏あて金を使用する突合せ片側溶接（溶接後裏あて金を取り

除くものに限る。）、初層イナートガスアーク溶接による突合せ片側溶

接又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によって行うこと。こ

の場合において、「表１－３ 溶接設計（突合せ溶接の場合）」の溶接区

分の欄に掲げる区分に適合する場合は、同表の溶接設計の欄に掲げる

方法によって行うこと。 

別紙－１ 

再処理施設の溶接の方法 

１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、次に適合するものでなければならない。ただし、十

分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この限りでは

ない。 

継手の溶接は、「表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合）」及び

「表１－２ 溶接設計（裏あて金を使用する突合せ片側溶接（溶接後裏

あて金を取り除かないもの）の場合）」の溶接区分の欄に掲げる区分に

応じ、溶接設計の欄に掲げる方法によって行う場合を除き、突合せ両

側溶接、裏あて金を使用する突合せ片側溶接（溶接後裏あて金を取り

除くものに限る。）、初層イナートガスアーク溶接による突合せ片側溶

接又はこれらと同等以上の効果が得られる方法によって行うこと。こ

の場合において、「表１－３ 溶接設計（突合せ溶接の場合）」の溶接区

分の欄に掲げる区分に適合する場合は、同表の溶接設計の欄に掲げる

方法によって行うこと。 
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表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

再処理  

第４種機器  

再処理  

第５種機器 

（略） （略） （略） 

内張り相互

の継手の溶

接 

別図第５（３）、（４）、（５）、

（６）、（７）、（８）、（９）、（１

０）、（１１）又はこれと同等以

上の効果が得られる方法 

 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

表１－２・表１－３ （略） 

 

別図第１～別図第７ （略） 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格２０１２（２０

１３）」という。）又は日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２

０２０年版」（以下「溶接規格２０２０」という。）「Ｎ－４０２０ 溶

接の制限」によること。 

また、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の

接液側に使用する溶接材料は、母材の種類に応じて「表１－４ 母材

（オーステナイト系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ」、「表１－５ 

 

表１－１ 溶接設計（突合せ溶接以外の場合） 

溶接区分 溶接設計 備考 

機器区分 継手区分 

再処理  

第４種機器  

再処理  

第５種機器 

（略） （略） （略） 

内張り相互

の継手の溶

接 

別図第５（３）、（４）、（５）、

（６）、（７）、（８）、（９）、（１

０）、（１１）、（１２）又はこれ

と同等以上の効果が得られる

方法 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

表１－２・表１－３ （略） 

 

別図第１～別図第７ （略） 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）「Ｎ

－４０２０ 溶接の制限」によること。 

また、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の

接液側に使用する溶接材料は、母材の種類に応じて「表１－４ 母材

（オーステナイト系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ」、「表１－５ 

主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質」、「表１－６ 母材（チ

タン及びチタン合金）と溶接材料の組合せ」、「表１－７母材（ジルコニ
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主なステンレス材料の化学成分及び機械的性質」、「表１－６ 母材（チ

タン及びチタン合金）と溶接材料の組合せ」、「表１－７ 母材（ジルコ

ニウム）と溶接材料の組合せ」に適合したものであること。ただし、十

分な強度及び耐食性を有することが確認された場合はこの限りではな

い。 

さらに、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器

の接液側に使用する溶接材料は、「添付－１ 溶接材料の腐食試験要

領」による腐食試験又はこれと同等の方法により、耐食性を確認され

ているものであること。 

 

表１－４～１－７ （略） 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４０３０ 開先面」によること。 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度等は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５Ⅰ．１．⑤又はⅡ．

「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によるこ

と。この場合において、次の１）及び２）によること。 

１） （略） 

２）再処理第１種機器及び再処理第２種機器の溶接部であって、設計

上耐食性を要求されるものは、母材の耐食性（母材の耐食性が異な

る場合は、低い方の耐食性）と同等以上の耐食性を有するものでな

ウム）と溶接材料の組合せ」に規定する規格に適合したものであるこ

と。ただし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は

この限りではない。 

さらに、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器

の接液側に使用する溶接材料は、「添付－１ 溶接材料の腐食試験要

領」による腐食試験又はこれと同等の方法により、耐食性を確認され

ているものであること。 

 

 

 

表１－４～１－７ （略） 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 

 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度等は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別

記－５ １．⑤参照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１） （略） 

２）再処理第一種機器及び再処理第二種機器の溶接部であって、設計

上耐食性を要求されるものは、母材の耐食性（母材の耐食性が異な

る場合は、低い方の耐食性）と同等以上の耐食性を有するものでな
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ければならない。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）

又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及び機械

試験」（別記－５Ⅰ．１．⑥及び⑧又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合において、次の

１）及び２）によること。 

 １） （略） 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、「機器の区

分」の欄の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「再処理第１種容器、

再処理第２種容器、再処理第３種容器及び再処理第４種容器」に、

「クラス２容器、クラス３容器及びクラス３相当容器（安全設備以

外の開放容器を除く。）、クラス１配管、クラス２配管、クラス３配管

及びクラス３相当管（安全設備以外の開放容器に接続される当該容

器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は「再処理第１種管、再処

理第２種管、再処理第３種管及び再処理第４種管」に、「溶接部の区

分」の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ、溶接継

手Ｃ及び溶接継手Ｄ」は「周継手」に読み替える。この場合におい

て、「再処理第１種管、再処理第２種管、再処理第３種管及び再処理

第４種管」については、「継手区分Ｂ、溶接継手Ｃ及び溶接継手Ｄ」

は「周継手（管台を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。また、

溶接規格２０１２（２０１３）の（注）４．及び５．は削る。この場

合において、再処理第１種機器、再処理第２種機器、再処理第３種機

器及び再処理第４種機器にあっては、最高使用圧力が次の①～③に

ければならない。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶

接部の非破壊試験及び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に、

次の要件を付したものによること。 

 

 

１） （略） 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、「機器の区

分」の欄の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「再処理第１種容器、

再処理第２種容器、再処理第３種容器及び再処理第４種容器」に、

「クラス２容器、クラス３容器及びクラス３相当容器（安全設備以

外の開放容器を除く。）、クラス１配管、クラス２配管、クラス３配管

及びクラス３相当管（安全設備以外の開放容器に接続される当該容

器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は「再処理第１種管、再処

理第２種管、再処理第３種管及び再処理第４種管」に、「溶接部の区

分」の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ、溶接継

手Ｃ及び溶接継手Ｄ」は「周継手」に読み替える。この場合におい

て、「再処理第１種管、再処理第２種管、再処理第３種管及び再処理

第４種管」については、「継手区分Ｂ、溶接継手Ｃ及び溶接継手Ｄ」

は「周継手（管台を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。また、

（注）４．及び５．は削る。この場合において、再処理第１種機器、

再処理第２種機器、再処理第３種機器及び再処理第４種機器にあっ

ては、最高使用圧力が次の①～③に定める値以上のものに限る。 
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定める値以上のものに限る。 

①～③ （略） 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（１／５）・表１－８ 溶接部の非破壊試

験（２／５） （略） 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（３／５） 

区分 規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

再
処
理
第
３
種
機
器 

１．耐圧部の溶接部のうち、

突合せ溶接による溶接部 

放射線透過

試験 

超音波探傷試験

又は溶接深さの

1/2（溶接深さの

1/2 が 13mm を超

える場合は 13mm）

ごとの浸透探傷

試験 

（略） （略） （略） 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（４／５）・表１－８ 溶接部の非破壊試

験（５／５） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い又は目違い 

突合せ溶接による継手面の食違い又は目違いは、溶接規格２０１２

（２０１３）「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違い」又は

溶接規格２０２０「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の目違い」

によること。この場合において、次によること。 

１）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食違いの許容値」及び「表Ｎ－４

０６０－１ 継手面の目違いの許容値」の「継手区分Ａ」は「長手継

 

①～③ （略） 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（１／５）・表１－８ 溶接部の非破壊試

験（２／５） （略） 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（３／５） 

区分 規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

再
処
理
第
３
種
機
器 

１．耐圧部（内面又は外面に

0Pa を超える圧力を受ける

部分をいう。以下同じ。）の

溶接部のうち、突合せ溶接

による溶接部 

放射線透過

試験 

超音波探傷試験

又は溶接深さの

1/2（溶接深さの

1/2 が 13mm を超

える場合は 13mm）

ごとの浸透探傷

試験 

（略） （略） （略） 

 

表１－８ 溶接部の非破壊試験（４／５）・表１－８ 溶接部の非破壊試

験（５／５） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

突合せ溶接による継手面の食い違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突

合せ溶接による継手面の食違い」に、次の要件を付したものによるこ

と。 

 

１）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食い違いの許容値」の「継手区分

Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は
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手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手」に読

み替える。 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格２０１２（２０１３）又

は溶接規格２０２０「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」

によること。この場合において、次によること。ただし、機器等の構造

上溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０７０ 

厚さの異なる母材の突合せ溶接」によることが困難な場合であって、

十分な強度を有することが確認できる場合は、この限りではない。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄに係るものを除く」は「別図第３

（１）、（２）及び（３）を含む」に読み替える。 

 

８． （略） 

 

９．継手の仕上げ又は溶接部の表面 

溶接部の表面は、溶接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０８０ 継

手の仕上げ」又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０８０ 溶接部の表面」及

び「Ｎ－４０８１ 溶接部の余盛」によること。この場合において、次

の１）及び２）によること。 

１） （略） 

２）上記１）の溶接部の接液面は、「表１－９ 溶接部の接液面の余盛

高さ、裏波高さ等の許容値」の左欄に掲げる項目について、それぞれ

同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。

ただし、構造上当該判定基準によることが著しく困難である場合は、

「周継手」に読み替える。 

 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さ

の異なる母材の突合せ溶接」に、次の要件を付したものによること。た

だし、機器等の構造上これによることが困難な場合であって、十分な

強度を有することが確認できる場合は、この限りではない。 

 

 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は、「別図第３（１）、（２）、（３）」

に読み替える。 

 

８． （略） 

 

９．継手の仕上げ 

溶接部の表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」に、次の

要件を付したものによること。 

 

 

１） （略） 

２）上記１）の溶接部の接液面は、「表１－９ 溶接部の接液面の余盛

高さ及び裏波高さ等の許容値」の左欄に掲げる項目について、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならな

い。ただし、構造上当該判定基準によることが著しく困難である場



 

 275 

この限りでない。 

 

表１－９ （略） 

 

１０．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。た

だし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この

限りでない。 

１） （略） 

２）溶接後熱処理は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」によること（別記－５Ⅰ．１．

⑨及び⑩又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」

参照）。この場合において、「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を

要しないもの」及び「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しな

いものの条件」の「１．クラス１機器」は適用除外とし、「２．クラ

ス１機器以外」を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ又は継

手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

 

１１．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「Ｎ－４１００ 非破壊試験」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規

格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合にお

いて、次の１）及び２）によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④の

とおりとする。 

合は、この限りでない。 

 

表１－９ （略） 

 

１０．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。た

だし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この

限りでない。 

１） （略） 

２）溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」による

こと（別記－５ １．⑨及び⑩参照）。この場合において、「表Ｎ－Ｘ

０９０－３ 溶接後熱処理を要しないもの（１／３）」及び同表（２

／３）は適用除外とし、同表（３／３）「２．クラス１機器以外」を

適用する。この場合において、「継手区分Ｂ」及び「継手区分Ｃ」は

「周継手」に読み替える。 

 

 

 

１１．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、

次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～⑤の

とおりとする。 
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① 「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス１

配管以外のものにあっては,金属蛍光増感紙を除く。）」及び「ただ

し，金属蛍光増感紙は，クラス 1 容器及びクラス 1 配管以外の機

器に使用してもよい。」を削る。 

② （略） 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影する

場合を除く。）」の項の「クラス１容器、クラス１配管」は適用除

外とし、「クラスＭＣ容器、クラス２容器、クラス３容器、クラス

３相当容器、クラス２配管、クラス３配管、クラス３相当管、クラ

ス４配管」又は「クラスＭＣ容器、クラス２容器、クラス３容器、

クラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管、クラス３相当

管、クラス４配管、コンクリート製原子炉格納容器、炉心支持構造

物」を適用する。 

④ 溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透

過試験」において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び

判定基準については、「表１－１０ 放射線透過試験」による。 

 

表１－１０ （略） 

 

１２．機械試験 

機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５Ⅰ．１．⑪又はⅡ．「表４ 「溶

接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）及び次の１）から４）

までによること。この場合において、「継手区分Ａ」は「長手継手」に、

「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

①「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス１配

管以外のものにあっては,金属蛍光増感紙を除く。）」を削除する。 

 

 

② （略） 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離」の項の「クラス１容器、

クラス１配管」は適用除外とし、「クラスＭＣ容器、クラス２容器、

クラス３容器、クラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管、

クラス３相当管、クラス４配管」を適用する。 

 

 

 

 

④同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定

基準については、「表１－１０ 放射線透過試験」による。 

 

 

表１－１０ （略） 

 

１２．機械試験 

 機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．

⑪参照）に、次の要件を付したものによること。この場合において、「継

手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分

Ｄ」は「周継手」に読み替える。 
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１）・２） （略） 

３）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試

験,型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の「型曲げ試験」及び「ローラ

曲げ試験」の項中の表の「母材の区分」欄の「Ｐ－５２」は「Ｐ－５

２又はＰ－６１」に読み替える。また、別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格 2020」の適用に当たっての条件」の「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継

手引張試験,型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の項の右欄中「Ｐ－５

２」は「Ｐ－５２ Ｐ－６１」に読み替える。 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、「機器の区分」の

欄の「クラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」及び「ク

ラスＭＣ容器、コンクリート製原子炉格納容器」は、適用除外とす

る。また、「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラ

ス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管」は、「再処理第１種容

器、再処理第２種容器、再処理第３種容器、再処理第１種管、再処理

第２種管及び再処理第３種管」に読み替える。 

 

１３．再試験 

再試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４１２０ 再試験」（別記－５Ⅰ．１．⑫又はⅡ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合におい

て、次の１）及び２）によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の項の「ク

ラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」及び「クラスＭＣ

容器、コンクリート製原子炉格納容器」は、適用除外とする。 

２）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」中「クラス２容器、クラス３容器、

１）・２） （略） 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型曲げ試験及びローラ曲げ

試験」の「型曲げ試験」及び「ローラ曲げ試験」の項中の表の「母材

の区分」欄の「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２又はＰ－６１」に読み替える。 

 

 

 

 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、「機器の区分」の

欄の「クラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」は、適用

除外とする。また、「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容

器、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当管」は、「再処理

第１種容器、再処理第２種容器、再処理第３種容器、再処理第１種

管、再処理第２種管及び再処理第３種管」に読み替える。 

 

 

１３．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １．⑫参

照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の項の「ク

ラス１容器」、「クラス１配管」及び「クラスＭＣ容器」は、適用除外

とする。 

２）同表中「クラス２容器、クラス３容器、クラス３相当容器、クラス
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クラス３相当容器、クラス２配管、クラス３配管及びクラス３相当

管」は「再処理第１種容器、再処理第２種容器、再処理第３種容器、

再処理第４種容器、再処理第１種管、再処理第２種管、再処理第３種

管及び再処理第４種管」に読み替える。 

 

１４．溶接部の耐圧試験等  

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１）～３） （略） 

 

表１－１２・表１－１３ （略） 

 

表１－１４ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

（略） （略） （略） 

発泡試験（減圧法） 試験圧力は絶対圧力で

大気圧より 20kPa 以上

低い圧力とすること。 

（略） 

 

添付－１ （略） 

２配管、クラス３配管及びクラス３相当管」は「再処理第１種容器、

再処理第２種容器、再処理第３種容器、再処理第４種容器、再処理第

１種管、再処理第２種管、再処理第３種管及び再処理第４種管」に読

み替える。 

 

１４．溶接部の耐圧試験等  

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１）～３） （略） 

 

表１－１２・表１－１３ （略） 

 

表１－１４ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

（略） （略） （略） 

発泡試験（減圧法） 試験圧力は大気圧よ

り-20kPa 以上低い圧

力とすること。 

（略） 

 

添付－１ （略） 

 

別紙－２ 

 

溶接施工法認証標準又は溶接施工法確認試験 

 

１．溶接施工法の種類 

 溶接施工法の種類は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

別紙－２ 

 

溶接施工法認証標準 

 

１．溶接施工法の種類 

 溶接施工法の種類は、溶接規格「ＷＰ－２００ 溶接施工法の種類」
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０２０「ＷＰ－２００ 溶接施工法の種類」（別記－５Ⅰ．２．③及び

④又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）

によること。なお、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第

２種機器の接液部の溶接において、同一箇所で３回以上補修溶接を行

う場合は、同等の熱サイクルを付加した試験材を用いて、本標準に準

じて腐食試験を行い、耐食性を確認すること。 

 

２．確認事項 

溶接施工法における確認事項は、溶接規格２０１２（２０１３）「Ｗ

Ｐ－３００ 確認事項」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３００ 確認

項目」及び次の（１）から（２２）までによること。この場合において、

再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に

使用する溶接材料は、母材の種類に応じて「表１－４ 母材（オーステ

ナイト系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ」、「表１－５ 主なステ

ンレス材料の化学成分及び機械的性質」、「表１－６ 母材（チタン及

びチタン合金）と溶接材料の組合せ」又は「表１－７母材（ジルコニウ

ム）と溶接材料の組合せ」に適合したものであること。 

 

（１）溶接方法 

溶接方法の区分は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０１ 溶

接方法」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３１０ 溶接方法」（別記－５

Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）による

こと。この場合において、次によること。 

１）「クラス１容器及びクラス２容器」及び「クラス１容器，クラス２

容器，クラス１配管及びクラス２配管」とあるのは「再処理第１種機

（別記－５ ２．③及び④参照）によること。なお、再処理第１種機器

及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液部の溶接において、同

一箇所で３回以上補修溶接を行う場合は、同等の熱サイクルを付加し

た試験材を用いて、本標準に準じて腐食試験を行い、耐食性を確認す

ること。 

 

 

２．確認事項 

溶接施工法における確認事項は、溶接規格「ＷＰ－３００ 確認事

項」及び次の（１）～（２２）によること。この場合において、再処理

第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液側に使用す

る溶接材料は、母材の種類に応じて「表１－４ 母材（オーステナイト

系ステンレス鋼）と溶接材料の組合せ」、「表１－５ 主なステンレス

材料の化学成分及び機械的性質」、「表１－６ 母材（チタン及びチタ

ン合金）と溶接材料の組合せ」、「表１－７母材（ジルコニウム）と溶接

材料の組合せ」に規定する規格に適合したものであること。 

 

 

（１）溶接方法 

溶接方法の区分は、溶接規格「ＷＰ－３０１ 溶接方法」に、次の要

件を付したものによること。 

 

 

１）「クラス１容器及びクラス２容器」とあるのは「再処理第１種機器

及び再処理第２種機器」に読み替える。 
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器及び再処理第２種機器」に読み替える。 

 

（２）母材 

母材は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０２ 母材」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３２０ 母材」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合に

おいて、次の表のように溶接規格２０１２（２０１３）「表 ＷＰ－３

０２－１ 母材の区分」の「母材」欄に「Ｐ－６１」を、「種類」欄に

「ジルコニウム」を加える。また、別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」の「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型

曲げ試験及びローラ曲げ試験」の項の右欄中「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２ 

Ｐ－６１」に読み替える。 

（表略） 

 

（３）溶接棒 

溶接棒は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０３ 溶接棒」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３２ 溶接棒」によること。 

 

（４）溶接金属 

溶接金属は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０４ 溶接金

属」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３１ 溶接金属」（別記－５Ⅱ．

「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によるこ

と。 

 

（５）予熱 

 

 

（２）母材 

母材は、溶接規格「ＷＰ－３０２ 母材」によること。この場合にお

いて、「表ＷＰ－３０２－１ 母材の区分」の「母材」欄に「Ｐ－６１」

を、「種類」欄に「ジルコニウム」を加える。 

 

 

 

 

 

 

（表略） 

 

（３）溶接棒 

溶接棒は、溶接規格「ＷＰ－３０３ 溶接棒」によること。 

 

 

（４）溶接金属 

溶接金属は、溶接規格「ＷＰ－３０４ 溶接金属」によること。 

 

 

 

 

（５）予熱 
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予熱は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０５ 予熱」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３４６ 予熱」によること。 

 

（６）溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０６ 溶

接後熱処理」（別記－５Ⅰ.２．②参照）又は溶接規格２０２０「ＷＰ－

３５０ 溶接後熱処理」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適

用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（７）シールドガス 

シールドガスは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０７ シ

ールドガス」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３４１ シールドガス」に

よること。 

 

（８）裏面からのガス保護 

裏面からのガス保護は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０

８ 裏面からのガス保護」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３４２ 裏

面からのガス保護」によること。 

 

（９）溶加材 

溶加材は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３０９ 溶加材」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３３ 溶加材」（別記－５Ⅱ．「表４ 

「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この

場合において、次の表のように溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ

－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」

予熱は、溶接規格「ＷＰ－３０５ 予熱」によること。 

 

 

（６）溶接後熱処理 

溶接後熱処理は、溶接規格「ＷＰ－３０６ 溶接後熱処理」（別記－

５ ２．②参照）によること。 

 

 

 

（７）シールドガス 

シールドガスは、溶接規格「ＷＰ－３０７ シールドガス」によるこ

と。 

 

 

（８）裏面からのガス保護 

裏面からのガス保護は、溶接規格「ＷＰ－３０８ 裏面からのガス

保護」によること。 

 

 

（９）溶加材 

溶加材は、溶接規格「ＷＰ－３０９ 溶加材」によること。この場合

において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート

又は心線の区分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６

１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄に「ジルコニ

ウム」を加える。 
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及び溶接規格２０２０「表 ＷＰ－３３３－１ 溶加材若しくはウェ

ルドインサート又は心線の区分」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」参照）の「溶加材又はウェルドインサート」

欄に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄

に「ジルコニウム」を加える。 

（表略） 

 

（１０）ウェルドインサート 

ウェルドインサートは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１

０ ウェルドインサート」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３５ ウ

ェルドインサート」によること。この場合において、次の表のように溶

接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウ

ェルドインサート又は心線の区分」及び溶接規格２０２０「表 ＷＰ

－３３３－１ 溶加材若しくはウェルドインサート又は心線の区分」

（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参

照）の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線

の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄に「ジルコニウム」を加え

る。 

（表略） 

 

（１１）電極 

電極は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１１ 電極」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３４４ 電極」によること。 

 

（１２）フラックス 

 

 

 

 

 

（表略） 

 

（１０）ウェルドインサート 

ウェルドインサートは、溶接規格「ＷＰ－３１０ ウェルドインサ

ート」に、次の要件を付したものによること。この場合において、「表

ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区

分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に「Ｒ－６１」を、「心線

の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄に「ジルコニウム」を加え

る。 

 

 

 

 

（表略） 

 

（１１）電極 

電極は、溶接規格「ＷＰ－３１１ 電極」によること。 

 

 

（１２）フラックス 
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フラックスは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１２ フラ

ックス」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３３６ フラックス」によるこ

と。 

 

（１３）心線 

心線は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１３ 心線」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３３４ 心線」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合に

おいて、次の表のように溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－３０

９－１ 溶加材もしくはウェルドインサート又は心線の区分」及び溶

接規格２０２０「表 ＷＰ－３３３－１ 溶加材若しくはウェルドイ

ンサート又は心線の区分」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の

適用に当たっての条件」参照）の「溶加材又はウェルドインサート」欄

に「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄に

「ジルコニウム」を加える。 

（表略） 

 

（１４）溶接機 

溶接機は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１４ 溶接機」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３４５ 溶接機」（別記－５Ⅱ．「表４ 

「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（１５）層 

層は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１５ 層」又は溶接

規格２０２０「ＷＰ－３４７ 層」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

フラックスは、溶接規格「ＷＰ－３１２ フラックス」によること。 

 

 

 

（１３）心線 

心線は、溶接規格「ＷＰ－３１３ 心線」によること。 

この場合において、「表ＷＰ－３０９－１ 溶加材もしくはウェルド

インサート又は心線の区分」の「溶加材又はウェルドインサート」欄に

「Ｒ－６１」を、「心線の区分」欄に「Ｅ－６１」を、「種類」の欄に「ジ

ルコニウム」を加える。 

 

 

 

 

 

（表略） 

 

（１４）溶接機 

溶接機は、溶接規格「ＷＰ－３１４ 溶接機」によること。 

 

 

 

（１５）層 

層は、溶接規格「ＷＰ－３１５ 層」によること。 
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2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（１６）母材の厚さ 

母材の厚さは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１６ 母材

の厚さ」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３２２ 母材の厚さ」（別記－

５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によ

ること。 

 

（１７）ノズル 

ノズルは、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１７ ノズル」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３６１ ノズル」によること。 

 

（１８）電圧及び電流 

電圧及び電流は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１８ 電

圧及び電流」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３６２ 電圧及び電流」に

よること。 

 

（１９）揺動 

揺動は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３１９ 揺動」又は

溶接規格２０２０「ＷＰ－３６３ 揺動」によること。 

 

（２０）あて金 

あて金は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３２０ あて金」

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３６４ 当て金」によること。 

 

 

 

（１６）母材の厚さ 

母材の厚さは、溶接規格「ＷＰ－３１６ 母材の厚さ」によること。 

 

 

 

 

（１７）ノズル 

ノズルは、溶接規格「ＷＰ－３１７ ノズル」によること。 

 

 

（１８）電圧及び電流 

電圧及び電流は、溶接規格「ＷＰ－３１８ 電圧及び電流」によるこ

と。 

 

 

（１９）揺動 

揺動は、溶接規格「ＷＰ－３１９ 揺動」によること。 

 

 

（２０）あて金 

あて金は、溶接規格「ＷＰ－３２０ あて金」によること。 
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（２１）リガメントの幅 

リガメントの幅は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３２１ リ

ガメントの幅」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３７１ リガメントの

幅」によること。 

 

（２２）衝撃試験 

衝撃試験は、溶接規格２０１２（２０１３）「ＷＰ－３２２ 衝撃試

験」又は溶接規格２０２０「ＷＰ－３８５ 衝撃試験」によること。た

だし、「各機器における衝撃試験温度は次の通りとする。」及び「各機器

に対する衝撃試験温度の要求値は次のとおりとする。」は適用除外とす

る。 

 

３．確認試験 

３．１ 試験材の厚さ及びその取付方法 

（１）試験材の厚さ 

試験材の厚さの区分は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＰ－４１１ 試験材の厚さ」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶

接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（２）試験材の取付方法 

試験材の取付方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＰ－４１２ 試験材の取付け方法」によること。 

 

３．２ 試験片の種類、数及び採取位置 

（２１）リガメントの幅 

リガメントの幅は、溶接規格「ＷＰ－３２１ リガメントの幅」によ

ること。 

 

 

（２２）衝撃試験 

衝撃試験は、溶接規格「ＷＰ－３２２ 衝撃試験」によること。ただ

し、「各機器における衝撃試験温度は次の通りとする。」は適用除外と

する。 

 

 

 

３．確認試験 

３．１ 試験材の厚さ及びその取付方法 

（１）試験材の厚さ 

試験材の厚さの区分は、溶接規格「ＷＰ－４１１ 試験材の厚さ」

によること。 

 

 

（２）試験材の取付方法 

試験材の取付方法は、溶接規格「ＷＰ－４１２ 試験材の取付け

方法」によること。 

 

３．２ 試験片の種類、数及び採取位置 
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 試験片の種類、数及び採取位置は、溶接規格２０１２（２０１３）

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－４２０ 試験片の種類、数及び採取位

置」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」

参照）によること。ただし、腐食試験を実施する場合には、「図ＷＰ－

４００－４ 管と管板の取付け溶接における試験片形状」は適用除外

とし、「図２－１ 管と管板の取付溶接における試験片形状」を適用

する。 

 

図２－１ （略） 

 

４．試験片の形状・寸法及び試験方法並びに試験結果の判定基準 

４．１ 試験片の形状・寸法及び試験方法 

試験片の形状・寸法及び試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）

又は溶接規格２０２０「ＷＰ－５１０ 試験片の形状・寸法及び試験

方法」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条

件」参照）によること。この場合において、次の１）から３）までに

よること。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）の「表ＷＰ－４００－１ 継手引

張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験及び衝撃試験」の「試験の

方法」の欄の表中の「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２及びＰ－６１」に

読み替える。また、別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適

用に当たっての条件」の「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型

曲げ試験及びローラ曲げ試験」の項の右欄中「Ｐ－５２」は「Ｐ

－５２ Ｐ－６１」に読み替える。 

２） （略） 

 試験片の種類、数及び採取位置は、溶接規格「ＷＰ－４２０ 試験

片の種類、数及び採取位置」によること。ただし、腐食試験を実施す

る場合には、「図ＷＰ－４００－４ 管と管板の取付け溶接における

試験片形状」は適用除外とし、「図２－１ 管と管板の取付溶接にお

ける試験片形状」を適用する。 

 

 

 

図２－１ （略） 

 

４．試験片の形状・寸法、試験方法及び試験結果の判定基準 

４．１ 試験片の形状・寸法及び試験方法 

試験片の形状・寸法及び試験方法は、溶接規格「ＷＰ－５１０ 試

験片の形状・寸法及び試験方法」に、次の要件を付したものによるこ

と。 

 

 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試

験及び衝撃試験」の「試験の方法」の欄の表中の「Ｐ－５２」は

「Ｐ－５２及びＰ－６１」に読み替える。 

 

 

 

 

２） （略） 
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３）再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液

側に使用する溶接施工法については、「添付－２ 溶接施工法にお

ける腐食試験要領」により腐食試験を実施すること。腐食試験の

試験片の種類と採取位置については、次の①～④によること。  

① 「図ＷＰ－４００－１ 試験片の種類,数及び採取位置（板の場

合）」又は「図ＷＰ－４２０－１ 試験片の種類，数及び採取位

置（板の場合）」 

Ａ～Ｃ （略）  

② 「図ＷＰ－４００－２ 試験片の種類,数及び採取位置（管の場

合）」又は「図ＷＰ－４２０－２ 試験片の種類，数及び採取位

置（管の場合）」 

（略） 

③ 「図ＷＰ－４００－３ 試験片の種類,数及び採取位置（クラッ

ド溶接の場合）」又は「図ＷＰ－４２０－３ 試験片の種類，数

及び採取位置（クラッド溶接の場合）」 

（略） 

 

図２－２・図２－３ （略） 

 

４．２ 判定基準 

判定基準は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「ＷＰ－５２０ 判定基準」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合において、次

の１）及び２）によること。 

３）再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液

側に使用する溶接施工法については、「添付－２ 溶接施工法にお

ける腐食試験要領」により腐食試験を実施すること。腐食試験の

試験片の種類と採取位置については、次の①～④によること。  

① 「図ＷＰ－４００－１ 試験片の種類、数及び採取位置（板の場

合）」 

 

Ａ～Ｃ （略）  

② 「図ＷＰ－４００－２ 試験片の種類、数及び採取位置（管の場

合）」 

（略） 

 

③ 「図ＷＰ－４００－３ 試験片の種類、数及び採取位置（クラッ

ド溶接の場合）」 

 

（略） 

 

図２－２・図２－３ （略） 

 

４．２ 判定基準 

判定基準は、溶接規格「ＷＰ－５２０ 判定基準」に、次の要件を

付したものによること。 
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１）溶接規格２０１２（２０１３）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張

試験、型曲げ試験、ローラ曲げ試験方法及び衝撃試験」及び溶接規

格２０２０「表ＷＰ－５１０－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ロ

ーラ曲げ試験方法及び衝撃試験」の「継手引張試験」項の「判定基

準」欄の「材料規格Ｐａｒｔ ３ 第１章表４又は表７」は「母材の

規格」に読み替える。 

２） （略） 

 

添付－２ 

 

溶接施工法における腐食試験要領 

 

再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液部に

用いる溶接施工法試験で行う腐食試験は、この要領に定めるところによ

るものとする。ただし、この要領により難い場合は、この限りではない。 

 

１．～４． （略） 

 

５．試験片 

 試験片は「別紙－２ 溶接施工法認証標準又は溶接施工法確認試験」

の「３．確認試験」及び「４．試験片の形状・寸法及び試験方法並びに

試験結果の判定基準」によるほか、JIS G 0573 の「５．試験片」によ

ること。 

 

６．・７． （略） 

１）「表ＷＰ－４００－１ 継手引張試験、型曲げ試験、ローラ曲げ

試験方法及び衝撃試験（１／３）」の「継手引張試験」項の「判定

基準」欄の「材料規格Ｐａｒｔ ３ 第１章表４又は表７」は「母材

の規格」に読み替える。 

 

 

２） （略） 

 

添付－２ 

 

溶接施工法における腐食試験要領 

 

再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第２種機器の接液部に

用いる溶接施工法試験で行う腐食試験は、この要領に定めるところによ

るものとする。ただし、この要領により難い場合は、この限りではない。 

 

１．～４． （略） 

  

５．試験片 

 試験片は「別紙－２ 溶接施工法認証標準」の「３．確認試験」及び

「４．試験片の形状・寸法、試験方法及び試験結果の判定基準」による

ほか、JIS G 0573 の「５．試験片」によること。 

 

 

６．・７． （略） 
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別紙－３ 

 

溶接士技能認証標準又は溶接技能確認試験 

 

１．溶接士の種類及び有効期間 

 溶接士の種類は、溶接規格２０１２（２０１３）における自動溶接機

を用いない溶接士（手溶接士及び半自動溶接士）及び自動溶接機を用

いる溶接士（自動溶接士）又は溶接規格２０２０における溶接技能者

及び溶接オペレータとし、資格の有効期間は、別記－５Ⅰ．３．「（４）

溶接士技能認証標準に適合する溶接士技能の有効期間（「溶接規格

2007」及び「溶接規格 2012(2013)」）」によること。 

 

２．自動溶接機を用いない溶接士又は溶接技能者 

２．１ 確認事項 

自動溶接機を用いない溶接士又は溶接技能者の技能の確認は、次に

掲げる事項について、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なるご

とに行うものとする。 

 

（１）溶接の方法 

溶接方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「ＷＱ－３１１ 溶接の方法」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規

格 2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（２）試験材及び溶接姿勢 

別紙－３ 

 

溶接士技能認証標準 

 

１．溶接士の種類と有効期間 

 溶接士の種類は、自動溶接機を用いない溶接士（手溶接士及び半自

動溶接士）と、自動溶接機を用いる溶接士（自動溶接士）とし、資格の

有効期間は、「別記－５ ３．（４）溶接士技能認証標準に適合する溶接

士技能の有効期間」によること。 

 

 

 

２．自動溶接機を用いない溶接士 

２．１ 確認事項 

自動溶接機を用いない溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項につ

いて、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なるごとに行うものと

する。 

 

（１）溶接の方法 

溶接方法は、溶接規格「ＷＱ－３１１ 溶接の方法」によるこ

と。 

 

 

（２）試験材及び溶接姿勢 
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試験材及び溶接姿勢は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶

接規格２０２０「ＷＱ－３１２ 試験材及び溶接姿勢」（別記－

５Ⅰ．３．（１）①又はⅡ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当

たっての条件」参照）によること。この場合において、次の１）

及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

（３）溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線は、溶

接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－３１

３ 溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む）又は心線」に

よること。この場合において、次の表のように溶接規格２０１２

（２０１３）「表ＷＱ－３１３－２ 溶加材（ウェルドインサー

ト含む）又は心線の区分」及び溶接規格２０２０「表 ＷＰ－３

３３－１ 溶加材若しくはウェルドインサート又は心線の区分」

（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条

件」参照）の「溶加材の区分」の欄に「Ｒ－６１」を「心線の区

分」の欄に「Ｅ－６１」を「種類」の欄に「ジルコニウム」を加

える。 

（表略） 

 

（４）母材 

母材の区分は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

０２０「ＷＱ－３１４ 母材」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合に

試験材及び溶接姿勢は、溶接規格「ＷＱ－３１２ 試験材及び

溶接姿勢」（別記－５ ３．（１）①参照）に、次の要件を付した

ものによること。 

 

 

１）・２） （略） 

 

（３）溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線 

溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを含む。）又は心線は、溶

接規格「ＷＱ－３１３ 溶接棒、溶加材（ウェルドインサートを

含む）又は心線」によること。この場合において、「表ＷＱ－３

１３－２ 溶加材（ウェルドインサート含む）又は心線の区分」

の「溶加材の区分」の欄に「Ｒ－６１」を「心線の区分」の欄に

「Ｅ－６１」を「種類」の欄に「ジルコニウム」を加える。 

 

 

 

 

 

（表略） 

 

（４）母材 

母材の区分は、溶接規格「ＷＱ－３１４ 母材」によること。

この場合において、「表ＷＱ－３１４－１ 母材の区分」の「母材
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おいて、「表ＷＱ－３１４－１ 母材の区分」の「母材のグループ

区分」の欄に「Ｐ－６１（ジルコニウム）」を、「母材の区分」の

欄に「Ｐ－６１」を加える。 

（表略） 

 

（５） （略） 

 

２．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は次

によること。ただし、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理

第２種機器の溶接を行う者の技能の確認において腐食試験を行うと

きは、「別紙－２ 溶接施工法認証標準又は溶接施工法確認試験」の

「添付－２ 溶接施工法における腐食試験要領」に従い実施し、判定

基準は「４．２ 判定基準」によること。また、腐食試験片は、曲げ

試験片の採取位置以外の部分から採取すること。 

 

２．２．１ 試験材の種類がアルミニウム、アルミニウム合金、 チ

タン又はジルコニウム以外のものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がアルミニウム，ア

ルミニウム合金又はチタン以外のものの場合」の「（１）確認試

験要領」によること。この場合において、次の１）から５）ま

でによること。 

１）～５） （略） 

のグループ区分」の欄に「Ｐ－６１（ジルコニウム）」を、「母材

の区分」の欄に「Ｐ－６１」を加える。 

 

（表略） 

 

（５） （略） 

 

２．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は次

によること。ただし、再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理

第２種機器の溶接を行う者の技能の確認において腐食試験を行うと

きは、「別紙－２ 溶接施工法認証標準」の「添付－２ 溶接施工法に

おける腐食試験要領」に従い実施し、判定基準は「４．２ 判定基準」

によること。また、腐食試験片は、曲げ試験片の採取位置以外の部分

から採取すること。 

 

２．２．１ 試験材の種類がアルミニウム、アルミニウム合金、 チ

タン又はジルコニウム以外のものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要

領」に、次の要件を付したものによること。 

 

 

 

１）～５） （略） 
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（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がチタンのものの場

合」の「（２）溶接上の注意」によること。この場合において、

次の６）及び７）を追加する。 

６）・７） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がチタンのものの場合」

の「（３）試験片の準備」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合におい

て、次の１）及び２）によること。 

 １）・２） （略） 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０

２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がチタンのものの場合」の

「（４）試験方法」によること。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がチタンのものの場合」

の「（５）合否判定基準」によること。この場合において、次の

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２１（２）溶接上の注

意」によること。この場合において、次の６）及び７）を追加

する。 

 

６）・７） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準備」

に、次の要件を付したものによること。 

 

 

 

 １）・２） （略） 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２１（４）試験方法」による

こと。 

 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２１（５）合否判定基準」

に次の要件を付したものによること。 
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１）及び２）によること。 

１） （略） 

２）再処理第１種容器及び管の接液側の溶接を行うものの技能

の確認にあっては、次の①～③によること。 

① 溶接後の表面状態（表面及び裏面） 

別紙－１の「９．継手の仕上げ又は溶接部の表面」によ

ること。ただし、「１）再処理第１種機器及び腐食環境の

厳しい再処理第２種機器の溶接部」は「１）再処理第１種

機器の溶接部」に読み替える。 

②溶接後の浸透探傷試験（表面及び裏面） 

溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「表Ｎ－Ｘ１００－４ 浸透探傷試験」によること。 

③ （略） 

 

２．２．２ 試験材の種類がチタンのものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＱ－３２３ 試験材の種類がチタンのものの場

合」の「（１）確認試験要領」によること。この場合において、

次の１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＱ－３２３ 試験材の種類がチタンのものの場

 

１） （略） 

２）再処理第１種容器及び管の接液側の溶接を行うものの技能

の確認にあっては、次の①～③によること。 

①溶接後の表面状態（表面及び裏面） 

別紙－１の「９．継手の仕上げ」によること。ただし、

「１）再処理第１種機器及び腐食環境の厳しい再処理第

２種機器の溶接部」は「１」再処理第１種機器の溶接部」

に読み替える。 

②溶接後の浸透探傷試験（表面及び裏面） 

溶接規格「表Ｎ－Ｘ１００－４ 浸透探傷試験」による

こと。 

③ （略） 

 

２．２．２ 試験材の種類がチタンのものの場合 

（１）確認試験要領 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２３（１）確認試験要

領」に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１）・２） （略） 

 

（２）溶接上の注意 

溶接上の注意は、溶接規格「ＷＱ－３２３（２）溶接上の注

意」による。この場合において、Ｗ－２３ｒ及びＷ－２４ｒの
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合」の「（２）溶接上の注意」によること。この場合において、

Ｗ－２３ｒ及びＷ－２４ｒの場合は、試験材の種類、溶接姿勢

及び試験材採取位置は、別記－５「別図Ｗ-3-0ｒ、Ｗ-3ｒ、Ｗ

-4ｒ、Ｗ-13ｒ、Ｗ-14ｒ、Ｗ-15ｒ、Ｗ-23ｒ及びＷ-24ｒの試験

材の寸法、取付け方法、試験片採取位置及び試験の方法」のと

おりとすること。 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＱ－３２３ 試験材の種類がチタンのものの場

合」の「（３）試験片の準備」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

０２０「ＷＱ－３２３ 試験材の種類がチタンのものの場合」

の「（４）試験方法」によること。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＱ－３２３ 試験材の種類がチタンのものの場

合」の「（５）合否判定基準」によること。 

 

２．２．３ 試験材の種類がジルコニウムである場合 

（１）確認試験要領 

場合は、試験材の種類、溶接姿勢及び試験材採取位置は、別記

－５ 別図のとおりとすること。 

 

 

 

 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２３（３）試験片の準

備」によること。 

 

 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」によ

ること。 

 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格「ＷＱ－３２３（５）合否判定基

準」によること。 

 

 

２．２．３ 試験材の種類がジルコニウムである場合 

（１）確認試験要領 
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確認試験要領は、溶接規格２０１２（２０１３）若しくは溶

接規格２０２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がチタンのもの

の場合」の「（１）確認試験要領」又は適切な確認試験要領を参

考にし、実施すること。 

 

（２） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規

格２０２０「ＷＱ－３２１ 試験材の種類がチタンのものの場

合」の「（３）試験片の準備」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）の１）～３）又は適切

な方法を参考にし、実施すること。 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

０２０「ＷＱ－３２３ 試験材の種類がチタンのものの場合」

の「（４）試験方法」又は適切な方法を参考にし、実施するこ

と。 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格を参考とした場合は、溶接規格２

０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－３２３ 試

験材の種類がチタンのものの場合」の「（５）合否判定基準」に

よる。なお、ジルコニウムの色調検査については、「表２－２ 

確認試験要領は、溶接規格「ＷＱ－３２１（１）確認試験要

領」又は適切な確認試験要領を参考にし、実施すること。 

 

 

 

（２） （略） 

 

（３）試験片の準備 

試験片の準備は、溶接規格「ＷＱ－３２１（３）試験片の準

備」の 1)～3)又は適切な方法を参考にし、実施すること。 

 

 

 

 

（４）試験方法 

試験方法は、溶接規格「ＷＱ－３２３（４）試験方法」又は

適切な方法を参考にし、実施すること。 

 

 

 

（５）合否判定基準 

合否判定基準は、溶接規格を参考とした場合は、溶接規格「Ｗ

Ｑ－３２３（５）合否判定基準」による。なお、ジルコニウム

の色調検査については、「表２－４ 溶接部の変色程度と判定

基準（ジルコニウムの場合）」による。また、再処理第１種容器
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溶接部の変色程度と判定基準（ジルコニウムの場合）」による。

また、再処理第１種容器及び管の再処理第１種接液側の溶接を

行うものの技能の確認における試験にあっては、２．２．１（５）

２）によること。 

 

２．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いない溶接士（溶接規格２０１２（２０１３））又は

溶接技能者（溶接規格２０２０）の作業範囲は、別記－５「別表第２

－１ 試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲」（溶接規格２０１２(２

０１３)）又は「別表第２－２ 試験材及び溶接姿勢の区分と作業範

囲」（溶接規格２０２０）によること。この場合において、これらの表

（１／２）の「アルミニウム又はアルミニウム合金以外」及び「アル

ミニウム、アルミニウム合金又はチタン以外」は適用除外とし「表３

－５ 作業範囲」を適用する。 

  表３－５ （略） 

 

２．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格２０１２（２

０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－４４０ 資格表示」によるこ

と。 

 

３．自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータ 

自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータの技能の確認は、自

動溶接機を用いる溶接士にあっては溶接規格２０１２（２０１３）「Ｗ

Ｑ－４００ 自動溶接機を用いる溶接士」に、溶接オペレータにあっ

及び管の再処理第１種接液側の溶接を行うものの技能の確認

における試験にあっては、２．２．１（５）２）によること。 

 

 

 

２．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いない溶接士の作業範囲は、別記－５「別表第２ 

試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲」によること。この場合におい

て、同表（１／２）の「アルミニウム又はアルミニウム合金以外」は

適用除外とし「表３－５ 作業範囲」を適用する。 

 

 

 

 

  表３－５ （略） 

 

２．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４

４０ 資格表示」によること。 

 

 

３．自動溶接機を用いる溶接士 

自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は、溶接規格「ＷＱ－４０

０ 自動溶接機」を用いる溶接士によること。 
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ては溶接規格２０２０「ＷＱ－４００ 溶接オペレータ」によること。 

 

３．１ 確認事項 

自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータの技能の確認は、次

に掲げる事項について、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なる

ごとに行うものとする。 

（１）溶接の方法 

溶接の方法は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２

０「ＷＱ－４１１ 溶接の方法」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

３．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は溶

接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－４２０ 確

認試験の方法と判定基準」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の

適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

３．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いる溶接士又は溶接オペレータの作業範囲は、自動

溶接機を用いる溶接士にあっては溶接規格２０１２（２０１３）「Ｗ

Ｑ－４３０ 作業範囲」（別記－５Ⅰ．３．（１）④参照）に、溶接オ

ペレータにあっては溶接規格２０２０「ＷＱ－４３０ 作業範囲」（別

記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格 2020」の適用に当たっての条件」参照）

によること。 

 

 

 

３．１ 確認事項 

自動溶接機を用いる溶接士の技能の確認は、次に掲げる事項につい

て、それぞれ定める事項の区分の組合せが異なるごとに行うものとす

る。 

（１）溶接の方法 

溶接の方法は、溶接規格「ＷＱ－４１１ 溶接の方法」によること。 

 

 

 

３．２ 確認試験の方法及びその判定基準 

確認試験の方法（要領や溶接上の注意事項など）及び判定基準は溶

接規格「ＷＱ－４２０ 確認試験の方法と判定基準」によること。 

 

 

 

３．３ 作業範囲 

自動溶接機を用いる溶接士の作業範囲は、溶接規格「ＷＱ－４３０ 

作業範囲」に、別記－５の３．（１）④の要件を付したものによるこ

と。 
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３．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格２０１２（２

０１３）又は溶接規格２０２０「ＷＱ－４４０ 資格表示」によるこ

と。 

３．４ 資格表示 

本試験に合格した溶接士技能の資格表示は、溶接規格「ＷＱ－４４

０ 資格表示」によること。 

 
  

 

 

 

別表第６ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
  

第１３条（材料及び構造） 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、次に掲げる

容器又は管の溶接部をいう。 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（⑴及び⑵

に規定する容器又は管を除く。）であって、放射性物質を含む液体状

若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用施設に属するもののう

ち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をす

るもの 

イ～ハ （略） 

２～５ （略） 

６ 第１項第２号の規定に適合する溶接部は、別記「特定第一種廃棄物

埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法等について」に適合し

たものをいう。 

７ 第２項に規定する「適切な耐圧試験又は漏えい試験」は、別記「特定

第１３条（材料及び構造） 

１ 第１項第２号に規定する「容器等の主要な溶接部」とは、次に掲げる

容器又は管の溶接部をいう。 

⑴～⑵ （略） 

⑶ 胴の外径が 150mm 以上の容器又は外径 150mm 以上の管（⑴及び⑵

に規定する容器又は管を除く。）であつて、放射性物質を含む液体状

若しくは気体状の物質を内包し、又は非常用施設に属するもののう

ち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をす

るもの 

イ～ハ （略） 

２～５ （略） 

６ 第１項第二号の規定に適合する溶接部は、「特定第一種廃棄物埋設

施設又は特定廃棄物管理施設の溶接方法等について（別記）」に適合し

たものをいう。 

７ 第２項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験は、「特定第一種
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第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法等につい

て」によること。 

 

廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接方法等について（別

記）」によること。 

別記 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法等につ

いて 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関す

る規則（令和２年原子力規制委員会規則第１０号）第１３条第１項第２

号及び第２項の規定に対応する溶接部に関する要求事項については、以

下のとおりとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術

基準規則」という。）第１７条第１５号の規定により確認されたもの又

はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等

の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の規定の施行

前に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施

別記 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法等につ

いて 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関す

る規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号。以下「技術基準規則」と

いう。）第１３条第１項第２号及び第２項の規定に対応する溶接部に関

する要求事項については、以下のとおりとする。 

 

１． （略） 

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術

基準規則」という。）第１７条第１５号の規定により確認されたもの又

はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等と認められる溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の

強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等

の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号。以下「改正法」とい

う。）第３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律の施行（令和２年４月１日）前に核燃料物質又は核
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行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則

の整備等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１２号）の規

定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

第一種廃棄物埋設の事業に関する規則（平成２０年経済産業省令第第２

３号）第２９条又は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の

廃棄物管理の事業に関する規則（昭和６３年総理府令第４７号）第１５

条の溶接の方法の認可を受けたもの等をいう。 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する

技能を有する溶接士であることを認証された者又はこれと同等と認め

られる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技

発第 1306194号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））別記

－５（以下単に「別記－５」という。）Ⅰ．３．（３）により同等と認め

られた者等をいう。 

 

５． （略） 

 

燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規

則（平成２０年経済産業省令第第２３号）第２９条又は核燃料物質又は

核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭

和６３年総理府令第３７号）第１５条の溶接の方法の認可を受けたもの

等をいう。 

 

 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する

技能を有する溶接士であることを認証された者又はこれと同等と認め

られる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２

５年６月１９日 原規技発第 1306194 号 原子力規制委員会決定）別記

－５（以下単に「別記－５」という。） ３．第３部溶接士技能認証標

準⑶により同等と認められた者等をいう。 

 

５． （略） 

 

別紙 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法 

別紙 

 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の溶接の方法 



 

 301 

 

１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２

０１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格２０１２（２

０１３）」という。）又は日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規

格２０２０年版」（以下「溶接規格２０２０」という。）の「Ｎ－４０

１０ 溶接部の設計」によること。 

 

２．材料の制限 

 材料の制限は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４０３０ 開先面」によること。 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２

０「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５Ⅰ．１．⑤又はⅡ．「表

４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。こ

の場合において、次の１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）

 

１．溶接部の設計 

溶接部の設計は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２

０１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）

の「Ｎ－４０１０ 溶接部の設計」によること。 

 

 

 

２．材料の制限 

 材料の制限は、溶接規格「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 

 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記

－５ １．⑤参照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１）・２） （略） 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶
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又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及び機械

試験」（別記－５Ⅰ．１．⑥及び⑧又はⅡ．「表４ 「溶接規格2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合において、次の

１）及び２）によること。 

１） （略） 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、「機器

の区分」の欄の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「廃棄第１種

容器」に、「クラス２容器、クラス３容器及びクラス３相当容器

（安全設備以外の開放容器を除く。）、クラス１配管、クラス２配

管、クラス３配管及びクラス３相当管（安全設備以外の開放容器

に接続される当該容器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は

「廃棄第１種管」に、溶接部の区分の欄の「継手区分Ａ」は「長手

継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手

（管台を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。また、溶接規

格２０１２（２０１３）の（注）４．及び５．は削る。この場合に

おいて、廃棄第１種機器にあっては、最高使用圧力が次の①～③

に定める値以上のものに限る。  

①～③ （略） 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験 

区分 規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

 

   

廃
棄
第
１
種

機
器 

１ 閉じ込め部の溶接部のうち突

合せ溶接による溶接部であって、

次のイからホまでのいずれかに

掲げるもの（最高使用温度100℃

未満の開放容器及びこれに接続

（略） （略） 

接部の非破壊試験及び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に次

の要件を付したものによること。 

 

 

１） （略） 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、「機器

の区分」の欄の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「廃棄第１種

容器」に、「クラス２容器、クラス３容器及びクラス３相当容器

（安全設備以外の開放容器を除く。）、クラス１配管、クラス２配

管、クラス３配管及びクラス３相当管（安全設備以外の開放容器

に接続される当該容器に最も近い止め弁までのものを除く。）」は

「廃棄第１種管」に、溶接部の区分の欄の「継手区分Ａ」は「長手

継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手（管

台を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。また、（注）４．

及び５．は削る。この場合において、廃棄第１種機器にあっては、

最高使用圧力が次の①～③に定める値以上のものに限る。  

 

①～③ （略） 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験 

  区分 規定試験 代替試験 

機器 溶接部 

 

   

廃
棄
第
１
種

機
器 

１ 閉じ込め部の溶接部のうち突

合せ溶接による溶接部であって、

次のイからホまでのいずれかに

掲げるもの（最高使用温度100℃

未満の開放容器及びこれに接続

（略） （略） 
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される管のうち当該容器から最

も近い止め弁までの部分並びに

外径61mm以下の管の溶接部を除

く。） 

イ （略） 

ロ （略） 

ハ 管の周継手（管台を取り付け

る継手を除く。）の溶接部であっ

て、次の⑴又は⑵のいずれかに掲

げるもの 

⑴外径が410mm（液体用のものに

あっては、275mm）を超え、か

つ、厚さが19mmを超える管の

溶接部 

⑵ （略） 

ニ・ホ （略） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い又は目違い 

突合せ溶接による継手面の食い違い又は目違いは、溶接規格２０１

２（２０１３）「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違い」又

は溶接規格２０２０「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の目違

い」によること。この場合において、次によること。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の

食違いの許容値」及び溶接規格２０２０「表Ｎ－４０６０－１ 

継手面の目違いの許容値」の「継手区分Ａ」は「長手継手」に、

「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替

される管のうち当該容器から最

も近い止め弁までの部分並びに

外径61mm以下の管の溶接部を除

く。） 

イ （略） 

ロ （略） 

ハ 管の周継手（管台を取り付け

る継手を除く。）の溶接部であっ

て、次の⑴又は⑵のいずれかに掲

げるもの 

１．⑴外径が410mm（液体用のも

のにあっては、275mm）を超

え、かつ、厚さが19mmを超え

る管の溶接部 

⑵ （略） 

ニ・ホ （略） 

（略） （略） （略） 
（
略
） 

（略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食違い 

突合せ溶接による継手面の食違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突

合せ溶接による継手面の食違い」に次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－４０６０－１ 継手面の食い違いの許容値」の「継手区

分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ、継手区分Ｃ、継手区分

Ｄ」は「周継手」に読み替える。ただし、応力計算を行って構造

上要求される強度を有することが明らかである場合は、この限
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える。ただし、応力計算を行って構造上要求される強度を有す

ることが明らかである場合は、この限りでない。 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

容器又は管の溶接部であって「１０．非破壊試験の方法と判定基準」

の規定により非破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接

規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０７０ 厚さ

の異なる母材の突合せ溶接」によること。この場合において、次による

こと。ただし、機器等の構造上溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接

規格２０２０「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」によ

ることが困難な場合であって、十分な強度を有することが確認できる

場合は、この限りではない。 

１） 「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄに係るものを除く」は「フランジ、

平板及び管板を取り付ける継手又は管台を取り付ける継手を含む」

に読み替える。 

 

８．継手の仕上げ又は溶接部の表面 

溶接部の表面は、溶接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０８０ 継

手の仕上げ」又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０８０ 溶接部の表面」及

び「Ｎ－４０８１ 溶接部の余盛」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格

2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。 

 

９．溶接後熱処理 

溶接後熱処理を行う場合には、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶

接規格２０２０「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－５Ⅰ．１．⑨

りでない。 

 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

容器又は管の溶接部であって「１０．非破壊試験の方法と判定基準」

の規定により非破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接

規格「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」に次の要件を

付したものによること。ただし、機器等の構造上これによることが困

難な場合であって、十分な強度を有することが確認できる場合は、こ

の限りではない。 

 

 

１） 「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「フランジ、平板及び管板を

取り付ける継手又は管台を取り付ける継手」に読み替える。 

 

 

８．継手の仕上げ 

溶接部の表面は、溶接規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」によるこ

と。 

 

 

 

９．溶接後熱処理 

溶接後熱処理を行う場合には、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱

処理」（別記－５ １．⑨及び⑩参照）に、次の要件を付したものによ
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及び⑩又はⅡ．「表４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」参

照）によること。この場合において、次によること。 

１）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱

処理を要しないもの」及び溶接規格２０２０「表Ｎ－Ｘ０９０

－３ 溶接後熱処理を要しないものの条件」の「1.クラス1機器」

は適用除外とし、「２.クラス１機器以外」を適用する。この場

合において、「継手区分Ｂ又は継手区分Ｃ」は「周継手」に読み

替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「Ｎ－４１００ 非破壊試験」によること。この場合におい

て、次によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④

のとおりとする。 

①「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス１配

管以外のものにあっては,金属蛍光増感紙を除く。）」及び「ただし，

金属蛍光増感紙は，クラス 1 容器及びクラス 1 配管以外の機器に

使用してもよい。」を削る。 

② （略） 

③「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影する場

合を除く。）」の項の「クラス１容器 クラス１配管」は適用除外

とし、「クラスＭＣ容器 クラス２容器 クラス３容器 クラス３

相当容器 クラス２配管 クラス３配管 クラス３相当管 クラ

ス４配管」又は「クラスＭＣ容器 クラス２容器 クラス３容器 

ること。 

 

１）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しないもの（１／３）」

及び同表（２／３）は適用除外とし、同表（３／３）「２.クラ

ス１機器以外」を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ及

び継手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

 

 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、

次の要件を付したものによること。 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～④

のとおりとする。 

①「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス１配

管以外のものにあっては，金属蛍光増感紙を除く。）」を削る。 

 

 

② （略） 

③放射線源と溶接部の線源側との距離欄の「クラス１容器 クラス

１配管」は適用除外とし、「クラスＭＣ容器 クラス２容器 クラ

ス３容器 クラス３相当容器 クラス２配管 クラス３配管 ク

ラス３相当管 クラス４配管」を適用する。 
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クラス３相当容器 クラス２配管 クラス３配管 クラス３相当

管 クラス４配管 コンクリート製原子炉格納容器 炉心支持構

造物」を適用する。  

④溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過

試験」において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判

定基準については、「表１－２ 放射線透過試験」を加え、「表Ｎ－

Ｘ１００－１ 放射線透過試験」の判定基準は適用除外とする。 

 

表１－２ 放射線透過試験 

（略） （略） 

判
定
基
準 

次の１から３までに適合すること。 

１ JIS Z3104-1995の附属書４「透過写真によるきずの像の

分類方法」の１類、JIS Z3106-2001の附属書４「透過写真

によるきずの像の分類方法」の１類又はJIS Z3107-1993の

附属書「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類であ

ること。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４

種のきずのきず点数として算定しないきずの長径は、母材

の厚さが5mm以下の場合にあっては、母材の厚さの0.1倍と

する。また、炭素鋼におけるタングステン巻込みは、第１

種のきずとみなし、そのきず点数を２分の１として判定す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

 

 

 

 

 

 

④同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び判定

基準については、「表１－２ 放射線透過試験」を加え、「表Ｎ－Ｘ

１００－１ 放射線透過試験」の判定基準は適用除外とする。 

 

 

表１－２ 放射線透過試験 

（略） （略） 

判
定
基
準 

次の１から３までに適合すること。 

１ JIS Z3104-1995の附属書４「透過写真によるきずの像の

分類方法」の１類、JIS Z3106-2001の附属書４「透過写真

によるきずの像の分類方法」の１類又はJIS Z3107-1993の

附属書「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類であ

ること。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４

種のきずのきず点数として算定しないきずの長径は、母材

の厚さが5mm以下の場合にあっては、母材の厚さの0.1倍と

する。また、炭素鋼におけるタングステン巻込みは、第１

種のきずとみなし、そのきず点数を２分の１として判定す

るものとする。再処理クラス３容器、クラス４容器と管の

場合にあっては、炭素鋼における第１種のきず、ステンレ

ス鋼等における第１種及び第４種のきず並びにチタン等に

おけるブローホール及びタングステン巻込み（以下この表

において「第１種のきず等」という。）については、試験視

野を３倍に拡大してきず点数を求め、その３分の１の値を

きず点数とすることができる。 

２・３ （略） 
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１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５Ⅰ．１．⑪又はⅡ．「表４ 「溶

接規格2020」の適用に当たっての条件」参照）及び次の１）及び２）に

よること。 

 １）・２） （略） 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４１２０ 再試験」（別記－５Ⅰ．１.⑫又はⅡ．「表４ 「溶接規

格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合におい

て、次によること。 

１） （略） 

 

１３．溶接部の耐圧試験等  

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１） （略） 

２）ライニング型貯槽の溶接部は、「表１－５ 漏えい試験の方法

と判定基準」により発泡試験（減圧法）による漏えい試験を行

い、これに合格するものでなければならない。ただし、構造上漏

えい試験を行うことが著しく困難である場合は、浸透探傷試験

を行い、これに合格するときは、この限りでない。 

 

表１－４ （略） 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．

⑪参照）に次の要件を付したものによること。この場合において、「継

手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ」、「継手区分Ｃ」及び「継

手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

１）・２） （略） 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １．⑫参

照）に次の要件を付したものによること。 

 

 

 １） （略） 

 

１３．溶接部の耐圧試験等 

溶接部の耐圧試験等については、次によること。 

１） （略） 

２）ライニング型貯槽の溶接部は、「表１－５ 漏えい試験の方法

と判定基準」により発泡試験（真空法）による漏えい試験を行

い、これに合格するものでなければならない。ただし、構造上漏

えい試験を行うことが著しく困難である場合は、浸透探傷試験

を行い、これに合格するときは、この限りでない。 

 

表１－４ （略） 
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表１－５ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

発泡試験（減圧法） 試験圧力は絶対圧力

で大気圧より20kPa以

上低い圧力とするこ

と。 

（略） 

   
 

表１－５ 漏えい試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

発泡試験（真空法） 減 圧 す る 圧 力 は -

20kPa以下とするこ

と。 

 

（略） 

   
 

  

 

別表第７ 使用施設等の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 
  

改  正  後 改  正  前 

第１７条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第２項に規定する「適切な耐圧試験又は漏えい試験」は、別記「使用

施設等の溶接の方法等について」によること。 

 

第１７条（材料及び構造） 

１～６ （略） 

７ 第２項に規定する適切な耐圧試験及び漏えい試験は、「使用施設等

の溶接方法等について（別記）」によること。 

別記 

 

使用施設等の溶接の方法等について 

 

使用施設等の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則

第１１号）第１７条第１項第２号及び第２項の規定に対応する溶接部に

関する要求事項については、以下のとおりとする。 

 

 

１． （略） 

別記 

 

使用施設等の溶接の方法等について 

 

使用施設等の技術基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則

第 号。以下「技術基準規則」という。）第１７条第１項第２号及び第２

項の規定に対応する溶接部に関する要求事項については、以下のとおり

とする。 

 

１． （略） 
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２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術

基準規則」という。）第１７条第１５号の規定により確認されたもの又

はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等の溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のため

の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を

改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の規定の施行前に原

子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に

伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整

備等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１２号）の規定

による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和４６年

総理府令第１０号）第７条の６又は核燃料物質の加工の事業に関する

規則（昭和４１年総理府令第３７号）第３条の１２の溶接の方法の認

可を受けたもの等をいう。 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する

技能を有する溶接士であることを認証された者又はこれと同等と認め

られる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発

 

２．溶接施工法 

溶接施工法は、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。以下「実用炉技術

基準規則」という。）第１７条第１５号の規定により確認されたもの又

はこれと同等と認められるものでなければならない。 

同等の溶接施工法とは、原子力利用における安全対策の強化のため

の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を

改正する法律（平成２９年法律第１５号。以下「改正法」という。）第

３条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律の施行（令和２年４月１日）前に核燃料物質の再処理の

事業に関する規則（昭和４６年総理府令第１０号）第７条の６の溶接

の方法の認可を受けたもの、核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭

和４１年総理府令第３７号）第３条の１２の溶接の方法の認可を受け

たもの等をいう。 

 

 

 

３． （略） 

 

４．溶接を行う者 

溶接を行う者は、実用炉技術基準規則第１７条第１５号に規定する

技能を有する溶接士であることを認証された者又はこれと同等と認め

られる者でなければならない。 

同等と認められる者とは、溶接士技能の確認を受けた者又は実用発



 

 310 

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技

発第1306194号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））別記

－５（以下単に「別記－５」という。）Ⅰ．３．（３）により同等と認

められた者等をいう。 

 

５．用語の定義 

（１）「使用第１種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、

次に掲げるものをいう。 

イ 使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、

プルトニウムの放射能濃度が37kBq/cm3以上の液体又は使用済燃

料溶解液から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体

であって放射性物質の濃度が37MBq/cm3以上のもの（以下「使用済

燃料溶解液等」という。）を内包する容器又は管 

 

ロ 使用済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容

器又は管であって、プルトニウムの放射能濃度が37mBq/cm3以上の

気体又は放射性物質の濃度が37Bq/cm3以上の気体を内包するもの 

 

 

（２）・（３） （略） 

 

（４）「使用第２種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、

使用第１種機器及び（７）に規定する使用第３種機器以外のもの

をいう。 

 

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２

５年６月１９日 原規技発第1306194号 原子力規制委員会決定）別記－

５（以下単に「別記－５」という。）３．第３部溶接士技能認証標準

（３）により同等と認められた者等をいう。 

 

５．用語の定義 

（１）「使用第１種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、

次に掲げるものをいう。 

イ 使用済燃料を溶解した液体（以下「使用済燃料溶解液」という。）、

プルトニウムの放射能濃度が３７キロベクレル毎立方センチメー

トル以上の液体又は使用済燃料溶解液から核燃料物質その他の有

用物質を分離した残りの液体であって放射性物質の濃度が３７メ

ガベクレル毎立方センチメートル以上のもの（以下「使用済燃料

溶解液等」という。）を内包する容器又は管 

ロ 使用済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容

器又は管であって、プルトニウムの放射能濃度が３７ミリベクレ

ル毎立方センチメートル以上の気体又は放射性物質の濃度が３７

ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの 

 

（２）・（３） （略） 

 

（４）「使用第２種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、

使用第１種機器及び第七号に規定する使用第３種機器以外のもの

をいう。 

 



 

 311 

（５）・（６） （略） 

 

（７）「使用第３種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、

次に掲げるものをいう。 

イ （略） 

ロ 六ふっ化ウランの加熱容器 

ハ （略） 

 

（８）・（９） （略） 

 

（５）・（６） （略） 

 

（７）「使用第３種機器」とは、使用施設等に属する容器又は管のうち、

次に掲げるものをいう。 

イ （略） 

ロ 六ふつ化ウランの加熱容器 

ハ （略） 

 

（８）・（９） （略） 

 

別紙 

 

使用施設等の溶接の方法 

 

１． （略） 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格２０１２（２

０１３）」という。）又は日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規

格２０２０年版」（以下「溶接規格２０２０」という。）「Ｎ－４０２

０ 溶接の制限」によること。 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

別紙 

 

使用施設等の溶接の方法 

 

１． （略） 

 

２．材料の制限 

材料の制限は、日本機械学会発電用原子力設備規格「溶接規格２０

１２年版（２０１３年追補を含む。）」（以下「溶接規格」という。）

「Ｎ－４０２０ 溶接の制限」によること。 

 

 

 

３．開先面 

開先面は、溶接規格「Ｎ－４０３０ 開先面」によること。 
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－４０３０ 開先面」によること。 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２

０「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５Ⅰ.１．⑤又はⅡ．「表

４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。こ

の場合において、溶接規格２０１２（２０１３）及び溶接規格２０２０

「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」の（１）に「ただし、母材及び溶接

材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス鋼を使用する

溶接部であって、最高使用圧力が98kPa未満のものにあっては、設計上

要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。」を、溶

接規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」の（２）

の「ブローホール等で」の次に「溶接部の強度及び耐食性を確保する上

で」を、溶接規格２０１２（２０１３）及び溶接規格２０２０「Ｎ－４

０４０ 溶接部の強度等」の（２）の「ブローホールなど」の次に「溶

接部の強度及び耐食性を確保する上で有害なもの」を加える。 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）

又は溶接規格２０２０「Ｎ－４０５０ 溶接部の非破壊試験及び機械

試験」（別記－５Ⅰ．１．⑥及び⑧又はⅡ．「表４ 「溶接規格2020」

の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合において、次の

１）及び２）によること。 

１） （略） 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、次のと

 

 

４．溶接部の強度等 

溶接部の強度は、溶接規格「Ｎ－４０４０ 溶接部の強度等」（別記－５ 

１．⑤参照）によること。この場合において、（１）に「ただし、母材及

び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス鋼を使用

する溶接部であって、最高使用圧力が98kPa未満のものにあっては、設計

上要求される強度以上の強度を有するものとすることができる。」及び

（２）の「ブローホール等で」の次に「溶接部の強度及び耐食性を確保す

る上で」を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

５．溶接部の非破壊試験及び機械試験 

溶接部の非破壊試験及び機械試験は、溶接規格「Ｎ－４０５０ 溶

接部の非破壊試験及び機械試験」（別記－５ １．⑥及び⑧参照）に、

次の要件を付したものによること。 

 

 

１） （略） 

２）「表Ｎ－Ｘ０５０－２ 溶接部の機械試験板」において、次のと
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おり読み替える。 

① （略） 

②「溶接部の区分」の欄 

ａ）・ｂ） （略） 

ｃ）溶接規格２０１２（２０１３）の（注）４．及び５．は削る。 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（１／３） 

区分 

規定試験 代替試験 機
器 

溶接部 

使
用
第
１
種
機
器 

1． （略） 

2．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶

接による溶接部であって、長手継手を

有する母材相互又は周継手を有する

母材相互を取り付ける継手と長手継

手又は周継手とが接する箇所（以下

「継手接続箇所」という。）から100mm

以内の溶接部(1.に掲げるものを除

く。) 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

5．閉じ込め部の溶接部（1．から4．まで

に掲げるものを除く。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（２／３） 

区分 

規定試験 代替試験 機
器 

溶接部 

おり読み替える。 

① （略） 

②「溶接部の区分」の欄 

ａ）・ｂ） （略） 

ｃ）（注）４．及び５．は削る。 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（１／３） 

区分 

規定試験 代替試験 機
器 

溶接部 

使
用
第
１
種
機
器 

1． （略） 

2．閉じ込め部の溶接部のうち突合せ溶

接による溶接部であって、長手継手

を有する母材相互周継手を有する母

材相互を取り付ける継手と長手継手

又は周継手と接する箇所（以下「継手

接続箇所」という。）から100mm以内

の溶接部(1に掲げるものを除く。) 

 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

5．閉じ込め部の溶接部（1～4までに掲

げるものを除く。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（２／３） 

区分 

規定試験 代替試験 機
器 

溶接部 
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使
用
第
２
種
機
器 

1．閉じ込め部の溶接部のうち、突合せ

溶接による溶接部であって、次の

（１）から（５）までのいずれかに

掲げるもの（最高使用温度 100℃未

満の開放容器及びこれに接続される

管のうち当該容器から最も近い止め

弁までの部分並びに外径 61mm 以下

の管の溶接部を除く。） 

（１） （略） 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） 内包するプルトニウムの濃度

が 37µBq/cm3（内包するプルトニウム

が液体中にある場合は、37Bq/cm3）以

上の容器若しくは管又は内包する放

射性物質の濃度が 37mBq/cm3（内包す

る放射性物質が液体中にある場合は

37kBq/cm3）以上の容器若しくは管の

溶接部（（１）から（３）までに掲げ

るものを除く。） 

a.～c. （略） 

（５） 継手接続箇所から100mm以内

の溶接部（（１）から（４）までに掲

げるもの及びライニング型貯槽の

溶接部を除く｡） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（３／３） 

区分 規定試験 代替試験 

使
用
第
２
種
機
器 

1．閉じ込め部の溶接部のうち、突合

せ溶接による溶接部であって、次

の（1）から（5）までのいずれかに

掲げるもの（最高使用温度 100℃未

満の開放容器及びこれに接続され

る管のうち当該容器から最も近い

止め弁までの部分並びに外径 61mm

以下の管の溶接部を除く。） 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) （略） 

(4) 内包するプルトニウムの濃度が

37µBq/cm3（内包するプルトニウム

が液体中にある場合は、37Bq/cm3）

以上の容器若しくは管又は内包す

る放射性物質の濃度が 37mBq/cm3

（内包する放射性物質が液体中に

ある場合は 37kBq/cm3）以上の容器

若しくは管の溶接部（(1)から(3)ま

でに掲げるものを除く。） 

a.～c. （略） 

(5) 継手接続箇所から100mm以内の溶

接部（(1)から(4)までに掲げるもの

及びライニング型貯槽の溶接部を

除く｡） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

表１－１ 溶接部の非破壊試験（３／３） 

区分 規定試験 代替試験 
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機
器 

溶接部 

（
略
） 

（略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い又は目違い 

突合せ溶接による継手面の食い違い又は目違いは、溶接規格２０１

２（２０１３）「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の食違い」又

は溶接規格２０２０「Ｎ－４０６０ 突合せ溶接による継手面の目違

い」によること。この場合において、次の１）及び２）によること。 

１）・２） （略） 

 

表１－２ （略） 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格２０１２（２０１３）又

は溶接規格２０２０「Ｎ－４０７０ 厚さの異なる母材の突合せ溶接」

によること。この場合において、次によること。 

１）「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄに係るものを除く」は「フランジ、

平板及び管板を取り付ける継手又は管台を取り付ける継手を含

む」に読み替える。 

 

８．継手の仕上げ又は溶接部の表面 

容器又は管の溶接部であって「１０．非破壊試験の方法と判定基準」

の規定により非破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接

規格２０１２（２０１３）「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」又は溶接規

機器 溶接部 

（
略
） 

（略） （略） （略） 

 

６．突合せ溶接による継手面の食い違い 

突合せ溶接による継手面の食違いは、溶接規格「Ｎ－４０６０ 突

合せ溶接による継手面の食違い」に、次の要件を付したものによるこ

と。 

 

１）・２） （略） 

 

表１－２ （略） 

 

７．厚さの異なる母材の突合せ溶接 

厚さの異なる母材の突合せ溶接は、溶接規格「Ｎ－４０７０ 厚さ

の異なる母材の突合せ溶接」に次の要件を付したものによること。 

 

１） 「継手区分Ｃ又は継手区分Ｄ」は「フランジ、平板及び管板を

取り付ける継手又は管台を取り付ける継手」に読み替える。 

 

 

８．継手の仕上げ 

容器又は管の溶接部であって「１０．非破壊試験の方法と判定基準」

の規定により非破壊検査を行うこととされているものの表面は、溶接

規格「Ｎ－４０８０ 継手の仕上げ」によること。ただし、使用第１種
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格２０２０「Ｎ－４０８０ 溶接部の表面」及び「Ｎ－４０８１ 溶接

部の余盛」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格2020」の適用に当たって

の条件」参照）によること。ただし、使用第１種機器の溶接部の接液面

であって、耐食性を著しく損なうおそれがある場合は、表面の仕上げ

を行ってはならない。 

さらに、当該溶接部の接液面は、「表１－３ 溶接部の接液面の余盛

高さ及び裏波高さの許容値」の左欄に掲げる項目について、それぞれ

同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。た

だし、構造上当該判定基準によることが著しく困難である場合は、こ

の限りでない。 

 

表１－３ （略） 

 

９．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。た

だし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この

限りでない。 

１）溶接後熱処理は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２

０２０「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」（別記－５Ⅰ．１．⑨及び

⑩又はⅡ．「表４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」参

照）によること。この場合において、溶接規格２０１２（２０１

３）「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しないもの」及び溶

接規格２０２０「表Ｎ－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しない

ものの条件」の「１.クラス１機器」は適用除外とし、「２.クラス

１機器以外」を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ又は継

機器の溶接部の接液面であって、耐食性を著しく損なうおそれがある

場合は、表面の仕上げを行ってはならない。 

さらに、当該溶接部の接液面は、「表１－３ 溶接部の接液面の余盛

高さ及び裏波高さの許容値」の左欄に掲げる項目について、それぞれ

同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。た

だし、構造上当該判定基準によることが著しく困難である場合は、こ

の限りでない。 

 

 

 

 

表１－３ （略） 

 

９．溶接後熱処理 

溶接部は、次に規定するところにより溶接後熱処理を行うこと。た

だし、十分な強度及び耐食性を有することが確認された場合は、この

限りでない。 

（１）溶接後熱処理は、溶接規格「Ｎ－４０９０ 溶接後熱処理」によ

ること（別記－５ １．⑨及び⑩参照）。この場合において、「表Ｎ

－Ｘ０９０－３ 溶接後熱処理を要しないもの（１／３）」及び同表

（２／３）は適用除外とし、同表（３／３）「２.クラス１機器以外」

を適用する。この場合において、「継手区分Ｂ」及び「継手区分Ｃ」

は「周継手」に読み替える。 
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手区分Ｃ」は「周継手」に読み替える。 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格

２０２０「Ｎ－４１００ 非破壊試験」（別記－５Ⅱ．「表４ 「溶接

規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合にお

いて、次によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～

④のとおりとする。 

① 「増感紙を使用する場合」の項の「（クラス１容器及びクラス

１配管以外のものにあっては,金属蛍光増感紙を除く。）」及び

「ただし，金属蛍光増感紙は，クラス1容器及びクラス1配管以

外の機器に使用してもよい。」を削る。 

② （略） 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離（全周を同時に撮影す

る場合を除く。）」の項の「クラス１容器 クラス１配管」は適

用除外とし、「クラスＭＣ容器 クラス２容器 クラス３容器 

クラス３相当容器 クラス２配管 クラス３配管 クラス３相

当管 クラス４配管」又は「クラスＭＣ容器 クラス２容器 ク

ラス３容器 クラス３相当容器 クラス２配管 クラス３配管 

クラス３相当管 クラス４配管 コンクリート製原子炉格納容

器 炉心支持構造物」を適用する。 

④ 溶接規格２０１２（２０１３）の「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射

線透過試験」において規定のない針金形透過度計を使用する場

合及び判定基準については、「表１－４ 放射線透過試験」を加

 

 

１０．非破壊試験の方法と判定基準 

溶接部の非破壊試験は、溶接規格「Ｎ－４１００ 非破壊試験」に、

次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」については、次の①～

④のとおりとする。  

① 「増感紙を使用する場合」の欄の「（クラス１容器及びクラス

１配管以外のものにあっては、金属蛍光増感紙を除く。）」を削

る。  

 

② （略） 

③ 「放射線源と溶接部の線源側との距離」欄の「クラス１容器 

クラス１配管」は適用除外とし、「クラスＭＣ容器 クラス２容

器 クラス３容器 クラス３相当容器 クラス２配管 クラス

３配管 クラス３相当管 クラス４配管」を適用する。 

 

 

 

 

④ 同表において規定のない針金形透過度計を使用する場合及び

判定基準については、「表１－４ 放射線透過試験」を加え、「表

Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」の判定基準は適用除外とす
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え、「表Ｎ－Ｘ１００－１ 放射線透過試験」の判定基準は適用

除外とする。 

 

表１－４ 放射線透過試験 

（略） （略） （略） （略） 

判
定
基
準 

次の１から３までに適合すること。 

１ JIS Z3104-1995 の附属書４「透過写真によるきずの像の

分類方法」の１類、JIS Z3106-2001 の附属書４「透過写真

によるきずの像の分類方法」の１類又はJIS Z3107-1993 の

附属書「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類であ

ること。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４

種のきずのきず点数として算定しないきずの長径は、母材

の厚さが5mm以下の場合にあっては、母材の厚さの0.1倍と

する。 

 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

 

 

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０

「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５Ⅰ．１．⑪又はⅡ．「表４ 「溶

接規格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合に

おいて、次の１）から６）までによること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、「機器の区分」の

欄の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「使用第１種容器」に、

る。 

 

 

表１－４ 放射線透過試験 

（略） （略） （略） （略） 

判 定 

次の１から４までに適合すること。 

１ JIS Z3104-1995 の附属書４「透過写真によるきずの像の

分類方法」の１類、JIS Z3106-2001 の附属書４「透過写真

によるきずの像の分類方法」の１類又はJIS Z3107-1993 の

附属書「透過写真によるきずの像の分類方法」の１類であ

ること。ただし、ステンレス鋼等における第１種及び第４

種のきずのきず点数として算定しないきずの長径は、母材

の厚さが5mm以下の場合にあっては、母材の厚さの0.1倍と

する。再処理クラス３容器と管、クラス４容器と管の場合

にあっては、炭素鋼及びステンレス鋼等における第１種及

び第４種のきず並びにチタン等におけるブローホール及び

タングステン巻込み（以下この表において「第１種のきず

等」という。）については、試験視野を３倍に拡大してきず

点数を求め、その３分の１の値をきず点数とすることがで

きる。 

２・３ （略） 
  

 

１１．機械試験 

機械試験は、溶接規格「Ｎ－４１１０ 機械試験」（別記－５ １．

⑪参照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験（１／２）」において、「機器

の区分」の欄の「クラス１容器、クラスＭＣ容器」は「使用第１種
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「溶接部の区分」の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」に、「継手

区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」に読み替える。 

 

２）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」において、「クラス１配管」

は「使用第１種管」に、「溶接部の区分」の欄の「継手区分Ａ」は

「長手継手」に、「継手区分Ｂ及び継手区分Ｃ」は「周継手（管台

を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」の「破壊靭性試験」は「衝撃

試験」に読み替え、溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１

１０－１ 機械試験」（注）５において、「発電用原子力機器に

関する容器又は管の破壊靱性試験であって、」は削る。 

４） （略） 

５）溶接規格２０１２（２０１３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張

試験、型曲げ試験及びローラ曲げ試験」の型曲げ試験の表の母

材の区分欄、同じくローラ曲げ試験の表の母材の区分欄の「Ｐ

－５２」は「Ｐ－５２及びＰ－６１」に読み替える。また、別記

－５Ⅱ．「表４ 「溶接規格2020」の適用に当たっての条件」の

「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験,型曲げ試験及びローラ

曲げ試験」の項の右欄中「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２ Ｐ－６１」

に読み替える。 

６）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、機器の区分の

欄の「クラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」

及び「クラスＭＣ容器、コンクリート製原子炉格納容器」は適用

除外とする。また、「クラス２容器 クラス３容器 クラス３相

当容器 クラス２配管 クラス３配管 クラス３相当管」は「使

容器」に、「溶接部の区分」の欄の「継手区分Ａ」は「長手継手」

に、「継手区分Ｂ,継手区分Ｃ及び継手区分Ｄ」は「周継手」に読

み替える。  

２）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験（２／２）」において、「クラ

ス１配管」は「使用第１種管」に、「溶接部の区分」の欄の「継手

区分Ａ」は「長手継手」に、「継手区分Ｂ及び継手区分Ｃ」は「周

継手（管台を取り付ける継手を除く。）」に読み替える。 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－１ 機械試験」の「破壊靭性試験」は「衝撃

試験」に読み替え、（注）５において、「発電用原子力機器に関

する容器又は管の破壊靱性試験であって、」は削る。 

 

２） （略） 

３）「表Ｎ－Ｘ１１０－２ 継手引張試験、型曲げ試験及びローラ曲

げ試験」の型曲げ試験の表の母材の区分欄、同じくローラ曲げ

試験の表の母材の区分欄の「Ｐ－５２」は「Ｐ－５２及びＰ－６

１」を追加する。 

 

 

 

 

４）「表Ｎ－Ｘ１１０－３ 破壊靭性試験」において、機器の区分の

欄の「クラス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」

は適用除外とする。また、「クラス２容器」、「クラス３容器」、

「クラス３相当容器」、「クラス２配管」、「クラス３配管」及

び「クラス３相当管」は「使用第１種容器及び使用第１種管」に
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用第１種容器及び使用第１種管」に読み替える。 

 

表１－５ 使用第２種容器及び使用第２種管の機械試験 

区分 
試験の種類 

機器の区分 溶接部の区分 

使用第２

種容器 

胴の内径600mm

を超えるもの 

（略） （略） 

（略） （略） 
（略） 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格２０１２（２０１３）又は溶接規格２０２０「Ｎ

－４１２０ 再試験」（別記－５Ⅰ．１．⑫又はⅡ．「表４ 「溶接規

格2020」の適用に当たっての条件」参照）によること。この場合におい

て、次の１）及び２）によること。 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の「クラ

ス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」及び「クラ

スＭＣ容器、コンクリート製原子炉格納容器」は適用除外とす

る。 

２） （略） 

 

１３． （略） 

 

表１－６ 耐圧試験 

（表略） 

読み替える。 

 

表１－５ 使用第２種容器及び使用第２種管の機械試験 

区分 
試験の種類 

機器の区分 溶接部の区分 

使用第２

種容器 

胴の内径600mを

超えるもの 

（略） （略） 

（略） （略） 
（略） 

（略） 

（略） （略）  

 

１２．再試験 

再試験は、溶接規格「Ｎ－４１２０ 再試験」（別記－５ １.⑫参

照）に、次の要件を付したものによること。 

 

 

１）「表Ｎ－Ｘ１２０－１ 再試験」における破壊靭性試験の「クラ

ス１容器」、「クラス１配管」、「クラスＭＣ容器」は適用除外

とする。 

 

２） （略） 

 

１３． （略） 

 

表１－６ 耐圧試験 

（表略） 
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（備考） 

１ （略） 

２ 最高使用圧力が98kPa未満の容器又は管にあっては、水圧による試験

を気圧で行うことができる。この場合における試験圧力は、水圧によ

る試験の場合と同じ圧力とする。 

 

 

表１－７ 漏洩試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

（略） （略） （略） 

ヘリウムリーク試験

（真空法） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

（備考） 

１ （略） 

２ 最高使用圧力が98kPa未満の容器又は管にあっては、水圧による試験

を気圧で行うことができる。この場合における試験圧力は、水圧によ

る試験を気圧で行うことができる。この場合における試験圧力は、水

圧による試験の場合と同じ圧力とする。 

 

表１－７ 漏洩試験の方法と判定基準 

試験の種類 試験の方法 判定基準 

（略） （略） （略） 

ヘリウムリーク試（真

空法） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 
 

  

 

 


